
1A

⻄
暦

年
 
※
半
⾓
数
字
で

派
遣
労
働
者
の
同
⼀
労
働
同
⼀
賃
⾦
ル
ー
ル
施
⾏
状
況
と

 コ
ロ
ナ
禍
に
お
け
る
就
業
状
況
に
関
す
る
調
査

注
意
事
項

回
答
中
に
ブ
ラ
ウ
ザ
の
「
戻
る
」
を
使
⽤
し
な
い
で
く
だ
さ
い
。

回
答
は
、
各
ペ
ー
ジ

60
分
以
内
に
送
信
を
し
て
く
だ
さ
い
。

 
Ja

va
Sc

rip
tお
よ
び

Co
ok

ie
を
有
効
に
し
て
く
だ
さ
い
。

 

推
奨
ブ
ラ
ウ
ザ

M
ic

ro
so

ft 
In

te
rn

et
 E

xp
lo

re
r 1

1 
Fi

re
fo

x 
14

.0
以
降

 
G

oo
gl

e 
Ch

ro
m

e 
21

.0
以
降

推
奨

O
S

W
in

do
w

s1
0 

W
in

do
w

s8

--
--
＜
改
ペ
ー
ジ
＞

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

貴
社
全
体
に
つ
い
て
お
う
か
が
い
し
ま
す
。

[必
須

]

Q
1 
貴
社
が
派
遣
事
業
を
開
始
し
た
年
は
い
つ
で
す
か
。

--
--
＜
改
ペ
ー
ジ
＞

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

[必
須

]

Q
2 
貴
社
は
、
い
わ
ゆ
る
資
本
系
グ
ル
ー
プ
派
遣
会
社
に
あ
た
り
ま
す
か
。

 
 は
い

 
 い
い
え

--
--
＜
改
ペ
ー
ジ
＞

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

次
へ

[必
須

]

Q
3 
貴
社
は
、
優
良
派
遣
事
業
者
に
認
定
さ
れ
て
い
ま
す
か
。

 
 は
い

 
 い
い
え

--
--
＜
改
ペ
ー
ジ
＞

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

貴
社
で
現
在
実
施
し
て
い
る
⼈
材
サ
ー
ビ
ス
関
連
事
業
に
つ
い
て
う
か
が
い
ま
す
。

[必
須

]

Q
4_

1 
貴
社
で
現
在
実
施
し
て
い
る
⼈
材
サ
ー
ビ
ス
関
連
事
業
に
つ
い
て
す
べ
て
選
択
し
て
く
だ
さ
い
。
（
複
数
回
答
可
）

 
 専
⾨
・
技
術
系
業
務
派
遣

 
 事
務
系
業
務
派
遣

 
 製
造
系
業
務
派
遣

 
 販
売
・
サ
ー
ビ
ス
系
業
務
派
遣

 
 医
療
・
福
祉
系
業
務
派
遣

 
 ⽇
雇
い
等
の
ス
ポ
ッ
ト
派
遣

 
 業
務
請
負
事
業

 
 ⼈
材
紹
介
事
業

 
 外
国
⼈
労
働
者
を
対
象
と
し
た
⼈
材
サ
ー
ビ
ス
事
業

 
 ⾼
齢
者
を
対
象
と
し
た
⼈
材
サ
ー
ビ
ス
事
業

 
 ク
ラ
ウ
ド
ソ
ー
シ
ン
グ
事
業

 
 そ
の
他
（

 
 ）

--
--
＜
改
ペ
ー
ジ
＞

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

【
回
答
者
条
件
】

  
Q

4_
1で
 
［

2］
個
以
上
 
を
選
択
し
た
⽅
の
み

[必
須

]

Q
4_

2 
最
も
売
上
が
多
い
事
業
は
何
で
す
か
。

 
 専
⾨
・
技
術
系
業
務
派
遣

 
 事
務
系
業
務
派
遣

1A

⻄
暦

年
 
※
半
⾓
数
字
で

派
遣
労
働
者
の
同
⼀
労
働
同
⼀
賃
⾦
ル
ー
ル
施
⾏
状
況
と

 コ
ロ
ナ
禍
に
お
け
る
就
業
状
況
に
関
す
る
調
査

注
意
事
項

回
答
中
に
ブ
ラ
ウ
ザ
の
「
戻
る
」
を
使
⽤
し
な
い
で
く
だ
さ
い
。

回
答
は
、
各
ペ
ー
ジ

60
分
以
内
に
送
信
を
し
て
く
だ
さ
い
。

 
Ja

va
Sc

rip
tお
よ
び

Co
ok

ie
を
有
効
に
し
て
く
だ
さ
い
。

 

推
奨
ブ
ラ
ウ
ザ

M
ic

ro
so

ft 
In

te
rn

et
 E

xp
lo

re
r 1

1 
Fi

re
fo

x 
14

.0
以
降

 
G

oo
gl

e 
Ch

ro
m

e 
21

.0
以
降

推
奨

O
S

W
in

do
w

s1
0 

W
in

do
w

s8

--
--
＜
改
ペ
ー
ジ
＞

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

貴
社
全
体
に
つ
い
て
お
う
か
が
い
し
ま
す
。

[必
須

]

Q
1 
貴
社
が
派
遣
事
業
を
開
始
し
た
年
は
い
つ
で
す
か
。

--
--
＜
改
ペ
ー
ジ
＞

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

[必
須

]

Q
2 
貴
社
は
、
い
わ
ゆ
る
資
本
系
グ
ル
ー
プ
派
遣
会
社
に
あ
た
り
ま
す
か
。

 
 は
い

 
 い
い
え

--
--
＜
改
ペ
ー
ジ
＞

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

次
へ

[必
須

]

Q
3 
貴
社
は
、
優
良
派
遣
事
業
者
に
認
定
さ
れ
て
い
ま
す
か
。

 
 は
い

 
 い
い
え

--
--
＜
改
ペ
ー
ジ
＞

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

貴
社
で
現
在
実
施
し
て
い
る
⼈
材
サ
ー
ビ
ス
関
連
事
業
に
つ
い
て
う
か
が
い
ま
す
。

[必
須

]

Q
4_

1 
貴
社
で
現
在
実
施
し
て
い
る
⼈
材
サ
ー
ビ
ス
関
連
事
業
に
つ
い
て
す
べ
て
選
択
し
て
く
だ
さ
い
。
（
複
数
回
答
可
）

 
 専
⾨
・
技
術
系
業
務
派
遣

 
 事
務
系
業
務
派
遣

 
 製
造
系
業
務
派
遣

 
 販
売
・
サ
ー
ビ
ス
系
業
務
派
遣

 
 医
療
・
福
祉
系
業
務
派
遣

 
 ⽇
雇
い
等
の
ス
ポ
ッ
ト
派
遣

 
 業
務
請
負
事
業

 
 ⼈
材
紹
介
事
業

 
 外
国
⼈
労
働
者
を
対
象
と
し
た
⼈
材
サ
ー
ビ
ス
事
業

 
 ⾼
齢
者
を
対
象
と
し
た
⼈
材
サ
ー
ビ
ス
事
業

 
 ク
ラ
ウ
ド
ソ
ー
シ
ン
グ
事
業

 
 そ
の
他
（

 
 ）

--
--
＜
改
ペ
ー
ジ
＞

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

【
回
答
者
条
件
】

  
Q

4_
1で
 
［

2］
個
以
上
 
を
選
択
し
た
⽅
の
み

[必
須

]

Q
4_

2 
最
も
売
上
が
多
い
事
業
は
何
で
す
か
。

 
 専
⾨
・
技
術
系
業
務
派
遣

 
 事
務
系
業
務
派
遣

1A

⻄
暦

年
 
※
半
⾓
数
字
で

派
遣
労
働
者
の
同
⼀
労
働
同
⼀
賃
⾦
ル
ー
ル
施
⾏
状
況
と

 コ
ロ
ナ
禍
に
お
け
る
就
業
状
況
に
関
す
る
調
査

注
意
事
項

回
答
中
に
ブ
ラ
ウ
ザ
の
「
戻
る
」
を
使
⽤
し
な
い
で
く
だ
さ
い
。

回
答
は
、
各
ペ
ー
ジ

60
分
以
内
に
送
信
を
し
て
く
だ
さ
い
。

 
Ja

va
Sc

rip
tお
よ
び

Co
ok

ie
を
有
効
に
し
て
く
だ
さ
い
。
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ラ
ウ
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.0
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G

oo
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ro
m
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.0
以
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推
奨

O
S

W
in

do
w

s1
0 

W
in

do
w

s8

--
--
＜
改
ペ
ー
ジ
＞

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

貴
社
全
体
に
つ
い
て
お
う
か
が
い
し
ま
す
。

[必
須

]

Q
1 
貴
社
が
派
遣
事
業
を
開
始
し
た
年
は
い
つ
で
す
か
。

--
--
＜
改
ペ
ー
ジ
＞

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

[必
須

]

Q
2 
貴
社
は
、
い
わ
ゆ
る
資
本
系
グ
ル
ー
プ
派
遣
会
社
に
あ
た
り
ま
す
か
。

 
 は
い

 
 い
い
え

--
--
＜
改
ペ
ー
ジ
＞

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

次
へ

[必
須

]

Q
3 
貴
社
は
、
優
良
派
遣
事
業
者
に
認
定
さ
れ
て
い
ま
す
か
。

 
 は
い

 
 い
い
え

--
--
＜
改
ペ
ー
ジ
＞

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

貴
社
で
現
在
実
施
し
て
い
る
⼈
材
サ
ー
ビ
ス
関
連
事
業
に
つ
い
て
う
か
が
い
ま
す
。

[必
須

]

Q
4_

1 
貴
社
で
現
在
実
施
し
て
い
る
⼈
材
サ
ー
ビ
ス
関
連
事
業
に
つ
い
て
す
べ
て
選
択
し
て
く
だ
さ
い
。
（
複
数
回
答
可
）

 
 専
⾨
・
技
術
系
業
務
派
遣

 
 事
務
系
業
務
派
遣

 
 製
造
系
業
務
派
遣

 
 販
売
・
サ
ー
ビ
ス
系
業
務
派
遣

 
 医
療
・
福
祉
系
業
務
派
遣

 
 ⽇
雇
い
等
の
ス
ポ
ッ
ト
派
遣

 
 業
務
請
負
事
業

 
 ⼈
材
紹
介
事
業

 
 外
国
⼈
労
働
者
を
対
象
と
し
た
⼈
材
サ
ー
ビ
ス
事
業

 
 ⾼
齢
者
を
対
象
と
し
た
⼈
材
サ
ー
ビ
ス
事
業

 
 ク
ラ
ウ
ド
ソ
ー
シ
ン
グ
事
業

 
 そ
の
他
（

 
 ）

--
--
＜
改
ペ
ー
ジ
＞

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

【
回
答
者
条
件
】

  
Q

4_
1で
 
［

2］
個
以
上
 
を
選
択
し
た
⽅
の
み

[必
須

]

Q
4_

2 
最
も
売
上
が
多
い
事
業
は
何
で
す
か
。

 
 専
⾨
・
技
術
系
業
務
派
遣

 
 事
務
系
業
務
派
遣
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2A

億
万
円
 
※
半
⾓
数
字
で

億
万
円
 
※
半
⾓
数
字
で

約
事
業
所
 
※
半
⾓
数
字
で

 
 製
造
系
業
務
派
遣

 
 販
売
・
サ
ー
ビ
ス
系
業
務
派
遣

 
 医
療
・
福
祉
系
業
務
派
遣

 
 ⽇
雇
い
等
の
ス
ポ
ッ
ト
派
遣

 
 業
務
請
負
事
業

 
 ⼈
材
紹
介
事
業

 
 外
国
⼈
労
働
者
を
対
象
と
し
た
⼈
材
サ
ー
ビ
ス
事
業

 
 ⾼
齢
者
を
対
象
と
し
た
⼈
材
サ
ー
ビ
ス
事
業

 
 ク
ラ
ウ
ド
ソ
ー
シ
ン
グ
事
業

 
 そ
の
他

--
--
＜
改
ペ
ー
ジ
＞

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

貴
事
業
所
の
派
遣
事
業
に
つ
い
て
お
う
か
が
い
し
ま
す
。

Q
5_

1 
貴
事
業
所
の

20
19
年
度
の
派
遣
事
業
に
よ
る
売
上
⾼
は
い
く
ら
で
す
か
。

※
20

20
年
に
提
出
し
た
労
働
者
派
遣
事
業
収
⽀
決
算
書
の
内
容
を
転
記
し
て
く
だ
さ
い
。

--
--
＜
改
ペ
ー
ジ
＞

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

Q
5_

2 
貴
事
業
所
の

20
19
年
度
の
派
遣
事
業
に
よ
る
当
期
純
利
益
は
い
く
ら
で
す
か
。

※
20

20
年
に
提
出
し
た
労
働
者
派
遣
事
業
収
⽀
決
算
書
の
内
容
を
転
記
し
て
く
だ
さ
い
。

 
※
当
期
純
利
益
が
マ
イ
ナ
ス
（
⾚
字
）
の
場
合
、
「

-」
（
マ
イ
ナ
ス
）
を
付
け
て
数
値
⼊
⼒
し
て
く
だ
さ
い
。
（
⼊
⼒
例
︓

-1
50
）

--
--
＜
改
ペ
ー
ジ
＞

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

Q
6 

20
19
年
度
に
取
引
の
あ
っ
た
派
遣
先
事
業
所
数
を
お
し
え
て
く
だ
さ
い
。

 
概
数
で
結
構
で
す
。
実
績
が
無
い
場
合
に
は

0を
ご
記
⼊
く
だ
さ
い
。

--
--
＜
改
ペ
ー
ジ
＞

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

【
回
答
者
条
件
】

  
Q

6で
『

1.
約
』
 
に
［

0］
よ
り
多
く
 
数
値
を
⼊
⼒
し
た
⽅
の
み

[必
須

]

Q
7_

1 
取
引
先
で
最
も
多
い
企
業
規
模
（
従
業
員
規
模
）
を
選
択
し
て
く
だ
さ
い
。

 
 1
〜

29
⼈

 
 3

0〜
99
⼈

 
 1

00
〜

29
9⼈

 
 3

00
〜

99
9⼈

 
 1

00
0〜

49
99
⼈

 
 5

00
0⼈
以
上

--
--
＜
改
ペ
ー
ジ
＞

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

【
回
答
者
条
件
】

  
Q

6で
『

1.
約
』
 
に
［

0］
よ
り
多
く
 
数
値
を
⼊
⼒
し
た
⽅
の
み

[必
須

]

Q
7_

2 
取
引
先
で
多
い
業
種
は
何
で
す
か
。
上
位
３
つ
ま
で
を
お
答
え
く
だ
さ
い
。

 
 建
設
業

 
 製
造
業

 
 情
報
通
信
業

 
 運
輸
業

 
 卸
売
・
⼩
売
業

 
 ⾦
融
・
保
険
業

 
 飲
⾷
店
・
宿
泊
業

 
 医
療
・
福
祉

 
 そ
の
他
サ
ー
ビ
ス
業

 
 官
公
庁
・
公
的
機
関

 
 そ
の
他
（

 
 ）

2A

億
万
円
 
※
半
⾓
数
字
で

億
万
円
 
※
半
⾓
数
字
で

約
事
業
所
 
※
半
⾓
数
字
で

 
 製
造
系
業
務
派
遣

 
 販
売
・
サ
ー
ビ
ス
系
業
務
派
遣

 
 医
療
・
福
祉
系
業
務
派
遣

 
 ⽇
雇
い
等
の
ス
ポ
ッ
ト
派
遣

 
 業
務
請
負
事
業

 
 ⼈
材
紹
介
事
業

 
 外
国
⼈
労
働
者
を
対
象
と
し
た
⼈
材
サ
ー
ビ
ス
事
業

 
 ⾼
齢
者
を
対
象
と
し
た
⼈
材
サ
ー
ビ
ス
事
業

 
 ク
ラ
ウ
ド
ソ
ー
シ
ン
グ
事
業

 
 そ
の
他

--
--
＜
改
ペ
ー
ジ
＞

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

貴
事
業
所
の
派
遣
事
業
に
つ
い
て
お
う
か
が
い
し
ま
す
。

Q
5_

1 
貴
事
業
所
の

20
19
年
度
の
派
遣
事
業
に
よ
る
売
上
⾼
は
い
く
ら
で
す
か
。

※
20

20
年
に
提
出
し
た
労
働
者
派
遣
事
業
収
⽀
決
算
書
の
内
容
を
転
記
し
て
く
だ
さ
い
。

--
--
＜
改
ペ
ー
ジ
＞

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

Q
5_

2 
貴
事
業
所
の

20
19
年
度
の
派
遣
事
業
に
よ
る
当
期
純
利
益
は
い
く
ら
で
す
か
。

※
20

20
年
に
提
出
し
た
労
働
者
派
遣
事
業
収
⽀
決
算
書
の
内
容
を
転
記
し
て
く
だ
さ
い
。

 
※
当
期
純
利
益
が
マ
イ
ナ
ス
（
⾚
字
）
の
場
合
、
「

-」
（
マ
イ
ナ
ス
）
を
付
け
て
数
値
⼊
⼒
し
て
く
だ
さ
い
。
（
⼊
⼒
例
︓

-1
50
）

--
--
＜
改
ペ
ー
ジ
＞

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

Q
6 

20
19
年
度
に
取
引
の
あ
っ
た
派
遣
先
事
業
所
数
を
お
し
え
て
く
だ
さ
い
。

 
概
数
で
結
構
で
す
。
実
績
が
無
い
場
合
に
は

0を
ご
記
⼊
く
だ
さ
い
。

--
--
＜
改
ペ
ー
ジ
＞

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

【
回
答
者
条
件
】

  
Q

6で
『

1.
約
』
 
に
［

0］
よ
り
多
く
 
数
値
を
⼊
⼒
し
た
⽅
の
み

[必
須

]

Q
7_

1 
取
引
先
で
最
も
多
い
企
業
規
模
（
従
業
員
規
模
）
を
選
択
し
て
く
だ
さ
い
。

 
 1
〜

29
⼈

 
 3

0〜
99
⼈

 
 1

00
〜

29
9⼈

 
 3

00
〜

99
9⼈

 
 1

00
0〜

49
99
⼈

 
 5

00
0⼈
以
上

--
--
＜
改
ペ
ー
ジ
＞

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

【
回
答
者
条
件
】

  
Q

6で
『

1.
約
』
 
に
［

0］
よ
り
多
く
 
数
値
を
⼊
⼒
し
た
⽅
の
み

[必
須

]

Q
7_

2 
取
引
先
で
多
い
業
種
は
何
で
す
か
。
上
位
３
つ
ま
で
を
お
答
え
く
だ
さ
い
。

 
 建
設
業

 
 製
造
業

 
 情
報
通
信
業

 
 運
輸
業

 
 卸
売
・
⼩
売
業

 
 ⾦
融
・
保
険
業

 
 飲
⾷
店
・
宿
泊
業

 
 医
療
・
福
祉

 
 そ
の
他
サ
ー
ビ
ス
業

 
 官
公
庁
・
公
的
機
関

 
 そ
の
他
（

 
 ）

2A

億
万
円
 
※
半
⾓
数
字
で

億
万
円
 
※
半
⾓
数
字
で

約
事
業
所
 
※
半
⾓
数
字
で

 
 製
造
系
業
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派
遣

 
 販
売
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サ
ー
ビ
ス
系
業
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派
遣
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療
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福
祉
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業
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派
遣

 
 ⽇
雇
い
等
の
ス
ポ
ッ
ト
派
遣
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務
請
負
事
業

 
 ⼈
材
紹
介
事
業

 
 外
国
⼈
労
働
者
を
対
象
と
し
た
⼈
材
サ
ー
ビ
ス
事
業

 
 ⾼
齢
者
を
対
象
と
し
た
⼈
材
サ
ー
ビ
ス
事
業

 
 ク
ラ
ウ
ド
ソ
ー
シ
ン
グ
事
業

 
 そ
の
他

--
--
＜
改
ペ
ー
ジ
＞

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

貴
事
業
所
の
派
遣
事
業
に
つ
い
て
お
う
か
が
い
し
ま
す
。

Q
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の
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遣
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業
に
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い
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で
す
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Q
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を
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の
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、
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を
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て
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に
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た
派
遣
先
事
業
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を
お
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え
て
く
だ
さ
い
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で
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で
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が
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模
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Q
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い
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は
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で
す
か
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お
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く
だ
さ
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信
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3A

%
 
※
半
⾓
数
字
で

い る 人

い な い

--
--
＜
改
ペ
ー
ジ
＞

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

【
回
答
者
条
件
】

  
Q

6で
『

1.
約
』
 
に
［

0］
よ
り
多
く
 
数
値
を
⼊
⼒
し
た
⽅
の
み

Q
8 
貴
事
業
所
の
派
遣
料
⾦
に
占
め
る
マ
ー
ジ
ン
率
は
ど
れ
く
ら
い
で
す
か
。

※
マ
ー
ジ
ン
率
と
は
派
遣
料
⾦
平
均
額
と
派
遣
労
働
者
の
賃
⾦
平
均
額
の
差
額
の
、
派
遣
料
⾦
平
均
額
に
占
め
る
割
合
で
す
。

--
--
＜
改
ペ
ー
ジ
＞

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

[必
須

]

Q
9 

20
19
年
度
の
派
遣
労
働
者
数
等
雇
⽤
実
績
（
実
⼈
数
）
を
ご
記
⼊
く
だ
さ
い
。

※
20

20
年
に
提
出
し
た
労
働
者
派
遣
事
業
報
告
の
第

2⾯
「
年
度
報
告
」
の
内
容
か
ら
転
記
し
て
く
だ
さ
い
。
派
遣
労
働
者
が
い
な
い
場
合
は
「
い
な

い
」
を
選
択
し
て
く
だ
さ
い
。

無
期
雇
⽤
派
遣
労
働
者
数
（

20
19
年
度
）

→
 

有
期
雇
⽤
派
遣
労
働
者
数
（

20
19
年
度
）

→
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
※
半
⾓
数
字
で

--
--
＜
改
ペ
ー
ジ
＞

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

【
回
答
者
条
件
】

  
Q

9で
「

1.
無
期
雇
⽤
派
遣
労
働
者
数
（

20
19
年
度
）
」
で
『

2.
い
な
い
』
 
い
ず
れ
か
を
選
択
し
た

  
か
つ

Q
9で
「

2.
有
期
雇
⽤
派
遣
労
働
者
数
（

20
19
年
度
）
」
で
『

2.
い
な
い
』
 
い
ず
れ
か
を
選
択
し
た
⽅
の
み

[必
須

]

SQ
9 
今
後
、
労
働
者
派
遣
事
業
を
継
続
し
ま
す
か
。

 
 継
続
予
定

 
 継
続
し
な
い

 
 わ
か
ら
な
い

--
--
＜
改
ペ
ー
ジ
＞

 --
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

【
終
了
（

EN
D

2)
】

 
SQ

9で
『

2.
継
続
し
な
い
』
〜
『

3.
わ
か
ら
な
い
』
 
い
ず
れ
か
を
選
択
し
た
⽅
の
み

 

（ ）

１
⽇
以
下
の
も
の
 
 
 
 
 
 
 

件
 
※
半
⾓
数
字
で

１
⽇
を
超
え
７
⽇
以
下
の
も
の
 
 

件

７
⽇
を
超
え
１
か
⽉
以
下
の
も
の
 

件

１
か
⽉
を
超
え
２
か
⽉
以
下
の
も
の

件

２
か
⽉
を
超
え
３
か
⽉
以
下
の
も
の

件

３
か
⽉
を
超
え
６
か
⽉
以
下
の
も
の

件

６
か
⽉
を
超
え

12
か
⽉
以
下
の
も
の

件

１
年
を
超
え
３
年
以
下
の
も
の
 
 

件

３
年
を
超
え
る
も
の
 
 
 
 
 
 

件

--
--
＜
改
ペ
ー
ジ
＞

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

【
回
答
者
条
件
】

  
Q

9で
「

1.
無
期
雇
⽤
派
遣
労
働
者
数
（

20
19
年
度
）
」
で
『

1.
い
る
（
⼈
）
』
 
い
ず
れ
か
を
選
択
し
た

  
ま
た
は

Q
9で
「

2.
有
期
雇
⽤
派
遣
労
働
者
数
（

20
19
年
度
）
」
で
『

1.
い
る
（
⼈
）
』
 
い
ず
れ
か
を
選
択
し
た
⽅
の
み

Q
10

 2
01

9年
度
の
労
働
者
派
遣
契
約
の
期
間
別
件
数
（
延
べ
件
数
）
を
ご
記
⼊
く
だ
さ
い
。

※
20

20
年
に
提
出
し
た
労
働
者
派
遣
事
業
報
告
の
第

2⾯
「
年
度
報
告
」
の
内
容
か
ら
転
記
し
て
く
だ
さ
い
。
い
な
い
場
合
は
「

0」
を
⼊
⼒
し
て
く
だ

さ
い
。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

--
--
＜
改
ペ
ー
ジ
＞

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

【
回
答
者
条
件
】

  
Q

9で
「

1.
無
期
雇
⽤
派
遣
労
働
者
数
（

20
19
年
度
）
」
で
『

1.
い
る
（
⼈
）
』
 
い
ず
れ
か
を
選
択
し
た

  
ま
た
は

Q
9で
「

2.
有
期
雇
⽤
派
遣
労
働
者
数
（

20
19
年
度
）
」
で
『

1.
い
る
（
⼈
）
』
 
い
ず
れ
か
を
選
択
し
た
⽅
の
み

[必
須

]

Q
11

 2
01

9年
度
に
在
籍
し
た
全
派
遣
労
働
者
の
う
ち
、

3年
以
上
雇
⽤
し
て
い
る
⼈
は
何
割
ぐ
ら
い
で
す
か
。

 
 1
割
未
満

 
 1
〜

2割
未
満

 
 2
〜

3割
未
満

 
 3
〜

4割
未
満

 
 4
〜

5割
未
満

 
 5
割
以
上

3A
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※
半
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数
字
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い な い
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改
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ジ
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よ
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Q
8 
貴
事
業
所
の
派
遣
料
⾦
に
占
め
る
マ
ー
ジ
ン
率
は
ど
れ
く
ら
い
で
す
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度
の
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を
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さ
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。
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の
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容
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く
だ
さ
い
。
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者
が
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な
い
場
合
は
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を
選
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だ
さ
い
。

無
期
雇
⽤
派
遣
労
働
者
数
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働
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数
（

20
19
年
度
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」
で
『

2.
い
な
い
』
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ず
れ
か
を
選
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し
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つ
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数
（

20
19
年
度
）
」
で
『
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な
い
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い
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を
選
択
し
た
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の
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須
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SQ
9 
今
後
、
労
働
者
派
遣
事
業
を
継
続
し
ま
す
か
。

 
 継
続
予
定

 
 継
続
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な
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な
い
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終
了
（

EN
D

2)
】

 
SQ

9で
『

2.
継
続
し
な
い
』
〜
『

3.
わ
か
ら
な
い
』
 
い
ず
れ
か
を
選
択
し
た
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の
み

 

（ ）

１
⽇
以
下
の
も
の
 
 
 
 
 
 
 

件
 
※
半
⾓
数
字
で

１
⽇
を
超
え
７
⽇
以
下
の
も
の
 
 

件

７
⽇
を
超
え
１
か
⽉
以
下
の
も
の
 

件

１
か
⽉
を
超
え
２
か
⽉
以
下
の
も
の

件

２
か
⽉
を
超
え
３
か
⽉
以
下
の
も
の

件

３
か
⽉
を
超
え
６
か
⽉
以
下
の
も
の

件

６
か
⽉
を
超
え

12
か
⽉
以
下
の
も
の

件

１
年
を
超
え
３
年
以
下
の
も
の
 
 

件

３
年
を
超
え
る
も
の
 
 
 
 
 
 

件

--
--
＜
改
ペ
ー
ジ
＞

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

【
回
答
者
条
件
】

  
Q

9で
「

1.
無
期
雇
⽤
派
遣
労
働
者
数
（

20
19
年
度
）
」
で
『

1.
い
る
（
⼈
）
』
 
い
ず
れ
か
を
選
択
し
た

  
ま
た
は

Q
9で
「

2.
有
期
雇
⽤
派
遣
労
働
者
数
（

20
19
年
度
）
」
で
『

1.
い
る
（
⼈
）
』
 
い
ず
れ
か
を
選
択
し
た
⽅
の
み

Q
10

 2
01

9年
度
の
労
働
者
派
遣
契
約
の
期
間
別
件
数
（
延
べ
件
数
）
を
ご
記
⼊
く
だ
さ
い
。

※
20

20
年
に
提
出
し
た
労
働
者
派
遣
事
業
報
告
の
第

2⾯
「
年
度
報
告
」
の
内
容
か
ら
転
記
し
て
く
だ
さ
い
。
い
な
い
場
合
は
「

0」
を
⼊
⼒
し
て
く
だ

さ
い
。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

--
--
＜
改
ペ
ー
ジ
＞

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

【
回
答
者
条
件
】

  
Q

9で
「

1.
無
期
雇
⽤
派
遣
労
働
者
数
（

20
19
年
度
）
」
で
『

1.
い
る
（
⼈
）
』
 
い
ず
れ
か
を
選
択
し
た

  
ま
た
は

Q
9で
「

2.
有
期
雇
⽤
派
遣
労
働
者
数
（

20
19
年
度
）
」
で
『

1.
い
る
（
⼈
）
』
 
い
ず
れ
か
を
選
択
し
た
⽅
の
み

[必
須

]

Q
11

 2
01

9年
度
に
在
籍
し
た
全
派
遣
労
働
者
の
う
ち
、

3年
以
上
雇
⽤
し
て
い
る
⼈
は
何
割
ぐ
ら
い
で
す
か
。

 
 1
割
未
満

 
 1
〜

2割
未
満

 
 2
〜

3割
未
満

 
 3
〜

4割
未
満

 
 4
〜

5割
未
満

 
 5
割
以
上

3A

%
 
※
半
⾓
数
字
で

い る 人

い な い

--
--
＜
改
ペ
ー
ジ
＞

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

【
回
答
者
条
件
】

  
Q

6で
『

1.
約
』
 
に
［

0］
よ
り
多
く
 
数
値
を
⼊
⼒
し
た
⽅
の
み

Q
8 
貴
事
業
所
の
派
遣
料
⾦
に
占
め
る
マ
ー
ジ
ン
率
は
ど
れ
く
ら
い
で
す
か
。

※
マ
ー
ジ
ン
率
と
は
派
遣
料
⾦
平
均
額
と
派
遣
労
働
者
の
賃
⾦
平
均
額
の
差
額
の
、
派
遣
料
⾦
平
均
額
に
占
め
る
割
合
で
す
。

--
--
＜
改
ペ
ー
ジ
＞

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

[必
須

]

Q
9 

20
19
年
度
の
派
遣
労
働
者
数
等
雇
⽤
実
績
（
実
⼈
数
）
を
ご
記
⼊
く
だ
さ
い
。

※
20

20
年
に
提
出
し
た
労
働
者
派
遣
事
業
報
告
の
第

2⾯
「
年
度
報
告
」
の
内
容
か
ら
転
記
し
て
く
だ
さ
い
。
派
遣
労
働
者
が
い
な
い
場
合
は
「
い
な

い
」
を
選
択
し
て
く
だ
さ
い
。

無
期
雇
⽤
派
遣
労
働
者
数
（

20
19
年
度
）

→
 

有
期
雇
⽤
派
遣
労
働
者
数
（

20
19
年
度
）

→
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
※
半
⾓
数
字
で

--
--
＜
改
ペ
ー
ジ
＞

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

【
回
答
者
条
件
】

  
Q

9で
「

1.
無
期
雇
⽤
派
遣
労
働
者
数
（

20
19
年
度
）
」
で
『

2.
い
な
い
』
 
い
ず
れ
か
を
選
択
し
た

  
か
つ

Q
9で
「

2.
有
期
雇
⽤
派
遣
労
働
者
数
（

20
19
年
度
）
」
で
『

2.
い
な
い
』
 
い
ず
れ
か
を
選
択
し
た
⽅
の
み

[必
須

]

SQ
9 
今
後
、
労
働
者
派
遣
事
業
を
継
続
し
ま
す
か
。

 
 継
続
予
定

 
 継
続
し
な
い

 
 わ
か
ら
な
い

--
--
＜
改
ペ
ー
ジ
＞

 --
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

【
終
了
（

EN
D

2)
】

 
SQ

9で
『

2.
継
続
し
な
い
』
〜
『

3.
わ
か
ら
な
い
』
 
い
ず
れ
か
を
選
択
し
た
⽅
の
み

 

（ ）

１
⽇
以
下
の
も
の
 
 
 
 
 
 
 

件
 
※
半
⾓
数
字
で

１
⽇
を
超
え
７
⽇
以
下
の
も
の
 
 

件

７
⽇
を
超
え
１
か
⽉
以
下
の
も
の
 

件

１
か
⽉
を
超
え
２
か
⽉
以
下
の
も
の

件

２
か
⽉
を
超
え
３
か
⽉
以
下
の
も
の

件

３
か
⽉
を
超
え
６
か
⽉
以
下
の
も
の

件

６
か
⽉
を
超
え

12
か
⽉
以
下
の
も
の

件

１
年
を
超
え
３
年
以
下
の
も
の
 
 

件

３
年
を
超
え
る
も
の
 
 
 
 
 
 

件

--
--
＜
改
ペ
ー
ジ
＞

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

【
回
答
者
条
件
】

  
Q

9で
「

1.
無
期
雇
⽤
派
遣
労
働
者
数
（

20
19
年
度
）
」
で
『

1.
い
る
（
⼈
）
』
 
い
ず
れ
か
を
選
択
し
た

  
ま
た
は

Q
9で
「

2.
有
期
雇
⽤
派
遣
労
働
者
数
（

20
19
年
度
）
」
で
『

1.
い
る
（
⼈
）
』
 
い
ず
れ
か
を
選
択
し
た
⽅
の
み

Q
10

 2
01

9年
度
の
労
働
者
派
遣
契
約
の
期
間
別
件
数
（
延
べ
件
数
）
を
ご
記
⼊
く
だ
さ
い
。

※
20

20
年
に
提
出
し
た
労
働
者
派
遣
事
業
報
告
の
第

2⾯
「
年
度
報
告
」
の
内
容
か
ら
転
記
し
て
く
だ
さ
い
。
い
な
い
場
合
は
「

0」
を
⼊
⼒
し
て
く
だ

さ
い
。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

--
--
＜
改
ペ
ー
ジ
＞

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

【
回
答
者
条
件
】

  
Q

9で
「

1.
無
期
雇
⽤
派
遣
労
働
者
数
（

20
19
年
度
）
」
で
『

1.
い
る
（
⼈
）
』
 
い
ず
れ
か
を
選
択
し
た

  
ま
た
は

Q
9で
「

2.
有
期
雇
⽤
派
遣
労
働
者
数
（

20
19
年
度
）
」
で
『

1.
い
る
（
⼈
）
』
 
い
ず
れ
か
を
選
択
し
た
⽅
の
み

[必
須

]

Q
11

 2
01

9年
度
に
在
籍
し
た
全
派
遣
労
働
者
の
う
ち
、

3年
以
上
雇
⽤
し
て
い
る
⼈
は
何
割
ぐ
ら
い
で
す
か
。

 
 1
割
未
満

 
 1
〜

2割
未
満

 
 2
〜

3割
未
満

 
 3
〜

4割
未
満

 
 4
〜

5割
未
満

 
 5
割
以
上

- 85 -
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4A

い る 人

い な い

--
--
＜
改
ペ
ー
ジ
＞

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

【
回
答
者
条
件
】

  
Q

9で
「

1.
無
期
雇
⽤
派
遣
労
働
者
数
（

20
19
年
度
）
」
で
『

1.
い
る
（
⼈
）
』
 
い
ず
れ
か
を
選
択
し
た

  
ま
た
は

Q
9で
「

2.
有
期
雇
⽤
派
遣
労
働
者
数
（

20
19
年
度
）
」
で
『

1.
い
る
（
⼈
）
』
 
い
ず
れ
か
を
選
択
し
た
⽅
の
み

[必
須

]

Q
12

_1
 2

01
9年
度
（
昨
年
度
）
に
離
職
し
た
派
遣
労
働
者
は
何
⼈
で
す
か
。

 
無
期
雇
⽤
・
有
期
雇
⽤
の
派
遣
労
働
者
に
つ
い
て
お
答
え
く
だ
さ
い
。
該
当
者
が
い
な
い
場
合
に
は
「
い
な
い
」
を
選
択
し
て
く
だ
さ
い
。

離
職
者
数

無
期
雇
⽤
派
遣
労
働
者

→
 

有
期
雇
⽤
派
遣
労
働
者

→
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
※
半
⾓
数
字
で

--
--
＜
改
ペ
ー
ジ
＞

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

【
回
答
者
条
件
】

  
Q

12
_1
で
「

1.
無
期
雇
⽤
派
遣
労
働
者
」
で
『

1.
い
る
（
⼈
）
』
 
い
ず
れ
か
を
選
択
し
た
⽅
の
み

Q
12

_2
 2

01
9年
度
に
離
職
し
た
無
期
雇
⽤
の
派
遣
労
働
者
の
う
ち
、
⾃
⼰
都
合
離
職
者
の
割
合
は
何
割
で
す
か
。

【
無
期
雇
⽤
派
遣
労
働
者
】
離
職
者
数

 
 ０
割
（
⾃
⼰
都
合
で
辞
め
た
⼈
は
い
な
い
）

 
 約
１
割

 
 約
２
割

 
 約
３
割

 
 約
４
割

 
 約
５
割

 
 約
６
割

 
 約
７
割

 
 約
８
割

 
 約
９
割

 
 約

10
割

（ ）

派
遣
労
働
者
以
外
の
社
員
数

（
契
約
社
員
等
、
正
社
員
以
外
の
雇
⽤
形
態
の
者
も
含
む
）

⼈
 
※
半
⾓
数
字
で

 
 
う
ち
正
社
員
の
数
 
 
 
 
 

⼈

 
 
う
ち
営
業
担
当
者
数

 
（
契
約
社
員
等
、
正
社
員
以
外
の

 
 
雇
⽤
形
態
の
者
も
含
む
）

⼈

--
--
＜
改
ペ
ー
ジ
＞

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

【
回
答
者
条
件
】

  
Q

12
_1
で
「

2.
有
期
雇
⽤
派
遣
労
働
者
」
で
『

1.
い
る
（
⼈
）
』
 
い
ず
れ
か
を
選
択
し
た
⽅
の
み

Q
12

_3
 2

01
9年
度
に
離
職
し
た
有
期
雇
⽤
の
派
遣
労
働
者
の
う
ち
、
⾃
⼰
都
合
離
職
者
の
割
合
は
何
割
で
す
か
。

【
有
期
雇
⽤
派
遣
労
働
者
】
離
職
者
数

 
 ０
割
（
⾃
⼰
都
合
で
辞
め
た
⼈
は
い
な
い
）

 
 約
１
割

 
 約
２
割

 
 約
３
割

 
 約
４
割

 
 約
５
割

 
 約
６
割

 
 約
７
割

 
 約
８
割

 
 約
９
割

 
 約

10
割

--
--
＜
改
ペ
ー
ジ
＞

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

【
回
答
者
条
件
】

  
Q

9で
「

1.
無
期
雇
⽤
派
遣
労
働
者
数
（

20
19
年
度
）
」
で
『

1.
い
る
（
⼈
）
』
 
い
ず
れ
か
を
選
択
し
た

  
ま
た
は

Q
9で
「

2.
有
期
雇
⽤
派
遣
労
働
者
数
（

20
19
年
度
）
」
で
『

1.
い
る
（
⼈
）
』
 
い
ず
れ
か
を
選
択
し
た
⽅
の
み

貴
事
業
所
の
社
員
（
派
遣
労
働
者
を
除
く
）
に
つ
い
て
お
う
か
が
い
し
ま
す
。

Q
13

 貴
事
業
所
で
働
く
派
遣
労
働
者
以
外
の
社
員
数
と
営
業
担
当
者
数
等
に
つ
い
て
、
下
記
に
⼈
数
を
お
答
え
く
だ
さ
い
。
該
当
者
が
い
な
い
場
合
に

は
「

0」
を
⼊
⼒
し
て
く
だ
さ
い
。

＜
内
訳
＞

4A

い る 人

い な い

--
--
＜
改
ペ
ー
ジ
＞

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

【
回
答
者
条
件
】

  
Q

9で
「

1.
無
期
雇
⽤
派
遣
労
働
者
数
（

20
19
年
度
）
」
で
『

1.
い
る
（
⼈
）
』
 
い
ず
れ
か
を
選
択
し
た

  
ま
た
は

Q
9で
「

2.
有
期
雇
⽤
派
遣
労
働
者
数
（

20
19
年
度
）
」
で
『

1.
い
る
（
⼈
）
』
 
い
ず
れ
か
を
選
択
し
た
⽅
の
み

[必
須

]

Q
12

_1
 2

01
9年
度
（
昨
年
度
）
に
離
職
し
た
派
遣
労
働
者
は
何
⼈
で
す
か
。

 
無
期
雇
⽤
・
有
期
雇
⽤
の
派
遣
労
働
者
に
つ
い
て
お
答
え
く
だ
さ
い
。
該
当
者
が
い
な
い
場
合
に
は
「
い
な
い
」
を
選
択
し
て
く
だ
さ
い
。

離
職
者
数

無
期
雇
⽤
派
遣
労
働
者

→
 

有
期
雇
⽤
派
遣
労
働
者

→
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
※
半
⾓
数
字
で

--
--
＜
改
ペ
ー
ジ
＞

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

【
回
答
者
条
件
】

  
Q

12
_1
で
「

1.
無
期
雇
⽤
派
遣
労
働
者
」
で
『

1.
い
る
（
⼈
）
』
 
い
ず
れ
か
を
選
択
し
た
⽅
の
み

Q
12

_2
 2

01
9年
度
に
離
職
し
た
無
期
雇
⽤
の
派
遣
労
働
者
の
う
ち
、
⾃
⼰
都
合
離
職
者
の
割
合
は
何
割
で
す
か
。

【
無
期
雇
⽤
派
遣
労
働
者
】
離
職
者
数

 
 ０
割
（
⾃
⼰
都
合
で
辞
め
た
⼈
は
い
な
い
）

 
 約
１
割

 
 約
２
割

 
 約
３
割

 
 約
４
割

 
 約
５
割

 
 約
６
割

 
 約
７
割

 
 約
８
割

 
 約
９
割

 
 約

10
割

（ ）

派
遣
労
働
者
以
外
の
社
員
数

（
契
約
社
員
等
、
正
社
員
以
外
の
雇
⽤
形
態
の
者
も
含
む
）

⼈
 
※
半
⾓
数
字
で

 
 
う
ち
正
社
員
の
数
 
 
 
 
 

⼈

 
 
う
ち
営
業
担
当
者
数

 
（
契
約
社
員
等
、
正
社
員
以
外
の

 
 
雇
⽤
形
態
の
者
も
含
む
）

⼈

--
--
＜
改
ペ
ー
ジ
＞

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

【
回
答
者
条
件
】

  
Q

12
_1
で
「

2.
有
期
雇
⽤
派
遣
労
働
者
」
で
『

1.
い
る
（
⼈
）
』
 
い
ず
れ
か
を
選
択
し
た
⽅
の
み

Q
12

_3
 2

01
9年
度
に
離
職
し
た
有
期
雇
⽤
の
派
遣
労
働
者
の
う
ち
、
⾃
⼰
都
合
離
職
者
の
割
合
は
何
割
で
す
か
。

【
有
期
雇
⽤
派
遣
労
働
者
】
離
職
者
数

 
 ０
割
（
⾃
⼰
都
合
で
辞
め
た
⼈
は
い
な
い
）

 
 約
１
割

 
 約
２
割

 
 約
３
割

 
 約
４
割

 
 約
５
割

 
 約
６
割

 
 約
７
割

 
 約
８
割

 
 約
９
割

 
 約

10
割

--
--
＜
改
ペ
ー
ジ
＞

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

【
回
答
者
条
件
】

  
Q

9で
「

1.
無
期
雇
⽤
派
遣
労
働
者
数
（

20
19
年
度
）
」
で
『

1.
い
る
（
⼈
）
』
 
い
ず
れ
か
を
選
択
し
た

  
ま
た
は

Q
9で
「

2.
有
期
雇
⽤
派
遣
労
働
者
数
（

20
19
年
度
）
」
で
『

1.
い
る
（
⼈
）
』
 
い
ず
れ
か
を
選
択
し
た
⽅
の
み

貴
事
業
所
の
社
員
（
派
遣
労
働
者
を
除
く
）
に
つ
い
て
お
う
か
が
い
し
ま
す
。

Q
13

 貴
事
業
所
で
働
く
派
遣
労
働
者
以
外
の
社
員
数
と
営
業
担
当
者
数
等
に
つ
い
て
、
下
記
に
⼈
数
を
お
答
え
く
だ
さ
い
。
該
当
者
が
い
な
い
場
合
に

は
「

0」
を
⼊
⼒
し
て
く
だ
さ
い
。

＜
内
訳
＞

4A

い る 人

い な い

--
--
＜
改
ペ
ー
ジ
＞

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

【
回
答
者
条
件
】

  
Q

9で
「

1.
無
期
雇
⽤
派
遣
労
働
者
数
（

20
19
年
度
）
」
で
『

1.
い
る
（
⼈
）
』
 
い
ず
れ
か
を
選
択
し
た

  
ま
た
は

Q
9で
「

2.
有
期
雇
⽤
派
遣
労
働
者
数
（

20
19
年
度
）
」
で
『

1.
い
る
（
⼈
）
』
 
い
ず
れ
か
を
選
択
し
た
⽅
の
み

[必
須

]

Q
12

_1
 2

01
9年
度
（
昨
年
度
）
に
離
職
し
た
派
遣
労
働
者
は
何
⼈
で
す
か
。

 
無
期
雇
⽤
・
有
期
雇
⽤
の
派
遣
労
働
者
に
つ
い
て
お
答
え
く
だ
さ
い
。
該
当
者
が
い
な
い
場
合
に
は
「
い
な
い
」
を
選
択
し
て
く
だ
さ
い
。

離
職
者
数

無
期
雇
⽤
派
遣
労
働
者

→
 

有
期
雇
⽤
派
遣
労
働
者

→
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
※
半
⾓
数
字
で

--
--
＜
改
ペ
ー
ジ
＞

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

【
回
答
者
条
件
】

  
Q

12
_1
で
「

1.
無
期
雇
⽤
派
遣
労
働
者
」
で
『

1.
い
る
（
⼈
）
』
 
い
ず
れ
か
を
選
択
し
た
⽅
の
み

Q
12

_2
 2

01
9年
度
に
離
職
し
た
無
期
雇
⽤
の
派
遣
労
働
者
の
う
ち
、
⾃
⼰
都
合
離
職
者
の
割
合
は
何
割
で
す
か
。

【
無
期
雇
⽤
派
遣
労
働
者
】
離
職
者
数

 
 ０
割
（
⾃
⼰
都
合
で
辞
め
た
⼈
は
い
な
い
）

 
 約
１
割

 
 約
２
割

 
 約
３
割

 
 約
４
割

 
 約
５
割

 
 約
６
割

 
 約
７
割

 
 約
８
割

 
 約
９
割

 
 約

10
割

（ ）

派
遣
労
働
者
以
外
の
社
員
数

（
契
約
社
員
等
、
正
社
員
以
外
の
雇
⽤
形
態
の
者
も
含
む
）

⼈
 
※
半
⾓
数
字
で

 
 
う
ち
正
社
員
の
数
 
 
 
 
 

⼈

 
 
う
ち
営
業
担
当
者
数

 
（
契
約
社
員
等
、
正
社
員
以
外
の

 
 
雇
⽤
形
態
の
者
も
含
む
）

⼈

--
--
＜
改
ペ
ー
ジ
＞

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

【
回
答
者
条
件
】

  
Q

12
_1
で
「

2.
有
期
雇
⽤
派
遣
労
働
者
」
で
『

1.
い
る
（
⼈
）
』
 
い
ず
れ
か
を
選
択
し
た
⽅
の
み

Q
12

_3
 2

01
9年
度
に
離
職
し
た
有
期
雇
⽤
の
派
遣
労
働
者
の
う
ち
、
⾃
⼰
都
合
離
職
者
の
割
合
は
何
割
で
す
か
。

【
有
期
雇
⽤
派
遣
労
働
者
】
離
職
者
数

 
 ０
割
（
⾃
⼰
都
合
で
辞
め
た
⼈
は
い
な
い
）

 
 約
１
割

 
 約
２
割

 
 約
３
割

 
 約
４
割

 
 約
５
割

 
 約
６
割

 
 約
７
割

 
 約
８
割

 
 約
９
割

 
 約

10
割

--
--
＜
改
ペ
ー
ジ
＞

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

【
回
答
者
条
件
】

  
Q

9で
「

1.
無
期
雇
⽤
派
遣
労
働
者
数
（

20
19
年
度
）
」
で
『

1.
い
る
（
⼈
）
』
 
い
ず
れ
か
を
選
択
し
た

  
ま
た
は

Q
9で
「

2.
有
期
雇
⽤
派
遣
労
働
者
数
（

20
19
年
度
）
」
で
『

1.
い
る
（
⼈
）
』
 
い
ず
れ
か
を
選
択
し
た
⽅
の
み

貴
事
業
所
の
社
員
（
派
遣
労
働
者
を
除
く
）
に
つ
い
て
お
う
か
が
い
し
ま
す
。

Q
13

 貴
事
業
所
で
働
く
派
遣
労
働
者
以
外
の
社
員
数
と
営
業
担
当
者
数
等
に
つ
い
て
、
下
記
に
⼈
数
を
お
答
え
く
だ
さ
い
。
該
当
者
が
い
な
い
場
合
に

は
「

0」
を
⼊
⼒
し
て
く
だ
さ
い
。

＜
内
訳
＞

- 86 -

92



5A

--
--
＜
改
ペ
ー
ジ
＞

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

【
回
答
者
条
件
】

  
Q

9で
「

1.
無
期
雇
⽤
派
遣
労
働
者
数
（

20
19
年
度
）
」
で
『

1.
い
る
（
⼈
）
』
 
い
ず
れ
か
を
選
択
し
た

  
ま
た
は

Q
9で
「

2.
有
期
雇
⽤
派
遣
労
働
者
数
（

20
19
年
度
）
」
で
『

1.
い
る
（
⼈
）
』
 
い
ず
れ
か
を
選
択
し
た
⽅
の
み

貴
事
業
所
の
お
け
る
、
派
遣
業
務
と
賃
⾦
に
つ
い
て
お
う
か
が
い
し
ま
す
。

[必
須

]

Q
14

 下
記
、
業
務
リ
ス
ト
か
ら

20
19
年
度
に
派
遣
し
た
業
務
を
す
べ
て
選
択
し
て
く
だ
さ
い
。
（
複
数
回
答
可
）

※
20

20
年
に
提
出
し
た
労
働
者
派
遣
事
業
報
告
書
で
報
告
し
た
業
務
を
選
択
し
て
く
だ
さ
い
。

 
 法
⼈
・
団
体
役
員

 
 法
⼈
・
団
体
管
理
職
員

 
 そ
の
他
管
理
的
職
業
従
事
者

 
 研
究
者

 
 農
林
⽔
産
技
術
者

 
 製
造
技
術
者

 
 建
築
・
⼟
⽊
・
測
量
技
術
者

 
 情
報
処
理
・
通
信
技
術
者

 
 そ
の
他
技
術
者

 
 医
師
、
⻭
科
医
師
、
獣
医
師
、

薬
剤
師

 
 保
健
師
、
助
産
師
、
看
護
師

 
 医
療
技
術
者

 
 そ
の
他
の
保
健
医
療
従
事
者

 
 社
会
福
祉
専
⾨
職
業
従
事
者

 
 法
務
従
事
者

 
 経
営
・
⾦
融
・
保
険
専
⾨
職
業

従
事
者

 
 教
員

 
 宗
教
家

 
 著
述
家
、
記
者
、
編
集
者

 
 そ
の
他
の
専
⾨
的
職
業
従
事
者

 
 ⼀
般
事
務
従
事
者

 
 会
計
事
務
従
事
者

 
 ⽣
産
関
連
事
務
従
事
者

 
 営
業
・
販
売
事
務
従
事
者

 
 外
勤
事
務
従
事
者

 
 運
輸
・
郵
便
事
務
従
事
者

 
 事
務
⽤
機
器
操
作
員

 
 商
品
販
売
従
事
者

 
 販
売
類
似
職
業
従
事
者

 
 営
業
職
業
従
事
者

 
 家
庭
⽣
活
⽀
援
サ
ー
ビ
ス
職
業

従
事
者

 
 介
護
サ
ー
ビ
ス
職
業
従
事
者

 
 保
健
医
療
サ
ー
ビ
ス
職
業
従
事

者

 
 ⽣
活
衛
⽣
サ
ー
ビ
ス
職
業
従
事

者

 
 飲
⾷
物
調
理
従
事
者

 
 接
客
・
給
仕
職
業
従
事
者

 
 居
住
施
設
・
ビ
ル
等
管
理
⼈

 
 ⽣
産
設
備
制
御
・
監
視
従
事
者

 
 機
械
組
⽴
設
備
制
御
・
監
視
従

事
者

 
 製
品
製
造
・
加
⼯
処
理
従
事
者

 
 機
械
組
⽴
従
事
者

 
 機
械
整
備
・
修
理
従
事
者

 
 製
品
検
査
従
事
者

 
 機
械
検
査
従
事
者

 
 ⽣
産
関
連
・
⽣
産
類
似
作
業
従

事
者

 
 鉄
道
運
転
従
事
者

 
 ⾃
動
⾞
運
転
従
事
者

 
 船
舶
・
航
空
機
運
転
従
事
者

 
 そ
の
他
の
輸
送
従
事
者

 
 定
置
・
建
設
機
械
運
転
従
事
者

 
 建
設
従
事
者

(建
設
躯
体
⼯
事
従

事
者
を
除
く

)

 
 電
気
⼯
事
従
事
者

 
 採
掘
従
事
者

 
 運
搬
従
事
者

 
 清
掃
従
事
者

 
 包
装
従
事
者

 
 美
術
家
、
デ
ザ
イ
ナ
ー
、
写
真

家
、
映
像
撮
影
者

 
 ⾳
楽
家
、
舞
台
芸
術
家

 
 そ
の
他
の
サ
ー
ビ
ス
職
業
従
事

者

 
 農
業
従
事
者

 
 漁
業
従
事
者

 
 分
類
不
能
の
職
業

--
--
＜
改
ペ
ー
ジ
＞

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

[必
須

]

SQ
14

_1
_1

 2
01

9年
度
に
派
遣
し
た
業
務
の
う
ち
、
最
も
⼈
数
が
多
い
業
務
を
お
選
び
く
だ
さ
い
。

最
も
⼈
数
が
多
い
業
務

 
 法
⼈
・
団
体
役
員

 
 法
⼈
・
団
体
管
理
職
員

 
 そ
の
他
管
理
的
職
業
従
事
者

 
 研
究
者

 
 農
林
⽔
産
技
術
者

 
 製
造
技
術
者

 
 建
築
・
⼟
⽊
・
測
量
技
術
者

 
 情
報
処
理
・
通
信
技
術
者

 
 そ
の
他
技
術
者

 
 医
師
、
⻭
科
医
師
、
獣
医
師
、

薬
剤
師

 
 保
健
師
、
助
産
師
、
看
護
師

 
 医
療
技
術
者

 
 そ
の
他
の
保
健
医
療
従
事
者

 
 社
会
福
祉
専
⾨
職
業
従
事
者

 
 法
務
従
事
者

 
 経
営
・
⾦
融
・
保
険
専
⾨
職
業

従
事
者

 
 教
員

 
 宗
教
家

 
 そ
の
他
の
専
⾨
的
職
業
従
事
者

 
 ⼀
般
事
務
従
事
者

 
 会
計
事
務
従
事
者

 
 ⽣
産
関
連
事
務
従
事
者

 
 営
業
・
販
売
事
務
従
事
者

 
 外
勤
事
務
従
事
者

 
 運
輸
・
郵
便
事
務
従
事
者

 
 事
務
⽤
機
器
操
作
員

 
 商
品
販
売
従
事
者

 
 販
売
類
似
職
業
従
事
者

 
 営
業
職
業
従
事
者

 
 家
庭
⽣
活
⽀
援
サ
ー
ビ
ス
職
業

従
事
者

 
 介
護
サ
ー
ビ
ス
職
業
従
事
者

 
 保
健
医
療
サ
ー
ビ
ス
職
業
従
事

者

 
 ⽣
活
衛
⽣
サ
ー
ビ
ス
職
業
従
事

者

 
 飲
⾷
物
調
理
従
事
者

 
 接
客
・
給
仕
職
業
従
事
者

 
 居
住
施
設
・
ビ
ル
等
管
理
⼈

 
 ⽣
産
設
備
制
御
・
監
視
従
事
者

 
 機
械
組
⽴
設
備
制
御
・
監
視
従

事
者

 
 製
品
製
造
・
加
⼯
処
理
従
事
者

 
 機
械
組
⽴
従
事
者

 
 機
械
整
備
・
修
理
従
事
者

 
 製
品
検
査
従
事
者

 
 機
械
検
査
従
事
者

 
 ⽣
産
関
連
・
⽣
産
類
似
作
業
従

事
者

 
 鉄
道
運
転
従
事
者

 
 ⾃
動
⾞
運
転
従
事
者

 
 船
舶
・
航
空
機
運
転
従
事
者

 
 そ
の
他
の
輸
送
従
事
者

 
 定
置
・
建
設
機
械
運
転
従
事
者

 
 建
設
従
事
者

(建
設
躯
体
⼯
事
従

事
者
を
除
く

)

 
 電
気
⼯
事
従
事
者

 
 採
掘
従
事
者

 
 運
搬
従
事
者

 
 清
掃
従
事
者

5A

--
--
＜
改
ペ
ー
ジ
＞

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

【
回
答
者
条
件
】

  
Q

9で
「

1.
無
期
雇
⽤
派
遣
労
働
者
数
（

20
19
年
度
）
」
で
『

1.
い
る
（
⼈
）
』
 
い
ず
れ
か
を
選
択
し
た

  
ま
た
は

Q
9で
「

2.
有
期
雇
⽤
派
遣
労
働
者
数
（

20
19
年
度
）
」
で
『

1.
い
る
（
⼈
）
』
 
い
ず
れ
か
を
選
択
し
た
⽅
の
み

貴
事
業
所
の
お
け
る
、
派
遣
業
務
と
賃
⾦
に
つ
い
て
お
う
か
が
い
し
ま
す
。

[必
須

]

Q
14

 下
記
、
業
務
リ
ス
ト
か
ら

20
19
年
度
に
派
遣
し
た
業
務
を
す
べ
て
選
択
し
て
く
だ
さ
い
。
（
複
数
回
答
可
）

※
20

20
年
に
提
出
し
た
労
働
者
派
遣
事
業
報
告
書
で
報
告
し
た
業
務
を
選
択
し
て
く
だ
さ
い
。

 
 法
⼈
・
団
体
役
員

 
 法
⼈
・
団
体
管
理
職
員

 
 そ
の
他
管
理
的
職
業
従
事
者

 
 研
究
者

 
 農
林
⽔
産
技
術
者

 
 製
造
技
術
者

 
 建
築
・
⼟
⽊
・
測
量
技
術
者

 
 情
報
処
理
・
通
信
技
術
者

 
 そ
の
他
技
術
者

 
 医
師
、
⻭
科
医
師
、
獣
医
師
、

薬
剤
師

 
 保
健
師
、
助
産
師
、
看
護
師

 
 医
療
技
術
者

 
 そ
の
他
の
保
健
医
療
従
事
者

 
 社
会
福
祉
専
⾨
職
業
従
事
者

 
 法
務
従
事
者

 
 経
営
・
⾦
融
・
保
険
専
⾨
職
業

従
事
者

 
 教
員

 
 宗
教
家

 
 著
述
家
、
記
者
、
編
集
者

 
 そ
の
他
の
専
⾨
的
職
業
従
事
者

 
 ⼀
般
事
務
従
事
者

 
 会
計
事
務
従
事
者

 
 ⽣
産
関
連
事
務
従
事
者

 
 営
業
・
販
売
事
務
従
事
者

 
 外
勤
事
務
従
事
者

 
 運
輸
・
郵
便
事
務
従
事
者

 
 事
務
⽤
機
器
操
作
員

 
 商
品
販
売
従
事
者

 
 販
売
類
似
職
業
従
事
者

 
 営
業
職
業
従
事
者

 
 家
庭
⽣
活
⽀
援
サ
ー
ビ
ス
職
業

従
事
者

 
 介
護
サ
ー
ビ
ス
職
業
従
事
者

 
 保
健
医
療
サ
ー
ビ
ス
職
業
従
事

者

 
 ⽣
活
衛
⽣
サ
ー
ビ
ス
職
業
従
事

者

 
 飲
⾷
物
調
理
従
事
者

 
 接
客
・
給
仕
職
業
従
事
者

 
 居
住
施
設
・
ビ
ル
等
管
理
⼈

 
 ⽣
産
設
備
制
御
・
監
視
従
事
者

 
 機
械
組
⽴
設
備
制
御
・
監
視
従

事
者

 
 製
品
製
造
・
加
⼯
処
理
従
事
者

 
 機
械
組
⽴
従
事
者

 
 機
械
整
備
・
修
理
従
事
者

 
 製
品
検
査
従
事
者

 
 機
械
検
査
従
事
者

 
 ⽣
産
関
連
・
⽣
産
類
似
作
業
従

事
者

 
 鉄
道
運
転
従
事
者

 
 ⾃
動
⾞
運
転
従
事
者

 
 船
舶
・
航
空
機
運
転
従
事
者

 
 そ
の
他
の
輸
送
従
事
者

 
 定
置
・
建
設
機
械
運
転
従
事
者

 
 建
設
従
事
者

(建
設
躯
体
⼯
事
従

事
者
を
除
く

)

 
 電
気
⼯
事
従
事
者

 
 採
掘
従
事
者

 
 運
搬
従
事
者

 
 清
掃
従
事
者

 
 包
装
従
事
者

 
 美
術
家
、
デ
ザ
イ
ナ
ー
、
写
真

家
、
映
像
撮
影
者

 
 ⾳
楽
家
、
舞
台
芸
術
家

 
 そ
の
他
の
サ
ー
ビ
ス
職
業
従
事

者

 
 農
業
従
事
者

 
 漁
業
従
事
者

 
 分
類
不
能
の
職
業

--
--
＜
改
ペ
ー
ジ
＞

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

[必
須

]

SQ
14

_1
_1

 2
01

9年
度
に
派
遣
し
た
業
務
の
う
ち
、
最
も
⼈
数
が
多
い
業
務
を
お
選
び
く
だ
さ
い
。

最
も
⼈
数
が
多
い
業
務

 
 法
⼈
・
団
体
役
員

 
 法
⼈
・
団
体
管
理
職
員

 
 そ
の
他
管
理
的
職
業
従
事
者

 
 研
究
者

 
 農
林
⽔
産
技
術
者

 
 製
造
技
術
者

 
 建
築
・
⼟
⽊
・
測
量
技
術
者

 
 情
報
処
理
・
通
信
技
術
者

 
 そ
の
他
技
術
者

 
 医
師
、
⻭
科
医
師
、
獣
医
師
、

薬
剤
師

 
 保
健
師
、
助
産
師
、
看
護
師

 
 医
療
技
術
者

 
 そ
の
他
の
保
健
医
療
従
事
者

 
 社
会
福
祉
専
⾨
職
業
従
事
者

 
 法
務
従
事
者

 
 経
営
・
⾦
融
・
保
険
専
⾨
職
業

従
事
者

 
 教
員

 
 宗
教
家

 
 そ
の
他
の
専
⾨
的
職
業
従
事
者

 
 ⼀
般
事
務
従
事
者

 
 会
計
事
務
従
事
者

 
 ⽣
産
関
連
事
務
従
事
者

 
 営
業
・
販
売
事
務
従
事
者

 
 外
勤
事
務
従
事
者

 
 運
輸
・
郵
便
事
務
従
事
者

 
 事
務
⽤
機
器
操
作
員

 
 商
品
販
売
従
事
者

 
 販
売
類
似
職
業
従
事
者

 
 営
業
職
業
従
事
者

 
 家
庭
⽣
活
⽀
援
サ
ー
ビ
ス
職
業

従
事
者

 
 介
護
サ
ー
ビ
ス
職
業
従
事
者

 
 保
健
医
療
サ
ー
ビ
ス
職
業
従
事

者

 
 ⽣
活
衛
⽣
サ
ー
ビ
ス
職
業
従
事

者

 
 飲
⾷
物
調
理
従
事
者

 
 接
客
・
給
仕
職
業
従
事
者

 
 居
住
施
設
・
ビ
ル
等
管
理
⼈

 
 ⽣
産
設
備
制
御
・
監
視
従
事
者

 
 機
械
組
⽴
設
備
制
御
・
監
視
従

事
者

 
 製
品
製
造
・
加
⼯
処
理
従
事
者

 
 機
械
組
⽴
従
事
者

 
 機
械
整
備
・
修
理
従
事
者

 
 製
品
検
査
従
事
者

 
 機
械
検
査
従
事
者

 
 ⽣
産
関
連
・
⽣
産
類
似
作
業
従

事
者

 
 鉄
道
運
転
従
事
者

 
 ⾃
動
⾞
運
転
従
事
者

 
 船
舶
・
航
空
機
運
転
従
事
者

 
 そ
の
他
の
輸
送
従
事
者

 
 定
置
・
建
設
機
械
運
転
従
事
者

 
 建
設
従
事
者

(建
設
躯
体
⼯
事
従

事
者
を
除
く

)

 
 電
気
⼯
事
従
事
者

 
 採
掘
従
事
者

 
 運
搬
従
事
者

 
 清
掃
従
事
者

5A

--
--
＜
改
ペ
ー
ジ
＞

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

【
回
答
者
条
件
】

  
Q

9で
「

1.
無
期
雇
⽤
派
遣
労
働
者
数
（

20
19
年
度
）
」
で
『

1.
い
る
（
⼈
）
』
 
い
ず
れ
か
を
選
択
し
た

  
ま
た
は

Q
9で
「

2.
有
期
雇
⽤
派
遣
労
働
者
数
（

20
19
年
度
）
」
で
『

1.
い
る
（
⼈
）
』
 
い
ず
れ
か
を
選
択
し
た
⽅
の
み

貴
事
業
所
の
お
け
る
、
派
遣
業
務
と
賃
⾦
に
つ
い
て
お
う
か
が
い
し
ま
す
。

[必
須

]

Q
14

 下
記
、
業
務
リ
ス
ト
か
ら

20
19
年
度
に
派
遣
し
た
業
務
を
す
べ
て
選
択
し
て
く
だ
さ
い
。
（
複
数
回
答
可
）

※
20

20
年
に
提
出
し
た
労
働
者
派
遣
事
業
報
告
書
で
報
告
し
た
業
務
を
選
択
し
て
く
だ
さ
い
。

 
 法
⼈
・
団
体
役
員

 
 法
⼈
・
団
体
管
理
職
員

 
 そ
の
他
管
理
的
職
業
従
事
者

 
 研
究
者

 
 農
林
⽔
産
技
術
者

 
 製
造
技
術
者

 
 建
築
・
⼟
⽊
・
測
量
技
術
者

 
 情
報
処
理
・
通
信
技
術
者

 
 そ
の
他
技
術
者

 
 医
師
、
⻭
科
医
師
、
獣
医
師
、

薬
剤
師

 
 保
健
師
、
助
産
師
、
看
護
師

 
 医
療
技
術
者

 
 そ
の
他
の
保
健
医
療
従
事
者

 
 社
会
福
祉
専
⾨
職
業
従
事
者

 
 法
務
従
事
者

 
 経
営
・
⾦
融
・
保
険
専
⾨
職
業

従
事
者

 
 教
員

 
 宗
教
家

 
 著
述
家
、
記
者
、
編
集
者

 
 そ
の
他
の
専
⾨
的
職
業
従
事
者

 
 ⼀
般
事
務
従
事
者

 
 会
計
事
務
従
事
者

 
 ⽣
産
関
連
事
務
従
事
者

 
 営
業
・
販
売
事
務
従
事
者

 
 外
勤
事
務
従
事
者

 
 運
輸
・
郵
便
事
務
従
事
者

 
 事
務
⽤
機
器
操
作
員

 
 商
品
販
売
従
事
者

 
 販
売
類
似
職
業
従
事
者

 
 営
業
職
業
従
事
者

 
 家
庭
⽣
活
⽀
援
サ
ー
ビ
ス
職
業

従
事
者

 
 介
護
サ
ー
ビ
ス
職
業
従
事
者

 
 保
健
医
療
サ
ー
ビ
ス
職
業
従
事

者

 
 ⽣
活
衛
⽣
サ
ー
ビ
ス
職
業
従
事

者

 
 飲
⾷
物
調
理
従
事
者

 
 接
客
・
給
仕
職
業
従
事
者

 
 居
住
施
設
・
ビ
ル
等
管
理
⼈

 
 ⽣
産
設
備
制
御
・
監
視
従
事
者

 
 機
械
組
⽴
設
備
制
御
・
監
視
従

事
者

 
 製
品
製
造
・
加
⼯
処
理
従
事
者

 
 機
械
組
⽴
従
事
者

 
 機
械
整
備
・
修
理
従
事
者

 
 製
品
検
査
従
事
者

 
 機
械
検
査
従
事
者

 
 ⽣
産
関
連
・
⽣
産
類
似
作
業
従

事
者

 
 鉄
道
運
転
従
事
者

 
 ⾃
動
⾞
運
転
従
事
者

 
 船
舶
・
航
空
機
運
転
従
事
者

 
 そ
の
他
の
輸
送
従
事
者

 
 定
置
・
建
設
機
械
運
転
従
事
者

 
 建
設
従
事
者

(建
設
躯
体
⼯
事
従

事
者
を
除
く

)

 
 電
気
⼯
事
従
事
者

 
 採
掘
従
事
者

 
 運
搬
従
事
者

 
 清
掃
従
事
者

 
 包
装
従
事
者

 
 美
術
家
、
デ
ザ
イ
ナ
ー
、
写
真

家
、
映
像
撮
影
者

 
 ⾳
楽
家
、
舞
台
芸
術
家

 
 そ
の
他
の
サ
ー
ビ
ス
職
業
従
事

者

 
 農
業
従
事
者

 
 漁
業
従
事
者

 
 分
類
不
能
の
職
業

--
--
＜
改
ペ
ー
ジ
＞

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

[必
須

]

SQ
14

_1
_1

 2
01

9年
度
に
派
遣
し
た
業
務
の
う
ち
、
最
も
⼈
数
が
多
い
業
務
を
お
選
び
く
だ
さ
い
。

最
も
⼈
数
が
多
い
業
務

 
 法
⼈
・
団
体
役
員

 
 法
⼈
・
団
体
管
理
職
員

 
 そ
の
他
管
理
的
職
業
従
事
者

 
 研
究
者

 
 農
林
⽔
産
技
術
者

 
 製
造
技
術
者

 
 建
築
・
⼟
⽊
・
測
量
技
術
者

 
 情
報
処
理
・
通
信
技
術
者

 
 そ
の
他
技
術
者

 
 医
師
、
⻭
科
医
師
、
獣
医
師
、

薬
剤
師

 
 保
健
師
、
助
産
師
、
看
護
師

 
 医
療
技
術
者

 
 そ
の
他
の
保
健
医
療
従
事
者

 
 社
会
福
祉
専
⾨
職
業
従
事
者

 
 法
務
従
事
者

 
 経
営
・
⾦
融
・
保
険
専
⾨
職
業

従
事
者

 
 教
員

 
 宗
教
家

 
 そ
の
他
の
専
⾨
的
職
業
従
事
者

 
 ⼀
般
事
務
従
事
者

 
 会
計
事
務
従
事
者

 
 ⽣
産
関
連
事
務
従
事
者

 
 営
業
・
販
売
事
務
従
事
者

 
 外
勤
事
務
従
事
者

 
 運
輸
・
郵
便
事
務
従
事
者

 
 事
務
⽤
機
器
操
作
員

 
 商
品
販
売
従
事
者

 
 販
売
類
似
職
業
従
事
者

 
 営
業
職
業
従
事
者

 
 家
庭
⽣
活
⽀
援
サ
ー
ビ
ス
職
業

従
事
者

 
 介
護
サ
ー
ビ
ス
職
業
従
事
者

 
 保
健
医
療
サ
ー
ビ
ス
職
業
従
事

者

 
 ⽣
活
衛
⽣
サ
ー
ビ
ス
職
業
従
事

者

 
 飲
⾷
物
調
理
従
事
者

 
 接
客
・
給
仕
職
業
従
事
者

 
 居
住
施
設
・
ビ
ル
等
管
理
⼈

 
 ⽣
産
設
備
制
御
・
監
視
従
事
者

 
 機
械
組
⽴
設
備
制
御
・
監
視
従

事
者

 
 製
品
製
造
・
加
⼯
処
理
従
事
者

 
 機
械
組
⽴
従
事
者

 
 機
械
整
備
・
修
理
従
事
者

 
 製
品
検
査
従
事
者

 
 機
械
検
査
従
事
者

 
 ⽣
産
関
連
・
⽣
産
類
似
作
業
従

事
者

 
 鉄
道
運
転
従
事
者

 
 ⾃
動
⾞
運
転
従
事
者

 
 船
舶
・
航
空
機
運
転
従
事
者

 
 そ
の
他
の
輸
送
従
事
者

 
 定
置
・
建
設
機
械
運
転
従
事
者

 
 建
設
従
事
者

(建
設
躯
体
⼯
事
従

事
者
を
除
く

)

 
 電
気
⼯
事
従
事
者

 
 採
掘
従
事
者

 
 運
搬
従
事
者

 
 清
掃
従
事
者

- 87 -
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6A

 
 著
述
家
、
記
者
、
編
集
者

 
 美
術
家
、
デ
ザ
イ
ナ
ー
、
写
真

家
、
映
像
撮
影
者

 
 ⾳
楽
家
、
舞
台
芸
術
家

 
 そ
の
他
の
サ
ー
ビ
ス
職
業
従
事

者

 
 農
業
従
事
者

 
 漁
業
従
事
者

 
 包
装
従
事
者

 
 分
類
不
能
の
職
業

--
--
＜
改
ペ
ー
ジ
＞

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

[必
須

]

SQ
14

_1
_2

 2
01

9年
度
に
派
遣
し
た
業
務
の
う
ち
、

2番
⽬
に
⼈
数
が
多
い
業
務
を
お
選
び
く
だ
さ
い
。

2番
⽬
に
⼈
数
が
多
い
業
務

 
 法
⼈
・
団
体
役
員

 
 法
⼈
・
団
体
管
理
職
員

 
 そ
の
他
管
理
的
職
業
従
事
者

 
 研
究
者

 
 農
林
⽔
産
技
術
者

 
 製
造
技
術
者

 
 建
築
・
⼟
⽊
・
測
量
技
術
者

 
 情
報
処
理
・
通
信
技
術
者

 
 そ
の
他
技
術
者

 
 医
師
、
⻭
科
医
師
、
獣
医
師
、
薬

剤
師

 
 保
健
師
、
助
産
師
、
看
護
師

 
 医
療
技
術
者

 
 そ
の
他
の
保
健
医
療
従
事
者

 
 社
会
福
祉
専
⾨
職
業
従
事
者

 
 法
務
従
事
者

 
 経
営
・
⾦
融
・
保
険
専
⾨
職
業
従

事
者

 
 教
員

 
 宗
教
家

 
 そ
の
他
の
専
⾨
的
職
業
従

事
者

 
 ⼀
般
事
務
従
事
者

 
 会
計
事
務
従
事
者

 
 ⽣
産
関
連
事
務
従
事
者

 
 営
業
・
販
売
事
務
従
事
者

 
 外
勤
事
務
従
事
者

 
 運
輸
・
郵
便
事
務
従
事
者

 
 事
務
⽤
機
器
操
作
員

 
 商
品
販
売
従
事
者

 
 販
売
類
似
職
業
従
事
者

 
 営
業
職
業
従
事
者

 
 家
庭
⽣
活
⽀
援
サ
ー
ビ
ス

職
業
従
事
者

 
 介
護
サ
ー
ビ
ス
職
業
従
事

者

 
 保
健
医
療
サ
ー
ビ
ス
職
業

従
事
者

 
 ⽣
活
衛
⽣
サ
ー
ビ
ス
職
業

従
事
者

 
 飲
⾷
物
調
理
従
事
者

 
 ⽣
産
設
備
制
御
・
監
視
従
事
者

 
 機
械
組
⽴
設
備
制
御
・
監
視
従
事

者

 
 製
品
製
造
・
加
⼯
処
理
従
事
者

 
 機
械
組
⽴
従
事
者

 
 機
械
整
備
・
修
理
従
事
者

 
 製
品
検
査
従
事
者

 
 機
械
検
査
従
事
者

 
 ⽣
産
関
連
・
⽣
産
類
似
作
業
従
事

者

 
 鉄
道
運
転
従
事
者

 
 ⾃
動
⾞
運
転
従
事
者

 
 船
舶
・
航
空
機
運
転
従
事
者

 
 そ
の
他
の
輸
送
従
事
者

 
 定
置
・
建
設
機
械
運
転
従
事
者

 
 建
設
従
事
者

(建
設
躯
体
⼯
事
従

事
者
を
除
く

)

 
 電
気
⼯
事
従
事
者

 
 採
掘
従
事
者

 
 運
搬
従
事
者

 
 著
述
家
、
記
者
、
編
集
者

 
 美
術
家
、
デ
ザ
イ
ナ
ー
、
写
真

家
、
映
像
撮
影
者

 
 ⾳
楽
家
、
舞
台
芸
術
家

 
 接
客
・
給
仕
職
業
従
事
者

 
 居
住
施
設
・
ビ
ル
等
管
理

⼈

 
 そ
の
他
の
サ
ー
ビ
ス
職
業

従
事
者

 
 農
業
従
事
者

 
 漁
業
従
事
者

 
 清
掃
従
事
者

 
 包
装
従
事
者

 
 分
類
不
能
の
職
業

--
--
＜
改
ペ
ー
ジ
＞

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

[必
須

]

SQ
14

_1
_3

 2
01

9年
度
に
派
遣
し
た
業
務
の
う
ち
、

3番
⽬
に
⼈
数
が
多
い
業
務
を
お
選
び
く
だ
さ
い
。

3番
⽬
に
⼈
数
が
多
い
業
務

 
 法
⼈
・
団
体
役
員

 
 法
⼈
・
団
体
管
理
職
員

 
 そ
の
他
管
理
的
職
業
従
事
者

 
 研
究
者

 
 農
林
⽔
産
技
術
者

 
 製
造
技
術
者

 
 建
築
・
⼟
⽊
・
測
量
技
術
者

 
 情
報
処
理
・
通
信
技
術
者

 
 そ
の
他
技
術
者

 
 医
師
、
⻭
科
医
師
、
獣
医
師
、
薬

剤
師

 
 保
健
師
、
助
産
師
、
看
護
師

 
 医
療
技
術
者

 
 そ
の
他
の
保
健
医
療
従
事
者

 
 社
会
福
祉
専
⾨
職
業
従
事
者

 
 法
務
従
事
者

 
 経
営
・
⾦
融
・
保
険
専
⾨
職
業
従

事
者

 
 そ
の
他
の
専
⾨
的
職
業
従

事
者

 
 ⼀
般
事
務
従
事
者

 
 会
計
事
務
従
事
者

 
 ⽣
産
関
連
事
務
従
事
者

 
 営
業
・
販
売
事
務
従
事
者

 
 外
勤
事
務
従
事
者

 
 運
輸
・
郵
便
事
務
従
事
者

 
 事
務
⽤
機
器
操
作
員

 
 商
品
販
売
従
事
者

 
 販
売
類
似
職
業
従
事
者

 
 営
業
職
業
従
事
者

 
 家
庭
⽣
活
⽀
援
サ
ー
ビ
ス

職
業
従
事
者

 
 介
護
サ
ー
ビ
ス
職
業
従
事

者

 
 保
健
医
療
サ
ー
ビ
ス
職
業

従
事
者

 
 ⽣
産
設
備
制
御
・
監
視
従
事
者

 
 機
械
組
⽴
設
備
制
御
・
監
視
従
事

者

 
 製
品
製
造
・
加
⼯
処
理
従
事
者

 
 機
械
組
⽴
従
事
者

 
 機
械
整
備
・
修
理
従
事
者

 
 製
品
検
査
従
事
者

 
 機
械
検
査
従
事
者

 
 ⽣
産
関
連
・
⽣
産
類
似
作
業
従
事

者

 
 鉄
道
運
転
従
事
者

 
 ⾃
動
⾞
運
転
従
事
者

 
 船
舶
・
航
空
機
運
転
従
事
者

 
 そ
の
他
の
輸
送
従
事
者

 
 定
置
・
建
設
機
械
運
転
従
事
者

 
 建
設
従
事
者

(建
設
躯
体
⼯
事
従

事
者
を
除
く

)

 
 電
気
⼯
事
従
事
者

6A

 
 著
述
家
、
記
者
、
編
集
者

 
 美
術
家
、
デ
ザ
イ
ナ
ー
、
写
真

家
、
映
像
撮
影
者

 
 ⾳
楽
家
、
舞
台
芸
術
家

 
 そ
の
他
の
サ
ー
ビ
ス
職
業
従
事

者

 
 農
業
従
事
者

 
 漁
業
従
事
者

 
 包
装
従
事
者

 
 分
類
不
能
の
職
業

--
--
＜
改
ペ
ー
ジ
＞

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

[必
須

]

SQ
14

_1
_2

 2
01

9年
度
に
派
遣
し
た
業
務
の
う
ち
、

2番
⽬
に
⼈
数
が
多
い
業
務
を
お
選
び
く
だ
さ
い
。

2番
⽬
に
⼈
数
が
多
い
業
務

 
 法
⼈
・
団
体
役
員

 
 法
⼈
・
団
体
管
理
職
員

 
 そ
の
他
管
理
的
職
業
従
事
者

 
 研
究
者

 
 農
林
⽔
産
技
術
者

 
 製
造
技
術
者

 
 建
築
・
⼟
⽊
・
測
量
技
術
者

 
 情
報
処
理
・
通
信
技
術
者

 
 そ
の
他
技
術
者

 
 医
師
、
⻭
科
医
師
、
獣
医
師
、
薬

剤
師

 
 保
健
師
、
助
産
師
、
看
護
師

 
 医
療
技
術
者

 
 そ
の
他
の
保
健
医
療
従
事
者

 
 社
会
福
祉
専
⾨
職
業
従
事
者

 
 法
務
従
事
者

 
 経
営
・
⾦
融
・
保
険
専
⾨
職
業
従

事
者

 
 教
員

 
 宗
教
家

 
 そ
の
他
の
専
⾨
的
職
業
従

事
者

 
 ⼀
般
事
務
従
事
者

 
 会
計
事
務
従
事
者

 
 ⽣
産
関
連
事
務
従
事
者

 
 営
業
・
販
売
事
務
従
事
者

 
 外
勤
事
務
従
事
者

 
 運
輸
・
郵
便
事
務
従
事
者

 
 事
務
⽤
機
器
操
作
員

 
 商
品
販
売
従
事
者

 
 販
売
類
似
職
業
従
事
者

 
 営
業
職
業
従
事
者

 
 家
庭
⽣
活
⽀
援
サ
ー
ビ
ス

職
業
従
事
者

 
 介
護
サ
ー
ビ
ス
職
業
従
事

者

 
 保
健
医
療
サ
ー
ビ
ス
職
業

従
事
者

 
 ⽣
活
衛
⽣
サ
ー
ビ
ス
職
業

従
事
者

 
 飲
⾷
物
調
理
従
事
者

 
 ⽣
産
設
備
制
御
・
監
視
従
事
者

 
 機
械
組
⽴
設
備
制
御
・
監
視
従
事

者

 
 製
品
製
造
・
加
⼯
処
理
従
事
者

 
 機
械
組
⽴
従
事
者

 
 機
械
整
備
・
修
理
従
事
者

 
 製
品
検
査
従
事
者

 
 機
械
検
査
従
事
者

 
 ⽣
産
関
連
・
⽣
産
類
似
作
業
従
事

者

 
 鉄
道
運
転
従
事
者

 
 ⾃
動
⾞
運
転
従
事
者

 
 船
舶
・
航
空
機
運
転
従
事
者

 
 そ
の
他
の
輸
送
従
事
者

 
 定
置
・
建
設
機
械
運
転
従
事
者

 
 建
設
従
事
者

(建
設
躯
体
⼯
事
従

事
者
を
除
く

)

 
 電
気
⼯
事
従
事
者

 
 採
掘
従
事
者

 
 運
搬
従
事
者

 
 著
述
家
、
記
者
、
編
集
者

 
 美
術
家
、
デ
ザ
イ
ナ
ー
、
写
真

家
、
映
像
撮
影
者

 
 ⾳
楽
家
、
舞
台
芸
術
家

 
 接
客
・
給
仕
職
業
従
事
者

 
 居
住
施
設
・
ビ
ル
等
管
理

⼈

 
 そ
の
他
の
サ
ー
ビ
ス
職
業

従
事
者

 
 農
業
従
事
者

 
 漁
業
従
事
者

 
 清
掃
従
事
者

 
 包
装
従
事
者

 
 分
類
不
能
の
職
業

--
--
＜
改
ペ
ー
ジ
＞

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

[必
須

]

SQ
14

_1
_3

 2
01

9年
度
に
派
遣
し
た
業
務
の
う
ち
、

3番
⽬
に
⼈
数
が
多
い
業
務
を
お
選
び
く
だ
さ
い
。

3番
⽬
に
⼈
数
が
多
い
業
務

 
 法
⼈
・
団
体
役
員

 
 法
⼈
・
団
体
管
理
職
員

 
 そ
の
他
管
理
的
職
業
従
事
者

 
 研
究
者

 
 農
林
⽔
産
技
術
者

 
 製
造
技
術
者

 
 建
築
・
⼟
⽊
・
測
量
技
術
者

 
 情
報
処
理
・
通
信
技
術
者

 
 そ
の
他
技
術
者

 
 医
師
、
⻭
科
医
師
、
獣
医
師
、
薬

剤
師

 
 保
健
師
、
助
産
師
、
看
護
師

 
 医
療
技
術
者

 
 そ
の
他
の
保
健
医
療
従
事
者

 
 社
会
福
祉
専
⾨
職
業
従
事
者

 
 法
務
従
事
者

 
 経
営
・
⾦
融
・
保
険
専
⾨
職
業
従

事
者

 
 そ
の
他
の
専
⾨
的
職
業
従

事
者

 
 ⼀
般
事
務
従
事
者

 
 会
計
事
務
従
事
者

 
 ⽣
産
関
連
事
務
従
事
者

 
 営
業
・
販
売
事
務
従
事
者

 
 外
勤
事
務
従
事
者

 
 運
輸
・
郵
便
事
務
従
事
者

 
 事
務
⽤
機
器
操
作
員

 
 商
品
販
売
従
事
者

 
 販
売
類
似
職
業
従
事
者

 
 営
業
職
業
従
事
者

 
 家
庭
⽣
活
⽀
援
サ
ー
ビ
ス

職
業
従
事
者

 
 介
護
サ
ー
ビ
ス
職
業
従
事

者

 
 保
健
医
療
サ
ー
ビ
ス
職
業

従
事
者

 
 ⽣
産
設
備
制
御
・
監
視
従
事
者

 
 機
械
組
⽴
設
備
制
御
・
監
視
従
事

者

 
 製
品
製
造
・
加
⼯
処
理
従
事
者

 
 機
械
組
⽴
従
事
者

 
 機
械
整
備
・
修
理
従
事
者

 
 製
品
検
査
従
事
者

 
 機
械
検
査
従
事
者

 
 ⽣
産
関
連
・
⽣
産
類
似
作
業
従
事

者

 
 鉄
道
運
転
従
事
者

 
 ⾃
動
⾞
運
転
従
事
者

 
 船
舶
・
航
空
機
運
転
従
事
者

 
 そ
の
他
の
輸
送
従
事
者

 
 定
置
・
建
設
機
械
運
転
従
事
者

 
 建
設
従
事
者

(建
設
躯
体
⼯
事
従

事
者
を
除
く

)

 
 電
気
⼯
事
従
事
者

6A

 
 著
述
家
、
記
者
、
編
集
者

 
 美
術
家
、
デ
ザ
イ
ナ
ー
、
写
真

家
、
映
像
撮
影
者

 
 ⾳
楽
家
、
舞
台
芸
術
家

 
 そ
の
他
の
サ
ー
ビ
ス
職
業
従
事

者

 
 農
業
従
事
者

 
 漁
業
従
事
者

 
 包
装
従
事
者

 
 分
類
不
能
の
職
業

--
--
＜
改
ペ
ー
ジ
＞

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

[必
須

]

SQ
14

_1
_2

 2
01

9年
度
に
派
遣
し
た
業
務
の
う
ち
、

2番
⽬
に
⼈
数
が
多
い
業
務
を
お
選
び
く
だ
さ
い
。

2番
⽬
に
⼈
数
が
多
い
業
務

 
 法
⼈
・
団
体
役
員

 
 法
⼈
・
団
体
管
理
職
員

 
 そ
の
他
管
理
的
職
業
従
事
者

 
 研
究
者

 
 農
林
⽔
産
技
術
者

 
 製
造
技
術
者

 
 建
築
・
⼟
⽊
・
測
量
技
術
者

 
 情
報
処
理
・
通
信
技
術
者

 
 そ
の
他
技
術
者

 
 医
師
、
⻭
科
医
師
、
獣
医
師
、
薬

剤
師

 
 保
健
師
、
助
産
師
、
看
護
師

 
 医
療
技
術
者

 
 そ
の
他
の
保
健
医
療
従
事
者

 
 社
会
福
祉
専
⾨
職
業
従
事
者

 
 法
務
従
事
者

 
 経
営
・
⾦
融
・
保
険
専
⾨
職
業
従

事
者

 
 教
員

 
 宗
教
家

 
 そ
の
他
の
専
⾨
的
職
業
従

事
者

 
 ⼀
般
事
務
従
事
者

 
 会
計
事
務
従
事
者

 
 ⽣
産
関
連
事
務
従
事
者

 
 営
業
・
販
売
事
務
従
事
者

 
 外
勤
事
務
従
事
者

 
 運
輸
・
郵
便
事
務
従
事
者

 
 事
務
⽤
機
器
操
作
員

 
 商
品
販
売
従
事
者

 
 販
売
類
似
職
業
従
事
者

 
 営
業
職
業
従
事
者

 
 家
庭
⽣
活
⽀
援
サ
ー
ビ
ス

職
業
従
事
者

 
 介
護
サ
ー
ビ
ス
職
業
従
事

者

 
 保
健
医
療
サ
ー
ビ
ス
職
業

従
事
者

 
 ⽣
活
衛
⽣
サ
ー
ビ
ス
職
業

従
事
者

 
 飲
⾷
物
調
理
従
事
者

 
 ⽣
産
設
備
制
御
・
監
視
従
事
者

 
 機
械
組
⽴
設
備
制
御
・
監
視
従
事

者

 
 製
品
製
造
・
加
⼯
処
理
従
事
者

 
 機
械
組
⽴
従
事
者

 
 機
械
整
備
・
修
理
従
事
者

 
 製
品
検
査
従
事
者

 
 機
械
検
査
従
事
者

 
 ⽣
産
関
連
・
⽣
産
類
似
作
業
従
事

者

 
 鉄
道
運
転
従
事
者

 
 ⾃
動
⾞
運
転
従
事
者

 
 船
舶
・
航
空
機
運
転
従
事
者

 
 そ
の
他
の
輸
送
従
事
者

 
 定
置
・
建
設
機
械
運
転
従
事
者

 
 建
設
従
事
者

(建
設
躯
体
⼯
事
従

事
者
を
除
く

)

 
 電
気
⼯
事
従
事
者

 
 採
掘
従
事
者

 
 運
搬
従
事
者

 
 著
述
家
、
記
者
、
編
集
者

 
 美
術
家
、
デ
ザ
イ
ナ
ー
、
写
真

家
、
映
像
撮
影
者

 
 ⾳
楽
家
、
舞
台
芸
術
家

 
 接
客
・
給
仕
職
業
従
事
者

 
 居
住
施
設
・
ビ
ル
等
管
理

⼈

 
 そ
の
他
の
サ
ー
ビ
ス
職
業

従
事
者

 
 農
業
従
事
者

 
 漁
業
従
事
者

 
 清
掃
従
事
者

 
 包
装
従
事
者

 
 分
類
不
能
の
職
業

--
--
＜
改
ペ
ー
ジ
＞

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

[必
須

]

SQ
14

_1
_3

 2
01

9年
度
に
派
遣
し
た
業
務
の
う
ち
、

3番
⽬
に
⼈
数
が
多
い
業
務
を
お
選
び
く
だ
さ
い
。

3番
⽬
に
⼈
数
が
多
い
業
務

 
 法
⼈
・
団
体
役
員

 
 法
⼈
・
団
体
管
理
職
員

 
 そ
の
他
管
理
的
職
業
従
事
者

 
 研
究
者

 
 農
林
⽔
産
技
術
者

 
 製
造
技
術
者

 
 建
築
・
⼟
⽊
・
測
量
技
術
者

 
 情
報
処
理
・
通
信
技
術
者

 
 そ
の
他
技
術
者

 
 医
師
、
⻭
科
医
師
、
獣
医
師
、
薬

剤
師

 
 保
健
師
、
助
産
師
、
看
護
師

 
 医
療
技
術
者

 
 そ
の
他
の
保
健
医
療
従
事
者

 
 社
会
福
祉
専
⾨
職
業
従
事
者

 
 法
務
従
事
者

 
 経
営
・
⾦
融
・
保
険
専
⾨
職
業
従

事
者

 
 そ
の
他
の
専
⾨
的
職
業
従

事
者

 
 ⼀
般
事
務
従
事
者

 
 会
計
事
務
従
事
者

 
 ⽣
産
関
連
事
務
従
事
者

 
 営
業
・
販
売
事
務
従
事
者

 
 外
勤
事
務
従
事
者

 
 運
輸
・
郵
便
事
務
従
事
者

 
 事
務
⽤
機
器
操
作
員

 
 商
品
販
売
従
事
者

 
 販
売
類
似
職
業
従
事
者

 
 営
業
職
業
従
事
者

 
 家
庭
⽣
活
⽀
援
サ
ー
ビ
ス

職
業
従
事
者

 
 介
護
サ
ー
ビ
ス
職
業
従
事

者

 
 保
健
医
療
サ
ー
ビ
ス
職
業

従
事
者

 
 ⽣
産
設
備
制
御
・
監
視
従
事
者

 
 機
械
組
⽴
設
備
制
御
・
監
視
従
事

者

 
 製
品
製
造
・
加
⼯
処
理
従
事
者

 
 機
械
組
⽴
従
事
者

 
 機
械
整
備
・
修
理
従
事
者

 
 製
品
検
査
従
事
者

 
 機
械
検
査
従
事
者

 
 ⽣
産
関
連
・
⽣
産
類
似
作
業
従
事

者

 
 鉄
道
運
転
従
事
者

 
 ⾃
動
⾞
運
転
従
事
者

 
 船
舶
・
航
空
機
運
転
従
事
者

 
 そ
の
他
の
輸
送
従
事
者

 
 定
置
・
建
設
機
械
運
転
従
事
者

 
 建
設
従
事
者

(建
設
躯
体
⼯
事
従

事
者
を
除
く

)

 
 電
気
⼯
事
従
事
者

- 88 -

94



7A

１
位
の

[回
答
︓

SQ
14

_1
_1

]の
⼈
数
 
 

  
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

⼈
 
※
半
⾓
数
字
で

１
位
の

[回
答
︓

SQ
14

_1
_1

]の
平
均
賃
⾦
（
１
⽇
８
時
間
あ
た
り
）
 
 
 
 

円

１
位
の

[回
答
︓

SQ
14

_1
_1

]の
平
均
派
遣
料
⾦
額
（
１
⽇
８
時
間
あ
た
り
）
 

円

 
 教
員

 
 宗
教
家

 
 著
述
家
、
記
者
、
編
集
者

 
 美
術
家
、
デ
ザ
イ
ナ
ー
、
写
真

家
、
映
像
撮
影
者

 
 ⾳
楽
家
、
舞
台
芸
術
家

 
 ⽣
活
衛
⽣
サ
ー
ビ
ス
職
業

従
事
者

 
 飲
⾷
物
調
理
従
事
者

 
 接
客
・
給
仕
職
業
従
事
者

 
 居
住
施
設
・
ビ
ル
等
管
理

⼈

 
 そ
の
他
の
サ
ー
ビ
ス
職
業

従
事
者

 
 農
業
従
事
者

 
 漁
業
従
事
者

 
 採
掘
従
事
者

 
 運
搬
従
事
者

 
 清
掃
従
事
者

 
 包
装
従
事
者

 
 分
類
不
能
の
職
業

--
--
＜
改
ペ
ー
ジ
＞

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

【
回
答
者
条
件
】

  
Q

9で
「

1.
無
期
雇
⽤
派
遣
労
働
者
数
（

20
19
年
度
）
」
で
『

1.
い
る
（
⼈
）
』
 
い
ず
れ
か
を
選
択
し
た

  
ま
た
は

Q
9で
「

2.
有
期
雇
⽤
派
遣
労
働
者
数
（

20
19
年
度
）
」
で
『

1.
い
る
（
⼈
）
』
 
い
ず
れ
か
を
選
択
し
た
⽅
の
み

SQ
14

_2
 お
答
え
い
た
だ
い
た
派
遣
労
働
者
が

1番
多
い

[回
答
︓

SQ
14

_1
_1

]に
つ
い
て
、
１
⽇

8時
間
あ
た
り
の
平
均
賃
⾦
と
派
遣
料
⾦
額
を
ご
記
⼊

く
だ
さ
い
。

20
20
年
に
労
働
者
派
遣
事
業
報
告
書
で
報
告
し
た
内
容
を
参
照
し
て
回
答
し
て
く
だ
さ
い
。

 

--
--
＜
改
ペ
ー
ジ
＞

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

【
回
答
者
条
件
】

  
Q

9で
「

1.
無
期
雇
⽤
派
遣
労
働
者
数
（

20
19
年
度
）
」
で
『

1.
い
る
（
⼈
）
』
 
い
ず
れ
か
を
選
択
し
た

  
ま
た
は

Q
9で
「

2.
有
期
雇
⽤
派
遣
労
働
者
数
（

20
19
年
度
）
」
で
『

1.
い
る
（
⼈
）
』
 
い
ず
れ
か
を
選
択
し
た
⽅
の
み

SQ
14

_3
 派
遣
労
働
者
が

1番
多
い

[回
答
︓

SQ
14

_1
_1

]の
平
均
的
な
勤
続
年
数
（
⽉
数
は
６
か
⽉
未
満
切
り
捨
て
、
６
か
⽉
以
上
切
り
上
げ
て
お
答

え
く
だ
さ
い
）
を
選
択
し
て
く
だ
さ
い
。

[回
答
︓

SQ
14

_1
_1

]の
平
均
的
な
勤
続
年
数

 
 0
年

 
 1
年

 
 2
年

 
 3
年
以
上

5年
未
満

２
位
の

[回
答
︓

SQ
14

_1
_2

]の
⼈
数
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

⼈
 
※
半
⾓
数
字
で

２
位
の

[回
答
︓

SQ
14

_1
_2

]の
平
均
賃
⾦
（
１
⽇
８
時
間
あ
た
り
）
 
 
 
 

円

２
位
の

[回
答
︓

SQ
14

_1
_2

]の
平
均
派
遣
料
⾦
額
（
１
⽇
８
時
間
あ
た
り
）
 

円

 
 5
年
以
上

10
年
未
満

 
 1

0年
以
上

20
年
未
満

 
 2

0年
以
上

--
--
＜
改
ペ
ー
ジ
＞

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

【
回
答
者
条
件
】

  
SQ

14
_1

_2
で
『

1.
法
⼈
・
団
体
役
員
』
〜
『

62
.分
類
不
能
の
職
業
』
 
い
ず
れ
か
を
選
択
し
た
⽅
の
み

SQ
14

_4
 お
答
え
い
た
だ
い
た
派
遣
労
働
者
が
２
番
⽬
に
多
い

[回
答
︓

SQ
14

_1
_2

]に
つ
い
て
、
１
⽇

8時
間
あ
た
り
の
平
均
賃
⾦
と
派
遣
料
⾦
額
を

ご
記
⼊
く
だ
さ
い
。

20
20
年
に
労
働
者
派
遣
事
業
報
告
書
で
報
告
し
た
内
容
を
参
照
し
て
回
答
し
て
く
だ
さ
い
。

 

--
--
＜
改
ペ
ー
ジ
＞

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

【
回
答
者
条
件
】

  
SQ

14
_1

_2
で
『

1.
法
⼈
・
団
体
役
員
』
〜
『

62
.分
類
不
能
の
職
業
』
 
い
ず
れ
か
を
選
択
し
た
⽅
の
み

SQ
14

_5
 派
遣
労
働
者
が
２
番
⽬
に
多
い

[回
答
︓

SQ
14

_1
_2

]の
平
均
的
な
勤
続
年
数
（
⽉
数
は
６
か
⽉
未
満
切
り
捨
て
、
６
か
⽉
以
上
切
り
上
げ
て

お
答
え
く
だ
さ
い
）
を
選
択
し
て
く
だ
さ
い
。

[回
答
︓

SQ
14

_1
_2

]の
平
均
的
な
勤
続
年
数

 

 
 0
年

 
 1
年

 
 2
年

 
 3
年
以
上

5年
未
満

 
 5
年
以
上

10
年
未
満

 
 1

0年
以
上

20
年
未
満

 
 2

0年
以
上

--
--
＜
改
ペ
ー
ジ
＞

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

【
回
答
者
条
件
】

  
SQ

14
_1

_3
で
『

1.
法
⼈
・
団
体
役
員
』
〜
『

62
.分
類
不
能
の
職
業
』
 
い
ず
れ
か
を
選
択
し
た
⽅
の
み

7A

１
位
の

[回
答
︓

SQ
14

_1
_1

]の
⼈
数
 
 

  
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

⼈
 
※
半
⾓
数
字
で

１
位
の

[回
答
︓

SQ
14

_1
_1

]の
平
均
賃
⾦
（
１
⽇
８
時
間
あ
た
り
）
 
 
 
 

円

１
位
の

[回
答
︓

SQ
14

_1
_1

]の
平
均
派
遣
料
⾦
額
（
１
⽇
８
時
間
あ
た
り
）
 

円

 
 教
員

 
 宗
教
家

 
 著
述
家
、
記
者
、
編
集
者

 
 美
術
家
、
デ
ザ
イ
ナ
ー
、
写
真

家
、
映
像
撮
影
者

 
 ⾳
楽
家
、
舞
台
芸
術
家

 
 ⽣
活
衛
⽣
サ
ー
ビ
ス
職
業

従
事
者

 
 飲
⾷
物
調
理
従
事
者

 
 接
客
・
給
仕
職
業
従
事
者

 
 居
住
施
設
・
ビ
ル
等
管
理

⼈

 
 そ
の
他
の
サ
ー
ビ
ス
職
業

従
事
者

 
 農
業
従
事
者

 
 漁
業
従
事
者

 
 採
掘
従
事
者

 
 運
搬
従
事
者

 
 清
掃
従
事
者

 
 包
装
従
事
者

 
 分
類
不
能
の
職
業

--
--
＜
改
ペ
ー
ジ
＞

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

【
回
答
者
条
件
】

  
Q

9で
「

1.
無
期
雇
⽤
派
遣
労
働
者
数
（

20
19
年
度
）
」
で
『

1.
い
る
（
⼈
）
』
 
い
ず
れ
か
を
選
択
し
た

  
ま
た
は

Q
9で
「

2.
有
期
雇
⽤
派
遣
労
働
者
数
（

20
19
年
度
）
」
で
『

1.
い
る
（
⼈
）
』
 
い
ず
れ
か
を
選
択
し
た
⽅
の
み

SQ
14

_2
 お
答
え
い
た
だ
い
た
派
遣
労
働
者
が

1番
多
い

[回
答
︓

SQ
14

_1
_1

]に
つ
い
て
、
１
⽇

8時
間
あ
た
り
の
平
均
賃
⾦
と
派
遣
料
⾦
額
を
ご
記
⼊

く
だ
さ
い
。

20
20
年
に
労
働
者
派
遣
事
業
報
告
書
で
報
告
し
た
内
容
を
参
照
し
て
回
答
し
て
く
だ
さ
い
。

 

--
--
＜
改
ペ
ー
ジ
＞

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

【
回
答
者
条
件
】

  
Q

9で
「

1.
無
期
雇
⽤
派
遣
労
働
者
数
（

20
19
年
度
）
」
で
『

1.
い
る
（
⼈
）
』
 
い
ず
れ
か
を
選
択
し
た

  
ま
た
は

Q
9で
「

2.
有
期
雇
⽤
派
遣
労
働
者
数
（

20
19
年
度
）
」
で
『

1.
い
る
（
⼈
）
』
 
い
ず
れ
か
を
選
択
し
た
⽅
の
み

SQ
14

_3
 派
遣
労
働
者
が

1番
多
い

[回
答
︓

SQ
14

_1
_1

]の
平
均
的
な
勤
続
年
数
（
⽉
数
は
６
か
⽉
未
満
切
り
捨
て
、
６
か
⽉
以
上
切
り
上
げ
て
お
答

え
く
だ
さ
い
）
を
選
択
し
て
く
だ
さ
い
。

[回
答
︓

SQ
14

_1
_1

]の
平
均
的
な
勤
続
年
数

 
 0
年

 
 1
年

 
 2
年

 
 3
年
以
上

5年
未
満

２
位
の

[回
答
︓

SQ
14

_1
_2

]の
⼈
数
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

⼈
 
※
半
⾓
数
字
で

２
位
の

[回
答
︓

SQ
14

_1
_2

]の
平
均
賃
⾦
（
１
⽇
８
時
間
あ
た
り
）
 
 
 
 

円

２
位
の

[回
答
︓

SQ
14

_1
_2

]の
平
均
派
遣
料
⾦
額
（
１
⽇
８
時
間
あ
た
り
）
 

円

 
 5
年
以
上

10
年
未
満

 
 1

0年
以
上

20
年
未
満

 
 2

0年
以
上

--
--
＜
改
ペ
ー
ジ
＞

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

【
回
答
者
条
件
】

  
SQ

14
_1

_2
で
『

1.
法
⼈
・
団
体
役
員
』
〜
『

62
.分
類
不
能
の
職
業
』
 
い
ず
れ
か
を
選
択
し
た
⽅
の
み

SQ
14

_4
 お
答
え
い
た
だ
い
た
派
遣
労
働
者
が
２
番
⽬
に
多
い

[回
答
︓

SQ
14

_1
_2

]に
つ
い
て
、
１
⽇

8時
間
あ
た
り
の
平
均
賃
⾦
と
派
遣
料
⾦
額
を

ご
記
⼊
く
だ
さ
い
。

20
20
年
に
労
働
者
派
遣
事
業
報
告
書
で
報
告
し
た
内
容
を
参
照
し
て
回
答
し
て
く
だ
さ
い
。

 

--
--
＜
改
ペ
ー
ジ
＞

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

【
回
答
者
条
件
】

  
SQ

14
_1

_2
で
『

1.
法
⼈
・
団
体
役
員
』
〜
『

62
.分
類
不
能
の
職
業
』
 
い
ず
れ
か
を
選
択
し
た
⽅
の
み

SQ
14

_5
 派
遣
労
働
者
が
２
番
⽬
に
多
い

[回
答
︓

SQ
14

_1
_2

]の
平
均
的
な
勤
続
年
数
（
⽉
数
は
６
か
⽉
未
満
切
り
捨
て
、
６
か
⽉
以
上
切
り
上
げ
て

お
答
え
く
だ
さ
い
）
を
選
択
し
て
く
だ
さ
い
。

[回
答
︓

SQ
14

_1
_2

]の
平
均
的
な
勤
続
年
数

 

 
 0
年

 
 1
年

 
 2
年

 
 3
年
以
上

5年
未
満

 
 5
年
以
上

10
年
未
満

 
 1

0年
以
上

20
年
未
満

 
 2

0年
以
上

--
--
＜
改
ペ
ー
ジ
＞

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

【
回
答
者
条
件
】

  
SQ

14
_1

_3
で
『

1.
法
⼈
・
団
体
役
員
』
〜
『

62
.分
類
不
能
の
職
業
』
 
い
ず
れ
か
を
選
択
し
た
⽅
の
み

7A

１
位
の

[回
答
︓

SQ
14

_1
_1

]の
⼈
数
 
 

  
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

⼈
 
※
半
⾓
数
字
で

１
位
の

[回
答
︓

SQ
14

_1
_1

]の
平
均
賃
⾦
（
１
⽇
８
時
間
あ
た
り
）
 
 
 
 

円

１
位
の

[回
答
︓

SQ
14

_1
_1

]の
平
均
派
遣
料
⾦
額
（
１
⽇
８
時
間
あ
た
り
）
 

円

 
 教
員

 
 宗
教
家

 
 著
述
家
、
記
者
、
編
集
者

 
 美
術
家
、
デ
ザ
イ
ナ
ー
、
写
真

家
、
映
像
撮
影
者

 
 ⾳
楽
家
、
舞
台
芸
術
家

 
 ⽣
活
衛
⽣
サ
ー
ビ
ス
職
業

従
事
者

 
 飲
⾷
物
調
理
従
事
者

 
 接
客
・
給
仕
職
業
従
事
者

 
 居
住
施
設
・
ビ
ル
等
管
理

⼈

 
 そ
の
他
の
サ
ー
ビ
ス
職
業

従
事
者

 
 農
業
従
事
者

 
 漁
業
従
事
者

 
 採
掘
従
事
者

 
 運
搬
従
事
者

 
 清
掃
従
事
者

 
 包
装
従
事
者

 
 分
類
不
能
の
職
業

--
--
＜
改
ペ
ー
ジ
＞

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

【
回
答
者
条
件
】

  
Q

9で
「

1.
無
期
雇
⽤
派
遣
労
働
者
数
（

20
19
年
度
）
」
で
『

1.
い
る
（
⼈
）
』
 
い
ず
れ
か
を
選
択
し
た

  
ま
た
は

Q
9で
「

2.
有
期
雇
⽤
派
遣
労
働
者
数
（

20
19
年
度
）
」
で
『

1.
い
る
（
⼈
）
』
 
い
ず
れ
か
を
選
択
し
た
⽅
の
み

SQ
14

_2
 お
答
え
い
た
だ
い
た
派
遣
労
働
者
が

1番
多
い

[回
答
︓

SQ
14

_1
_1

]に
つ
い
て
、
１
⽇

8時
間
あ
た
り
の
平
均
賃
⾦
と
派
遣
料
⾦
額
を
ご
記
⼊

く
だ
さ
い
。

20
20
年
に
労
働
者
派
遣
事
業
報
告
書
で
報
告
し
た
内
容
を
参
照
し
て
回
答
し
て
く
だ
さ
い
。

 

--
--
＜
改
ペ
ー
ジ
＞

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

【
回
答
者
条
件
】

  
Q

9で
「

1.
無
期
雇
⽤
派
遣
労
働
者
数
（

20
19
年
度
）
」
で
『

1.
い
る
（
⼈
）
』
 
い
ず
れ
か
を
選
択
し
た

  
ま
た
は

Q
9で
「

2.
有
期
雇
⽤
派
遣
労
働
者
数
（

20
19
年
度
）
」
で
『

1.
い
る
（
⼈
）
』
 
い
ず
れ
か
を
選
択
し
た
⽅
の
み

SQ
14

_3
 派
遣
労
働
者
が

1番
多
い

[回
答
︓

SQ
14

_1
_1

]の
平
均
的
な
勤
続
年
数
（
⽉
数
は
６
か
⽉
未
満
切
り
捨
て
、
６
か
⽉
以
上
切
り
上
げ
て
お
答

え
く
だ
さ
い
）
を
選
択
し
て
く
だ
さ
い
。

[回
答
︓

SQ
14

_1
_1

]の
平
均
的
な
勤
続
年
数

 
 0
年

 
 1
年

 
 2
年

 
 3
年
以
上

5年
未
満

２
位
の

[回
答
︓

SQ
14

_1
_2

]の
⼈
数
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

⼈
 
※
半
⾓
数
字
で

２
位
の

[回
答
︓

SQ
14

_1
_2

]の
平
均
賃
⾦
（
１
⽇
８
時
間
あ
た
り
）
 
 
 
 

円

２
位
の

[回
答
︓

SQ
14

_1
_2

]の
平
均
派
遣
料
⾦
額
（
１
⽇
８
時
間
あ
た
り
）
 

円

 
 5
年
以
上

10
年
未
満

 
 1

0年
以
上

20
年
未
満

 
 2

0年
以
上

--
--
＜
改
ペ
ー
ジ
＞

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

【
回
答
者
条
件
】

  
SQ

14
_1

_2
で
『

1.
法
⼈
・
団
体
役
員
』
〜
『

62
.分
類
不
能
の
職
業
』
 
い
ず
れ
か
を
選
択
し
た
⽅
の
み

SQ
14

_4
 お
答
え
い
た
だ
い
た
派
遣
労
働
者
が
２
番
⽬
に
多
い

[回
答
︓

SQ
14

_1
_2

]に
つ
い
て
、
１
⽇

8時
間
あ
た
り
の
平
均
賃
⾦
と
派
遣
料
⾦
額
を

ご
記
⼊
く
だ
さ
い
。

20
20
年
に
労
働
者
派
遣
事
業
報
告
書
で
報
告
し
た
内
容
を
参
照
し
て
回
答
し
て
く
だ
さ
い
。

 

--
--
＜
改
ペ
ー
ジ
＞

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

【
回
答
者
条
件
】

  
SQ

14
_1

_2
で
『

1.
法
⼈
・
団
体
役
員
』
〜
『

62
.分
類
不
能
の
職
業
』
 
い
ず
れ
か
を
選
択
し
た
⽅
の
み

SQ
14

_5
 派
遣
労
働
者
が
２
番
⽬
に
多
い

[回
答
︓

SQ
14

_1
_2

]の
平
均
的
な
勤
続
年
数
（
⽉
数
は
６
か
⽉
未
満
切
り
捨
て
、
６
か
⽉
以
上
切
り
上
げ
て

お
答
え
く
だ
さ
い
）
を
選
択
し
て
く
だ
さ
い
。

[回
答
︓

SQ
14

_1
_2

]の
平
均
的
な
勤
続
年
数

 

 
 0
年

 
 1
年

 
 2
年

 
 3
年
以
上

5年
未
満

 
 5
年
以
上

10
年
未
満

 
 1

0年
以
上

20
年
未
満

 
 2

0年
以
上

--
--
＜
改
ペ
ー
ジ
＞

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

【
回
答
者
条
件
】

  
SQ

14
_1

_3
で
『

1.
法
⼈
・
団
体
役
員
』
〜
『

62
.分
類
不
能
の
職
業
』
 
い
ず
れ
か
を
選
択
し
た
⽅
の
み

- 89 -

95



8A

３
位
の

[回
答
︓

SQ
14

_1
_3

]の
⼈
数
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

⼈
 
※
半
⾓
数
字
で

３
位
の

[回
答
︓

SQ
14

_1
_3

]の
平
均
賃
⾦
（
１
⽇
８
時
間
あ
た
り
）
 
 
 
 

円

３
位
の

[回
答
︓

SQ
14

_1
_3

]の
平
均
派
遣
料
⾦
額
（
１
⽇
８
時
間
あ
た
り
）
 

円

SQ
14

_6
 お
答
え
い
た
だ
い
た
派
遣
労
働
者
が
３
番
⽬
に
多
い

[回
答
︓

SQ
14

_1
_3

]に
つ
い
て
、
１
⽇

8時
間
あ
た
り
の
平
均
賃
⾦
と
派
遣
料
⾦
額
を

ご
記
⼊
く
だ
さ
い
。

20
20
年
に
労
働
者
派
遣
事
業
報
告
書
で
報
告
し
た
内
容
を
参
照
し
て
回
答
し
て
く
だ
さ
い
。

 

--
--
＜
改
ペ
ー
ジ
＞

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

【
回
答
者
条
件
】

  
SQ

14
_1

_3
で
『

1.
法
⼈
・
団
体
役
員
』
〜
『

62
.分
類
不
能
の
職
業
』
 
い
ず
れ
か
を
選
択
し
た
⽅
の
み

SQ
14

_7
 派
遣
労
働
者
が
３
番
⽬
に
多
い

[回
答
︓

SQ
14

_1
_3

]の
平
均
的
な
勤
続
年
数
（
⽉
数
は
６
か
⽉
未
満
切
り
捨
て
、
６
か
⽉
以
上
切
り
上
げ
て

お
答
え
く
だ
さ
い
）
を
選
択
し
て
く
だ
さ
い
。

[回
答
︓

SQ
14

_1
_3

]の
平
均
的
な
勤
続
年
数

 
 0
年

 
 1
年

 
 2
年

 
 3
年
以
上

5年
未
満

 
 5
年
以
上

10
年
未
満

 
 1

0年
以
上

20
年
未
満

 
 2

0年
以
上

--
--
＜
改
ペ
ー
ジ
＞

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

【
回
答
者
条
件
】

  
Q

9で
「

1.
無
期
雇
⽤
派
遣
労
働
者
数
（

20
19
年
度
）
」
で
『

1.
い
る
（
⼈
）
』
 
い
ず
れ
か
を
選
択
し
た

  
ま
た
は

Q
9で
「

2.
有
期
雇
⽤
派
遣
労
働
者
数
（

20
19
年
度
）
」
で
『

1.
い
る
（
⼈
）
』
 
い
ず
れ
か
を
選
択
し
た
⽅
の
み

[必
須

]

SQ
14

_8
 お
答
え
い
た
だ
い
た
派
遣
労
働
者
が
１
番
多
い
業
務
に
つ
い
て
、

[回
答
︓

SQ
14

_1
_1

]（
職
種
）
に
は
賃
⾦
表
は
あ
り
ま
す
か
。

[回
答
︓

SQ
14

_1
_1

]

 
 派
遣
労
働
者
の
有
す
る
能
⼒
や
ス
キ
ル
、
職
位
、
職
階
に
基
づ
い
た
賃
⾦
表
が
あ
る

 
 必
要
能
⼒
や
ス
キ
ル
に
基
づ
い
た
派
遣
料
⾦
表
が
あ
り
、
そ
れ
に
伴
っ
て
賃
⾦
が
決
ま
る
（
賃
⾦
表
は
な
い
）

 
 必
要
能
⼒
や
ス
キ
ル
に
基
づ
い
た
派
遣
料
⾦
表
や
賃
⾦
表
は
な
い

す べ て の 派 遣 労 働 者

一 部 の 派 遣 労 働 者 に

反 映 さ れ て い な い

--
--
＜
改
ペ
ー
ジ
＞

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

【
回
答
者
条
件
】

  
SQ

14
_1

_2
で
『

1.
法
⼈
・
団
体
役
員
』
〜
『

62
.分
類
不
能
の
職
業
』
 
い
ず
れ
か
を
選
択
し
た
⽅
の
み

[必
須

]

SQ
14

_9
 お
答
え
い
た
だ
い
た
派
遣
労
働
者
が

2番
⽬
に
多
い
業
務
に
つ
い
て
、

 
[回
答
︓

SQ
14

_1
_2

]（
職
種
）
に
は
賃
⾦
表
は
あ
り
ま
す
か
。

[回
答
︓

SQ
14

_1
_2

]

 
 派
遣
労
働
者
の
有
す
る
能
⼒
や
ス
キ
ル
、
職
位
、
職
階
に
基
づ
い
た
賃
⾦
表
が
あ
る

 
 必
要
能
⼒
や
ス
キ
ル
に
基
づ
い
た
派
遣
料
⾦
表
が
あ
り
、
そ
れ
に
伴
っ
て
賃
⾦
が
決
ま
る
（
賃
⾦
表
は
な
い
）

 
 必
要
能
⼒
や
ス
キ
ル
に
基
づ
い
た
派
遣
料
⾦
表
や
賃
⾦
表
は
な
い

--
--
＜
改
ペ
ー
ジ
＞

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

【
回
答
者
条
件
】

  
SQ

14
_1

_3
で
『

1.
法
⼈
・
団
体
役
員
』
〜
『

62
.分
類
不
能
の
職
業
』
 
い
ず
れ
か
を
選
択
し
た
⽅
の
み

[必
須

]

SQ
14

_1
0 
お
答
え
い
た
だ
い
た
派
遣
労
働
者
が

3番
⽬
に
多
い
業
務
に
つ
い
て
、

 
[回
答
︓

SQ
14

_1
_3

]（
職
種
）
に
は
賃
⾦
表
は
あ
り
ま
す
か
。

[回
答
︓

SQ
14

_1
_3

]

 
 派
遣
労
働
者
の
有
す
る
能
⼒
や
ス
キ
ル
、
職
位
、
職
階
に
基
づ
い
た
賃
⾦
表
が
あ
る

 
 必
要
能
⼒
や
ス
キ
ル
に
基
づ
い
た
派
遣
料
⾦
表
が
あ
り
、
そ
れ
に
伴
っ
て
賃
⾦
が
決
ま
る
（
賃
⾦
表
は
な
い
）

 
 必
要
能
⼒
や
ス
キ
ル
に
基
づ
い
た
派
遣
料
⾦
表
や
賃
⾦
表
は
な
い

--
--
＜
改
ペ
ー
ジ
＞

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

【
回
答
者
条
件
】

  
Q

9で
「

1.
無
期
雇
⽤
派
遣
労
働
者
数
（

20
19
年
度
）
」
で
『

1.
い
る
（
⼈
）
』
 
い
ず
れ
か
を
選
択
し
た

  
ま
た
は

Q
9で
「

2.
有
期
雇
⽤
派
遣
労
働
者
数
（

20
19
年
度
）
」
で
『

1.
い
る
（
⼈
）
』
 
い
ず
れ
か
を
選
択
し
た
⽅
の
み

[必
須

]

Q
15

 派
遣
労
働
者
の
⼿
取
り
賃
⾦
（
通
勤
⼿
当
除
く
）
に
は
、
以
下
の
項
⽬
が
反
映
さ
れ
て
い
ま
す
か
。

8A

３
位
の

[回
答
︓

SQ
14

_1
_3

]の
⼈
数
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

⼈
 
※
半
⾓
数
字
で

３
位
の

[回
答
︓

SQ
14

_1
_3

]の
平
均
賃
⾦
（
１
⽇
８
時
間
あ
た
り
）
 
 
 
 

円

３
位
の

[回
答
︓

SQ
14

_1
_3

]の
平
均
派
遣
料
⾦
額
（
１
⽇
８
時
間
あ
た
り
）
 

円

SQ
14

_6
 お
答
え
い
た
だ
い
た
派
遣
労
働
者
が
３
番
⽬
に
多
い

[回
答
︓

SQ
14

_1
_3

]に
つ
い
て
、
１
⽇

8時
間
あ
た
り
の
平
均
賃
⾦
と
派
遣
料
⾦
額
を

ご
記
⼊
く
だ
さ
い
。

20
20
年
に
労
働
者
派
遣
事
業
報
告
書
で
報
告
し
た
内
容
を
参
照
し
て
回
答
し
て
く
だ
さ
い
。

 

--
--
＜
改
ペ
ー
ジ
＞

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

【
回
答
者
条
件
】

  
SQ

14
_1

_3
で
『

1.
法
⼈
・
団
体
役
員
』
〜
『

62
.分
類
不
能
の
職
業
』
 
い
ず
れ
か
を
選
択
し
た
⽅
の
み

SQ
14

_7
 派
遣
労
働
者
が
３
番
⽬
に
多
い

[回
答
︓

SQ
14

_1
_3

]の
平
均
的
な
勤
続
年
数
（
⽉
数
は
６
か
⽉
未
満
切
り
捨
て
、
６
か
⽉
以
上
切
り
上
げ
て

お
答
え
く
だ
さ
い
）
を
選
択
し
て
く
だ
さ
い
。

[回
答
︓

SQ
14

_1
_3

]の
平
均
的
な
勤
続
年
数

 
 0
年

 
 1
年

 
 2
年

 
 3
年
以
上

5年
未
満

 
 5
年
以
上

10
年
未
満

 
 1

0年
以
上

20
年
未
満

 
 2

0年
以
上

--
--
＜
改
ペ
ー
ジ
＞

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

【
回
答
者
条
件
】

  
Q

9で
「

1.
無
期
雇
⽤
派
遣
労
働
者
数
（

20
19
年
度
）
」
で
『

1.
い
る
（
⼈
）
』
 
い
ず
れ
か
を
選
択
し
た

  
ま
た
は

Q
9で
「

2.
有
期
雇
⽤
派
遣
労
働
者
数
（

20
19
年
度
）
」
で
『

1.
い
る
（
⼈
）
』
 
い
ず
れ
か
を
選
択
し
た
⽅
の
み

[必
須

]

SQ
14

_8
 お
答
え
い
た
だ
い
た
派
遣
労
働
者
が
１
番
多
い
業
務
に
つ
い
て
、

[回
答
︓

SQ
14

_1
_1

]（
職
種
）
に
は
賃
⾦
表
は
あ
り
ま
す
か
。

[回
答
︓

SQ
14

_1
_1

]

 
 派
遣
労
働
者
の
有
す
る
能
⼒
や
ス
キ
ル
、
職
位
、
職
階
に
基
づ
い
た
賃
⾦
表
が
あ
る

 
 必
要
能
⼒
や
ス
キ
ル
に
基
づ
い
た
派
遣
料
⾦
表
が
あ
り
、
そ
れ
に
伴
っ
て
賃
⾦
が
決
ま
る
（
賃
⾦
表
は
な
い
）

 
 必
要
能
⼒
や
ス
キ
ル
に
基
づ
い
た
派
遣
料
⾦
表
や
賃
⾦
表
は
な
い

す べ て の 派 遣 労 働 者

一 部 の 派 遣 労 働 者 に

反 映 さ れ て い な い

--
--
＜
改
ペ
ー
ジ
＞

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

【
回
答
者
条
件
】

  
SQ

14
_1

_2
で
『

1.
法
⼈
・
団
体
役
員
』
〜
『

62
.分
類
不
能
の
職
業
』
 
い
ず
れ
か
を
選
択
し
た
⽅
の
み

[必
須

]

SQ
14

_9
 お
答
え
い
た
だ
い
た
派
遣
労
働
者
が

2番
⽬
に
多
い
業
務
に
つ
い
て
、

 
[回
答
︓

SQ
14

_1
_2

]（
職
種
）
に
は
賃
⾦
表
は
あ
り
ま
す
か
。

[回
答
︓

SQ
14

_1
_2

]

 
 派
遣
労
働
者
の
有
す
る
能
⼒
や
ス
キ
ル
、
職
位
、
職
階
に
基
づ
い
た
賃
⾦
表
が
あ
る

 
 必
要
能
⼒
や
ス
キ
ル
に
基
づ
い
た
派
遣
料
⾦
表
が
あ
り
、
そ
れ
に
伴
っ
て
賃
⾦
が
決
ま
る
（
賃
⾦
表
は
な
い
）

 
 必
要
能
⼒
や
ス
キ
ル
に
基
づ
い
た
派
遣
料
⾦
表
や
賃
⾦
表
は
な
い

--
--
＜
改
ペ
ー
ジ
＞

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

【
回
答
者
条
件
】

  
SQ

14
_1

_3
で
『

1.
法
⼈
・
団
体
役
員
』
〜
『

62
.分
類
不
能
の
職
業
』
 
い
ず
れ
か
を
選
択
し
た
⽅
の
み

[必
須

]

SQ
14

_1
0 
お
答
え
い
た
だ
い
た
派
遣
労
働
者
が

3番
⽬
に
多
い
業
務
に
つ
い
て
、

 
[回
答
︓

SQ
14

_1
_3

]（
職
種
）
に
は
賃
⾦
表
は
あ
り
ま
す
か
。

[回
答
︓

SQ
14

_1
_3

]

 
 派
遣
労
働
者
の
有
す
る
能
⼒
や
ス
キ
ル
、
職
位
、
職
階
に
基
づ
い
た
賃
⾦
表
が
あ
る

 
 必
要
能
⼒
や
ス
キ
ル
に
基
づ
い
た
派
遣
料
⾦
表
が
あ
り
、
そ
れ
に
伴
っ
て
賃
⾦
が
決
ま
る
（
賃
⾦
表
は
な
い
）

 
 必
要
能
⼒
や
ス
キ
ル
に
基
づ
い
た
派
遣
料
⾦
表
や
賃
⾦
表
は
な
い

--
--
＜
改
ペ
ー
ジ
＞

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

【
回
答
者
条
件
】

  
Q

9で
「

1.
無
期
雇
⽤
派
遣
労
働
者
数
（

20
19
年
度
）
」
で
『

1.
い
る
（
⼈
）
』
 
い
ず
れ
か
を
選
択
し
た

  
ま
た
は

Q
9で
「

2.
有
期
雇
⽤
派
遣
労
働
者
数
（

20
19
年
度
）
」
で
『

1.
い
る
（
⼈
）
』
 
い
ず
れ
か
を
選
択
し
た
⽅
の
み

[必
須

]

Q
15

 派
遣
労
働
者
の
⼿
取
り
賃
⾦
（
通
勤
⼿
当
除
く
）
に
は
、
以
下
の
項
⽬
が
反
映
さ
れ
て
い
ま
す
か
。

8A

３
位
の

[回
答
︓

SQ
14

_1
_3

]の
⼈
数
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

⼈
 
※
半
⾓
数
字
で

３
位
の

[回
答
︓

SQ
14

_1
_3

]の
平
均
賃
⾦
（
１
⽇
８
時
間
あ
た
り
）
 
 
 
 

円

３
位
の

[回
答
︓

SQ
14

_1
_3

]の
平
均
派
遣
料
⾦
額
（
１
⽇
８
時
間
あ
た
り
）
 

円

SQ
14

_6
 お
答
え
い
た
だ
い
た
派
遣
労
働
者
が
３
番
⽬
に
多
い

[回
答
︓

SQ
14

_1
_3

]に
つ
い
て
、
１
⽇

8時
間
あ
た
り
の
平
均
賃
⾦
と
派
遣
料
⾦
額
を

ご
記
⼊
く
だ
さ
い
。

20
20
年
に
労
働
者
派
遣
事
業
報
告
書
で
報
告
し
た
内
容
を
参
照
し
て
回
答
し
て
く
だ
さ
い
。

 

--
--
＜
改
ペ
ー
ジ
＞

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

【
回
答
者
条
件
】

  
SQ

14
_1

_3
で
『

1.
法
⼈
・
団
体
役
員
』
〜
『

62
.分
類
不
能
の
職
業
』
 
い
ず
れ
か
を
選
択
し
た
⽅
の
み

SQ
14

_7
 派
遣
労
働
者
が
３
番
⽬
に
多
い

[回
答
︓

SQ
14

_1
_3

]の
平
均
的
な
勤
続
年
数
（
⽉
数
は
６
か
⽉
未
満
切
り
捨
て
、
６
か
⽉
以
上
切
り
上
げ
て

お
答
え
く
だ
さ
い
）
を
選
択
し
て
く
だ
さ
い
。

[回
答
︓

SQ
14

_1
_3

]の
平
均
的
な
勤
続
年
数

 
 0
年

 
 1
年

 
 2
年

 
 3
年
以
上

5年
未
満

 
 5
年
以
上

10
年
未
満

 
 1

0年
以
上

20
年
未
満

 
 2

0年
以
上

--
--
＜
改
ペ
ー
ジ
＞

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

【
回
答
者
条
件
】

  
Q

9で
「

1.
無
期
雇
⽤
派
遣
労
働
者
数
（

20
19
年
度
）
」
で
『

1.
い
る
（
⼈
）
』
 
い
ず
れ
か
を
選
択
し
た

  
ま
た
は

Q
9で
「

2.
有
期
雇
⽤
派
遣
労
働
者
数
（

20
19
年
度
）
」
で
『

1.
い
る
（
⼈
）
』
 
い
ず
れ
か
を
選
択
し
た
⽅
の
み

[必
須

]

SQ
14

_8
 お
答
え
い
た
だ
い
た
派
遣
労
働
者
が
１
番
多
い
業
務
に
つ
い
て
、

[回
答
︓

SQ
14

_1
_1

]（
職
種
）
に
は
賃
⾦
表
は
あ
り
ま
す
か
。

[回
答
︓

SQ
14

_1
_1

]

 
 派
遣
労
働
者
の
有
す
る
能
⼒
や
ス
キ
ル
、
職
位
、
職
階
に
基
づ
い
た
賃
⾦
表
が
あ
る

 
 必
要
能
⼒
や
ス
キ
ル
に
基
づ
い
た
派
遣
料
⾦
表
が
あ
り
、
そ
れ
に
伴
っ
て
賃
⾦
が
決
ま
る
（
賃
⾦
表
は
な
い
）

 
 必
要
能
⼒
や
ス
キ
ル
に
基
づ
い
た
派
遣
料
⾦
表
や
賃
⾦
表
は
な
い

す べ て の 派 遣 労 働 者

一 部 の 派 遣 労 働 者 に

反 映 さ れ て い な い

--
--
＜
改
ペ
ー
ジ
＞

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

【
回
答
者
条
件
】

  
SQ

14
_1

_2
で
『

1.
法
⼈
・
団
体
役
員
』
〜
『

62
.分
類
不
能
の
職
業
』
 
い
ず
れ
か
を
選
択
し
た
⽅
の
み

[必
須

]

SQ
14

_9
 お
答
え
い
た
だ
い
た
派
遣
労
働
者
が

2番
⽬
に
多
い
業
務
に
つ
い
て
、

 
[回
答
︓

SQ
14

_1
_2

]（
職
種
）
に
は
賃
⾦
表
は
あ
り
ま
す
か
。

[回
答
︓

SQ
14

_1
_2

]

 
 派
遣
労
働
者
の
有
す
る
能
⼒
や
ス
キ
ル
、
職
位
、
職
階
に
基
づ
い
た
賃
⾦
表
が
あ
る

 
 必
要
能
⼒
や
ス
キ
ル
に
基
づ
い
た
派
遣
料
⾦
表
が
あ
り
、
そ
れ
に
伴
っ
て
賃
⾦
が
決
ま
る
（
賃
⾦
表
は
な
い
）

 
 必
要
能
⼒
や
ス
キ
ル
に
基
づ
い
た
派
遣
料
⾦
表
や
賃
⾦
表
は
な
い

--
--
＜
改
ペ
ー
ジ
＞

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

【
回
答
者
条
件
】

  
SQ

14
_1

_3
で
『

1.
法
⼈
・
団
体
役
員
』
〜
『

62
.分
類
不
能
の
職
業
』
 
い
ず
れ
か
を
選
択
し
た
⽅
の
み

[必
須

]

SQ
14

_1
0 
お
答
え
い
た
だ
い
た
派
遣
労
働
者
が

3番
⽬
に
多
い
業
務
に
つ
い
て
、

 
[回
答
︓

SQ
14

_1
_3

]（
職
種
）
に
は
賃
⾦
表
は
あ
り
ま
す
か
。

[回
答
︓

SQ
14

_1
_3

]

 
 派
遣
労
働
者
の
有
す
る
能
⼒
や
ス
キ
ル
、
職
位
、
職
階
に
基
づ
い
た
賃
⾦
表
が
あ
る

 
 必
要
能
⼒
や
ス
キ
ル
に
基
づ
い
た
派
遣
料
⾦
表
が
あ
り
、
そ
れ
に
伴
っ
て
賃
⾦
が
決
ま
る
（
賃
⾦
表
は
な
い
）

 
 必
要
能
⼒
や
ス
キ
ル
に
基
づ
い
た
派
遣
料
⾦
表
や
賃
⾦
表
は
な
い

--
--
＜
改
ペ
ー
ジ
＞

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

【
回
答
者
条
件
】

  
Q

9で
「

1.
無
期
雇
⽤
派
遣
労
働
者
数
（

20
19
年
度
）
」
で
『

1.
い
る
（
⼈
）
』
 
い
ず
れ
か
を
選
択
し
た

  
ま
た
は

Q
9で
「

2.
有
期
雇
⽤
派
遣
労
働
者
数
（

20
19
年
度
）
」
で
『

1.
い
る
（
⼈
）
』
 
い
ず
れ
か
を
選
択
し
た
⽅
の
み

[必
須

]

Q
15

 派
遣
労
働
者
の
⼿
取
り
賃
⾦
（
通
勤
⼿
当
除
く
）
に
は
、
以
下
の
項
⽬
が
反
映
さ
れ
て
い
ま
す
か
。

- 90 -
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9A

の 賃 金 に 反 映 さ れ て い る

反 映 さ れ て い る

職
務
の
内
容

→

職
務
の
成
果

→

能
⼒
・
経
験

→

--
--
＜
改
ペ
ー
ジ
＞

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

貴
事
業
所
に
お
け
る
、
同
⼀
労
働
同
⼀
賃
⾦
の
法
施
⾏
後
の
状
況
に
つ
い
て
お
う
か
が
い
し
ま
す
。

[必
須

]

Q
E1

 貴
事
業
所
に
お
け
る
同
⼀
労
働
同
⼀
賃
⾦
の
実
施
状
況
と
し
て
、
最
も
近
い
の
は
ど
れ
で
す
か
。

 
 ほ
ぼ
完
璧
に
実
施
で
き
て
い
る

 
 概
ね
問
題
が
な
く
実
施
で
き
て
い
る

 
 試
⾏
錯
誤
し
な
が
ら
実
施
し
て
い
る

 
 ⼗
分
に
実
施
で
き
て
い
な
い

 
 ま
だ
実
施
で
き
て
い
な
い

--
--
＜
改
ペ
ー
ジ
＞

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

[必
須

]

Q
E2

 貴
事
業
所
で
は
「
派
遣
先
均
等
・
均
衡
⽅
式
」
「
労
使
協
定
⽅
式
」
の
ど
ち
ら
の
⽅
式
を
選
択
し
て
い
ま
す
か
。

 
 派
遣
先
均
等
・
均
衡
⽅
式

 
 労
使
協
定
⽅
式

 
 ２
⽅
式
併
⽤
（
派
遣
先
均
等
・
均
衡
⽅
式
が
主
）

 
 ２
⽅
式
併
⽤
（
労
使
協
定
⽅
式
が
主
）

 
 ２
⽅
式
併
⽤
（
半
々
）

 
 わ
か
ら
な
い

--
--
＜
改
ペ
ー
ジ
＞

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

【
回
答
者
条
件
】

  
Q

E2
で
『

2.
労
使
協
定
⽅
式
』
〜
『

5.
２
⽅
式
併
⽤
（
半
々
）
』
 
い
ず
れ
か
を
選
択
し
た
⽅
の
み

[必
須

]

SQ
E2

_1
 労
使
協
定
⽅
式
を
選
択
し
た
事
業
所
に
う
か
が
い
ま
す
。

派
遣
労
働
者
と
⽐
較
す
る
「
⼀
般
労
働
者
の
賃
⾦
」
は
、
ど
の
統
計
調
査
に
基
づ
き
ま
す
か
。
使
⽤
し
て
い
る
統
計
を
す
べ
て
お
答
え
く
だ
さ

い
。
（
複
数
回
答
可
）

 
 賃
⾦
構
造
基
本
統
計
調
査

 
 職
業
安
定
業
務
統
計

 
 そ
の
他
（
具
体
的
に
︓

 
 ）

 
 わ
か
ら
な
い

--
--
＜
改
ペ
ー
ジ
＞

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

【
回
答
者
条
件
】

  
Q

E2
で
『

2.
労
使
協
定
⽅
式
』
〜
『

5.
２
⽅
式
併
⽤
（
半
々
）
』
 
い
ず
れ
か
を
選
択
し
た
⽅
の
み

[必
須

]

SQ
E2

_2
 労
使
協
定
⽅
式
を
選
択
し
た
事
業
所
に
う
か
が
い
ま
す
。

法
施
⾏
前
の
派
遣
労
働
者
の
賃
⾦
⽔
準
は
「
⼀
般
労
働
者
の
賃
⾦
」
に
⽐
べ
て
概
ね
ど
の
⽔
準
に
あ
り
ま
し
た
か
。
派
遣
労
働
者
に
よ
っ
て
異

な
る
場
合
は
、
最
も
多
い
パ
タ
ー
ン
を
お
答
え
く
だ
さ
い
。

 
 派
遣
賃
⾦
の
⽅
が
低
か
っ
た

 
 ⼀
般
賃
⾦
と
派
遣
賃
⾦
は
あ
ま
り
変
わ
ら
な
か
っ
た

 
 派
遣
賃
⾦
の
⽅
が
⾼
か
っ
た

--
--
＜
改
ペ
ー
ジ
＞

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

[必
須

]

Q
E3

 同
⼀
労
働
同
⼀
賃
⾦
の
法
施
⾏
後
、
派
遣
料
⾦
の
平
均
は
ど
う
変
化
し
ま
し
た
か
。

 
 か
な
り
増
え
た
（

6％
以
上
）

 
 や
や
増
え
た
（

4〜
5％
程
度
）

 
 少
し
増
え
た
（

1〜
3％
程
度
）

 
 変
わ
ら
な
か
っ
た

 
 減
っ
た

 
 わ
か
ら
な
い

9A

の 賃 金 に 反 映 さ れ て い る

反 映 さ れ て い る

職
務
の
内
容

→

職
務
の
成
果

→

能
⼒
・
経
験

→

--
--
＜
改
ペ
ー
ジ
＞

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

貴
事
業
所
に
お
け
る
、
同
⼀
労
働
同
⼀
賃
⾦
の
法
施
⾏
後
の
状
況
に
つ
い
て
お
う
か
が
い
し
ま
す
。

[必
須

]

Q
E1

 貴
事
業
所
に
お
け
る
同
⼀
労
働
同
⼀
賃
⾦
の
実
施
状
況
と
し
て
、
最
も
近
い
の
は
ど
れ
で
す
か
。

 
 ほ
ぼ
完
璧
に
実
施
で
き
て
い
る

 
 概
ね
問
題
が
な
く
実
施
で
き
て
い
る

 
 試
⾏
錯
誤
し
な
が
ら
実
施
し
て
い
る

 
 ⼗
分
に
実
施
で
き
て
い
な
い

 
 ま
だ
実
施
で
き
て
い
な
い

--
--
＜
改
ペ
ー
ジ
＞

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

[必
須

]

Q
E2

 貴
事
業
所
で
は
「
派
遣
先
均
等
・
均
衡
⽅
式
」
「
労
使
協
定
⽅
式
」
の
ど
ち
ら
の
⽅
式
を
選
択
し
て
い
ま
す
か
。

 
 派
遣
先
均
等
・
均
衡
⽅
式

 
 労
使
協
定
⽅
式

 
 ２
⽅
式
併
⽤
（
派
遣
先
均
等
・
均
衡
⽅
式
が
主
）

 
 ２
⽅
式
併
⽤
（
労
使
協
定
⽅
式
が
主
）

 
 ２
⽅
式
併
⽤
（
半
々
）

 
 わ
か
ら
な
い

--
--
＜
改
ペ
ー
ジ
＞

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

【
回
答
者
条
件
】

  
Q

E2
で
『

2.
労
使
協
定
⽅
式
』
〜
『

5.
２
⽅
式
併
⽤
（
半
々
）
』
 
い
ず
れ
か
を
選
択
し
た
⽅
の
み

[必
須

]

SQ
E2

_1
 労
使
協
定
⽅
式
を
選
択
し
た
事
業
所
に
う
か
が
い
ま
す
。

派
遣
労
働
者
と
⽐
較
す
る
「
⼀
般
労
働
者
の
賃
⾦
」
は
、
ど
の
統
計
調
査
に
基
づ
き
ま
す
か
。
使
⽤
し
て
い
る
統
計
を
す
べ
て
お
答
え
く
だ
さ

い
。
（
複
数
回
答
可
）

 
 賃
⾦
構
造
基
本
統
計
調
査

 
 職
業
安
定
業
務
統
計

 
 そ
の
他
（
具
体
的
に
︓

 
 ）

 
 わ
か
ら
な
い

--
--
＜
改
ペ
ー
ジ
＞

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

【
回
答
者
条
件
】

  
Q

E2
で
『

2.
労
使
協
定
⽅
式
』
〜
『

5.
２
⽅
式
併
⽤
（
半
々
）
』
 
い
ず
れ
か
を
選
択
し
た
⽅
の
み

[必
須

]

SQ
E2

_2
 労
使
協
定
⽅
式
を
選
択
し
た
事
業
所
に
う
か
が
い
ま
す
。

法
施
⾏
前
の
派
遣
労
働
者
の
賃
⾦
⽔
準
は
「
⼀
般
労
働
者
の
賃
⾦
」
に
⽐
べ
て
概
ね
ど
の
⽔
準
に
あ
り
ま
し
た
か
。
派
遣
労
働
者
に
よ
っ
て
異

な
る
場
合
は
、
最
も
多
い
パ
タ
ー
ン
を
お
答
え
く
だ
さ
い
。

 
 派
遣
賃
⾦
の
⽅
が
低
か
っ
た

 
 ⼀
般
賃
⾦
と
派
遣
賃
⾦
は
あ
ま
り
変
わ
ら
な
か
っ
た

 
 派
遣
賃
⾦
の
⽅
が
⾼
か
っ
た

--
--
＜
改
ペ
ー
ジ
＞

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

[必
須

]

Q
E3

 同
⼀
労
働
同
⼀
賃
⾦
の
法
施
⾏
後
、
派
遣
料
⾦
の
平
均
は
ど
う
変
化
し
ま
し
た
か
。

 
 か
な
り
増
え
た
（

6％
以
上
）

 
 や
や
増
え
た
（

4〜
5％
程
度
）

 
 少
し
増
え
た
（

1〜
3％
程
度
）

 
 変
わ
ら
な
か
っ
た

 
 減
っ
た

 
 わ
か
ら
な
い

9A

の 賃 金 に 反 映 さ れ て い る

反 映 さ れ て い る

職
務
の
内
容

→

職
務
の
成
果

→

能
⼒
・
経
験

→

--
--
＜
改
ペ
ー
ジ
＞

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

貴
事
業
所
に
お
け
る
、
同
⼀
労
働
同
⼀
賃
⾦
の
法
施
⾏
後
の
状
況
に
つ
い
て
お
う
か
が
い
し
ま
す
。

[必
須

]

Q
E1

 貴
事
業
所
に
お
け
る
同
⼀
労
働
同
⼀
賃
⾦
の
実
施
状
況
と
し
て
、
最
も
近
い
の
は
ど
れ
で
す
か
。

 
 ほ
ぼ
完
璧
に
実
施
で
き
て
い
る

 
 概
ね
問
題
が
な
く
実
施
で
き
て
い
る

 
 試
⾏
錯
誤
し
な
が
ら
実
施
し
て
い
る

 
 ⼗
分
に
実
施
で
き
て
い
な
い

 
 ま
だ
実
施
で
き
て
い
な
い

--
--
＜
改
ペ
ー
ジ
＞

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

[必
須

]

Q
E2

 貴
事
業
所
で
は
「
派
遣
先
均
等
・
均
衡
⽅
式
」
「
労
使
協
定
⽅
式
」
の
ど
ち
ら
の
⽅
式
を
選
択
し
て
い
ま
す
か
。

 
 派
遣
先
均
等
・
均
衡
⽅
式

 
 労
使
協
定
⽅
式

 
 ２
⽅
式
併
⽤
（
派
遣
先
均
等
・
均
衡
⽅
式
が
主
）

 
 ２
⽅
式
併
⽤
（
労
使
協
定
⽅
式
が
主
）

 
 ２
⽅
式
併
⽤
（
半
々
）

 
 わ
か
ら
な
い

--
--
＜
改
ペ
ー
ジ
＞

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

【
回
答
者
条
件
】

  
Q

E2
で
『

2.
労
使
協
定
⽅
式
』
〜
『

5.
２
⽅
式
併
⽤
（
半
々
）
』
 
い
ず
れ
か
を
選
択
し
た
⽅
の
み

[必
須

]

SQ
E2

_1
 労
使
協
定
⽅
式
を
選
択
し
た
事
業
所
に
う
か
が
い
ま
す
。

派
遣
労
働
者
と
⽐
較
す
る
「
⼀
般
労
働
者
の
賃
⾦
」
は
、
ど
の
統
計
調
査
に
基
づ
き
ま
す
か
。
使
⽤
し
て
い
る
統
計
を
す
べ
て
お
答
え
く
だ
さ

い
。
（
複
数
回
答
可
）

 
 賃
⾦
構
造
基
本
統
計
調
査

 
 職
業
安
定
業
務
統
計

 
 そ
の
他
（
具
体
的
に
︓

 
 ）

 
 わ
か
ら
な
い

--
--
＜
改
ペ
ー
ジ
＞

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

【
回
答
者
条
件
】

  
Q

E2
で
『

2.
労
使
協
定
⽅
式
』
〜
『

5.
２
⽅
式
併
⽤
（
半
々
）
』
 
い
ず
れ
か
を
選
択
し
た
⽅
の
み

[必
須

]

SQ
E2

_2
 労
使
協
定
⽅
式
を
選
択
し
た
事
業
所
に
う
か
が
い
ま
す
。

法
施
⾏
前
の
派
遣
労
働
者
の
賃
⾦
⽔
準
は
「
⼀
般
労
働
者
の
賃
⾦
」
に
⽐
べ
て
概
ね
ど
の
⽔
準
に
あ
り
ま
し
た
か
。
派
遣
労
働
者
に
よ
っ
て
異

な
る
場
合
は
、
最
も
多
い
パ
タ
ー
ン
を
お
答
え
く
だ
さ
い
。

 
 派
遣
賃
⾦
の
⽅
が
低
か
っ
た

 
 ⼀
般
賃
⾦
と
派
遣
賃
⾦
は
あ
ま
り
変
わ
ら
な
か
っ
た

 
 派
遣
賃
⾦
の
⽅
が
⾼
か
っ
た

--
--
＜
改
ペ
ー
ジ
＞

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

[必
須

]

Q
E3

 同
⼀
労
働
同
⼀
賃
⾦
の
法
施
⾏
後
、
派
遣
料
⾦
の
平
均
は
ど
う
変
化
し
ま
し
た
か
。

 
 か
な
り
増
え
た
（

6％
以
上
）

 
 や
や
増
え
た
（

4〜
5％
程
度
）

 
 少
し
増
え
た
（

1〜
3％
程
度
）

 
 変
わ
ら
な
か
っ
た

 
 減
っ
た

 
 わ
か
ら
な
い

- 91 -
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10A

か な り 増 え た 6 ％ 以 上

や や 増 え た 4 5 ％ 程 度

少 し 増 え た 1 3 ％ 程 度

変 わ ら な か っ た

減 っ た

わ か ら な い

--
--
＜
改
ペ
ー
ジ
＞

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

[必
須

]

Q
E4

 同
⼀
労
働
同
⼀
賃
⾦
の
法
施
⾏
後
、
派
遣
労
働
者
の
⼿
取
り
賃
⾦
は
ど
う
変
化
し
ま
し
た
か
。
派
遣
労
働
者
に
よ
っ
て
異
な
る
場
合
は
、
最
も
多

い
パ
タ
ー
ン
を
お
答
え
く
だ
さ
い
。

⼿
取
り
賃
⾦
の
総
額
（
交
通
費
、
各
種
⼿
当
て
、
賞
与
等
含
む
）

→

交
通
費
を
除
い
た
、
⼿
取
り
賃
⾦
の
総
額
（
各
種
⼿
当
て
、
賞
与
等
を
含
む
）

→

--
--
＜
改
ペ
ー
ジ
＞

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

【
回
答
者
条
件
】

  
Q

E2
で
『

2.
労
使
協
定
⽅
式
』
〜
『

5.
２
⽅
式
併
⽤
（
半
々
）
』
 
い
ず
れ
か
を
選
択
し
た
⽅
の
み

[必
須

]

Q
E5

 労
使
協
定
⽅
式
を
選
択
し
た
事
業
所
に
う
か
が
い
ま
す
。

同
⼀
労
働
同
⼀
賃
⾦
の
労
使
協
定
を
締
結
す
る
際
に
、
貴
事
業
所
で
は
過
半
数
代
表
者
を
選
出
し
て
い
ま
す
か
。

 
 派
遣
労
働
者
を
過
半
数
代
表
者
と
し
て
選
出
し
て
い
る

 
 内
勤
社
員
や
営
業
等
、
派
遣
労
働
者
以
外
の
者
を
過
半
数
代
表
者
と
し
て
選
出
し
て
い
る

 
 過
半
数
労
働
組
合
が
あ
る
た
め
、
過
半
数
代
表
者
は
選
出
し
て
い
な
い

 
 わ
か
ら
な
い

--
--
＜
改
ペ
ー
ジ
＞

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

【
回
答
者
条
件
】

  
Q

E5
で
『

1.
派
遣
労
働
者
を
過
半
数
代
表
者
と
し
て
選
出
し
て
い
る
』
〜
『

2.
内
勤
社
員
や
営
業
等
、
派
遣
労
働
者
以
外
の
者
を
過
半
数
代
表
者
と
し

て
選
出
し
て
い
る
』
 
い
ず
れ
か
を
選
択
し
た
⽅
の
み

[必
須

]

Q
E5

_1
 過
半
数
代
表
者
を
選
出
し
て
い
る
と
答
え
た
事
業
所
に
う
か
が
い
ま
す
。

過
半
数
代
表
者
を
ど
の
よ
う
に
選
出
し
ま
す
か
。
実
施
し
た
⽅
法
を
す
べ
て
選
択
し
て
く
だ
さ
い
。
（
複
数
回
答
可
）

 
 挙
⼿

（ ）

（
〜

）

（
〜

）

 
 投
票
（
紙
）

 
 投
票
（

W
eb
／
ア
プ
リ
）

 
 投
票
（
メ
ー
ル
）

 
 持
ち
回
り

 
 そ
の
他
（

 
 ）

--
--
＜
改
ペ
ー
ジ
＞

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

【
回
答
者
条
件
】

  
Q

E5
で
『

1.
派
遣
労
働
者
を
過
半
数
代
表
者
と
し
て
選
出
し
て
い
る
』
〜
『

2.
内
勤
社
員
や
営
業
等
、
派
遣
労
働
者
以
外
の
者
を
過
半
数
代
表
者
と
し

て
選
出
し
て
い
る
』
 
い
ず
れ
か
を
選
択
し
た
⽅
の
み

[必
須

]

SQ
E5

_2
 過
半
数
代
表
者
を
選
出
し
て
い
る
と
答
え
た
事
業
所
に
う
か
が
い
ま
す
。

何
割
く
ら
い
か
ら
挙
⼿
・
投
票
・
返
信
を
得
ま
し
た
か
。

 
 3
割
未
満

 
 3
割
以
上

5割
未
満

 
 5
割
以
上

 
 わ
か
ら
な
い

--
--
＜
改
ペ
ー
ジ
＞

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

【
回
答
者
条
件
】

  
Q

E5
で
『

1.
派
遣
労
働
者
を
過
半
数
代
表
者
と
し
て
選
出
し
て
い
る
』
〜
『

2.
内
勤
社
員
や
営
業
等
、
派
遣
労
働
者
以
外
の
者
を
過
半
数
代
表
者
と
し

て
選
出
し
て
い
る
』
 
い
ず
れ
か
を
選
択
し
た
⽅
の
み

[必
須

]

SQ
E5

_3
 派
遣
労
働
者
か
ら
の
挙
⼿
・
投
票
・
返
信
を
増
や
す
た
め
に
ど
ん
な
取
り
組
み
を
し
て
い
ま
す
か
。
該
当
す
る
も
の
を
す
べ
て
選
択
し
て
く
だ

さ
い
。
（
複
数
回
答
可
）

 
 過
半
数
代
表
者
の
制
度
に
つ
い
て
派
遣
労
働
者
に
説
明
し
た

 
 事
前
に
選
挙
・
選
出
の
周
知
を
丁
寧
に
⾏
っ
た

 
 投
票
・
返
信
の
督
促
を
繰
り
返
し
⾏
っ
た

 
 メ
ー
ル
・

W
EB
・
⽤
紙
等
、
複
数
の
⽅
法
を
併
⽤
し
た

 
 ネ
ッ
ト
、
ア
プ
リ
の
利
⽤
な
ど
、
投
票
・
返
信
し
や
す
い
⽅
法
を
導
⼊
し
た

 
 そ
の
他
（

 
 ）

10A

か な り 増 え た 6 ％ 以 上

や や 増 え た 4 5 ％ 程 度

少 し 増 え た 1 3 ％ 程 度

変 わ ら な か っ た

減 っ た

わ か ら な い

--
--
＜
改
ペ
ー
ジ
＞

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

[必
須

]

Q
E4

 同
⼀
労
働
同
⼀
賃
⾦
の
法
施
⾏
後
、
派
遣
労
働
者
の
⼿
取
り
賃
⾦
は
ど
う
変
化
し
ま
し
た
か
。
派
遣
労
働
者
に
よ
っ
て
異
な
る
場
合
は
、
最
も
多

い
パ
タ
ー
ン
を
お
答
え
く
だ
さ
い
。

⼿
取
り
賃
⾦
の
総
額
（
交
通
費
、
各
種
⼿
当
て
、
賞
与
等
含
む
）

→

交
通
費
を
除
い
た
、
⼿
取
り
賃
⾦
の
総
額
（
各
種
⼿
当
て
、
賞
与
等
を
含
む
）

→

--
--
＜
改
ペ
ー
ジ
＞

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

【
回
答
者
条
件
】

  
Q

E2
で
『

2.
労
使
協
定
⽅
式
』
〜
『

5.
２
⽅
式
併
⽤
（
半
々
）
』
 
い
ず
れ
か
を
選
択
し
た
⽅
の
み

[必
須

]

Q
E5

 労
使
協
定
⽅
式
を
選
択
し
た
事
業
所
に
う
か
が
い
ま
す
。

同
⼀
労
働
同
⼀
賃
⾦
の
労
使
協
定
を
締
結
す
る
際
に
、
貴
事
業
所
で
は
過
半
数
代
表
者
を
選
出
し
て
い
ま
す
か
。

 
 派
遣
労
働
者
を
過
半
数
代
表
者
と
し
て
選
出
し
て
い
る

 
 内
勤
社
員
や
営
業
等
、
派
遣
労
働
者
以
外
の
者
を
過
半
数
代
表
者
と
し
て
選
出
し
て
い
る

 
 過
半
数
労
働
組
合
が
あ
る
た
め
、
過
半
数
代
表
者
は
選
出
し
て
い
な
い

 
 わ
か
ら
な
い

--
--
＜
改
ペ
ー
ジ
＞

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

【
回
答
者
条
件
】

  
Q

E5
で
『

1.
派
遣
労
働
者
を
過
半
数
代
表
者
と
し
て
選
出
し
て
い
る
』
〜
『

2.
内
勤
社
員
や
営
業
等
、
派
遣
労
働
者
以
外
の
者
を
過
半
数
代
表
者
と
し

て
選
出
し
て
い
る
』
 
い
ず
れ
か
を
選
択
し
た
⽅
の
み

[必
須

]

Q
E5

_1
 過
半
数
代
表
者
を
選
出
し
て
い
る
と
答
え
た
事
業
所
に
う
か
が
い
ま
す
。

過
半
数
代
表
者
を
ど
の
よ
う
に
選
出
し
ま
す
か
。
実
施
し
た
⽅
法
を
す
べ
て
選
択
し
て
く
だ
さ
い
。
（
複
数
回
答
可
）

 
 挙
⼿

（ ）

（
〜

）

（
〜

）

 
 投
票
（
紙
）

 
 投
票
（

W
eb
／
ア
プ
リ
）

 
 投
票
（
メ
ー
ル
）

 
 持
ち
回
り

 
 そ
の
他
（

 
 ）

--
--
＜
改
ペ
ー
ジ
＞

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

【
回
答
者
条
件
】

  
Q

E5
で
『

1.
派
遣
労
働
者
を
過
半
数
代
表
者
と
し
て
選
出
し
て
い
る
』
〜
『

2.
内
勤
社
員
や
営
業
等
、
派
遣
労
働
者
以
外
の
者
を
過
半
数
代
表
者
と
し

て
選
出
し
て
い
る
』
 
い
ず
れ
か
を
選
択
し
た
⽅
の
み

[必
須

]

SQ
E5

_2
 過
半
数
代
表
者
を
選
出
し
て
い
る
と
答
え
た
事
業
所
に
う
か
が
い
ま
す
。

何
割
く
ら
い
か
ら
挙
⼿
・
投
票
・
返
信
を
得
ま
し
た
か
。

 
 3
割
未
満

 
 3
割
以
上

5割
未
満

 
 5
割
以
上

 
 わ
か
ら
な
い

--
--
＜
改
ペ
ー
ジ
＞

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

【
回
答
者
条
件
】

  
Q

E5
で
『

1.
派
遣
労
働
者
を
過
半
数
代
表
者
と
し
て
選
出
し
て
い
る
』
〜
『

2.
内
勤
社
員
や
営
業
等
、
派
遣
労
働
者
以
外
の
者
を
過
半
数
代
表
者
と
し

て
選
出
し
て
い
る
』
 
い
ず
れ
か
を
選
択
し
た
⽅
の
み

[必
須

]

SQ
E5

_3
 派
遣
労
働
者
か
ら
の
挙
⼿
・
投
票
・
返
信
を
増
や
す
た
め
に
ど
ん
な
取
り
組
み
を
し
て
い
ま
す
か
。
該
当
す
る
も
の
を
す
べ
て
選
択
し
て
く
だ

さ
い
。
（
複
数
回
答
可
）

 
 過
半
数
代
表
者
の
制
度
に
つ
い
て
派
遣
労
働
者
に
説
明
し
た

 
 事
前
に
選
挙
・
選
出
の
周
知
を
丁
寧
に
⾏
っ
た

 
 投
票
・
返
信
の
督
促
を
繰
り
返
し
⾏
っ
た

 
 メ
ー
ル
・

W
EB
・
⽤
紙
等
、
複
数
の
⽅
法
を
併
⽤
し
た

 
 ネ
ッ
ト
、
ア
プ
リ
の
利
⽤
な
ど
、
投
票
・
返
信
し
や
す
い
⽅
法
を
導
⼊
し
た

 
 そ
の
他
（

 
 ）

10A

か な り 増 え た 6 ％ 以 上

や や 増 え た 4 5 ％ 程 度

少 し 増 え た 1 3 ％ 程 度

変 わ ら な か っ た

減 っ た

わ か ら な い

--
--
＜
改
ペ
ー
ジ
＞

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

[必
須

]

Q
E4

 同
⼀
労
働
同
⼀
賃
⾦
の
法
施
⾏
後
、
派
遣
労
働
者
の
⼿
取
り
賃
⾦
は
ど
う
変
化
し
ま
し
た
か
。
派
遣
労
働
者
に
よ
っ
て
異
な
る
場
合
は
、
最
も
多

い
パ
タ
ー
ン
を
お
答
え
く
だ
さ
い
。

⼿
取
り
賃
⾦
の
総
額
（
交
通
費
、
各
種
⼿
当
て
、
賞
与
等
含
む
）

→

交
通
費
を
除
い
た
、
⼿
取
り
賃
⾦
の
総
額
（
各
種
⼿
当
て
、
賞
与
等
を
含
む
）

→

--
--
＜
改
ペ
ー
ジ
＞

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

【
回
答
者
条
件
】

  
Q

E2
で
『

2.
労
使
協
定
⽅
式
』
〜
『

5.
２
⽅
式
併
⽤
（
半
々
）
』
 
い
ず
れ
か
を
選
択
し
た
⽅
の
み

[必
須

]

Q
E5

 労
使
協
定
⽅
式
を
選
択
し
た
事
業
所
に
う
か
が
い
ま
す
。

同
⼀
労
働
同
⼀
賃
⾦
の
労
使
協
定
を
締
結
す
る
際
に
、
貴
事
業
所
で
は
過
半
数
代
表
者
を
選
出
し
て
い
ま
す
か
。

 
 派
遣
労
働
者
を
過
半
数
代
表
者
と
し
て
選
出
し
て
い
る

 
 内
勤
社
員
や
営
業
等
、
派
遣
労
働
者
以
外
の
者
を
過
半
数
代
表
者
と
し
て
選
出
し
て
い
る

 
 過
半
数
労
働
組
合
が
あ
る
た
め
、
過
半
数
代
表
者
は
選
出
し
て
い
な
い

 
 わ
か
ら
な
い

--
--
＜
改
ペ
ー
ジ
＞

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

【
回
答
者
条
件
】

  
Q

E5
で
『

1.
派
遣
労
働
者
を
過
半
数
代
表
者
と
し
て
選
出
し
て
い
る
』
〜
『

2.
内
勤
社
員
や
営
業
等
、
派
遣
労
働
者
以
外
の
者
を
過
半
数
代
表
者
と
し

て
選
出
し
て
い
る
』
 
い
ず
れ
か
を
選
択
し
た
⽅
の
み

[必
須

]

Q
E5

_1
 過
半
数
代
表
者
を
選
出
し
て
い
る
と
答
え
た
事
業
所
に
う
か
が
い
ま
す
。

過
半
数
代
表
者
を
ど
の
よ
う
に
選
出
し
ま
す
か
。
実
施
し
た
⽅
法
を
す
べ
て
選
択
し
て
く
だ
さ
い
。
（
複
数
回
答
可
）

 
 挙
⼿

（ ）

（
〜

）

（
〜

）

 
 投
票
（
紙
）

 
 投
票
（

W
eb
／
ア
プ
リ
）

 
 投
票
（
メ
ー
ル
）

 
 持
ち
回
り

 
 そ
の
他
（

 
 ）

--
--
＜
改
ペ
ー
ジ
＞

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

【
回
答
者
条
件
】

  
Q

E5
で
『

1.
派
遣
労
働
者
を
過
半
数
代
表
者
と
し
て
選
出
し
て
い
る
』
〜
『

2.
内
勤
社
員
や
営
業
等
、
派
遣
労
働
者
以
外
の
者
を
過
半
数
代
表
者
と
し

て
選
出
し
て
い
る
』
 
い
ず
れ
か
を
選
択
し
た
⽅
の
み

[必
須

]

SQ
E5

_2
 過
半
数
代
表
者
を
選
出
し
て
い
る
と
答
え
た
事
業
所
に
う
か
が
い
ま
す
。

何
割
く
ら
い
か
ら
挙
⼿
・
投
票
・
返
信
を
得
ま
し
た
か
。

 
 3
割
未
満

 
 3
割
以
上

5割
未
満

 
 5
割
以
上

 
 わ
か
ら
な
い

--
--
＜
改
ペ
ー
ジ
＞

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

【
回
答
者
条
件
】

  
Q

E5
で
『

1.
派
遣
労
働
者
を
過
半
数
代
表
者
と
し
て
選
出
し
て
い
る
』
〜
『

2.
内
勤
社
員
や
営
業
等
、
派
遣
労
働
者
以
外
の
者
を
過
半
数
代
表
者
と
し

て
選
出
し
て
い
る
』
 
い
ず
れ
か
を
選
択
し
た
⽅
の
み

[必
須

]

SQ
E5

_3
 派
遣
労
働
者
か
ら
の
挙
⼿
・
投
票
・
返
信
を
増
や
す
た
め
に
ど
ん
な
取
り
組
み
を
し
て
い
ま
す
か
。
該
当
す
る
も
の
を
す
べ
て
選
択
し
て
く
だ

さ
い
。
（
複
数
回
答
可
）

 
 過
半
数
代
表
者
の
制
度
に
つ
い
て
派
遣
労
働
者
に
説
明
し
た

 
 事
前
に
選
挙
・
選
出
の
周
知
を
丁
寧
に
⾏
っ
た

 
 投
票
・
返
信
の
督
促
を
繰
り
返
し
⾏
っ
た

 
 メ
ー
ル
・

W
EB
・
⽤
紙
等
、
複
数
の
⽅
法
を
併
⽤
し
た

 
 ネ
ッ
ト
、
ア
プ
リ
の
利
⽤
な
ど
、
投
票
・
返
信
し
や
す
い
⽅
法
を
導
⼊
し
た

 
 そ
の
他
（

 
 ）

- 92 -
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11A

 
 特
に
何
も
し
て
い
な
い

--
--
＜
改
ペ
ー
ジ
＞

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

【
回
答
者
条
件
】

  
Q

E5
で
『

1.
派
遣
労
働
者
を
過
半
数
代
表
者
と
し
て
選
出
し
て
い
る
』
〜
『

2.
内
勤
社
員
や
営
業
等
、
派
遣
労
働
者
以
外
の
者
を
過
半
数
代
表
者
と
し

て
選
出
し
て
い
る
』
 
い
ず
れ
か
を
選
択
し
た
⽅
の
み

[必
須

]

SQ
E5

_4
 次
回
の
過
半
数
代
表
者
の
選
出
に
お
い
て
、
選
出
⽅
法
を
⾒
直
す
予
定
は
あ
り
ま
す
か
。

 
 今
回
と
同
じ
⽅
法
で
⾏
う
（
特
に
⾒
直
さ
な
い
）

 
 投
票
・
信
任
期
間
を
延
⻑
す
る

 
 周
知
を
徹
底
す
る

 
 督
促
を
強
化
す
る

 
 ネ
ッ
ト
、
ア
プ
リ
の
利
⽤
な
ど
、
投
票
・
返
信
し
や
す
い
⽅
法
を
追
加
す
る

 
 上
記
以
外
の
⽅
法
（

 
 ）

 
 わ
か
ら
な
い

--
--
＜
改
ペ
ー
ジ
＞

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

【
回
答
者
条
件
】

  
Q

E2
で
『

2.
労
使
協
定
⽅
式
』
〜
『

5.
２
⽅
式
併
⽤
（
半
々
）
』
 
い
ず
れ
か
を
選
択
し
た
⽅
の
み

[必
須

]

Q
E6

 労
使
協
定
⽅
式
を
選
択
し
た
事
業
所
に
う
か
が
い
ま
す
。

労
使
協
定
の
内
容
は
、
ど
の
よ
う
な
考
え
や
⽅
針
に
従
っ
て
取
り
ま
と
め
ま
し
た
か
。

該
当
す
る
も
の
を
す
べ
て
選
択
し
て
く
だ
さ
い
。
（
複
数
回
答
可
）

 
 厚
⽣
労
働
省

H
Pで
提
⽰
さ
れ
て
い
る
労
使
協
定
（
イ
メ
ー
ジ
）
を
参
考
に
し
た

 
 公
的
機
関
の
窓
⼝
で
相
談
し
た
、
電
話
等
で
問
い
合
わ
せ
た

 
 弁
護
⼠
や
社
会
保
険
労
務
⼠
等
、
外
部
の
専
⾨
家
の
助
⾔
を
得
た

 
 所
属
す
る
派
遣
元
事
業
主
団
体
か
ら
の
助
⾔
を
得
た

 
 ネ
ッ
ト
や
本
、
雑
誌
等
か
ら
情
報
を
得
た

 
 本
社
、
上
層
部
か
ら
の
指
⽰
、
⽅
針
に
従
っ
た

 
 従
前
か
ら
の
⽅
法
に
従
っ
た

 
 そ
の
他
（

 
 ）

 
 特
に
何
も
し
て
い
な
い

 
 わ
か
ら
な
い

--
--
＜
改
ペ
ー
ジ
＞

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

【
回
答
者
条
件
】

  
Q

E2
で
『

1.
派
遣
先
均
等
・
均
衡
⽅
式
』
、
『

3.
２
⽅
式
併
⽤
（
派
遣
先
均
等
・
均
衡
⽅
式
が
主
）
』
〜
『

5.
２
⽅
式
併
⽤
（
半
々
）
』
 
い
ず
れ
か

を
選
択
し
た
⽅
の
み

[必
須

]

Q
E7

 派
遣
先
均
等
均
衡
⽅
式
を
選
択
し
た
事
業
所
に
う
か
が
い
ま
す
。

派
遣
先
均
等
均
衡
⽅
式
を
選
択
し
た
理
由
は
何
で
す
か
。
該
当
す
る
も
の
を
す
べ
て
選
択
し
て
く
だ
さ
い
。
（
複
数
回
答
可
）

 
 取
引
し
て
い
る
派
遣
先
の
数
が
少
な
い
か
ら
（
⼿
間
が
か
か
ら
な
い
か
ら
）

 
 企
業
グ
ル
ー
プ
内
の
⽅
針
だ
か
ら

 
 派
遣
先
の
業
種
に
よ
る
（
具
体
的
に
︓

 
 ）

 
 派
遣
し
て
い
る
職
種
や
業
務
に
よ
る
（
具
体
的
に
︓

 
 ）

 
 派
遣
先
の
労
働
者
の
賃
⾦
の
⽅
が
、
⼀
般
賃
⾦
よ
り
も
低
い
か
ら

 
 （
派
遣
労
働
者
の
待
遇
や
派
遣
料
⾦
の
引
き
上
げ
額
に
対
し
て
）
派
遣
先
の
理
解
を
得
ら
れ
や
す
い
か
ら

 
 派
遣
労
働
者
に
と
っ
て
納
得
度
が
⾼
い
か
ら

 
 本
来
の
同
⼀
労
働
同
⼀
賃
⾦
ル
ー
ル
の
主
旨
に
則
っ
た
や
り
⽅
だ
か
ら

 
 そ
の
他
（

 
 ）

--
--
＜
改
ペ
ー
ジ
＞

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

【
回
答
者
条
件
】

  
Q

E2
で
『

1.
派
遣
先
均
等
・
均
衡
⽅
式
』
、
『

3.
２
⽅
式
併
⽤
（
派
遣
先
均
等
・
均
衡
⽅
式
が
主
）
』
〜
『

5.
２
⽅
式
併
⽤
（
半
々
）
』
 
い
ず
れ
か

を
選
択
し
た
⽅
の
み

[必
須

]

Q
E8

 派
遣
先
均
等
・
均
衡
⽅
式
を
選
択
し
た
事
業
所
に
う
か
が
い
ま
す
。

派
遣
先
の
「
⽐
較
対
象
労
働
者
」
の
情
報
提
供
に
つ
い
て
課
題
は
あ
り
ま
す
か
。
該
当
す
る
も
の
を
す
べ
て
選
択
し
て
く
だ
さ
い
。
（
複
数
回
答

可
）

 
 ル
ー
ル
が
複
雑
す
ぎ
て
、
派
遣
先
へ
の
説
明
が
難
し
い

 
 ル
ー
ル
が
複
雑
す
ぎ
て
、
派
遣
先
が
対
応
で
き
な
い

 
 ⽐
較
対
象
者
を
派
遣
先
が
選
定
で
き
な
い

11A

 
 特
に
何
も
し
て
い
な
い

--
--
＜
改
ペ
ー
ジ
＞

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

【
回
答
者
条
件
】

  
Q

E5
で
『

1.
派
遣
労
働
者
を
過
半
数
代
表
者
と
し
て
選
出
し
て
い
る
』
〜
『

2.
内
勤
社
員
や
営
業
等
、
派
遣
労
働
者
以
外
の
者
を
過
半
数
代
表
者
と
し

て
選
出
し
て
い
る
』
 
い
ず
れ
か
を
選
択
し
た
⽅
の
み

[必
須

]

SQ
E5

_4
 次
回
の
過
半
数
代
表
者
の
選
出
に
お
い
て
、
選
出
⽅
法
を
⾒
直
す
予
定
は
あ
り
ま
す
か
。

 
 今
回
と
同
じ
⽅
法
で
⾏
う
（
特
に
⾒
直
さ
な
い
）

 
 投
票
・
信
任
期
間
を
延
⻑
す
る

 
 周
知
を
徹
底
す
る

 
 督
促
を
強
化
す
る

 
 ネ
ッ
ト
、
ア
プ
リ
の
利
⽤
な
ど
、
投
票
・
返
信
し
や
す
い
⽅
法
を
追
加
す
る

 
 上
記
以
外
の
⽅
法
（

 
 ）

 
 わ
か
ら
な
い

--
--
＜
改
ペ
ー
ジ
＞

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

【
回
答
者
条
件
】

  
Q

E2
で
『

2.
労
使
協
定
⽅
式
』
〜
『

5.
２
⽅
式
併
⽤
（
半
々
）
』
 
い
ず
れ
か
を
選
択
し
た
⽅
の
み

[必
須

]

Q
E6

 労
使
協
定
⽅
式
を
選
択
し
た
事
業
所
に
う
か
が
い
ま
す
。

労
使
協
定
の
内
容
は
、
ど
の
よ
う
な
考
え
や
⽅
針
に
従
っ
て
取
り
ま
と
め
ま
し
た
か
。

該
当
す
る
も
の
を
す
べ
て
選
択
し
て
く
だ
さ
い
。
（
複
数
回
答
可
）

 
 厚
⽣
労
働
省

H
Pで
提
⽰
さ
れ
て
い
る
労
使
協
定
（
イ
メ
ー
ジ
）
を
参
考
に
し
た

 
 公
的
機
関
の
窓
⼝
で
相
談
し
た
、
電
話
等
で
問
い
合
わ
せ
た

 
 弁
護
⼠
や
社
会
保
険
労
務
⼠
等
、
外
部
の
専
⾨
家
の
助
⾔
を
得
た

 
 所
属
す
る
派
遣
元
事
業
主
団
体
か
ら
の
助
⾔
を
得
た

 
 ネ
ッ
ト
や
本
、
雑
誌
等
か
ら
情
報
を
得
た

 
 本
社
、
上
層
部
か
ら
の
指
⽰
、
⽅
針
に
従
っ
た

 
 従
前
か
ら
の
⽅
法
に
従
っ
た

 
 そ
の
他
（

 
 ）

 
 特
に
何
も
し
て
い
な
い

 
 わ
か
ら
な
い

--
--
＜
改
ペ
ー
ジ
＞

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

【
回
答
者
条
件
】

  
Q

E2
で
『

1.
派
遣
先
均
等
・
均
衡
⽅
式
』
、
『

3.
２
⽅
式
併
⽤
（
派
遣
先
均
等
・
均
衡
⽅
式
が
主
）
』
〜
『

5.
２
⽅
式
併
⽤
（
半
々
）
』
 
い
ず
れ
か

を
選
択
し
た
⽅
の
み

[必
須

]

Q
E7

 派
遣
先
均
等
均
衡
⽅
式
を
選
択
し
た
事
業
所
に
う
か
が
い
ま
す
。

派
遣
先
均
等
均
衡
⽅
式
を
選
択
し
た
理
由
は
何
で
す
か
。
該
当
す
る
も
の
を
す
べ
て
選
択
し
て
く
だ
さ
い
。
（
複
数
回
答
可
）

 
 取
引
し
て
い
る
派
遣
先
の
数
が
少
な
い
か
ら
（
⼿
間
が
か
か
ら
な
い
か
ら
）

 
 企
業
グ
ル
ー
プ
内
の
⽅
針
だ
か
ら

 
 派
遣
先
の
業
種
に
よ
る
（
具
体
的
に
︓

 
 ）

 
 派
遣
し
て
い
る
職
種
や
業
務
に
よ
る
（
具
体
的
に
︓

 
 ）

 
 派
遣
先
の
労
働
者
の
賃
⾦
の
⽅
が
、
⼀
般
賃
⾦
よ
り
も
低
い
か
ら

 
 （
派
遣
労
働
者
の
待
遇
や
派
遣
料
⾦
の
引
き
上
げ
額
に
対
し
て
）
派
遣
先
の
理
解
を
得
ら
れ
や
す
い
か
ら

 
 派
遣
労
働
者
に
と
っ
て
納
得
度
が
⾼
い
か
ら

 
 本
来
の
同
⼀
労
働
同
⼀
賃
⾦
ル
ー
ル
の
主
旨
に
則
っ
た
や
り
⽅
だ
か
ら

 
 そ
の
他
（

 
 ）

--
--
＜
改
ペ
ー
ジ
＞

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

【
回
答
者
条
件
】

  
Q

E2
で
『

1.
派
遣
先
均
等
・
均
衡
⽅
式
』
、
『

3.
２
⽅
式
併
⽤
（
派
遣
先
均
等
・
均
衡
⽅
式
が
主
）
』
〜
『

5.
２
⽅
式
併
⽤
（
半
々
）
』
 
い
ず
れ
か

を
選
択
し
た
⽅
の
み

[必
須

]

Q
E8

 派
遣
先
均
等
・
均
衡
⽅
式
を
選
択
し
た
事
業
所
に
う
か
が
い
ま
す
。

派
遣
先
の
「
⽐
較
対
象
労
働
者
」
の
情
報
提
供
に
つ
い
て
課
題
は
あ
り
ま
す
か
。
該
当
す
る
も
の
を
す
べ
て
選
択
し
て
く
だ
さ
い
。
（
複
数
回
答

可
）

 
 ル
ー
ル
が
複
雑
す
ぎ
て
、
派
遣
先
へ
の
説
明
が
難
し
い

 
 ル
ー
ル
が
複
雑
す
ぎ
て
、
派
遣
先
が
対
応
で
き
な
い

 
 ⽐
較
対
象
者
を
派
遣
先
が
選
定
で
き
な
い

11A

 
 特
に
何
も
し
て
い
な
い

--
--
＜
改
ペ
ー
ジ
＞

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

【
回
答
者
条
件
】

  
Q

E5
で
『

1.
派
遣
労
働
者
を
過
半
数
代
表
者
と
し
て
選
出
し
て
い
る
』
〜
『

2.
内
勤
社
員
や
営
業
等
、
派
遣
労
働
者
以
外
の
者
を
過
半
数
代
表
者
と
し

て
選
出
し
て
い
る
』
 
い
ず
れ
か
を
選
択
し
た
⽅
の
み

[必
須

]

SQ
E5

_4
 次
回
の
過
半
数
代
表
者
の
選
出
に
お
い
て
、
選
出
⽅
法
を
⾒
直
す
予
定
は
あ
り
ま
す
か
。

 
 今
回
と
同
じ
⽅
法
で
⾏
う
（
特
に
⾒
直
さ
な
い
）

 
 投
票
・
信
任
期
間
を
延
⻑
す
る

 
 周
知
を
徹
底
す
る

 
 督
促
を
強
化
す
る

 
 ネ
ッ
ト
、
ア
プ
リ
の
利
⽤
な
ど
、
投
票
・
返
信
し
や
す
い
⽅
法
を
追
加
す
る

 
 上
記
以
外
の
⽅
法
（

 
 ）

 
 わ
か
ら
な
い

--
--
＜
改
ペ
ー
ジ
＞

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

【
回
答
者
条
件
】

  
Q

E2
で
『

2.
労
使
協
定
⽅
式
』
〜
『

5.
２
⽅
式
併
⽤
（
半
々
）
』
 
い
ず
れ
か
を
選
択
し
た
⽅
の
み

[必
須

]

Q
E6

 労
使
協
定
⽅
式
を
選
択
し
た
事
業
所
に
う
か
が
い
ま
す
。

労
使
協
定
の
内
容
は
、
ど
の
よ
う
な
考
え
や
⽅
針
に
従
っ
て
取
り
ま
と
め
ま
し
た
か
。

該
当
す
る
も
の
を
す
べ
て
選
択
し
て
く
だ
さ
い
。
（
複
数
回
答
可
）

 
 厚
⽣
労
働
省

H
Pで
提
⽰
さ
れ
て
い
る
労
使
協
定
（
イ
メ
ー
ジ
）
を
参
考
に
し
た

 
 公
的
機
関
の
窓
⼝
で
相
談
し
た
、
電
話
等
で
問
い
合
わ
せ
た

 
 弁
護
⼠
や
社
会
保
険
労
務
⼠
等
、
外
部
の
専
⾨
家
の
助
⾔
を
得
た

 
 所
属
す
る
派
遣
元
事
業
主
団
体
か
ら
の
助
⾔
を
得
た

 
 ネ
ッ
ト
や
本
、
雑
誌
等
か
ら
情
報
を
得
た

 
 本
社
、
上
層
部
か
ら
の
指
⽰
、
⽅
針
に
従
っ
た

 
 従
前
か
ら
の
⽅
法
に
従
っ
た

 
 そ
の
他
（

 
 ）

 
 特
に
何
も
し
て
い
な
い

 
 わ
か
ら
な
い

--
--
＜
改
ペ
ー
ジ
＞

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

【
回
答
者
条
件
】

  
Q

E2
で
『

1.
派
遣
先
均
等
・
均
衡
⽅
式
』
、
『

3.
２
⽅
式
併
⽤
（
派
遣
先
均
等
・
均
衡
⽅
式
が
主
）
』
〜
『

5.
２
⽅
式
併
⽤
（
半
々
）
』
 
い
ず
れ
か

を
選
択
し
た
⽅
の
み

[必
須

]

Q
E7

 派
遣
先
均
等
均
衡
⽅
式
を
選
択
し
た
事
業
所
に
う
か
が
い
ま
す
。

派
遣
先
均
等
均
衡
⽅
式
を
選
択
し
た
理
由
は
何
で
す
か
。
該
当
す
る
も
の
を
す
べ
て
選
択
し
て
く
だ
さ
い
。
（
複
数
回
答
可
）

 
 取
引
し
て
い
る
派
遣
先
の
数
が
少
な
い
か
ら
（
⼿
間
が
か
か
ら
な
い
か
ら
）

 
 企
業
グ
ル
ー
プ
内
の
⽅
針
だ
か
ら

 
 派
遣
先
の
業
種
に
よ
る
（
具
体
的
に
︓

 
 ）

 
 派
遣
し
て
い
る
職
種
や
業
務
に
よ
る
（
具
体
的
に
︓

 
 ）

 
 派
遣
先
の
労
働
者
の
賃
⾦
の
⽅
が
、
⼀
般
賃
⾦
よ
り
も
低
い
か
ら

 
 （
派
遣
労
働
者
の
待
遇
や
派
遣
料
⾦
の
引
き
上
げ
額
に
対
し
て
）
派
遣
先
の
理
解
を
得
ら
れ
や
す
い
か
ら

 
 派
遣
労
働
者
に
と
っ
て
納
得
度
が
⾼
い
か
ら

 
 本
来
の
同
⼀
労
働
同
⼀
賃
⾦
ル
ー
ル
の
主
旨
に
則
っ
た
や
り
⽅
だ
か
ら

 
 そ
の
他
（

 
 ）

--
--
＜
改
ペ
ー
ジ
＞

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

【
回
答
者
条
件
】

  
Q

E2
で
『

1.
派
遣
先
均
等
・
均
衡
⽅
式
』
、
『

3.
２
⽅
式
併
⽤
（
派
遣
先
均
等
・
均
衡
⽅
式
が
主
）
』
〜
『

5.
２
⽅
式
併
⽤
（
半
々
）
』
 
い
ず
れ
か

を
選
択
し
た
⽅
の
み

[必
須

]

Q
E8

 派
遣
先
均
等
・
均
衡
⽅
式
を
選
択
し
た
事
業
所
に
う
か
が
い
ま
す
。

派
遣
先
の
「
⽐
較
対
象
労
働
者
」
の
情
報
提
供
に
つ
い
て
課
題
は
あ
り
ま
す
か
。
該
当
す
る
も
の
を
す
べ
て
選
択
し
て
く
だ
さ
い
。
（
複
数
回
答

可
）

 
 ル
ー
ル
が
複
雑
す
ぎ
て
、
派
遣
先
へ
の
説
明
が
難
し
い

 
 ル
ー
ル
が
複
雑
す
ぎ
て
、
派
遣
先
が
対
応
で
き
な
い

 
 ⽐
較
対
象
者
を
派
遣
先
が
選
定
で
き
な
い
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12A

 
 派
遣
先
か
ら
提
供
さ
れ
て
い
る
情
報
に
不
⾜
が
あ
る

 
 派
遣
先
か
ら
情
報
提
供
さ
れ
る
ま
で
に
時
間
が
か
か
る

 
 コ
ス
ト
が
⾼
い
（
⼿
間
が
か
か
る
）

 
 取
引
し
て
い
る
派
遣
先
の
数
が
多
く
対
応
で
き
な
い

 
 そ
の
他
（

 
 ）

 
 特
に
な
い

--
--
＜
改
ペ
ー
ジ
＞

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

[必
須

]

Q
E9

 同
⼀
労
働
同
⼀
賃
⾦
の
実
施
に
よ
り
、
得
ら
れ
た
効
果
は
あ
り
ま
す
か
。
（
複
数
回
答
可
）

 
 職
場
の
公
平
・
公
正
化
や
納
得
感
の
醸
成

 
 働
く
意
欲
や
⽣
産
性
の
向
上

 
 ⼈
材
の
確
保
・
定
着

 
 企
業
イ
メ
ー
ジ
の
改
善

 
 訴
訟
リ
ス
ク
の
低
下

 
 労
働
組
合
や
過
半
数
代
表
者
と
の
意
思
の
疎
通

 
 そ
の
他
（

 
 ）

 
 特
に
な
い

--
--
＜
改
ペ
ー
ジ
＞

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

[必
須

]

Q
E1

0 
同
⼀
労
働
同
⼀
賃
⾦
の
実
施
に
よ
り
、
明
ら
か
に
な
っ
た
課
題
は
あ
り
ま
す
か
。
（
複
数
回
答
可
）

 
 派
遣
労
働
者
か
ら
の
質
問
や
要
望
が
増
え
た

 
 派
遣
先
企
業
か
ら
の
質
問
や
要
望
が
増
え
た

 
 派
遣
先
か
ら
の
オ
ー
ダ
ー
が
減
り
、
売
り
上
げ
が
下
が
っ
た

 
 派
遣
先
均
等
・
均
衡
⽅
式
で
派
遣
先
の
協
⼒
が
⼗
分
に
得
ら
れ
な
い

 
 過
半
数
代
表
者
の
選
出
が
う
ま
く
い
か
な
い

無 期 雇 ⽤ 派 遣 全 員 に 支 給 あ り

一 部 社 員 に 支 給 あ り

支 給 な し

 
 労
使
協
定
⽅
式
で
、
労
使
協
定
の
内
容
を
ま
と
め
る
こ
と
が
で
き
な
い

 
 運
⽤
負
荷
が
⼤
き
く
、
内
勤
社
員
や
営
業
の
労
働
時
間
が
増
え
た

 
 労
使
協
定
⽅
式
の
場
合
、
⼀
般
労
働
者
の
賃
⾦
⽔
準
の
変
動
が
予
測
で
き
ず
、
⻑
期
的
な
雇
⽤
管
理
が
難
し
い

 
 訴
訟
リ
ス
ク
が
増
え
た

 
 そ
の
他
（

 
 ）

 
 特
に
な
い

--
--
＜
改
ペ
ー
ジ
＞

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

【
回
答
者
条
件
】

  
Q

9で
「

1.
無
期
雇
⽤
派
遣
労
働
者
数
（

20
19
年
度
）
」
で
『

1.
い
る
（
⼈
）
』
 
い
ず
れ
か
を
選
択
し
た
⽅
の
み

[必
須

]

Q
E1

1 
貴
事
業
所
の
無
期
雇
⽤
派
遣
労
働
者
に
お
け
る
、
下
記
の
制
度
の
適
⽤
状
況
を
選
択
し
て
く
だ
さ
い
。
名
称
が
異
な
っ
て
い
て
も
、
性
質
が
同

じ
場
合
は
「
⽀
給
あ
り
」
と
し
て
回
答
し
て
く
だ
さ
い
。

通
勤
⼿
当
（
交
通
費
）
／
出
張
旅
費

 
通
勤
費
の
全
額
ま
た
は
⼀
部
⽀
給
（
定
期
券
で
⽀
給
し
て
い
る
場
合
も
含
む
）
、

 
出
張
に
か
か
る
交
通
費

→

技
能
⼿
当
、
技
術
（
資
格
）
⼿
当
な
ど

 
特
定
の
技
能
、
検
定
資
格
な
ど
を
有
す
る
者
に
⽀
給

→

業
績
⼿
当
な
ど

 
労
働
者
個
⼈
、
部
⾨
、
グ
ル
ー
プ
を
単
位
と
し
て
達
成
し
た
労
働
の

 
量
的
成
果
及
び
会
社
全
体
と
し
て
達
成
し
た
業
績
に
対
し
て
⽀
給

→

役
職
⼿
当
な
ど

 
役
職
の
内
容
に
対
し
て
⽀
給

→

特
殊
作
業
、
特
殊
勤
務
⼿
当

 
交
替
制
勤
務
な
ど
の
勤
務
形
態
や
作
業
環
境
に
応
じ
て
⽀
給

→

精
皆
勤
⼿
当
な
ど

 
出
勤
奨
励
の
た
め
出
勤
⽇
数
を
基
準
と
し
て
⽀
給

→

時
間
外
労
働
に
対
し
て
⽀
給
さ
れ
る
⼿
当

 
法
定
で
定
め
る
額
に
追
加
し
て
⽀
給

→

12A

 
 派
遣
先
か
ら
提
供
さ
れ
て
い
る
情
報
に
不
⾜
が
あ
る

 
 派
遣
先
か
ら
情
報
提
供
さ
れ
る
ま
で
に
時
間
が
か
か
る

 
 コ
ス
ト
が
⾼
い
（
⼿
間
が
か
か
る
）

 
 取
引
し
て
い
る
派
遣
先
の
数
が
多
く
対
応
で
き
な
い

 
 そ
の
他
（

 
 ）

 
 特
に
な
い

--
--
＜
改
ペ
ー
ジ
＞

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

[必
須

]

Q
E9

 同
⼀
労
働
同
⼀
賃
⾦
の
実
施
に
よ
り
、
得
ら
れ
た
効
果
は
あ
り
ま
す
か
。
（
複
数
回
答
可
）

 
 職
場
の
公
平
・
公
正
化
や
納
得
感
の
醸
成

 
 働
く
意
欲
や
⽣
産
性
の
向
上

 
 ⼈
材
の
確
保
・
定
着

 
 企
業
イ
メ
ー
ジ
の
改
善

 
 訴
訟
リ
ス
ク
の
低
下

 
 労
働
組
合
や
過
半
数
代
表
者
と
の
意
思
の
疎
通

 
 そ
の
他
（

 
 ）

 
 特
に
な
い

--
--
＜
改
ペ
ー
ジ
＞

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

[必
須

]

Q
E1

0 
同
⼀
労
働
同
⼀
賃
⾦
の
実
施
に
よ
り
、
明
ら
か
に
な
っ
た
課
題
は
あ
り
ま
す
か
。
（
複
数
回
答
可
）

 
 派
遣
労
働
者
か
ら
の
質
問
や
要
望
が
増
え
た

 
 派
遣
先
企
業
か
ら
の
質
問
や
要
望
が
増
え
た

 
 派
遣
先
か
ら
の
オ
ー
ダ
ー
が
減
り
、
売
り
上
げ
が
下
が
っ
た

 
 派
遣
先
均
等
・
均
衡
⽅
式
で
派
遣
先
の
協
⼒
が
⼗
分
に
得
ら
れ
な
い

 
 過
半
数
代
表
者
の
選
出
が
う
ま
く
い
か
な
い

無 期 雇 ⽤ 派 遣 全 員 に 支 給 あ り

一 部 社 員 に 支 給 あ り

支 給 な し

 
 労
使
協
定
⽅
式
で
、
労
使
協
定
の
内
容
を
ま
と
め
る
こ
と
が
で
き
な
い

 
 運
⽤
負
荷
が
⼤
き
く
、
内
勤
社
員
や
営
業
の
労
働
時
間
が
増
え
た

 
 労
使
協
定
⽅
式
の
場
合
、
⼀
般
労
働
者
の
賃
⾦
⽔
準
の
変
動
が
予
測
で
き
ず
、
⻑
期
的
な
雇
⽤
管
理
が
難
し
い

 
 訴
訟
リ
ス
ク
が
増
え
た

 
 そ
の
他
（

 
 ）

 
 特
に
な
い

--
--
＜
改
ペ
ー
ジ
＞

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

【
回
答
者
条
件
】

  
Q

9で
「

1.
無
期
雇
⽤
派
遣
労
働
者
数
（

20
19
年
度
）
」
で
『

1.
い
る
（
⼈
）
』
 
い
ず
れ
か
を
選
択
し
た
⽅
の
み

[必
須

]

Q
E1

1 
貴
事
業
所
の
無
期
雇
⽤
派
遣
労
働
者
に
お
け
る
、
下
記
の
制
度
の
適
⽤
状
況
を
選
択
し
て
く
だ
さ
い
。
名
称
が
異
な
っ
て
い
て
も
、
性
質
が
同

じ
場
合
は
「
⽀
給
あ
り
」
と
し
て
回
答
し
て
く
だ
さ
い
。

通
勤
⼿
当
（
交
通
費
）
／
出
張
旅
費

 
通
勤
費
の
全
額
ま
た
は
⼀
部
⽀
給
（
定
期
券
で
⽀
給
し
て
い
る
場
合
も
含
む
）
、

 
出
張
に
か
か
る
交
通
費

→

技
能
⼿
当
、
技
術
（
資
格
）
⼿
当
な
ど

 
特
定
の
技
能
、
検
定
資
格
な
ど
を
有
す
る
者
に
⽀
給

→

業
績
⼿
当
な
ど

 
労
働
者
個
⼈
、
部
⾨
、
グ
ル
ー
プ
を
単
位
と
し
て
達
成
し
た
労
働
の

 
量
的
成
果
及
び
会
社
全
体
と
し
て
達
成
し
た
業
績
に
対
し
て
⽀
給

→

役
職
⼿
当
な
ど

 
役
職
の
内
容
に
対
し
て
⽀
給

→

特
殊
作
業
、
特
殊
勤
務
⼿
当

 
交
替
制
勤
務
な
ど
の
勤
務
形
態
や
作
業
環
境
に
応
じ
て
⽀
給

→

精
皆
勤
⼿
当
な
ど

 
出
勤
奨
励
の
た
め
出
勤
⽇
数
を
基
準
と
し
て
⽀
給

→

時
間
外
労
働
に
対
し
て
⽀
給
さ
れ
る
⼿
当

 
法
定
で
定
め
る
額
に
追
加
し
て
⽀
給

→

12A

 
 派
遣
先
か
ら
提
供
さ
れ
て
い
る
情
報
に
不
⾜
が
あ
る

 
 派
遣
先
か
ら
情
報
提
供
さ
れ
る
ま
で
に
時
間
が
か
か
る

 
 コ
ス
ト
が
⾼
い
（
⼿
間
が
か
か
る
）

 
 取
引
し
て
い
る
派
遣
先
の
数
が
多
く
対
応
で
き
な
い

 
 そ
の
他
（

 
 ）

 
 特
に
な
い

--
--
＜
改
ペ
ー
ジ
＞

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

[必
須

]

Q
E9

 同
⼀
労
働
同
⼀
賃
⾦
の
実
施
に
よ
り
、
得
ら
れ
た
効
果
は
あ
り
ま
す
か
。
（
複
数
回
答
可
）

 
 職
場
の
公
平
・
公
正
化
や
納
得
感
の
醸
成

 
 働
く
意
欲
や
⽣
産
性
の
向
上

 
 ⼈
材
の
確
保
・
定
着

 
 企
業
イ
メ
ー
ジ
の
改
善

 
 訴
訟
リ
ス
ク
の
低
下

 
 労
働
組
合
や
過
半
数
代
表
者
と
の
意
思
の
疎
通

 
 そ
の
他
（

 
 ）

 
 特
に
な
い

--
--
＜
改
ペ
ー
ジ
＞

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

[必
須

]

Q
E1

0 
同
⼀
労
働
同
⼀
賃
⾦
の
実
施
に
よ
り
、
明
ら
か
に
な
っ
た
課
題
は
あ
り
ま
す
か
。
（
複
数
回
答
可
）

 
 派
遣
労
働
者
か
ら
の
質
問
や
要
望
が
増
え
た

 
 派
遣
先
企
業
か
ら
の
質
問
や
要
望
が
増
え
た

 
 派
遣
先
か
ら
の
オ
ー
ダ
ー
が
減
り
、
売
り
上
げ
が
下
が
っ
た

 
 派
遣
先
均
等
・
均
衡
⽅
式
で
派
遣
先
の
協
⼒
が
⼗
分
に
得
ら
れ
な
い

 
 過
半
数
代
表
者
の
選
出
が
う
ま
く
い
か
な
い

無 期 雇 ⽤ 派 遣 全 員 に 支 給 あ り

一 部 社 員 に 支 給 あ り

支 給 な し

 
 労
使
協
定
⽅
式
で
、
労
使
協
定
の
内
容
を
ま
と
め
る
こ
と
が
で
き
な
い

 
 運
⽤
負
荷
が
⼤
き
く
、
内
勤
社
員
や
営
業
の
労
働
時
間
が
増
え
た

 
 労
使
協
定
⽅
式
の
場
合
、
⼀
般
労
働
者
の
賃
⾦
⽔
準
の
変
動
が
予
測
で
き
ず
、
⻑
期
的
な
雇
⽤
管
理
が
難
し
い

 
 訴
訟
リ
ス
ク
が
増
え
た

 
 そ
の
他
（

 
 ）

 
 特
に
な
い

--
--
＜
改
ペ
ー
ジ
＞

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

【
回
答
者
条
件
】

  
Q

9で
「

1.
無
期
雇
⽤
派
遣
労
働
者
数
（

20
19
年
度
）
」
で
『

1.
い
る
（
⼈
）
』
 
い
ず
れ
か
を
選
択
し
た
⽅
の
み

[必
須

]

Q
E1

1 
貴
事
業
所
の
無
期
雇
⽤
派
遣
労
働
者
に
お
け
る
、
下
記
の
制
度
の
適
⽤
状
況
を
選
択
し
て
く
だ
さ
い
。
名
称
が
異
な
っ
て
い
て
も
、
性
質
が
同

じ
場
合
は
「
⽀
給
あ
り
」
と
し
て
回
答
し
て
く
だ
さ
い
。

通
勤
⼿
当
（
交
通
費
）
／
出
張
旅
費

 
通
勤
費
の
全
額
ま
た
は
⼀
部
⽀
給
（
定
期
券
で
⽀
給
し
て
い
る
場
合
も
含
む
）
、

 
出
張
に
か
か
る
交
通
費

→

技
能
⼿
当
、
技
術
（
資
格
）
⼿
当
な
ど

 
特
定
の
技
能
、
検
定
資
格
な
ど
を
有
す
る
者
に
⽀
給

→

業
績
⼿
当
な
ど

 
労
働
者
個
⼈
、
部
⾨
、
グ
ル
ー
プ
を
単
位
と
し
て
達
成
し
た
労
働
の

 
量
的
成
果
及
び
会
社
全
体
と
し
て
達
成
し
た
業
績
に
対
し
て
⽀
給

→

役
職
⼿
当
な
ど

 
役
職
の
内
容
に
対
し
て
⽀
給

→

特
殊
作
業
、
特
殊
勤
務
⼿
当

 
交
替
制
勤
務
な
ど
の
勤
務
形
態
や
作
業
環
境
に
応
じ
て
⽀
給

→

精
皆
勤
⼿
当
な
ど

 
出
勤
奨
励
の
た
め
出
勤
⽇
数
を
基
準
と
し
て
⽀
給

→

時
間
外
労
働
に
対
し
て
⽀
給
さ
れ
る
⼿
当

 
法
定
で
定
め
る
額
に
追
加
し
て
⽀
給

→

- 94 -

100



13A

有 期 雇 ⽤ 派 遣 全 員 に 支 給 あ り

一 部 社 員 に 支 給 あ り

支 給 な し

深
夜
労
働
ま
た
は
休
⽇
労
働
に
対
し
て
⽀
給
さ
れ
る
⼿
当

 
法
定
で
定
め
る
額
に
追
加
し
て
⽀
給

→

⾷
事
⼿
当

 
労
働
時
間
の
途
中
に
⾷
事
の
た
め
の
休
憩
時
間
が
あ
る

 
労
働
者
に
対
す
る
⾷
費
の
負
担
補
助
と
し
て
⽀
給

→

単
⾝
赴
任
⼿
当

 
単
⾝
赴
任
等
で
家
族
と
別
居
し
て
い
る
者
に
⽀
給

→

地
域
⼿
当

 
特
定
地
域
で
働
く
労
働
者
に
対
す
る
補
填
と
し
て
⽀
給

→

家
族
⼿
当
、
扶
養
⼿
当
、
育
児
⽀
援
⼿
当
な
ど

 
配
偶
者
、
⼦
供
等
の
⼈
数
・
年
齢
に
応
じ
て
⽀
給
（
扶
養
の
有
無
を
問
わ
な
い
）

→

住
宅
⼿
当
な
ど

 
住
宅
費
（
持
ち
家
に
係
る
費
⽤
、
賃
貸
住
宅
の
家
賃
等
）
の
補
助
と
し
て
⽀
給

→

上
記
の
い
ず
れ
に
も
該
当
し
な
い
⼿
当

→

賞
与

 
給
与
と
は
別
に
⽀
給
さ
れ
る
⾦
銭
、
⼀
時
⾦
、
ボ
ー
ナ
ス

 
会
社
や
個
⼈
の
業
績
等
に
連
動
す
る
場
合
が
多
い

→

退
職
⾦

 
退
職
⼀
時
⾦
制
度
や
企
業
年
⾦
制
度
等

 
規
定
に
応
じ
て
⽀
払
わ
れ
る

→

--
--
＜
改
ペ
ー
ジ
＞

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

【
回
答
者
条
件
】

  
Q

9で
「

2.
有
期
雇
⽤
派
遣
労
働
者
数
（

20
19
年
度
）
」
で
『

1.
い
る
（
⼈
）
』
 
い
ず
れ
か
を
選
択
し
た
⽅
の
み

[必
須

]

Q
E1

2 
貴
事
業
所
の
有
期
雇
⽤
派
遣
労
働
者
に
お
け
る
、
下
記
の
制
度
の
適
⽤
状
況
を
選
択
し
て
く
だ
さ
い
。
名
称
が
異
な
っ
て
い
て
も
、
性
質
が
同

じ
場
合
は
「
⽀
給
あ
り
」
と
し
て
回
答
し
て
く
だ
さ
い
。

通
勤
⼿
当
（
交
通
費
）
／
出
張
旅
費

 
通
勤
費
の
全
額
ま
た
は
⼀
部
⽀
給
（
定
期
券
で
⽀
給
し
て
い
る
場
合
も
含
む
）
、

 
出
張
に
か
か
る
交
通
費

→

技
能
⼿
当
、
技
術
（
資
格
）
⼿
当
な
ど

 
特
定
の
技
能
、
検
定
資
格
な
ど
を
有
す
る
者
に
⽀
給

→

業
績
⼿
当
な
ど

 
労
働
者
個
⼈
、
部
⾨
、
グ
ル
ー
プ
を
単
位
と
し
て
達
成
し
た
労
働
の

 
量
的
成
果
及
び
会
社
全
体
と
し
て
達
成
し
た
業
績
に
対
し
て
⽀
給

→

２ 割 未 満

２ 割 以 上 ５ 割 未 満

５ 割 以 上 ８ 割 未 満

８ 割 以 上

把 握 し て い な い

役
職
⼿
当
な
ど

 
役
職
の
内
容
に
対
し
て
⽀
給

→

特
殊
作
業
、
特
殊
勤
務
⼿
当

 
交
替
制
勤
務
な
ど
の
勤
務
形
態
や
作
業
環
境
に
応
じ
て
⽀
給

→

精
皆
勤
⼿
当
な
ど

 
出
勤
奨
励
の
た
め
出
勤
⽇
数
を
基
準
と
し
て
⽀
給

→

時
間
外
労
働
に
対
し
て
⽀
給
さ
れ
る
⼿
当

 
法
定
で
定
め
る
額
に
追
加
し
て
⽀
給

→

深
夜
労
働
ま
た
は
休
⽇
労
働
に
対
し
て
⽀
給
さ
れ
る
⼿
当

 
法
定
で
定
め
る
額
に
追
加
し
て
⽀
給

→

⾷
事
⼿
当

 
労
働
時
間
の
途
中
に
⾷
事
の
た
め
の
休
憩
時
間
が
あ
る

 
労
働
者
に
対
す
る
⾷
費
の
負
担
補
助
と
し
て
⽀
給

→

単
⾝
赴
任
⼿
当

 
単
⾝
赴
任
等
で
家
族
と
別
居
し
て
い
る
者
に
⽀
給

→

地
域
⼿
当

 
特
定
地
域
で
働
く
労
働
者
に
対
す
る
補
填
と
し
て
⽀
給

→

家
族
⼿
当
、
扶
養
⼿
当
、
育
児
⽀
援
⼿
当
な
ど

 
配
偶
者
、
⼦
供
等
の
⼈
数
・
年
齢
に
応
じ
て
⽀
給
（
扶
養
の
有
無
を
問
わ
な
い
）

→

住
宅
⼿
当
な
ど

 
住
宅
費
（
持
ち
家
に
係
る
費
⽤
、
賃
貸
住
宅
の
家
賃
等
）
の
補
助
と
し
て
⽀
給

→

上
記
の
い
ず
れ
に
も
該
当
し
な
い
⼿
当

→

賞
与

 
給
与
と
は
別
に
⽀
給
さ
れ
る
⾦
銭
、
⼀
時
⾦
、
ボ
ー
ナ
ス

 
会
社
や
個
⼈
の
業
績
等
に
連
動
す
る
場
合
が
多
い

→

退
職
⾦

 
退
職
⼀
時
⾦
制
度
や
企
業
年
⾦
制
度
等

 
規
定
に
応
じ
て
⽀
払
わ
れ
る

→

--
--
＜
改
ペ
ー
ジ
＞

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

[必
須

]

Q
E1

3 
下
記
の
教
育
訓
練
・
福
利
厚
⽣
に
つ
い
て
、
現
在
何
割
く
ら
い
の
派
遣
先
が
対
応
し
て
く
れ
て
い
ま
す
か
。

業
務
遂
⾏
に
必
要
な
ス
キ
ル

の
た
め
の
研
修
の
実
施

→

派
遣
先
で
既
に
⾏
わ
れ
て
い
る

業
務
研
修
へ
の
参
加

→

派
遣
先
に
お
け
る
⾷
堂
、
休
憩
室
、
更
⾐
室

と
い
っ
た
福
利
厚
⽣
施
設
の
利
⽤

→

派
遣
先
の
転
勤
者
⽤
社
宅
の
利
⽤

→

13A

有 期 雇 ⽤ 派 遣 全 員 に 支 給 あ り

一 部 社 員 に 支 給 あ り

支 給 な し

深
夜
労
働
ま
た
は
休
⽇
労
働
に
対
し
て
⽀
給
さ
れ
る
⼿
当

 
法
定
で
定
め
る
額
に
追
加
し
て
⽀
給

→

⾷
事
⼿
当

 
労
働
時
間
の
途
中
に
⾷
事
の
た
め
の
休
憩
時
間
が
あ
る

 
労
働
者
に
対
す
る
⾷
費
の
負
担
補
助
と
し
て
⽀
給

→

単
⾝
赴
任
⼿
当

 
単
⾝
赴
任
等
で
家
族
と
別
居
し
て
い
る
者
に
⽀
給

→

地
域
⼿
当

 
特
定
地
域
で
働
く
労
働
者
に
対
す
る
補
填
と
し
て
⽀
給

→

家
族
⼿
当
、
扶
養
⼿
当
、
育
児
⽀
援
⼿
当
な
ど

 
配
偶
者
、
⼦
供
等
の
⼈
数
・
年
齢
に
応
じ
て
⽀
給
（
扶
養
の
有
無
を
問
わ
な
い
）

→

住
宅
⼿
当
な
ど

 
住
宅
費
（
持
ち
家
に
係
る
費
⽤
、
賃
貸
住
宅
の
家
賃
等
）
の
補
助
と
し
て
⽀
給

→

上
記
の
い
ず
れ
に
も
該
当
し
な
い
⼿
当

→

賞
与

 
給
与
と
は
別
に
⽀
給
さ
れ
る
⾦
銭
、
⼀
時
⾦
、
ボ
ー
ナ
ス

 
会
社
や
個
⼈
の
業
績
等
に
連
動
す
る
場
合
が
多
い

→

退
職
⾦

 
退
職
⼀
時
⾦
制
度
や
企
業
年
⾦
制
度
等

 
規
定
に
応
じ
て
⽀
払
わ
れ
る

→

--
--
＜
改
ペ
ー
ジ
＞

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

【
回
答
者
条
件
】

  
Q

9で
「

2.
有
期
雇
⽤
派
遣
労
働
者
数
（

20
19
年
度
）
」
で
『

1.
い
る
（
⼈
）
』
 
い
ず
れ
か
を
選
択
し
た
⽅
の
み

[必
須

]

Q
E1

2 
貴
事
業
所
の
有
期
雇
⽤
派
遣
労
働
者
に
お
け
る
、
下
記
の
制
度
の
適
⽤
状
況
を
選
択
し
て
く
だ
さ
い
。
名
称
が
異
な
っ
て
い
て
も
、
性
質
が
同

じ
場
合
は
「
⽀
給
あ
り
」
と
し
て
回
答
し
て
く
だ
さ
い
。

通
勤
⼿
当
（
交
通
費
）
／
出
張
旅
費

 
通
勤
費
の
全
額
ま
た
は
⼀
部
⽀
給
（
定
期
券
で
⽀
給
し
て
い
る
場
合
も
含
む
）
、

 
出
張
に
か
か
る
交
通
費

→

技
能
⼿
当
、
技
術
（
資
格
）
⼿
当
な
ど

 
特
定
の
技
能
、
検
定
資
格
な
ど
を
有
す
る
者
に
⽀
給

→

業
績
⼿
当
な
ど

 
労
働
者
個
⼈
、
部
⾨
、
グ
ル
ー
プ
を
単
位
と
し
て
達
成
し
た
労
働
の

 
量
的
成
果
及
び
会
社
全
体
と
し
て
達
成
し
た
業
績
に
対
し
て
⽀
給

→

２ 割 未 満

２ 割 以 上 ５ 割 未 満

５ 割 以 上 ８ 割 未 満

８ 割 以 上

把 握 し て い な い

役
職
⼿
当
な
ど

 
役
職
の
内
容
に
対
し
て
⽀
給

→

特
殊
作
業
、
特
殊
勤
務
⼿
当

 
交
替
制
勤
務
な
ど
の
勤
務
形
態
や
作
業
環
境
に
応
じ
て
⽀
給

→

精
皆
勤
⼿
当
な
ど

 
出
勤
奨
励
の
た
め
出
勤
⽇
数
を
基
準
と
し
て
⽀
給

→

時
間
外
労
働
に
対
し
て
⽀
給
さ
れ
る
⼿
当

 
法
定
で
定
め
る
額
に
追
加
し
て
⽀
給

→

深
夜
労
働
ま
た
は
休
⽇
労
働
に
対
し
て
⽀
給
さ
れ
る
⼿
当

 
法
定
で
定
め
る
額
に
追
加
し
て
⽀
給

→

⾷
事
⼿
当

 
労
働
時
間
の
途
中
に
⾷
事
の
た
め
の
休
憩
時
間
が
あ
る

 
労
働
者
に
対
す
る
⾷
費
の
負
担
補
助
と
し
て
⽀
給

→

単
⾝
赴
任
⼿
当

 
単
⾝
赴
任
等
で
家
族
と
別
居
し
て
い
る
者
に
⽀
給

→

地
域
⼿
当

 
特
定
地
域
で
働
く
労
働
者
に
対
す
る
補
填
と
し
て
⽀
給

→

家
族
⼿
当
、
扶
養
⼿
当
、
育
児
⽀
援
⼿
当
な
ど

 
配
偶
者
、
⼦
供
等
の
⼈
数
・
年
齢
に
応
じ
て
⽀
給
（
扶
養
の
有
無
を
問
わ
な
い
）

→

住
宅
⼿
当
な
ど

 
住
宅
費
（
持
ち
家
に
係
る
費
⽤
、
賃
貸
住
宅
の
家
賃
等
）
の
補
助
と
し
て
⽀
給

→

上
記
の
い
ず
れ
に
も
該
当
し
な
い
⼿
当

→

賞
与

 
給
与
と
は
別
に
⽀
給
さ
れ
る
⾦
銭
、
⼀
時
⾦
、
ボ
ー
ナ
ス

 
会
社
や
個
⼈
の
業
績
等
に
連
動
す
る
場
合
が
多
い

→

退
職
⾦

 
退
職
⼀
時
⾦
制
度
や
企
業
年
⾦
制
度
等

 
規
定
に
応
じ
て
⽀
払
わ
れ
る

→

--
--
＜
改
ペ
ー
ジ
＞

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

[必
須

]

Q
E1

3 
下
記
の
教
育
訓
練
・
福
利
厚
⽣
に
つ
い
て
、
現
在
何
割
く
ら
い
の
派
遣
先
が
対
応
し
て
く
れ
て
い
ま
す
か
。

業
務
遂
⾏
に
必
要
な
ス
キ
ル

の
た
め
の
研
修
の
実
施

→

派
遣
先
で
既
に
⾏
わ
れ
て
い
る

業
務
研
修
へ
の
参
加

→

派
遣
先
に
お
け
る
⾷
堂
、
休
憩
室
、
更
⾐
室

と
い
っ
た
福
利
厚
⽣
施
設
の
利
⽤

→

派
遣
先
の
転
勤
者
⽤
社
宅
の
利
⽤

→

13A

有 期 雇 ⽤ 派 遣 全 員 に 支 給 あ り

一 部 社 員 に 支 給 あ り

支 給 な し

深
夜
労
働
ま
た
は
休
⽇
労
働
に
対
し
て
⽀
給
さ
れ
る
⼿
当

 
法
定
で
定
め
る
額
に
追
加
し
て
⽀
給

→

⾷
事
⼿
当

 
労
働
時
間
の
途
中
に
⾷
事
の
た
め
の
休
憩
時
間
が
あ
る

 
労
働
者
に
対
す
る
⾷
費
の
負
担
補
助
と
し
て
⽀
給

→

単
⾝
赴
任
⼿
当

 
単
⾝
赴
任
等
で
家
族
と
別
居
し
て
い
る
者
に
⽀
給

→

地
域
⼿
当

 
特
定
地
域
で
働
く
労
働
者
に
対
す
る
補
填
と
し
て
⽀
給

→

家
族
⼿
当
、
扶
養
⼿
当
、
育
児
⽀
援
⼿
当
な
ど

 
配
偶
者
、
⼦
供
等
の
⼈
数
・
年
齢
に
応
じ
て
⽀
給
（
扶
養
の
有
無
を
問
わ
な
い
）

→

住
宅
⼿
当
な
ど

 
住
宅
費
（
持
ち
家
に
係
る
費
⽤
、
賃
貸
住
宅
の
家
賃
等
）
の
補
助
と
し
て
⽀
給

→

上
記
の
い
ず
れ
に
も
該
当
し
な
い
⼿
当

→

賞
与

 
給
与
と
は
別
に
⽀
給
さ
れ
る
⾦
銭
、
⼀
時
⾦
、
ボ
ー
ナ
ス

 
会
社
や
個
⼈
の
業
績
等
に
連
動
す
る
場
合
が
多
い

→

退
職
⾦

 
退
職
⼀
時
⾦
制
度
や
企
業
年
⾦
制
度
等

 
規
定
に
応
じ
て
⽀
払
わ
れ
る

→

--
--
＜
改
ペ
ー
ジ
＞

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

【
回
答
者
条
件
】

  
Q

9で
「

2.
有
期
雇
⽤
派
遣
労
働
者
数
（

20
19
年
度
）
」
で
『

1.
い
る
（
⼈
）
』
 
い
ず
れ
か
を
選
択
し
た
⽅
の
み

[必
須

]

Q
E1

2 
貴
事
業
所
の
有
期
雇
⽤
派
遣
労
働
者
に
お
け
る
、
下
記
の
制
度
の
適
⽤
状
況
を
選
択
し
て
く
だ
さ
い
。
名
称
が
異
な
っ
て
い
て
も
、
性
質
が
同

じ
場
合
は
「
⽀
給
あ
り
」
と
し
て
回
答
し
て
く
だ
さ
い
。

通
勤
⼿
当
（
交
通
費
）
／
出
張
旅
費

 
通
勤
費
の
全
額
ま
た
は
⼀
部
⽀
給
（
定
期
券
で
⽀
給
し
て
い
る
場
合
も
含
む
）
、

 
出
張
に
か
か
る
交
通
費

→

技
能
⼿
当
、
技
術
（
資
格
）
⼿
当
な
ど

 
特
定
の
技
能
、
検
定
資
格
な
ど
を
有
す
る
者
に
⽀
給

→

業
績
⼿
当
な
ど

 
労
働
者
個
⼈
、
部
⾨
、
グ
ル
ー
プ
を
単
位
と
し
て
達
成
し
た
労
働
の

 
量
的
成
果
及
び
会
社
全
体
と
し
て
達
成
し
た
業
績
に
対
し
て
⽀
給

→

２ 割 未 満

２ 割 以 上 ５ 割 未 満

５ 割 以 上 ８ 割 未 満

８ 割 以 上

把 握 し て い な い

役
職
⼿
当
な
ど

 
役
職
の
内
容
に
対
し
て
⽀
給

→

特
殊
作
業
、
特
殊
勤
務
⼿
当

 
交
替
制
勤
務
な
ど
の
勤
務
形
態
や
作
業
環
境
に
応
じ
て
⽀
給

→

精
皆
勤
⼿
当
な
ど

 
出
勤
奨
励
の
た
め
出
勤
⽇
数
を
基
準
と
し
て
⽀
給

→

時
間
外
労
働
に
対
し
て
⽀
給
さ
れ
る
⼿
当

 
法
定
で
定
め
る
額
に
追
加
し
て
⽀
給

→

深
夜
労
働
ま
た
は
休
⽇
労
働
に
対
し
て
⽀
給
さ
れ
る
⼿
当

 
法
定
で
定
め
る
額
に
追
加
し
て
⽀
給

→

⾷
事
⼿
当

 
労
働
時
間
の
途
中
に
⾷
事
の
た
め
の
休
憩
時
間
が
あ
る

 
労
働
者
に
対
す
る
⾷
費
の
負
担
補
助
と
し
て
⽀
給

→

単
⾝
赴
任
⼿
当

 
単
⾝
赴
任
等
で
家
族
と
別
居
し
て
い
る
者
に
⽀
給

→

地
域
⼿
当

 
特
定
地
域
で
働
く
労
働
者
に
対
す
る
補
填
と
し
て
⽀
給

→

家
族
⼿
当
、
扶
養
⼿
当
、
育
児
⽀
援
⼿
当
な
ど

 
配
偶
者
、
⼦
供
等
の
⼈
数
・
年
齢
に
応
じ
て
⽀
給
（
扶
養
の
有
無
を
問
わ
な
い
）

→

住
宅
⼿
当
な
ど

 
住
宅
費
（
持
ち
家
に
係
る
費
⽤
、
賃
貸
住
宅
の
家
賃
等
）
の
補
助
と
し
て
⽀
給

→

上
記
の
い
ず
れ
に
も
該
当
し
な
い
⼿
当

→

賞
与

 
給
与
と
は
別
に
⽀
給
さ
れ
る
⾦
銭
、
⼀
時
⾦
、
ボ
ー
ナ
ス

 
会
社
や
個
⼈
の
業
績
等
に
連
動
す
る
場
合
が
多
い

→

退
職
⾦

 
退
職
⼀
時
⾦
制
度
や
企
業
年
⾦
制
度
等

 
規
定
に
応
じ
て
⽀
払
わ
れ
る

→

--
--
＜
改
ペ
ー
ジ
＞

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

[必
須

]

Q
E1

3 
下
記
の
教
育
訓
練
・
福
利
厚
⽣
に
つ
い
て
、
現
在
何
割
く
ら
い
の
派
遣
先
が
対
応
し
て
く
れ
て
い
ま
す
か
。

業
務
遂
⾏
に
必
要
な
ス
キ
ル

の
た
め
の
研
修
の
実
施

→

派
遣
先
で
既
に
⾏
わ
れ
て
い
る

業
務
研
修
へ
の
参
加

→

派
遣
先
に
お
け
る
⾷
堂
、
休
憩
室
、
更
⾐
室

と
い
っ
た
福
利
厚
⽣
施
設
の
利
⽤

→

派
遣
先
の
転
勤
者
⽤
社
宅
の
利
⽤

→

- 95 -
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14A

派
遣
先
に
お
け
る

安
全
管
理
に
関
す
る
措
置
・
給
付

→

--
--
＜
改
ペ
ー
ジ
＞

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

[必
須

]

Q
C0

 貴
事
業
所
に
は
、

20
19
年
と

20
20
年
の
２
年
の
間
に
、
派
遣
労
働
者
は
い
ま
し
た
か
。
⼀
時
的
で
も
１
⼈
で
も
い
た
場
合
は
、
「
い
た
」
を
選
択

し
て
く
だ
さ
い
。

 
 無
期
／
有
期
雇
⽤
派
遣
労
働
者
、
両
⽅
が
い
た

 
 無
期
雇
⽤
派
遣
労
働
者
の
み
い
た

 
 有
期
雇
⽤
派
遣
労
働
者
の
み
い
た

 
 無
期
／
有
期
雇
⽤
派
遣
労
働
者
、
両
⽅
い
な
い

--
--
＜
改
ペ
ー
ジ
＞

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

【
回
答
者
条
件
】

  
Q

C0
で
『

1.
無
期
／
有
期
雇
⽤
派
遣
労
働
者
、
両
⽅
が
い
た
』
〜
『

3.
有
期
雇
⽤
派
遣
労
働
者
の
み
い
た
』
 
い
ず
れ
か
を
選
択
し
た
⽅
の
み

事
業
所
の
コ
ロ
ナ
禍
で
の
対
応
に
つ
い
て
う
か
が
い
ま
す
。

[必
須

]

Q
C1

 貴
事
業
所
の

20
20
年
各
四
半
期
ご
と
（

1〜
３
⽉
、

4〜
6⽉
、

7〜
9⽉
、

10
〜

12
⽉
）
の
派
遣
労
働
者
数
（
無
期
／
有
期
）
は
、
対
前
年
（

20
19

年
）
同
⽉
に
⽐
べ
る
と
、
増
減
は
ど
の
程
度
で
し
た
か
。

増
加

同
じ

約
1〜

4％
 

減
少

約
5〜

9％
 

減
少

約
10
〜

 
19
％
減
少

20
％
以
上

 
減
少

【
無
期
雇
⽤

派
遣
労
働
者
】

20
20
年

1〜
3⽉

→

20
20
年

4〜
6⽉

→

20
20
年

7〜
9⽉

→

20
20
年

10
〜

12
⽉

→

【
有
期
雇
⽤

派
遣
労
働
者
】

20
20
年

1〜
3⽉

→

20
20
年

4〜
6⽉

→

20
20
年

7〜
9⽉

→

20
20
年

10
〜

12
⽉

→

--
--
＜
改
ペ
ー
ジ
＞

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

【
回
答
者
条
件
】

  
Q

C1
で
「

1.
20

20
年

1〜
3⽉
」
で
『

1.
増
加
』
〜
『

6.
20
％
以
上
減
少
』
 
い
ず
れ
か
を
選
択
し
た

  
ま
た
は

Q
C1
で
「

2.
20

20
年

4〜
6⽉
」
で
『

1.
増
加
』
〜
『

6.
20
％
以
上
減
少
』
 
い
ず
れ
か
を
選
択
し
た

  
ま
た
は

Q
C1
で
「

3.
20

20
年

7〜
9⽉
」
で
『

1.
増
加
』
〜
『

6.
20
％
以
上
減
少
』
 
い
ず
れ
か
を
選
択
し
た

  
ま
た
は

Q
C1
で
「

4.
20

20
年

10
〜

12
⽉
」
で
『

1.
増
加
』
〜
『

6.
20
％
以
上
減
少
』
 
い
ず
れ
か
を
選
択
し
た

  
ま
た
は

Q
C1
で
「

5.
20

20
年

1〜
3⽉
」
で
『

1.
増
加
』
〜
『

6.
20
％
以
上
減
少
』
 
い
ず
れ
か
を
選
択
し
た

  
ま
た
は

Q
C1
で
「

6.
20

20
年

4〜
6⽉
」
で
『

1.
増
加
』
〜
『

6.
20
％
以
上
減
少
』
 
い
ず
れ
か
を
選
択
し
た

  
ま
た
は

Q
C1
で
「

7.
20

20
年

7〜
9⽉
」
で
『

1.
増
加
』
〜
『

6.
20
％
以
上
減
少
』
 
い
ず
れ
か
を
選
択
し
た

  
ま
た
は

Q
C1
で
「

8.
20

20
年

10
〜

12
⽉
」
で
『

1.
増
加
』
〜
『

6.
20
％
以
上
減
少
』
 
い
ず
れ
か
を
選
択
し
た
⽅
の
み

[必
須

]

Q
C1

_1
 貴
事
業
所
の

20
20
年

1⽉
〜

12
⽉
ま
で
で
取
り
扱
っ
た
職
種
す
べ
て
を
選
択
し
て
く
だ
さ
い
。
（
複
数
回
答
可
）

 
 法
⼈
・
団
体
役
員

 
 法
⼈
・
団
体
管
理
職
員

 
 そ
の
他
管
理
的
職
業
従
事
者

 
 研
究
者

 
 農
林
⽔
産
技
術
者

 
 製
造
技
術
者

 
 建
築
・
⼟
⽊
・
測
量
技
術
者

 
 情
報
処
理
・
通
信
技
術
者

 
 そ
の
他
技
術
者

 
 医
師
、
⻭
科
医
師
、
獣
医
師
、

薬
剤
師

 
 保
健
師
、
助
産
師
、
看
護
師

 
 医
療
技
術
者

 
 そ
の
他
の
保
健
医
療
従
事
者

 
 社
会
福
祉
専
⾨
職
業
従
事
者

 
 法
務
従
事
者

 
 経
営
・
⾦
融
・
保
険
専
⾨
職
業

従
事
者

 
 教
員

 
 宗
教
家

 
 著
述
家
、
記
者
、
編
集
者

 
 美
術
家
、
デ
ザ
イ
ナ
ー
、
写
真

家
、
映
像
撮
影
者

 
 そ
の
他
の
専
⾨
的
職
業
従
事
者

 
 ⼀
般
事
務
従
事
者

 
 会
計
事
務
従
事
者

 
 ⽣
産
関
連
事
務
従
事
者

 
 営
業
・
販
売
事
務
従
事
者

 
 外
勤
事
務
従
事
者

 
 運
輸
・
郵
便
事
務
従
事
者

 
 事
務
⽤
機
器
操
作
員

 
 商
品
販
売
従
事
者

 
 販
売
類
似
職
業
従
事
者

 
 営
業
職
業
従
事
者

 
 家
庭
⽣
活
⽀
援
サ
ー
ビ
ス
職
業

従
事
者

 
 介
護
サ
ー
ビ
ス
職
業
従
事
者

 
 保
健
医
療
サ
ー
ビ
ス
職
業
従
事

者

 
 ⽣
活
衛
⽣
サ
ー
ビ
ス
職
業
従
事

者

 
 飲
⾷
物
調
理
従
事
者

 
 接
客
・
給
仕
職
業
従
事
者

 
 居
住
施
設
・
ビ
ル
等
管
理
⼈

 
 そ
の
他
の
サ
ー
ビ
ス
職
業
従
事

者

 
 ⽣
産
設
備
制
御
・
監
視
従
事
者

 
 機
械
組
⽴
設
備
制
御
・
監
視
従

事
者

 
 製
品
製
造
・
加
⼯
処
理
従
事
者

 
 機
械
組
⽴
従
事
者

 
 機
械
整
備
・
修
理
従
事
者

 
 製
品
検
査
従
事
者

 
 機
械
検
査
従
事
者

 
 ⽣
産
関
連
・
⽣
産
類
似
作
業
従

事
者

 
 鉄
道
運
転
従
事
者

 
 ⾃
動
⾞
運
転
従
事
者

 
 船
舶
・
航
空
機
運
転
従
事
者

 
 そ
の
他
の
輸
送
従
事
者

 
 定
置
・
建
設
機
械
運
転
従
事
者

 
 建
設
従
事
者

(建
設
躯
体
⼯
事
従

事
者
を
除
く

)

 
 電
気
⼯
事
従
事
者

 
 採
掘
従
事
者

 
 運
搬
従
事
者

 
 清
掃
従
事
者

 
 包
装
従
事
者

 
 分
類
不
能
の
職
業

14A

派
遣
先
に
お
け
る

安
全
管
理
に
関
す
る
措
置
・
給
付

→

--
--
＜
改
ペ
ー
ジ
＞

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

[必
須

]

Q
C0

 貴
事
業
所
に
は
、

20
19
年
と

20
20
年
の
２
年
の
間
に
、
派
遣
労
働
者
は
い
ま
し
た
か
。
⼀
時
的
で
も
１
⼈
で
も
い
た
場
合
は
、
「
い
た
」
を
選
択

し
て
く
だ
さ
い
。

 
 無
期
／
有
期
雇
⽤
派
遣
労
働
者
、
両
⽅
が
い
た

 
 無
期
雇
⽤
派
遣
労
働
者
の
み
い
た

 
 有
期
雇
⽤
派
遣
労
働
者
の
み
い
た

 
 無
期
／
有
期
雇
⽤
派
遣
労
働
者
、
両
⽅
い
な
い

--
--
＜
改
ペ
ー
ジ
＞

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

【
回
答
者
条
件
】

  
Q

C0
で
『

1.
無
期
／
有
期
雇
⽤
派
遣
労
働
者
、
両
⽅
が
い
た
』
〜
『

3.
有
期
雇
⽤
派
遣
労
働
者
の
み
い
た
』
 
い
ず
れ
か
を
選
択
し
た
⽅
の
み

事
業
所
の
コ
ロ
ナ
禍
で
の
対
応
に
つ
い
て
う
か
が
い
ま
す
。

[必
須

]

Q
C1

 貴
事
業
所
の

20
20
年
各
四
半
期
ご
と
（

1〜
３
⽉
、

4〜
6⽉
、

7〜
9⽉
、

10
〜

12
⽉
）
の
派
遣
労
働
者
数
（
無
期
／
有
期
）
は
、
対
前
年
（

20
19

年
）
同
⽉
に
⽐
べ
る
と
、
増
減
は
ど
の
程
度
で
し
た
か
。

増
加

同
じ

約
1〜

4％
 

減
少

約
5〜

9％
 

減
少

約
10
〜

 
19
％
減
少

20
％
以
上

 
減
少

【
無
期
雇
⽤

派
遣
労
働
者
】

20
20
年

1〜
3⽉

→

20
20
年

4〜
6⽉

→

20
20
年

7〜
9⽉

→

20
20
年

10
〜

12
⽉

→

【
有
期
雇
⽤

派
遣
労
働
者
】

20
20
年

1〜
3⽉

→

20
20
年

4〜
6⽉

→

20
20
年

7〜
9⽉

→

20
20
年

10
〜

12
⽉

→

--
--
＜
改
ペ
ー
ジ
＞

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

【
回
答
者
条
件
】

  
Q

C1
で
「

1.
20

20
年

1〜
3⽉
」
で
『

1.
増
加
』
〜
『

6.
20
％
以
上
減
少
』
 
い
ず
れ
か
を
選
択
し
た

  
ま
た
は

Q
C1
で
「

2.
20

20
年

4〜
6⽉
」
で
『

1.
増
加
』
〜
『

6.
20
％
以
上
減
少
』
 
い
ず
れ
か
を
選
択
し
た

  
ま
た
は

Q
C1
で
「

3.
20

20
年

7〜
9⽉
」
で
『

1.
増
加
』
〜
『

6.
20
％
以
上
減
少
』
 
い
ず
れ
か
を
選
択
し
た

  
ま
た
は

Q
C1
で
「

4.
20

20
年

10
〜

12
⽉
」
で
『

1.
増
加
』
〜
『

6.
20
％
以
上
減
少
』
 
い
ず
れ
か
を
選
択
し
た

  
ま
た
は

Q
C1
で
「

5.
20

20
年

1〜
3⽉
」
で
『

1.
増
加
』
〜
『

6.
20
％
以
上
減
少
』
 
い
ず
れ
か
を
選
択
し
た

  
ま
た
は

Q
C1
で
「

6.
20

20
年

4〜
6⽉
」
で
『

1.
増
加
』
〜
『

6.
20
％
以
上
減
少
』
 
い
ず
れ
か
を
選
択
し
た

  
ま
た
は

Q
C1
で
「

7.
20

20
年

7〜
9⽉
」
で
『

1.
増
加
』
〜
『

6.
20
％
以
上
減
少
』
 
い
ず
れ
か
を
選
択
し
た

  
ま
た
は

Q
C1
で
「

8.
20

20
年

10
〜

12
⽉
」
で
『

1.
増
加
』
〜
『

6.
20
％
以
上
減
少
』
 
い
ず
れ
か
を
選
択
し
た
⽅
の
み

[必
須

]

Q
C1

_1
 貴
事
業
所
の

20
20
年

1⽉
〜

12
⽉
ま
で
で
取
り
扱
っ
た
職
種
す
べ
て
を
選
択
し
て
く
だ
さ
い
。
（
複
数
回
答
可
）

 
 法
⼈
・
団
体
役
員

 
 法
⼈
・
団
体
管
理
職
員

 
 そ
の
他
管
理
的
職
業
従
事
者

 
 研
究
者

 
 農
林
⽔
産
技
術
者

 
 製
造
技
術
者

 
 建
築
・
⼟
⽊
・
測
量
技
術
者

 
 情
報
処
理
・
通
信
技
術
者

 
 そ
の
他
技
術
者

 
 医
師
、
⻭
科
医
師
、
獣
医
師
、

薬
剤
師

 
 保
健
師
、
助
産
師
、
看
護
師

 
 医
療
技
術
者

 
 そ
の
他
の
保
健
医
療
従
事
者

 
 社
会
福
祉
専
⾨
職
業
従
事
者

 
 法
務
従
事
者

 
 経
営
・
⾦
融
・
保
険
専
⾨
職
業

従
事
者

 
 教
員

 
 宗
教
家

 
 著
述
家
、
記
者
、
編
集
者

 
 美
術
家
、
デ
ザ
イ
ナ
ー
、
写
真

家
、
映
像
撮
影
者

 
 そ
の
他
の
専
⾨
的
職
業
従
事
者

 
 ⼀
般
事
務
従
事
者

 
 会
計
事
務
従
事
者

 
 ⽣
産
関
連
事
務
従
事
者

 
 営
業
・
販
売
事
務
従
事
者

 
 外
勤
事
務
従
事
者

 
 運
輸
・
郵
便
事
務
従
事
者

 
 事
務
⽤
機
器
操
作
員

 
 商
品
販
売
従
事
者

 
 販
売
類
似
職
業
従
事
者

 
 営
業
職
業
従
事
者

 
 家
庭
⽣
活
⽀
援
サ
ー
ビ
ス
職
業

従
事
者

 
 介
護
サ
ー
ビ
ス
職
業
従
事
者

 
 保
健
医
療
サ
ー
ビ
ス
職
業
従
事

者

 
 ⽣
活
衛
⽣
サ
ー
ビ
ス
職
業
従
事

者

 
 飲
⾷
物
調
理
従
事
者

 
 接
客
・
給
仕
職
業
従
事
者

 
 居
住
施
設
・
ビ
ル
等
管
理
⼈

 
 そ
の
他
の
サ
ー
ビ
ス
職
業
従
事

者

 
 ⽣
産
設
備
制
御
・
監
視
従
事
者

 
 機
械
組
⽴
設
備
制
御
・
監
視
従

事
者

 
 製
品
製
造
・
加
⼯
処
理
従
事
者

 
 機
械
組
⽴
従
事
者

 
 機
械
整
備
・
修
理
従
事
者

 
 製
品
検
査
従
事
者

 
 機
械
検
査
従
事
者

 
 ⽣
産
関
連
・
⽣
産
類
似
作
業
従

事
者

 
 鉄
道
運
転
従
事
者

 
 ⾃
動
⾞
運
転
従
事
者

 
 船
舶
・
航
空
機
運
転
従
事
者

 
 そ
の
他
の
輸
送
従
事
者

 
 定
置
・
建
設
機
械
運
転
従
事
者

 
 建
設
従
事
者

(建
設
躯
体
⼯
事
従

事
者
を
除
く

)

 
 電
気
⼯
事
従
事
者

 
 採
掘
従
事
者

 
 運
搬
従
事
者

 
 清
掃
従
事
者

 
 包
装
従
事
者

 
 分
類
不
能
の
職
業

14A

派
遣
先
に
お
け
る

安
全
管
理
に
関
す
る
措
置
・
給
付

→

--
--
＜
改
ペ
ー
ジ
＞

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

[必
須

]

Q
C0

 貴
事
業
所
に
は
、

20
19
年
と

20
20
年
の
２
年
の
間
に
、
派
遣
労
働
者
は
い
ま
し
た
か
。
⼀
時
的
で
も
１
⼈
で
も
い
た
場
合
は
、
「
い
た
」
を
選
択

し
て
く
だ
さ
い
。

 
 無
期
／
有
期
雇
⽤
派
遣
労
働
者
、
両
⽅
が
い
た

 
 無
期
雇
⽤
派
遣
労
働
者
の
み
い
た

 
 有
期
雇
⽤
派
遣
労
働
者
の
み
い
た

 
 無
期
／
有
期
雇
⽤
派
遣
労
働
者
、
両
⽅
い
な
い

--
--
＜
改
ペ
ー
ジ
＞

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

【
回
答
者
条
件
】

  
Q

C0
で
『

1.
無
期
／
有
期
雇
⽤
派
遣
労
働
者
、
両
⽅
が
い
た
』
〜
『

3.
有
期
雇
⽤
派
遣
労
働
者
の
み
い
た
』
 
い
ず
れ
か
を
選
択
し
た
⽅
の
み

事
業
所
の
コ
ロ
ナ
禍
で
の
対
応
に
つ
い
て
う
か
が
い
ま
す
。

[必
須

]

Q
C1

 貴
事
業
所
の

20
20
年
各
四
半
期
ご
と
（

1〜
３
⽉
、

4〜
6⽉
、

7〜
9⽉
、

10
〜

12
⽉
）
の
派
遣
労
働
者
数
（
無
期
／
有
期
）
は
、
対
前
年
（

20
19

年
）
同
⽉
に
⽐
べ
る
と
、
増
減
は
ど
の
程
度
で
し
た
か
。

増
加

同
じ

約
1〜

4％
 

減
少

約
5〜

9％
 

減
少

約
10
〜

 
19
％
減
少

20
％
以
上

 
減
少

【
無
期
雇
⽤

派
遣
労
働
者
】

20
20
年

1〜
3⽉

→

20
20
年

4〜
6⽉

→

20
20
年

7〜
9⽉

→

20
20
年

10
〜

12
⽉

→

【
有
期
雇
⽤

派
遣
労
働
者
】

20
20
年

1〜
3⽉

→

20
20
年

4〜
6⽉

→

20
20
年

7〜
9⽉

→

20
20
年

10
〜

12
⽉

→

--
--
＜
改
ペ
ー
ジ
＞

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

【
回
答
者
条
件
】

  
Q

C1
で
「

1.
20

20
年

1〜
3⽉
」
で
『

1.
増
加
』
〜
『

6.
20
％
以
上
減
少
』
 
い
ず
れ
か
を
選
択
し
た

  
ま
た
は

Q
C1
で
「

2.
20

20
年

4〜
6⽉
」
で
『

1.
増
加
』
〜
『

6.
20
％
以
上
減
少
』
 
い
ず
れ
か
を
選
択
し
た

  
ま
た
は

Q
C1
で
「

3.
20

20
年

7〜
9⽉
」
で
『

1.
増
加
』
〜
『

6.
20
％
以
上
減
少
』
 
い
ず
れ
か
を
選
択
し
た

  
ま
た
は

Q
C1
で
「

4.
20

20
年

10
〜

12
⽉
」
で
『

1.
増
加
』
〜
『

6.
20
％
以
上
減
少
』
 
い
ず
れ
か
を
選
択
し
た

  
ま
た
は

Q
C1
で
「

5.
20

20
年

1〜
3⽉
」
で
『

1.
増
加
』
〜
『

6.
20
％
以
上
減
少
』
 
い
ず
れ
か
を
選
択
し
た

  
ま
た
は

Q
C1
で
「

6.
20

20
年

4〜
6⽉
」
で
『

1.
増
加
』
〜
『

6.
20
％
以
上
減
少
』
 
い
ず
れ
か
を
選
択
し
た

  
ま
た
は

Q
C1
で
「

7.
20

20
年

7〜
9⽉
」
で
『

1.
増
加
』
〜
『

6.
20
％
以
上
減
少
』
 
い
ず
れ
か
を
選
択
し
た

  
ま
た
は

Q
C1
で
「

8.
20

20
年

10
〜

12
⽉
」
で
『

1.
増
加
』
〜
『

6.
20
％
以
上
減
少
』
 
い
ず
れ
か
を
選
択
し
た
⽅
の
み

[必
須

]

Q
C1

_1
 貴
事
業
所
の

20
20
年

1⽉
〜

12
⽉
ま
で
で
取
り
扱
っ
た
職
種
す
べ
て
を
選
択
し
て
く
だ
さ
い
。
（
複
数
回
答
可
）

 
 法
⼈
・
団
体
役
員

 
 法
⼈
・
団
体
管
理
職
員

 
 そ
の
他
管
理
的
職
業
従
事
者

 
 研
究
者

 
 農
林
⽔
産
技
術
者

 
 製
造
技
術
者

 
 建
築
・
⼟
⽊
・
測
量
技
術
者

 
 情
報
処
理
・
通
信
技
術
者

 
 そ
の
他
技
術
者

 
 医
師
、
⻭
科
医
師
、
獣
医
師
、

薬
剤
師

 
 保
健
師
、
助
産
師
、
看
護
師

 
 医
療
技
術
者

 
 そ
の
他
の
保
健
医
療
従
事
者

 
 社
会
福
祉
専
⾨
職
業
従
事
者

 
 法
務
従
事
者

 
 経
営
・
⾦
融
・
保
険
専
⾨
職
業

従
事
者

 
 教
員

 
 宗
教
家

 
 著
述
家
、
記
者
、
編
集
者

 
 美
術
家
、
デ
ザ
イ
ナ
ー
、
写
真

家
、
映
像
撮
影
者

 
 そ
の
他
の
専
⾨
的
職
業
従
事
者

 
 ⼀
般
事
務
従
事
者

 
 会
計
事
務
従
事
者

 
 ⽣
産
関
連
事
務
従
事
者

 
 営
業
・
販
売
事
務
従
事
者

 
 外
勤
事
務
従
事
者

 
 運
輸
・
郵
便
事
務
従
事
者

 
 事
務
⽤
機
器
操
作
員

 
 商
品
販
売
従
事
者

 
 販
売
類
似
職
業
従
事
者

 
 営
業
職
業
従
事
者

 
 家
庭
⽣
活
⽀
援
サ
ー
ビ
ス
職
業

従
事
者

 
 介
護
サ
ー
ビ
ス
職
業
従
事
者

 
 保
健
医
療
サ
ー
ビ
ス
職
業
従
事

者

 
 ⽣
活
衛
⽣
サ
ー
ビ
ス
職
業
従
事

者

 
 飲
⾷
物
調
理
従
事
者

 
 接
客
・
給
仕
職
業
従
事
者

 
 居
住
施
設
・
ビ
ル
等
管
理
⼈

 
 そ
の
他
の
サ
ー
ビ
ス
職
業
従
事

者

 
 ⽣
産
設
備
制
御
・
監
視
従
事
者

 
 機
械
組
⽴
設
備
制
御
・
監
視
従

事
者

 
 製
品
製
造
・
加
⼯
処
理
従
事
者

 
 機
械
組
⽴
従
事
者

 
 機
械
整
備
・
修
理
従
事
者

 
 製
品
検
査
従
事
者

 
 機
械
検
査
従
事
者

 
 ⽣
産
関
連
・
⽣
産
類
似
作
業
従

事
者

 
 鉄
道
運
転
従
事
者

 
 ⾃
動
⾞
運
転
従
事
者

 
 船
舶
・
航
空
機
運
転
従
事
者

 
 そ
の
他
の
輸
送
従
事
者

 
 定
置
・
建
設
機
械
運
転
従
事
者

 
 建
設
従
事
者

(建
設
躯
体
⼯
事
従

事
者
を
除
く

)

 
 電
気
⼯
事
従
事
者

 
 採
掘
従
事
者

 
 運
搬
従
事
者

 
 清
掃
従
事
者

 
 包
装
従
事
者

 
 分
類
不
能
の
職
業

- 96 -

102
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 ⾳
楽
家
、
舞
台
芸
術
家

 
 農
業
従
事
者

 
 漁
業
従
事
者

--
--
＜
改
ペ
ー
ジ
＞

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

【
回
答
者
条
件
】

  
Q

C1
で
「

1.
20

20
年

1〜
3⽉
」
で
『

3.
約

1〜
4％
減
少
』
〜
『

6.
20
％
以
上
減
少
』
 
い
ず
れ
か
を
選
択
し
た

  
ま
た
は

Q
C1
で
「

2.
20

20
年

4〜
6⽉
」
で
『

3.
約

1〜
4％
減
少
』
〜
『

6.
20
％
以
上
減
少
』
 
い
ず
れ
か
を
選
択
し
た

  
ま
た
は

Q
C1
で
「

3.
20

20
年

7〜
9⽉
」
で
『

3.
約

1〜
4％
減
少
』
〜
『

6.
20
％
以
上
減
少
』
 
い
ず
れ
か
を
選
択
し
た

  
ま
た
は

Q
C1
で
「

4.
20

20
年

10
〜

12
⽉
」
で
『

3.
約

1〜
4％
減
少
』
〜
『

6.
20
％
以
上
減
少
』
 
い
ず
れ
か
を
選
択
し
た

  
ま
た
は

Q
C1
で
「

5.
20

20
年

1〜
3⽉
」
で
『

3.
約

1〜
4％
減
少
』
〜
『

6.
20
％
以
上
減
少
』
 
い
ず
れ
か
を
選
択
し
た

  
ま
た
は

Q
C1
で
「

6.
20

20
年

4〜
6⽉
」
で
『

3.
約

1〜
4％
減
少
』
〜
『

6.
20
％
以
上
減
少
』
 
い
ず
れ
か
を
選
択
し
た

  
ま
た
は

Q
C1
で
「

7.
20

20
年

7〜
9⽉
」
で
『

3.
約

1〜
4％
減
少
』
〜
『

6.
20
％
以
上
減
少
』
 
い
ず
れ
か
を
選
択
し
た

  
ま
た
は

Q
C1
で
「

8.
20

20
年

10
〜

12
⽉
」
で
『

3.
約

1〜
4％
減
少
』
〜
『

6.
20
％
以
上
減
少
』
 
い
ず
れ
か
を
選
択
し
た
⽅
の
み

[必
須

]

Sq
C1

_1
 派
遣
労
働
者
が
減
少
し
た
事
業
所
に
う
か
が
い
ま
す
。
減
少
し
た
職
種
す
べ
て
を
選
択
し
て
く
だ
さ
い
。
（
複
数
回
答
可
）

 
 法
⼈
・
団
体
役
員

 
 法
⼈
・
団
体
管
理
職
員

 
 そ
の
他
管
理
的
職
業
従
事
者

 
 研
究
者

 
 農
林
⽔
産
技
術
者

 
 製
造
技
術
者

 
 建
築
・
⼟
⽊
・
測
量
技
術
者

 
 情
報
処
理
・
通
信
技
術
者

 
 そ
の
他
技
術
者

 
 医
師
、
⻭
科
医
師
、
獣
医
師
、

薬
剤
師

 
 保
健
師
、
助
産
師
、
看
護
師

 
 医
療
技
術
者

 
 そ
の
他
の
保
健
医
療
従
事
者

 
 社
会
福
祉
専
⾨
職
業
従
事
者

 
 そ
の
他
の
専
⾨
的
職
業
従
事
者

 
 ⼀
般
事
務
従
事
者

 
 会
計
事
務
従
事
者

 
 ⽣
産
関
連
事
務
従
事
者

 
 営
業
・
販
売
事
務
従
事
者

 
 外
勤
事
務
従
事
者

 
 運
輸
・
郵
便
事
務
従
事
者

 
 事
務
⽤
機
器
操
作
員

 
 商
品
販
売
従
事
者

 
 販
売
類
似
職
業
従
事
者

 
 営
業
職
業
従
事
者

 
 家
庭
⽣
活
⽀
援
サ
ー
ビ
ス
職
業

従
事
者

 
 介
護
サ
ー
ビ
ス
職
業
従
事
者

 
 保
健
医
療
サ
ー
ビ
ス
職
業
従
事

者

 
 ⽣
産
設
備
制
御
・
監
視
従
事
者

 
 機
械
組
⽴
設
備
制
御
・
監
視
従

事
者

 
 製
品
製
造
・
加
⼯
処
理
従
事
者

 
 機
械
組
⽴
従
事
者

 
 機
械
整
備
・
修
理
従
事
者

 
 製
品
検
査
従
事
者

 
 機
械
検
査
従
事
者

 
 ⽣
産
関
連
・
⽣
産
類
似
作
業
従

事
者

 
 鉄
道
運
転
従
事
者

 
 ⾃
動
⾞
運
転
従
事
者

 
 船
舶
・
航
空
機
運
転
従
事
者

 
 そ
の
他
の
輸
送
従
事
者

 
 定
置
・
建
設
機
械
運
転
従
事
者

 
 法
務
従
事
者

 
 経
営
・
⾦
融
・
保
険
専
⾨
職
業

従
事
者

 
 教
員

 
 宗
教
家

 
 著
述
家
、
記
者
、
編
集
者

 
 美
術
家
、
デ
ザ
イ
ナ
ー
、
写
真

家
、
映
像
撮
影
者

 
 ⾳
楽
家
、
舞
台
芸
術
家

 
 ⽣
活
衛
⽣
サ
ー
ビ
ス
職
業
従
事

者

 
 飲
⾷
物
調
理
従
事
者

 
 接
客
・
給
仕
職
業
従
事
者

 
 居
住
施
設
・
ビ
ル
等
管
理
⼈

 
 そ
の
他
の
サ
ー
ビ
ス
職
業
従
事

者

 
 農
業
従
事
者

 
 漁
業
従
事
者

 
 建
設
従
事
者

(建
設
躯
体
⼯
事
従

事
者
を
除
く

)

 
 電
気
⼯
事
従
事
者

 
 採
掘
従
事
者

 
 運
搬
従
事
者

 
 清
掃
従
事
者

 
 包
装
従
事
者

 
 分
類
不
能
の
職
業

--
--
＜
改
ペ
ー
ジ
＞

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

[必
須

]

Sq
C1

_2
 派
遣
労
働
者
が
減
少
し
た
職
種
の
内
、
貴
事
業
所
で
最
も
減
少
し
た
職
種
は
ど
れ
で
す
か
。

 
 法
⼈
・
団
体
役
員

 
 法
⼈
・
団
体
管
理
職
員

 
 そ
の
他
管
理
的
職
業
従
事
者

 
 研
究
者

 
 農
林
⽔
産
技
術
者

 
 製
造
技
術
者

 
 建
築
・
⼟
⽊
・
測
量
技
術
者

 
 情
報
処
理
・
通
信
技
術
者

 
 そ
の
他
技
術
者

 
 医
師
、
⻭
科
医
師
、
獣
医
師
、

薬
剤
師

 
 保
健
師
、
助
産
師
、
看
護
師

 
 医
療
技
術
者

 
 そ
の
他
の
保
健
医
療
従
事
者

 
 社
会
福
祉
専
⾨
職
業
従
事
者

 
 そ
の
他
の
専
⾨
的
職
業
従
事
者

 
 ⼀
般
事
務
従
事
者

 
 会
計
事
務
従
事
者

 
 ⽣
産
関
連
事
務
従
事
者

 
 営
業
・
販
売
事
務
従
事
者

 
 外
勤
事
務
従
事
者

 
 運
輸
・
郵
便
事
務
従
事
者

 
 事
務
⽤
機
器
操
作
員

 
 商
品
販
売
従
事
者

 
 販
売
類
似
職
業
従
事
者

 
 営
業
職
業
従
事
者

 
 家
庭
⽣
活
⽀
援
サ
ー
ビ
ス
職
業

従
事
者

 
 介
護
サ
ー
ビ
ス
職
業
従
事
者

 
 保
健
医
療
サ
ー
ビ
ス
職
業
従
事

者

 
 ⽣
産
設
備
制
御
・
監
視
従
事
者

 
 機
械
組
⽴
設
備
制
御
・
監
視
従

事
者

 
 製
品
製
造
・
加
⼯
処
理
従
事
者

 
 機
械
組
⽴
従
事
者

 
 機
械
整
備
・
修
理
従
事
者

 
 製
品
検
査
従
事
者

 
 機
械
検
査
従
事
者

 
 ⽣
産
関
連
・
⽣
産
類
似
作
業
従

事
者

 
 鉄
道
運
転
従
事
者

 
 ⾃
動
⾞
運
転
従
事
者

 
 船
舶
・
航
空
機
運
転
従
事
者

 
 そ
の
他
の
輸
送
従
事
者

 
 定
置
・
建
設
機
械
運
転
従
事
者

 
 建
設
従
事
者

(建
設
躯
体
⼯
事
従

事
者
を
除
く

)
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 ⾳
楽
家
、
舞
台
芸
術
家

 
 農
業
従
事
者

 
 漁
業
従
事
者

--
--
＜
改
ペ
ー
ジ
＞

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

【
回
答
者
条
件
】

  
Q

C1
で
「

1.
20

20
年

1〜
3⽉
」
で
『

3.
約

1〜
4％
減
少
』
〜
『

6.
20
％
以
上
減
少
』
 
い
ず
れ
か
を
選
択
し
た

  
ま
た
は

Q
C1
で
「

2.
20

20
年

4〜
6⽉
」
で
『

3.
約

1〜
4％
減
少
』
〜
『

6.
20
％
以
上
減
少
』
 
い
ず
れ
か
を
選
択
し
た

  
ま
た
は

Q
C1
で
「

3.
20

20
年

7〜
9⽉
」
で
『

3.
約

1〜
4％
減
少
』
〜
『

6.
20
％
以
上
減
少
』
 
い
ず
れ
か
を
選
択
し
た

  
ま
た
は

Q
C1
で
「

4.
20

20
年

10
〜

12
⽉
」
で
『

3.
約

1〜
4％
減
少
』
〜
『

6.
20
％
以
上
減
少
』
 
い
ず
れ
か
を
選
択
し
た

  
ま
た
は

Q
C1
で
「

5.
20

20
年

1〜
3⽉
」
で
『

3.
約

1〜
4％
減
少
』
〜
『

6.
20
％
以
上
減
少
』
 
い
ず
れ
か
を
選
択
し
た

  
ま
た
は

Q
C1
で
「

6.
20

20
年

4〜
6⽉
」
で
『

3.
約

1〜
4％
減
少
』
〜
『

6.
20
％
以
上
減
少
』
 
い
ず
れ
か
を
選
択
し
た

  
ま
た
は

Q
C1
で
「

7.
20

20
年

7〜
9⽉
」
で
『

3.
約

1〜
4％
減
少
』
〜
『

6.
20
％
以
上
減
少
』
 
い
ず
れ
か
を
選
択
し
た

  
ま
た
は

Q
C1
で
「

8.
20

20
年

10
〜

12
⽉
」
で
『

3.
約

1〜
4％
減
少
』
〜
『

6.
20
％
以
上
減
少
』
 
い
ず
れ
か
を
選
択
し
た
⽅
の
み

[必
須

]

Sq
C1

_1
 派
遣
労
働
者
が
減
少
し
た
事
業
所
に
う
か
が
い
ま
す
。
減
少
し
た
職
種
す
べ
て
を
選
択
し
て
く
だ
さ
い
。
（
複
数
回
答
可
）

 
 法
⼈
・
団
体
役
員

 
 法
⼈
・
団
体
管
理
職
員

 
 そ
の
他
管
理
的
職
業
従
事
者

 
 研
究
者

 
 農
林
⽔
産
技
術
者

 
 製
造
技
術
者

 
 建
築
・
⼟
⽊
・
測
量
技
術
者

 
 情
報
処
理
・
通
信
技
術
者

 
 そ
の
他
技
術
者

 
 医
師
、
⻭
科
医
師
、
獣
医
師
、

薬
剤
師

 
 保
健
師
、
助
産
師
、
看
護
師

 
 医
療
技
術
者

 
 そ
の
他
の
保
健
医
療
従
事
者

 
 社
会
福
祉
専
⾨
職
業
従
事
者

 
 そ
の
他
の
専
⾨
的
職
業
従
事
者

 
 ⼀
般
事
務
従
事
者

 
 会
計
事
務
従
事
者

 
 ⽣
産
関
連
事
務
従
事
者

 
 営
業
・
販
売
事
務
従
事
者

 
 外
勤
事
務
従
事
者

 
 運
輸
・
郵
便
事
務
従
事
者

 
 事
務
⽤
機
器
操
作
員

 
 商
品
販
売
従
事
者

 
 販
売
類
似
職
業
従
事
者

 
 営
業
職
業
従
事
者

 
 家
庭
⽣
活
⽀
援
サ
ー
ビ
ス
職
業

従
事
者

 
 介
護
サ
ー
ビ
ス
職
業
従
事
者

 
 保
健
医
療
サ
ー
ビ
ス
職
業
従
事

者

 
 ⽣
産
設
備
制
御
・
監
視
従
事
者

 
 機
械
組
⽴
設
備
制
御
・
監
視
従

事
者

 
 製
品
製
造
・
加
⼯
処
理
従
事
者

 
 機
械
組
⽴
従
事
者

 
 機
械
整
備
・
修
理
従
事
者

 
 製
品
検
査
従
事
者

 
 機
械
検
査
従
事
者

 
 ⽣
産
関
連
・
⽣
産
類
似
作
業
従

事
者

 
 鉄
道
運
転
従
事
者

 
 ⾃
動
⾞
運
転
従
事
者

 
 船
舶
・
航
空
機
運
転
従
事
者

 
 そ
の
他
の
輸
送
従
事
者

 
 定
置
・
建
設
機
械
運
転
従
事
者

 
 法
務
従
事
者

 
 経
営
・
⾦
融
・
保
険
専
⾨
職
業

従
事
者

 
 教
員

 
 宗
教
家

 
 著
述
家
、
記
者
、
編
集
者

 
 美
術
家
、
デ
ザ
イ
ナ
ー
、
写
真

家
、
映
像
撮
影
者

 
 ⾳
楽
家
、
舞
台
芸
術
家

 
 ⽣
活
衛
⽣
サ
ー
ビ
ス
職
業
従
事

者

 
 飲
⾷
物
調
理
従
事
者

 
 接
客
・
給
仕
職
業
従
事
者

 
 居
住
施
設
・
ビ
ル
等
管
理
⼈

 
 そ
の
他
の
サ
ー
ビ
ス
職
業
従
事

者

 
 農
業
従
事
者

 
 漁
業
従
事
者

 
 建
設
従
事
者

(建
設
躯
体
⼯
事
従

事
者
を
除
く

)

 
 電
気
⼯
事
従
事
者

 
 採
掘
従
事
者

 
 運
搬
従
事
者

 
 清
掃
従
事
者

 
 包
装
従
事
者

 
 分
類
不
能
の
職
業

--
--
＜
改
ペ
ー
ジ
＞

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

[必
須

]

Sq
C1

_2
 派
遣
労
働
者
が
減
少
し
た
職
種
の
内
、
貴
事
業
所
で
最
も
減
少
し
た
職
種
は
ど
れ
で
す
か
。

 
 法
⼈
・
団
体
役
員

 
 法
⼈
・
団
体
管
理
職
員

 
 そ
の
他
管
理
的
職
業
従
事
者

 
 研
究
者

 
 農
林
⽔
産
技
術
者

 
 製
造
技
術
者

 
 建
築
・
⼟
⽊
・
測
量
技
術
者

 
 情
報
処
理
・
通
信
技
術
者

 
 そ
の
他
技
術
者

 
 医
師
、
⻭
科
医
師
、
獣
医
師
、

薬
剤
師

 
 保
健
師
、
助
産
師
、
看
護
師

 
 医
療
技
術
者

 
 そ
の
他
の
保
健
医
療
従
事
者

 
 社
会
福
祉
専
⾨
職
業
従
事
者

 
 そ
の
他
の
専
⾨
的
職
業
従
事
者

 
 ⼀
般
事
務
従
事
者

 
 会
計
事
務
従
事
者

 
 ⽣
産
関
連
事
務
従
事
者

 
 営
業
・
販
売
事
務
従
事
者

 
 外
勤
事
務
従
事
者

 
 運
輸
・
郵
便
事
務
従
事
者

 
 事
務
⽤
機
器
操
作
員

 
 商
品
販
売
従
事
者

 
 販
売
類
似
職
業
従
事
者

 
 営
業
職
業
従
事
者

 
 家
庭
⽣
活
⽀
援
サ
ー
ビ
ス
職
業

従
事
者

 
 介
護
サ
ー
ビ
ス
職
業
従
事
者

 
 保
健
医
療
サ
ー
ビ
ス
職
業
従
事

者

 
 ⽣
産
設
備
制
御
・
監
視
従
事
者

 
 機
械
組
⽴
設
備
制
御
・
監
視
従

事
者

 
 製
品
製
造
・
加
⼯
処
理
従
事
者

 
 機
械
組
⽴
従
事
者

 
 機
械
整
備
・
修
理
従
事
者

 
 製
品
検
査
従
事
者

 
 機
械
検
査
従
事
者

 
 ⽣
産
関
連
・
⽣
産
類
似
作
業
従

事
者

 
 鉄
道
運
転
従
事
者

 
 ⾃
動
⾞
運
転
従
事
者

 
 船
舶
・
航
空
機
運
転
従
事
者

 
 そ
の
他
の
輸
送
従
事
者

 
 定
置
・
建
設
機
械
運
転
従
事
者

 
 建
設
従
事
者

(建
設
躯
体
⼯
事
従

事
者
を
除
く

)
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 ⾳
楽
家
、
舞
台
芸
術
家

 
 農
業
従
事
者

 
 漁
業
従
事
者

--
--
＜
改
ペ
ー
ジ
＞

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

【
回
答
者
条
件
】

  
Q

C1
で
「

1.
20

20
年

1〜
3⽉
」
で
『

3.
約

1〜
4％
減
少
』
〜
『

6.
20
％
以
上
減
少
』
 
い
ず
れ
か
を
選
択
し
た

  
ま
た
は

Q
C1
で
「

2.
20

20
年

4〜
6⽉
」
で
『

3.
約

1〜
4％
減
少
』
〜
『

6.
20
％
以
上
減
少
』
 
い
ず
れ
か
を
選
択
し
た

  
ま
た
は

Q
C1
で
「

3.
20

20
年

7〜
9⽉
」
で
『

3.
約

1〜
4％
減
少
』
〜
『

6.
20
％
以
上
減
少
』
 
い
ず
れ
か
を
選
択
し
た

  
ま
た
は

Q
C1
で
「

4.
20

20
年

10
〜

12
⽉
」
で
『

3.
約

1〜
4％
減
少
』
〜
『

6.
20
％
以
上
減
少
』
 
い
ず
れ
か
を
選
択
し
た

  
ま
た
は

Q
C1
で
「

5.
20

20
年

1〜
3⽉
」
で
『

3.
約

1〜
4％
減
少
』
〜
『

6.
20
％
以
上
減
少
』
 
い
ず
れ
か
を
選
択
し
た

  
ま
た
は

Q
C1
で
「

6.
20

20
年

4〜
6⽉
」
で
『

3.
約

1〜
4％
減
少
』
〜
『

6.
20
％
以
上
減
少
』
 
い
ず
れ
か
を
選
択
し
た

  
ま
た
は

Q
C1
で
「

7.
20

20
年

7〜
9⽉
」
で
『

3.
約

1〜
4％
減
少
』
〜
『

6.
20
％
以
上
減
少
』
 
い
ず
れ
か
を
選
択
し
た

  
ま
た
は

Q
C1
で
「

8.
20

20
年

10
〜

12
⽉
」
で
『

3.
約

1〜
4％
減
少
』
〜
『

6.
20
％
以
上
減
少
』
 
い
ず
れ
か
を
選
択
し
た
⽅
の
み

[必
須

]

Sq
C1

_1
 派
遣
労
働
者
が
減
少
し
た
事
業
所
に
う
か
が
い
ま
す
。
減
少
し
た
職
種
す
べ
て
を
選
択
し
て
く
だ
さ
い
。
（
複
数
回
答
可
）

 
 法
⼈
・
団
体
役
員

 
 法
⼈
・
団
体
管
理
職
員

 
 そ
の
他
管
理
的
職
業
従
事
者

 
 研
究
者

 
 農
林
⽔
産
技
術
者

 
 製
造
技
術
者

 
 建
築
・
⼟
⽊
・
測
量
技
術
者

 
 情
報
処
理
・
通
信
技
術
者

 
 そ
の
他
技
術
者

 
 医
師
、
⻭
科
医
師
、
獣
医
師
、

薬
剤
師

 
 保
健
師
、
助
産
師
、
看
護
師

 
 医
療
技
術
者

 
 そ
の
他
の
保
健
医
療
従
事
者

 
 社
会
福
祉
専
⾨
職
業
従
事
者

 
 そ
の
他
の
専
⾨
的
職
業
従
事
者

 
 ⼀
般
事
務
従
事
者

 
 会
計
事
務
従
事
者

 
 ⽣
産
関
連
事
務
従
事
者

 
 営
業
・
販
売
事
務
従
事
者

 
 外
勤
事
務
従
事
者

 
 運
輸
・
郵
便
事
務
従
事
者

 
 事
務
⽤
機
器
操
作
員

 
 商
品
販
売
従
事
者

 
 販
売
類
似
職
業
従
事
者

 
 営
業
職
業
従
事
者

 
 家
庭
⽣
活
⽀
援
サ
ー
ビ
ス
職
業

従
事
者

 
 介
護
サ
ー
ビ
ス
職
業
従
事
者

 
 保
健
医
療
サ
ー
ビ
ス
職
業
従
事

者

 
 ⽣
産
設
備
制
御
・
監
視
従
事
者

 
 機
械
組
⽴
設
備
制
御
・
監
視
従

事
者

 
 製
品
製
造
・
加
⼯
処
理
従
事
者

 
 機
械
組
⽴
従
事
者

 
 機
械
整
備
・
修
理
従
事
者

 
 製
品
検
査
従
事
者

 
 機
械
検
査
従
事
者

 
 ⽣
産
関
連
・
⽣
産
類
似
作
業
従

事
者

 
 鉄
道
運
転
従
事
者

 
 ⾃
動
⾞
運
転
従
事
者

 
 船
舶
・
航
空
機
運
転
従
事
者

 
 そ
の
他
の
輸
送
従
事
者

 
 定
置
・
建
設
機
械
運
転
従
事
者

 
 法
務
従
事
者

 
 経
営
・
⾦
融
・
保
険
専
⾨
職
業

従
事
者

 
 教
員

 
 宗
教
家

 
 著
述
家
、
記
者
、
編
集
者

 
 美
術
家
、
デ
ザ
イ
ナ
ー
、
写
真

家
、
映
像
撮
影
者

 
 ⾳
楽
家
、
舞
台
芸
術
家

 
 ⽣
活
衛
⽣
サ
ー
ビ
ス
職
業
従
事

者

 
 飲
⾷
物
調
理
従
事
者

 
 接
客
・
給
仕
職
業
従
事
者

 
 居
住
施
設
・
ビ
ル
等
管
理
⼈

 
 そ
の
他
の
サ
ー
ビ
ス
職
業
従
事

者

 
 農
業
従
事
者

 
 漁
業
従
事
者

 
 建
設
従
事
者

(建
設
躯
体
⼯
事
従

事
者
を
除
く

)

 
 電
気
⼯
事
従
事
者

 
 採
掘
従
事
者

 
 運
搬
従
事
者

 
 清
掃
従
事
者

 
 包
装
従
事
者

 
 分
類
不
能
の
職
業

--
--
＜
改
ペ
ー
ジ
＞

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

[必
須

]

Sq
C1

_2
 派
遣
労
働
者
が
減
少
し
た
職
種
の
内
、
貴
事
業
所
で
最
も
減
少
し
た
職
種
は
ど
れ
で
す
か
。

 
 法
⼈
・
団
体
役
員

 
 法
⼈
・
団
体
管
理
職
員

 
 そ
の
他
管
理
的
職
業
従
事
者

 
 研
究
者

 
 農
林
⽔
産
技
術
者

 
 製
造
技
術
者

 
 建
築
・
⼟
⽊
・
測
量
技
術
者

 
 情
報
処
理
・
通
信
技
術
者

 
 そ
の
他
技
術
者

 
 医
師
、
⻭
科
医
師
、
獣
医
師
、

薬
剤
師

 
 保
健
師
、
助
産
師
、
看
護
師

 
 医
療
技
術
者

 
 そ
の
他
の
保
健
医
療
従
事
者

 
 社
会
福
祉
専
⾨
職
業
従
事
者

 
 そ
の
他
の
専
⾨
的
職
業
従
事
者

 
 ⼀
般
事
務
従
事
者

 
 会
計
事
務
従
事
者

 
 ⽣
産
関
連
事
務
従
事
者

 
 営
業
・
販
売
事
務
従
事
者

 
 外
勤
事
務
従
事
者

 
 運
輸
・
郵
便
事
務
従
事
者

 
 事
務
⽤
機
器
操
作
員

 
 商
品
販
売
従
事
者

 
 販
売
類
似
職
業
従
事
者

 
 営
業
職
業
従
事
者

 
 家
庭
⽣
活
⽀
援
サ
ー
ビ
ス
職
業

従
事
者

 
 介
護
サ
ー
ビ
ス
職
業
従
事
者

 
 保
健
医
療
サ
ー
ビ
ス
職
業
従
事

者

 
 ⽣
産
設
備
制
御
・
監
視
従
事
者

 
 機
械
組
⽴
設
備
制
御
・
監
視
従

事
者

 
 製
品
製
造
・
加
⼯
処
理
従
事
者

 
 機
械
組
⽴
従
事
者

 
 機
械
整
備
・
修
理
従
事
者

 
 製
品
検
査
従
事
者

 
 機
械
検
査
従
事
者

 
 ⽣
産
関
連
・
⽣
産
類
似
作
業
従

事
者

 
 鉄
道
運
転
従
事
者

 
 ⾃
動
⾞
運
転
従
事
者

 
 船
舶
・
航
空
機
運
転
従
事
者

 
 そ
の
他
の
輸
送
従
事
者

 
 定
置
・
建
設
機
械
運
転
従
事
者

 
 建
設
従
事
者

(建
設
躯
体
⼯
事
従

事
者
を
除
く

)
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 法
務
従
事
者

 
 経
営
・
⾦
融
・
保
険
専
⾨
職
業

従
事
者

 
 教
員

 
 宗
教
家

 
 著
述
家
、
記
者
、
編
集
者

 
 美
術
家
、
デ
ザ
イ
ナ
ー
、
写
真

家
、
映
像
撮
影
者

 
 ⾳
楽
家
、
舞
台
芸
術
家

 
 ⽣
活
衛
⽣
サ
ー
ビ
ス
職
業
従
事

者

 
 飲
⾷
物
調
理
従
事
者

 
 接
客
・
給
仕
職
業
従
事
者

 
 居
住
施
設
・
ビ
ル
等
管
理
⼈

 
 そ
の
他
の
サ
ー
ビ
ス
職
業
従
事

者

 
 農
業
従
事
者

 
 漁
業
従
事
者

 
 電
気
⼯
事
従
事
者

 
 採
掘
従
事
者

 
 運
搬
従
事
者

 
 清
掃
従
事
者

 
 包
装
従
事
者

 
 分
類
不
能
の
職
業

--
--
＜
改
ペ
ー
ジ
＞

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

【
回
答
者
条
件
】

  
Q

C1
で
「

1.
20

20
年

1〜
3⽉
」
で
『

1.
増
加
』
 
い
ず
れ
か
を
選
択
し
た

  
ま
た
は

Q
C1
で
「

2.
20

20
年

4〜
6⽉
」
で
『

1.
増
加
』
 
い
ず
れ
か
を
選
択
し
た

  
ま
た
は

Q
C1
で
「

3.
20

20
年

7〜
9⽉
」
で
『

1.
増
加
』
 
い
ず
れ
か
を
選
択
し
た

  
ま
た
は

Q
C1
で
「

4.
20

20
年

10
〜

12
⽉
」
で
『

1.
増
加
』
 
い
ず
れ
か
を
選
択
し
た

  
ま
た
は

Q
C1
で
「

5.
20

20
年

1〜
3⽉
」
で
『

1.
増
加
』
 
い
ず
れ
か
を
選
択
し
た

  
ま
た
は

Q
C1
で
「

6.
20

20
年

4〜
6⽉
」
で
『

1.
増
加
』
 
い
ず
れ
か
を
選
択
し
た

  
ま
た
は

Q
C1
で
「

7.
20

20
年

7〜
9⽉
」
で
『

1.
増
加
』
 
い
ず
れ
か
を
選
択
し
た

  
ま
た
は

Q
C1
で
「

8.
20

20
年

10
〜

12
⽉
」
で
『

1.
増
加
』
 
い
ず
れ
か
を
選
択
し
た
⽅
の
み

[必
須

]

Sq
C1

_3
 派
遣
労
働
者
が
増
加
し
た
事
業
所
に
う
か
が
い
ま
す
。
増
加
し
た
職
種
す
べ
て
を
選
択
し
て
く
だ
さ
い
。
（
複
数
回
答
可
）

 
 法
⼈
・
団
体
役
員

 
 法
⼈
・
団
体
管
理
職
員

 
 そ
の
他
管
理
的
職
業
従
事
者

 
 研
究
者

 
 農
林
⽔
産
技
術
者

 
 製
造
技
術
者

 
 建
築
・
⼟
⽊
・
測
量
技
術
者

 
 情
報
処
理
・
通
信
技
術
者

 
 そ
の
他
技
術
者

 
 そ
の
他
の
専
⾨
的
職
業
従
事
者

 
 ⼀
般
事
務
従
事
者

 
 会
計
事
務
従
事
者

 
 ⽣
産
関
連
事
務
従
事
者

 
 営
業
・
販
売
事
務
従
事
者

 
 外
勤
事
務
従
事
者

 
 運
輸
・
郵
便
事
務
従
事
者

 
 事
務
⽤
機
器
操
作
員

 
 商
品
販
売
従
事
者

 
 ⽣
産
設
備
制
御
・
監
視
従
事
者

 
 機
械
組
⽴
設
備
制
御
・
監
視
従

事
者

 
 製
品
製
造
・
加
⼯
処
理
従
事
者

 
 機
械
組
⽴
従
事
者

 
 機
械
整
備
・
修
理
従
事
者

 
 製
品
検
査
従
事
者

 
 機
械
検
査
従
事
者

 
 ⽣
産
関
連
・
⽣
産
類
似
作
業
従

事
者

 
 医
師
、
⻭
科
医
師
、
獣
医
師
、

薬
剤
師

 
 保
健
師
、
助
産
師
、
看
護
師

 
 医
療
技
術
者

 
 そ
の
他
の
保
健
医
療
従
事
者

 
 社
会
福
祉
専
⾨
職
業
従
事
者

 
 法
務
従
事
者

 
 経
営
・
⾦
融
・
保
険
専
⾨
職
業

従
事
者

 
 教
員

 
 宗
教
家

 
 著
述
家
、
記
者
、
編
集
者

 
 美
術
家
、
デ
ザ
イ
ナ
ー
、
写
真

家
、
映
像
撮
影
者

 
 ⾳
楽
家
、
舞
台
芸
術
家

 
 販
売
類
似
職
業
従
事
者

 
 営
業
職
業
従
事
者

 
 家
庭
⽣
活
⽀
援
サ
ー
ビ
ス
職
業

従
事
者

 
 介
護
サ
ー
ビ
ス
職
業
従
事
者

 
 保
健
医
療
サ
ー
ビ
ス
職
業
従
事

者

 
 ⽣
活
衛
⽣
サ
ー
ビ
ス
職
業
従
事

者

 
 飲
⾷
物
調
理
従
事
者

 
 接
客
・
給
仕
職
業
従
事
者

 
 居
住
施
設
・
ビ
ル
等
管
理
⼈

 
 そ
の
他
の
サ
ー
ビ
ス
職
業
従
事

者

 
 農
業
従
事
者

 
 漁
業
従
事
者

 
 鉄
道
運
転
従
事
者

 
 ⾃
動
⾞
運
転
従
事
者

 
 船
舶
・
航
空
機
運
転
従
事
者

 
 そ
の
他
の
輸
送
従
事
者

 
 定
置
・
建
設
機
械
運
転
従
事
者

 
 建
設
従
事
者

(建
設
躯
体
⼯
事
従

事
者
を
除
く

)

 
 電
気
⼯
事
従
事
者

 
 採
掘
従
事
者

 
 運
搬
従
事
者

 
 清
掃
従
事
者

 
 包
装
従
事
者

 
 分
類
不
能
の
職
業

--
--
＜
改
ペ
ー
ジ
＞

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

[必
須

]

Sq
C1

_4
 派
遣
労
働
者
が
増
加
し
た
職
種
の
内
、
貴
事
業
所
で
最
も
増
加
し
た
職
種
は
ど
れ
で
す
か
。

 
 法
⼈
・
団
体
役
員

 
 法
⼈
・
団
体
管
理
職
員

 
 そ
の
他
管
理
的
職
業
従
事
者

 
 研
究
者

 
 農
林
⽔
産
技
術
者

 
 製
造
技
術
者

 
 建
築
・
⼟
⽊
・
測
量
技
術
者

 
 情
報
処
理
・
通
信
技
術
者

 
 そ
の
他
技
術
者

 
 そ
の
他
の
専
⾨
的
職
業
従
事
者

 
 ⼀
般
事
務
従
事
者

 
 会
計
事
務
従
事
者

 
 ⽣
産
関
連
事
務
従
事
者

 
 営
業
・
販
売
事
務
従
事
者

 
 外
勤
事
務
従
事
者

 
 運
輸
・
郵
便
事
務
従
事
者

 
 事
務
⽤
機
器
操
作
員

 
 商
品
販
売
従
事
者

 
 ⽣
産
設
備
制
御
・
監
視
従
事
者

 
 機
械
組
⽴
設
備
制
御
・
監
視
従

事
者

 
 製
品
製
造
・
加
⼯
処
理
従
事
者

 
 機
械
組
⽴
従
事
者

 
 機
械
整
備
・
修
理
従
事
者

 
 製
品
検
査
従
事
者

 
 機
械
検
査
従
事
者

 
 ⽣
産
関
連
・
⽣
産
類
似
作
業
従

事
者

16A

 
 法
務
従
事
者

 
 経
営
・
⾦
融
・
保
険
専
⾨
職
業

従
事
者

 
 教
員

 
 宗
教
家

 
 著
述
家
、
記
者
、
編
集
者

 
 美
術
家
、
デ
ザ
イ
ナ
ー
、
写
真

家
、
映
像
撮
影
者

 
 ⾳
楽
家
、
舞
台
芸
術
家

 
 ⽣
活
衛
⽣
サ
ー
ビ
ス
職
業
従
事

者

 
 飲
⾷
物
調
理
従
事
者

 
 接
客
・
給
仕
職
業
従
事
者

 
 居
住
施
設
・
ビ
ル
等
管
理
⼈

 
 そ
の
他
の
サ
ー
ビ
ス
職
業
従
事

者

 
 農
業
従
事
者

 
 漁
業
従
事
者

 
 電
気
⼯
事
従
事
者

 
 採
掘
従
事
者

 
 運
搬
従
事
者

 
 清
掃
従
事
者

 
 包
装
従
事
者

 
 分
類
不
能
の
職
業

--
--
＜
改
ペ
ー
ジ
＞

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

【
回
答
者
条
件
】

  
Q

C1
で
「

1.
20

20
年

1〜
3⽉
」
で
『

1.
増
加
』
 
い
ず
れ
か
を
選
択
し
た

  
ま
た
は

Q
C1
で
「

2.
20

20
年

4〜
6⽉
」
で
『

1.
増
加
』
 
い
ず
れ
か
を
選
択
し
た

  
ま
た
は

Q
C1
で
「

3.
20

20
年

7〜
9⽉
」
で
『

1.
増
加
』
 
い
ず
れ
か
を
選
択
し
た

  
ま
た
は

Q
C1
で
「

4.
20

20
年

10
〜

12
⽉
」
で
『

1.
増
加
』
 
い
ず
れ
か
を
選
択
し
た

  
ま
た
は

Q
C1
で
「

5.
20

20
年

1〜
3⽉
」
で
『

1.
増
加
』
 
い
ず
れ
か
を
選
択
し
た

  
ま
た
は

Q
C1
で
「

6.
20

20
年

4〜
6⽉
」
で
『

1.
増
加
』
 
い
ず
れ
か
を
選
択
し
た

  
ま
た
は

Q
C1
で
「

7.
20

20
年

7〜
9⽉
」
で
『

1.
増
加
』
 
い
ず
れ
か
を
選
択
し
た

  
ま
た
は

Q
C1
で
「

8.
20

20
年

10
〜

12
⽉
」
で
『

1.
増
加
』
 
い
ず
れ
か
を
選
択
し
た
⽅
の
み

[必
須

]

Sq
C1

_3
 派
遣
労
働
者
が
増
加
し
た
事
業
所
に
う
か
が
い
ま
す
。
増
加
し
た
職
種
す
べ
て
を
選
択
し
て
く
だ
さ
い
。
（
複
数
回
答
可
）

 
 法
⼈
・
団
体
役
員

 
 法
⼈
・
団
体
管
理
職
員

 
 そ
の
他
管
理
的
職
業
従
事
者

 
 研
究
者

 
 農
林
⽔
産
技
術
者

 
 製
造
技
術
者

 
 建
築
・
⼟
⽊
・
測
量
技
術
者

 
 情
報
処
理
・
通
信
技
術
者

 
 そ
の
他
技
術
者

 
 そ
の
他
の
専
⾨
的
職
業
従
事
者

 
 ⼀
般
事
務
従
事
者

 
 会
計
事
務
従
事
者

 
 ⽣
産
関
連
事
務
従
事
者

 
 営
業
・
販
売
事
務
従
事
者

 
 外
勤
事
務
従
事
者

 
 運
輸
・
郵
便
事
務
従
事
者

 
 事
務
⽤
機
器
操
作
員

 
 商
品
販
売
従
事
者

 
 ⽣
産
設
備
制
御
・
監
視
従
事
者

 
 機
械
組
⽴
設
備
制
御
・
監
視
従

事
者

 
 製
品
製
造
・
加
⼯
処
理
従
事
者

 
 機
械
組
⽴
従
事
者

 
 機
械
整
備
・
修
理
従
事
者

 
 製
品
検
査
従
事
者

 
 機
械
検
査
従
事
者

 
 ⽣
産
関
連
・
⽣
産
類
似
作
業
従

事
者

 
 医
師
、
⻭
科
医
師
、
獣
医
師
、

薬
剤
師

 
 保
健
師
、
助
産
師
、
看
護
師

 
 医
療
技
術
者

 
 そ
の
他
の
保
健
医
療
従
事
者

 
 社
会
福
祉
専
⾨
職
業
従
事
者

 
 法
務
従
事
者

 
 経
営
・
⾦
融
・
保
険
専
⾨
職
業

従
事
者

 
 教
員

 
 宗
教
家

 
 著
述
家
、
記
者
、
編
集
者

 
 美
術
家
、
デ
ザ
イ
ナ
ー
、
写
真

家
、
映
像
撮
影
者

 
 ⾳
楽
家
、
舞
台
芸
術
家

 
 販
売
類
似
職
業
従
事
者

 
 営
業
職
業
従
事
者

 
 家
庭
⽣
活
⽀
援
サ
ー
ビ
ス
職
業

従
事
者

 
 介
護
サ
ー
ビ
ス
職
業
従
事
者

 
 保
健
医
療
サ
ー
ビ
ス
職
業
従
事

者

 
 ⽣
活
衛
⽣
サ
ー
ビ
ス
職
業
従
事

者

 
 飲
⾷
物
調
理
従
事
者

 
 接
客
・
給
仕
職
業
従
事
者

 
 居
住
施
設
・
ビ
ル
等
管
理
⼈

 
 そ
の
他
の
サ
ー
ビ
ス
職
業
従
事

者

 
 農
業
従
事
者

 
 漁
業
従
事
者

 
 鉄
道
運
転
従
事
者

 
 ⾃
動
⾞
運
転
従
事
者

 
 船
舶
・
航
空
機
運
転
従
事
者

 
 そ
の
他
の
輸
送
従
事
者

 
 定
置
・
建
設
機
械
運
転
従
事
者

 
 建
設
従
事
者

(建
設
躯
体
⼯
事
従

事
者
を
除
く

)

 
 電
気
⼯
事
従
事
者

 
 採
掘
従
事
者

 
 運
搬
従
事
者

 
 清
掃
従
事
者

 
 包
装
従
事
者

 
 分
類
不
能
の
職
業

--
--
＜
改
ペ
ー
ジ
＞

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

[必
須

]

Sq
C1

_4
 派
遣
労
働
者
が
増
加
し
た
職
種
の
内
、
貴
事
業
所
で
最
も
増
加
し
た
職
種
は
ど
れ
で
す
か
。

 
 法
⼈
・
団
体
役
員

 
 法
⼈
・
団
体
管
理
職
員

 
 そ
の
他
管
理
的
職
業
従
事
者

 
 研
究
者

 
 農
林
⽔
産
技
術
者

 
 製
造
技
術
者

 
 建
築
・
⼟
⽊
・
測
量
技
術
者

 
 情
報
処
理
・
通
信
技
術
者

 
 そ
の
他
技
術
者

 
 そ
の
他
の
専
⾨
的
職
業
従
事
者

 
 ⼀
般
事
務
従
事
者

 
 会
計
事
務
従
事
者

 
 ⽣
産
関
連
事
務
従
事
者

 
 営
業
・
販
売
事
務
従
事
者

 
 外
勤
事
務
従
事
者

 
 運
輸
・
郵
便
事
務
従
事
者

 
 事
務
⽤
機
器
操
作
員

 
 商
品
販
売
従
事
者

 
 ⽣
産
設
備
制
御
・
監
視
従
事
者

 
 機
械
組
⽴
設
備
制
御
・
監
視
従

事
者

 
 製
品
製
造
・
加
⼯
処
理
従
事
者

 
 機
械
組
⽴
従
事
者

 
 機
械
整
備
・
修
理
従
事
者

 
 製
品
検
査
従
事
者

 
 機
械
検
査
従
事
者

 
 ⽣
産
関
連
・
⽣
産
類
似
作
業
従

事
者

16A

 
 法
務
従
事
者

 
 経
営
・
⾦
融
・
保
険
専
⾨
職
業

従
事
者

 
 教
員

 
 宗
教
家

 
 著
述
家
、
記
者
、
編
集
者

 
 美
術
家
、
デ
ザ
イ
ナ
ー
、
写
真

家
、
映
像
撮
影
者

 
 ⾳
楽
家
、
舞
台
芸
術
家

 
 ⽣
活
衛
⽣
サ
ー
ビ
ス
職
業
従
事

者

 
 飲
⾷
物
調
理
従
事
者

 
 接
客
・
給
仕
職
業
従
事
者

 
 居
住
施
設
・
ビ
ル
等
管
理
⼈

 
 そ
の
他
の
サ
ー
ビ
ス
職
業
従
事

者

 
 農
業
従
事
者

 
 漁
業
従
事
者

 
 電
気
⼯
事
従
事
者

 
 採
掘
従
事
者

 
 運
搬
従
事
者

 
 清
掃
従
事
者

 
 包
装
従
事
者

 
 分
類
不
能
の
職
業

--
--
＜
改
ペ
ー
ジ
＞

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

【
回
答
者
条
件
】

  
Q

C1
で
「

1.
20

20
年

1〜
3⽉
」
で
『

1.
増
加
』
 
い
ず
れ
か
を
選
択
し
た

  
ま
た
は

Q
C1
で
「

2.
20

20
年

4〜
6⽉
」
で
『

1.
増
加
』
 
い
ず
れ
か
を
選
択
し
た

  
ま
た
は

Q
C1
で
「

3.
20

20
年

7〜
9⽉
」
で
『

1.
増
加
』
 
い
ず
れ
か
を
選
択
し
た

  
ま
た
は

Q
C1
で
「

4.
20

20
年

10
〜

12
⽉
」
で
『

1.
増
加
』
 
い
ず
れ
か
を
選
択
し
た

  
ま
た
は

Q
C1
で
「

5.
20

20
年

1〜
3⽉
」
で
『

1.
増
加
』
 
い
ず
れ
か
を
選
択
し
た

  
ま
た
は

Q
C1
で
「

6.
20

20
年

4〜
6⽉
」
で
『

1.
増
加
』
 
い
ず
れ
か
を
選
択
し
た

  
ま
た
は

Q
C1
で
「

7.
20

20
年

7〜
9⽉
」
で
『

1.
増
加
』
 
い
ず
れ
か
を
選
択
し
た

  
ま
た
は

Q
C1
で
「

8.
20

20
年

10
〜

12
⽉
」
で
『

1.
増
加
』
 
い
ず
れ
か
を
選
択
し
た
⽅
の
み

[必
須

]

Sq
C1

_3
 派
遣
労
働
者
が
増
加
し
た
事
業
所
に
う
か
が
い
ま
す
。
増
加
し
た
職
種
す
べ
て
を
選
択
し
て
く
だ
さ
い
。
（
複
数
回
答
可
）

 
 法
⼈
・
団
体
役
員

 
 法
⼈
・
団
体
管
理
職
員

 
 そ
の
他
管
理
的
職
業
従
事
者

 
 研
究
者

 
 農
林
⽔
産
技
術
者

 
 製
造
技
術
者

 
 建
築
・
⼟
⽊
・
測
量
技
術
者

 
 情
報
処
理
・
通
信
技
術
者

 
 そ
の
他
技
術
者

 
 そ
の
他
の
専
⾨
的
職
業
従
事
者

 
 ⼀
般
事
務
従
事
者

 
 会
計
事
務
従
事
者

 
 ⽣
産
関
連
事
務
従
事
者

 
 営
業
・
販
売
事
務
従
事
者

 
 外
勤
事
務
従
事
者

 
 運
輸
・
郵
便
事
務
従
事
者

 
 事
務
⽤
機
器
操
作
員

 
 商
品
販
売
従
事
者

 
 ⽣
産
設
備
制
御
・
監
視
従
事
者

 
 機
械
組
⽴
設
備
制
御
・
監
視
従

事
者

 
 製
品
製
造
・
加
⼯
処
理
従
事
者

 
 機
械
組
⽴
従
事
者

 
 機
械
整
備
・
修
理
従
事
者

 
 製
品
検
査
従
事
者

 
 機
械
検
査
従
事
者

 
 ⽣
産
関
連
・
⽣
産
類
似
作
業
従

事
者

 
 医
師
、
⻭
科
医
師
、
獣
医
師
、

薬
剤
師

 
 保
健
師
、
助
産
師
、
看
護
師

 
 医
療
技
術
者

 
 そ
の
他
の
保
健
医
療
従
事
者

 
 社
会
福
祉
専
⾨
職
業
従
事
者

 
 法
務
従
事
者

 
 経
営
・
⾦
融
・
保
険
専
⾨
職
業

従
事
者

 
 教
員

 
 宗
教
家

 
 著
述
家
、
記
者
、
編
集
者

 
 美
術
家
、
デ
ザ
イ
ナ
ー
、
写
真

家
、
映
像
撮
影
者

 
 ⾳
楽
家
、
舞
台
芸
術
家

 
 販
売
類
似
職
業
従
事
者

 
 営
業
職
業
従
事
者

 
 家
庭
⽣
活
⽀
援
サ
ー
ビ
ス
職
業

従
事
者

 
 介
護
サ
ー
ビ
ス
職
業
従
事
者

 
 保
健
医
療
サ
ー
ビ
ス
職
業
従
事

者

 
 ⽣
活
衛
⽣
サ
ー
ビ
ス
職
業
従
事

者

 
 飲
⾷
物
調
理
従
事
者

 
 接
客
・
給
仕
職
業
従
事
者

 
 居
住
施
設
・
ビ
ル
等
管
理
⼈

 
 そ
の
他
の
サ
ー
ビ
ス
職
業
従
事

者

 
 農
業
従
事
者

 
 漁
業
従
事
者

 
 鉄
道
運
転
従
事
者

 
 ⾃
動
⾞
運
転
従
事
者

 
 船
舶
・
航
空
機
運
転
従
事
者

 
 そ
の
他
の
輸
送
従
事
者

 
 定
置
・
建
設
機
械
運
転
従
事
者

 
 建
設
従
事
者

(建
設
躯
体
⼯
事
従

事
者
を
除
く

)

 
 電
気
⼯
事
従
事
者

 
 採
掘
従
事
者

 
 運
搬
従
事
者

 
 清
掃
従
事
者

 
 包
装
従
事
者

 
 分
類
不
能
の
職
業

--
--
＜
改
ペ
ー
ジ
＞

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

[必
須

]

Sq
C1

_4
 派
遣
労
働
者
が
増
加
し
た
職
種
の
内
、
貴
事
業
所
で
最
も
増
加
し
た
職
種
は
ど
れ
で
す
か
。

 
 法
⼈
・
団
体
役
員

 
 法
⼈
・
団
体
管
理
職
員

 
 そ
の
他
管
理
的
職
業
従
事
者

 
 研
究
者

 
 農
林
⽔
産
技
術
者

 
 製
造
技
術
者

 
 建
築
・
⼟
⽊
・
測
量
技
術
者

 
 情
報
処
理
・
通
信
技
術
者

 
 そ
の
他
技
術
者

 
 そ
の
他
の
専
⾨
的
職
業
従
事
者

 
 ⼀
般
事
務
従
事
者

 
 会
計
事
務
従
事
者

 
 ⽣
産
関
連
事
務
従
事
者

 
 営
業
・
販
売
事
務
従
事
者

 
 外
勤
事
務
従
事
者

 
 運
輸
・
郵
便
事
務
従
事
者

 
 事
務
⽤
機
器
操
作
員

 
 商
品
販
売
従
事
者

 
 ⽣
産
設
備
制
御
・
監
視
従
事
者

 
 機
械
組
⽴
設
備
制
御
・
監
視
従

事
者

 
 製
品
製
造
・
加
⼯
処
理
従
事
者

 
 機
械
組
⽴
従
事
者

 
 機
械
整
備
・
修
理
従
事
者

 
 製
品
検
査
従
事
者

 
 機
械
検
査
従
事
者

 
 ⽣
産
関
連
・
⽣
産
類
似
作
業
従

事
者

- 98 -

104



17A

 
 医
師
、
⻭
科
医
師
、
獣
医
師
、

薬
剤
師

 
 保
健
師
、
助
産
師
、
看
護
師

 
 医
療
技
術
者

 
 そ
の
他
の
保
健
医
療
従
事
者

 
 社
会
福
祉
専
⾨
職
業
従
事
者

 
 法
務
従
事
者

 
 経
営
・
⾦
融
・
保
険
専
⾨
職
業

従
事
者

 
 教
員

 
 宗
教
家

 
 著
述
家
、
記
者
、
編
集
者

 
 美
術
家
、
デ
ザ
イ
ナ
ー
、
写
真

家
、
映
像
撮
影
者

 
 ⾳
楽
家
、
舞
台
芸
術
家

 
 販
売
類
似
職
業
従
事
者

 
 営
業
職
業
従
事
者

 
 家
庭
⽣
活
⽀
援
サ
ー
ビ
ス
職
業

従
事
者

 
 介
護
サ
ー
ビ
ス
職
業
従
事
者

 
 保
健
医
療
サ
ー
ビ
ス
職
業
従
事

者

 
 ⽣
活
衛
⽣
サ
ー
ビ
ス
職
業
従
事

者

 
 飲
⾷
物
調
理
従
事
者

 
 接
客
・
給
仕
職
業
従
事
者

 
 居
住
施
設
・
ビ
ル
等
管
理
⼈

 
 そ
の
他
の
サ
ー
ビ
ス
職
業
従
事

者

 
 農
業
従
事
者

 
 漁
業
従
事
者

 
 鉄
道
運
転
従
事
者

 
 ⾃
動
⾞
運
転
従
事
者

 
 船
舶
・
航
空
機
運
転
従
事
者

 
 そ
の
他
の
輸
送
従
事
者

 
 定
置
・
建
設
機
械
運
転
従
事
者

 
 建
設
従
事
者

(建
設
躯
体
⼯
事
従

事
者
を
除
く

)

 
 電
気
⼯
事
従
事
者

 
 採
掘
従
事
者

 
 運
搬
従
事
者

 
 清
掃
従
事
者

 
 包
装
従
事
者

 
 分
類
不
能
の
職
業

--
--
＜
改
ペ
ー
ジ
＞

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

【
回
答
者
条
件
】

  
Q

C1
で
「

1.
20

20
年

1〜
3⽉
」
で
『

1.
増
加
』
〜
『

6.
20
％
以
上
減
少
』
 
い
ず
れ
か
を
選
択
し
た

  
ま
た
は

Q
C1
で
「

2.
20

20
年

4〜
6⽉
」
で
『

1.
増
加
』
〜
『

6.
20
％
以
上
減
少
』
 
い
ず
れ
か
を
選
択
し
た

  
ま
た
は

Q
C1
で
「

3.
20

20
年

7〜
9⽉
」
で
『

1.
増
加
』
〜
『

6.
20
％
以
上
減
少
』
 
い
ず
れ
か
を
選
択
し
た

  
ま
た
は

Q
C1
で
「

4.
20

20
年

10
〜

12
⽉
」
で
『

1.
増
加
』
〜
『

6.
20
％
以
上
減
少
』
 
い
ず
れ
か
を
選
択
し
た

  
ま
た
は

Q
C1
で
「

5.
20

20
年

1〜
3⽉
」
で
『

1.
増
加
』
〜
『

6.
20
％
以
上
減
少
』
 
い
ず
れ
か
を
選
択
し
た

  
ま
た
は

Q
C1
で
「

6.
20

20
年

4〜
6⽉
」
で
『

1.
増
加
』
〜
『

6.
20
％
以
上
減
少
』
 
い
ず
れ
か
を
選
択
し
た

  
ま
た
は

Q
C1
で
「

7.
20

20
年

7〜
9⽉
」
で
『

1.
増
加
』
〜
『

6.
20
％
以
上
減
少
』
 
い
ず
れ
か
を
選
択
し
た

  
ま
た
は

Q
C1
で
「

8.
20

20
年

10
〜

12
⽉
」
で
『

1.
増
加
』
〜
『

6.
20
％
以
上
減
少
』
 
い
ず
れ
か
を
選
択
し
た
⽅
の
み

[必
須

]

Q
C2

 貴
事
業
所
に
在
籍
す
る
派
遣
労
働
者
に
対
し
、
雇
⽤
調
整
助
成
⾦
を
利
⽤
し
ま
し
た
か
。

 
 利
⽤
し
た

 
 利
⽤
し
な
か
っ
た

最
初
に
申
請
し
た
の
は
何
⽉
で
す
か
 
 
 
 
 
 
 
 
 

⽉
 
※
半
⾓
数
字
で

休
業
⽇
の
う
ち
、
１
か
⽉
１
⼈
あ
た
り
の

平
均
的
な
利
⽤
⽇
数
は
ど
の
く
ら
い
で
す
か
 
 
 
 
 
 

⽇
／
⽉

雇
⽤
調
整
助
成
⾦
を
利
⽤
し
た

平
均
的
な
⽉
数
（
申
請
⽉
数
）
は
ど
の
く
ら
い
で
す
か
 
 

か
⽉

貴
事
業
所
の
１
か
⽉
あ
た
り
の

平
均
的
な
利
⽤
⼈
数
（
派
遣
労
働
者
数
）
は
何
⼈
で
す
か
 

⼈

--
--
＜
改
ペ
ー
ジ
＞

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

【
回
答
者
条
件
】

  
Q

C2
で
『

1.
利
⽤
し
た
』
 
い
ず
れ
か
を
選
択
し
た
⽅
の
み

Sq
C2

_1
 在
籍
す
る
派
遣
労
働
者
に
対
し
、
雇
⽤
調
整
助
成
⾦
を
利
⽤
し
た
事
業
所
に
う
か
が
い
ま
す
。

--
--
＜
改
ペ
ー
ジ
＞

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

【
回
答
者
条
件
】

  
Q

C2
で
『

1.
利
⽤
し
た
』
 
い
ず
れ
か
を
選
択
し
た
⽅
の
み

[必
須

]

Sq
C2

_2
 在
籍
す
る
派
遣
労
働
者
に
対
し
、
雇
⽤
調
整
助
成
⾦
を
利
⽤
し
た
事
業
所
に
う
か
が
い
ま
す
。

利
⽤
し
て
い
る
派
遣
労
働
者
の
う
ち
、
有
期
雇
⽤
派
遣
労
働
者
は
何
割
を
占
め
ま
す
か
。

 
 有
期
派
遣
労
働
者
は
も
と
も
と
い
な
い

 
 0
割

 
 約
１
割

 
 約
２
割

 
 約
３
割

 
 約
４
割

 
 約
５
割

 
 約
６
割

 
 約
７
割

 
 約
８
割

 
 約
９
割

 
 1

0割

--
--
＜
改
ペ
ー
ジ
＞

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

17A

 
 医
師
、
⻭
科
医
師
、
獣
医
師
、

薬
剤
師

 
 保
健
師
、
助
産
師
、
看
護
師

 
 医
療
技
術
者

 
 そ
の
他
の
保
健
医
療
従
事
者

 
 社
会
福
祉
専
⾨
職
業
従
事
者

 
 法
務
従
事
者

 
 経
営
・
⾦
融
・
保
険
専
⾨
職
業

従
事
者

 
 教
員

 
 宗
教
家

 
 著
述
家
、
記
者
、
編
集
者

 
 美
術
家
、
デ
ザ
イ
ナ
ー
、
写
真

家
、
映
像
撮
影
者

 
 ⾳
楽
家
、
舞
台
芸
術
家

 
 販
売
類
似
職
業
従
事
者

 
 営
業
職
業
従
事
者

 
 家
庭
⽣
活
⽀
援
サ
ー
ビ
ス
職
業

従
事
者

 
 介
護
サ
ー
ビ
ス
職
業
従
事
者

 
 保
健
医
療
サ
ー
ビ
ス
職
業
従
事

者

 
 ⽣
活
衛
⽣
サ
ー
ビ
ス
職
業
従
事

者

 
 飲
⾷
物
調
理
従
事
者

 
 接
客
・
給
仕
職
業
従
事
者

 
 居
住
施
設
・
ビ
ル
等
管
理
⼈

 
 そ
の
他
の
サ
ー
ビ
ス
職
業
従
事

者

 
 農
業
従
事
者

 
 漁
業
従
事
者

 
 鉄
道
運
転
従
事
者

 
 ⾃
動
⾞
運
転
従
事
者

 
 船
舶
・
航
空
機
運
転
従
事
者

 
 そ
の
他
の
輸
送
従
事
者

 
 定
置
・
建
設
機
械
運
転
従
事
者

 
 建
設
従
事
者

(建
設
躯
体
⼯
事
従

事
者
を
除
く

)

 
 電
気
⼯
事
従
事
者

 
 採
掘
従
事
者

 
 運
搬
従
事
者

 
 清
掃
従
事
者

 
 包
装
従
事
者

 
 分
類
不
能
の
職
業

--
--
＜
改
ペ
ー
ジ
＞

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

【
回
答
者
条
件
】

  
Q

C1
で
「

1.
20

20
年

1〜
3⽉
」
で
『

1.
増
加
』
〜
『

6.
20
％
以
上
減
少
』
 
い
ず
れ
か
を
選
択
し
た

  
ま
た
は

Q
C1
で
「

2.
20

20
年

4〜
6⽉
」
で
『

1.
増
加
』
〜
『

6.
20
％
以
上
減
少
』
 
い
ず
れ
か
を
選
択
し
た

  
ま
た
は

Q
C1
で
「

3.
20

20
年

7〜
9⽉
」
で
『

1.
増
加
』
〜
『

6.
20
％
以
上
減
少
』
 
い
ず
れ
か
を
選
択
し
た

  
ま
た
は

Q
C1
で
「

4.
20

20
年

10
〜

12
⽉
」
で
『

1.
増
加
』
〜
『

6.
20
％
以
上
減
少
』
 
い
ず
れ
か
を
選
択
し
た

  
ま
た
は

Q
C1
で
「

5.
20

20
年

1〜
3⽉
」
で
『

1.
増
加
』
〜
『

6.
20
％
以
上
減
少
』
 
い
ず
れ
か
を
選
択
し
た

  
ま
た
は

Q
C1
で
「

6.
20

20
年

4〜
6⽉
」
で
『

1.
増
加
』
〜
『

6.
20
％
以
上
減
少
』
 
い
ず
れ
か
を
選
択
し
た

  
ま
た
は

Q
C1
で
「

7.
20

20
年

7〜
9⽉
」
で
『

1.
増
加
』
〜
『

6.
20
％
以
上
減
少
』
 
い
ず
れ
か
を
選
択
し
た

  
ま
た
は

Q
C1
で
「

8.
20

20
年

10
〜

12
⽉
」
で
『

1.
増
加
』
〜
『

6.
20
％
以
上
減
少
』
 
い
ず
れ
か
を
選
択
し
た
⽅
の
み

[必
須

]

Q
C2

 貴
事
業
所
に
在
籍
す
る
派
遣
労
働
者
に
対
し
、
雇
⽤
調
整
助
成
⾦
を
利
⽤
し
ま
し
た
か
。

 
 利
⽤
し
た

 
 利
⽤
し
な
か
っ
た

最
初
に
申
請
し
た
の
は
何
⽉
で
す
か
 
 
 
 
 
 
 
 
 

⽉
 
※
半
⾓
数
字
で

休
業
⽇
の
う
ち
、
１
か
⽉
１
⼈
あ
た
り
の

平
均
的
な
利
⽤
⽇
数
は
ど
の
く
ら
い
で
す
か
 
 
 
 
 
 

⽇
／
⽉

雇
⽤
調
整
助
成
⾦
を
利
⽤
し
た

平
均
的
な
⽉
数
（
申
請
⽉
数
）
は
ど
の
く
ら
い
で
す
か
 
 

か
⽉

貴
事
業
所
の
１
か
⽉
あ
た
り
の

平
均
的
な
利
⽤
⼈
数
（
派
遣
労
働
者
数
）
は
何
⼈
で
す
か
 

⼈

--
--
＜
改
ペ
ー
ジ
＞

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

【
回
答
者
条
件
】

  
Q

C2
で
『

1.
利
⽤
し
た
』
 
い
ず
れ
か
を
選
択
し
た
⽅
の
み

Sq
C2

_1
 在
籍
す
る
派
遣
労
働
者
に
対
し
、
雇
⽤
調
整
助
成
⾦
を
利
⽤
し
た
事
業
所
に
う
か
が
い
ま
す
。

--
--
＜
改
ペ
ー
ジ
＞

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

【
回
答
者
条
件
】

  
Q

C2
で
『

1.
利
⽤
し
た
』
 
い
ず
れ
か
を
選
択
し
た
⽅
の
み

[必
須

]

Sq
C2

_2
 在
籍
す
る
派
遣
労
働
者
に
対
し
、
雇
⽤
調
整
助
成
⾦
を
利
⽤
し
た
事
業
所
に
う
か
が
い
ま
す
。

利
⽤
し
て
い
る
派
遣
労
働
者
の
う
ち
、
有
期
雇
⽤
派
遣
労
働
者
は
何
割
を
占
め
ま
す
か
。

 
 有
期
派
遣
労
働
者
は
も
と
も
と
い
な
い

 
 0
割

 
 約
１
割

 
 約
２
割

 
 約
３
割

 
 約
４
割

 
 約
５
割

 
 約
６
割

 
 約
７
割

 
 約
８
割

 
 約
９
割

 
 1

0割

--
--
＜
改
ペ
ー
ジ
＞

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

17A

 
 医
師
、
⻭
科
医
師
、
獣
医
師
、

薬
剤
師

 
 保
健
師
、
助
産
師
、
看
護
師

 
 医
療
技
術
者

 
 そ
の
他
の
保
健
医
療
従
事
者

 
 社
会
福
祉
専
⾨
職
業
従
事
者

 
 法
務
従
事
者

 
 経
営
・
⾦
融
・
保
険
専
⾨
職
業

従
事
者

 
 教
員

 
 宗
教
家

 
 著
述
家
、
記
者
、
編
集
者

 
 美
術
家
、
デ
ザ
イ
ナ
ー
、
写
真

家
、
映
像
撮
影
者

 
 ⾳
楽
家
、
舞
台
芸
術
家

 
 販
売
類
似
職
業
従
事
者

 
 営
業
職
業
従
事
者

 
 家
庭
⽣
活
⽀
援
サ
ー
ビ
ス
職
業

従
事
者

 
 介
護
サ
ー
ビ
ス
職
業
従
事
者

 
 保
健
医
療
サ
ー
ビ
ス
職
業
従
事

者

 
 ⽣
活
衛
⽣
サ
ー
ビ
ス
職
業
従
事

者

 
 飲
⾷
物
調
理
従
事
者

 
 接
客
・
給
仕
職
業
従
事
者

 
 居
住
施
設
・
ビ
ル
等
管
理
⼈

 
 そ
の
他
の
サ
ー
ビ
ス
職
業
従
事

者

 
 農
業
従
事
者

 
 漁
業
従
事
者

 
 鉄
道
運
転
従
事
者

 
 ⾃
動
⾞
運
転
従
事
者

 
 船
舶
・
航
空
機
運
転
従
事
者

 
 そ
の
他
の
輸
送
従
事
者

 
 定
置
・
建
設
機
械
運
転
従
事
者

 
 建
設
従
事
者

(建
設
躯
体
⼯
事
従

事
者
を
除
く

)

 
 電
気
⼯
事
従
事
者

 
 採
掘
従
事
者

 
 運
搬
従
事
者

 
 清
掃
従
事
者

 
 包
装
従
事
者

 
 分
類
不
能
の
職
業

--
--
＜
改
ペ
ー
ジ
＞

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

【
回
答
者
条
件
】

  
Q

C1
で
「

1.
20

20
年

1〜
3⽉
」
で
『

1.
増
加
』
〜
『

6.
20
％
以
上
減
少
』
 
い
ず
れ
か
を
選
択
し
た

  
ま
た
は

Q
C1
で
「

2.
20

20
年

4〜
6⽉
」
で
『

1.
増
加
』
〜
『

6.
20
％
以
上
減
少
』
 
い
ず
れ
か
を
選
択
し
た

  
ま
た
は

Q
C1
で
「

3.
20

20
年

7〜
9⽉
」
で
『

1.
増
加
』
〜
『

6.
20
％
以
上
減
少
』
 
い
ず
れ
か
を
選
択
し
た

  
ま
た
は

Q
C1
で
「

4.
20

20
年

10
〜

12
⽉
」
で
『

1.
増
加
』
〜
『

6.
20
％
以
上
減
少
』
 
い
ず
れ
か
を
選
択
し
た

  
ま
た
は

Q
C1
で
「

5.
20

20
年

1〜
3⽉
」
で
『

1.
増
加
』
〜
『

6.
20
％
以
上
減
少
』
 
い
ず
れ
か
を
選
択
し
た

  
ま
た
は

Q
C1
で
「

6.
20

20
年

4〜
6⽉
」
で
『

1.
増
加
』
〜
『

6.
20
％
以
上
減
少
』
 
い
ず
れ
か
を
選
択
し
た

  
ま
た
は

Q
C1
で
「

7.
20

20
年

7〜
9⽉
」
で
『

1.
増
加
』
〜
『

6.
20
％
以
上
減
少
』
 
い
ず
れ
か
を
選
択
し
た

  
ま
た
は

Q
C1
で
「

8.
20

20
年

10
〜

12
⽉
」
で
『

1.
増
加
』
〜
『

6.
20
％
以
上
減
少
』
 
い
ず
れ
か
を
選
択
し
た
⽅
の
み

[必
須

]

Q
C2

 貴
事
業
所
に
在
籍
す
る
派
遣
労
働
者
に
対
し
、
雇
⽤
調
整
助
成
⾦
を
利
⽤
し
ま
し
た
か
。

 
 利
⽤
し
た

 
 利
⽤
し
な
か
っ
た

最
初
に
申
請
し
た
の
は
何
⽉
で
す
か
 
 
 
 
 
 
 
 
 

⽉
 
※
半
⾓
数
字
で

休
業
⽇
の
う
ち
、
１
か
⽉
１
⼈
あ
た
り
の

平
均
的
な
利
⽤
⽇
数
は
ど
の
く
ら
い
で
す
か
 
 
 
 
 
 

⽇
／
⽉

雇
⽤
調
整
助
成
⾦
を
利
⽤
し
た

平
均
的
な
⽉
数
（
申
請
⽉
数
）
は
ど
の
く
ら
い
で
す
か
 
 

か
⽉

貴
事
業
所
の
１
か
⽉
あ
た
り
の

平
均
的
な
利
⽤
⼈
数
（
派
遣
労
働
者
数
）
は
何
⼈
で
す
か
 

⼈

--
--
＜
改
ペ
ー
ジ
＞

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

【
回
答
者
条
件
】

  
Q

C2
で
『

1.
利
⽤
し
た
』
 
い
ず
れ
か
を
選
択
し
た
⽅
の
み

Sq
C2

_1
 在
籍
す
る
派
遣
労
働
者
に
対
し
、
雇
⽤
調
整
助
成
⾦
を
利
⽤
し
た
事
業
所
に
う
か
が
い
ま
す
。

--
--
＜
改
ペ
ー
ジ
＞

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

【
回
答
者
条
件
】

  
Q

C2
で
『

1.
利
⽤
し
た
』
 
い
ず
れ
か
を
選
択
し
た
⽅
の
み

[必
須

]

Sq
C2

_2
 在
籍
す
る
派
遣
労
働
者
に
対
し
、
雇
⽤
調
整
助
成
⾦
を
利
⽤
し
た
事
業
所
に
う
か
が
い
ま
す
。

利
⽤
し
て
い
る
派
遣
労
働
者
の
う
ち
、
有
期
雇
⽤
派
遣
労
働
者
は
何
割
を
占
め
ま
す
か
。

 
 有
期
派
遣
労
働
者
は
も
と
も
と
い
な
い

 
 0
割

 
 約
１
割

 
 約
２
割

 
 約
３
割

 
 約
４
割

 
 約
５
割

 
 約
６
割

 
 約
７
割

 
 約
８
割

 
 約
９
割

 
 1

0割

--
--
＜
改
ペ
ー
ジ
＞

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

- 99 -

105



18A

【
回
答
者
条
件
】

  
Sq

C2
_2
で
『

2.
0割
』
〜
『

12
.1

0割
』
 
い
ず
れ
か
を
選
択
し
た
⽅
の
み

[必
須

]

Sq
C2

_3
 在
籍
す
る
派
遣
労
働
者
に
対
し
、
雇
⽤
調
整
助
成
⾦
を
利
⽤
し
た
事
業
所
に
う
か
が
い
ま
す
。

有
期
雇
⽤
／
無
期
雇
⽤
に
関
係
な
く
利
⽤
し
ま
し
た
か
。

 
 は
い

 
 い
い
え

 
 無
期
雇
⽤
派
遣
労
働
者
は
も
と
も
と
い
な
い

--
--
＜
改
ペ
ー
ジ
＞

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

【
回
答
者
条
件
】

  
Q

C2
で
『

1.
利
⽤
し
た
』
 
い
ず
れ
か
を
選
択
し
た
⽅
の
み

[必
須

]

Sq
C2

_4
 在
籍
す
る
派
遣
労
働
者
に
対
し
、
雇
⽤
調
整
助
成
⾦
を
利
⽤
し
た
事
業
所
に
う
か
が
い
ま
す
。

休
業
協
定
、
訓
練
協
定
の
締
結
に
あ
た
っ
て
、
ど
の
よ
う
に
労
使
協
定
を
結
び
ま
し
た
か
。

 
 過
半
数
代
表
と
な
る
労
働
組
合
と
締
結
（
合
意
）
し
た

 
 常
時
選
出
し
て
い
る
過
半
数
代
表
者
と
締
結
（
合
意
）
し
た

 
 同
⼀
労
働
同
⼀
賃
⾦
に
関
す
る
対
応
な
ど
で
直
近
に
選
出
し
て
い
た
過
半
数
代
表
者
と
締
結
（
合
意
）
し
た

 
 当
該
助
成
⾦
申
請
の
た
め
選
出
し
た
過
半
数
代
表
者
と
締
結
（
合
意
）
し
た

 
 そ
の
他
（

 
 ）

--
--
＜
改
ペ
ー
ジ
＞

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

【
回
答
者
条
件
】

  
Q

C1
で
「

1.
20

20
年

1〜
3⽉
」
で
『

1.
増
加
』
〜
『

6.
20
％
以
上
減
少
』
 
い
ず
れ
か
を
選
択
し
た

  
ま
た
は

Q
C1
で
「

2.
20

20
年

4〜
6⽉
」
で
『

1.
増
加
』
〜
『

6.
20
％
以
上
減
少
』
 
い
ず
れ
か
を
選
択
し
た

  
ま
た
は

Q
C1
で
「

3.
20

20
年

7〜
9⽉
」
で
『

1.
増
加
』
〜
『

6.
20
％
以
上
減
少
』
 
い
ず
れ
か
を
選
択
し
た

  
ま
た
は

Q
C1
で
「

4.
20

20
年

10
〜

12
⽉
」
で
『

1.
増
加
』
〜
『

6.
20
％
以
上
減
少
』
 
い
ず
れ
か
を
選
択
し
た

  
ま
た
は

Q
C1
で
「

5.
20

20
年

1〜
3⽉
」
で
『

1.
増
加
』
〜
『

6.
20
％
以
上
減
少
』
 
い
ず
れ
か
を
選
択
し
た

  
ま
た
は

Q
C1
で
「

6.
20

20
年

4〜
6⽉
」
で
『

1.
増
加
』
〜
『

6.
20
％
以
上
減
少
』
 
い
ず
れ
か
を
選
択
し
た

  
ま
た
は

Q
C1
で
「

7.
20

20
年

7〜
9⽉
」
で
『

1.
増
加
』
〜
『

6.
20
％
以
上
減
少
』
 
い
ず
れ
か
を
選
択
し
た

  
ま
た
は

Q
C1
で
「

8.
20

20
年

10
〜

12
⽉
」
で
『

1.
増
加
』
〜
『

6.
20
％
以
上
減
少
』
 
い
ず
れ
か
を
選
択
し
た
⽅
の
み

[必
須

]

Q
C3

 新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
の
流
⾏
に
よ
っ
て
、
休
業
に
な
っ
た
派
遣
先
事
業
所
は
ど
の
位
あ
り
ま
し
た
か
。

 
 全
く
な
か
っ
た

 
 ２
割
未
満

 
 ２
割
以
上
５
割
未
満

 
 ５
割
以
上
８
割
未
満

 
 ８
割
以
上

--
--
＜
改
ペ
ー
ジ
＞

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

【
回
答
者
条
件
】

  
Q

C3
で
『

2.
２
割
未
満
』
〜
『

5.
８
割
以
上
』
 
い
ず
れ
か
を
選
択
し
た
⽅
の
み

[必
須

]

Sq
C3

_1
 休
業
に
な
っ
た
派
遣
先
の
契
約
は
、
ど
の
く
ら
い
維
持
さ
れ
ま
し
た
か
。
（
休
業
に
な
っ
た
派
遣
先
の
派
遣
労
働
者
の
う
ち
、
契
約
維
持
さ
れ

た
派
遣
労
働
者
の
割
合
を
お
答
え
く
だ
さ
い
）

 
 全
く
維
持
さ
れ
な
か
っ
た

 
 維
持
さ
れ
た
の
は
２
割
未
満

 
 維
持
さ
れ
た
の
は
２
割
以
上
５
割
未
満

 
 維
持
さ
れ
た
の
は
５
割
以
上
８
割
未
満

 
 維
持
さ
れ
た
の
は
８
割
以
上

 
 す
べ
て
維
持
さ
れ
た

--
--
＜
改
ペ
ー
ジ
＞

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

【
回
答
者
条
件
】

  
Q

C3
で
『

2.
２
割
未
満
』
〜
『

5.
８
割
以
上
』
 
い
ず
れ
か
を
選
択
し
た
⽅
の
み

[必
須

]

Sq
C3

_2
 派
遣
先
が
休
業
に
な
っ
た
と
き
、
派
遣
先
に
対
し
て
派
遣
契
約
の
維
持
に
つ
い
て
交
渉
し
ま
し
た
か
。

 
 し
た

 
 し
て
い
な
い

--
--
＜
改
ペ
ー
ジ
＞

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

【
回
答
者
条
件
】

  
Q

C3
で
『

2.
２
割
未
満
』
〜
『

5.
８
割
以
上
』
 
い
ず
れ
か
を
選
択
し
た
⽅
の
み
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【
回
答
者
条
件
】

  
Sq

C2
_2
で
『

2.
0割
』
〜
『

12
.1

0割
』
 
い
ず
れ
か
を
選
択
し
た
⽅
の
み

[必
須

]

Sq
C2

_3
 在
籍
す
る
派
遣
労
働
者
に
対
し
、
雇
⽤
調
整
助
成
⾦
を
利
⽤
し
た
事
業
所
に
う
か
が
い
ま
す
。

有
期
雇
⽤
／
無
期
雇
⽤
に
関
係
な
く
利
⽤
し
ま
し
た
か
。

 
 は
い

 
 い
い
え

 
 無
期
雇
⽤
派
遣
労
働
者
は
も
と
も
と
い
な
い

--
--
＜
改
ペ
ー
ジ
＞

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

【
回
答
者
条
件
】

  
Q

C2
で
『

1.
利
⽤
し
た
』
 
い
ず
れ
か
を
選
択
し
た
⽅
の
み

[必
須

]

Sq
C2

_4
 在
籍
す
る
派
遣
労
働
者
に
対
し
、
雇
⽤
調
整
助
成
⾦
を
利
⽤
し
た
事
業
所
に
う
か
が
い
ま
す
。

休
業
協
定
、
訓
練
協
定
の
締
結
に
あ
た
っ
て
、
ど
の
よ
う
に
労
使
協
定
を
結
び
ま
し
た
か
。

 
 過
半
数
代
表
と
な
る
労
働
組
合
と
締
結
（
合
意
）
し
た

 
 常
時
選
出
し
て
い
る
過
半
数
代
表
者
と
締
結
（
合
意
）
し
た

 
 同
⼀
労
働
同
⼀
賃
⾦
に
関
す
る
対
応
な
ど
で
直
近
に
選
出
し
て
い
た
過
半
数
代
表
者
と
締
結
（
合
意
）
し
た

 
 当
該
助
成
⾦
申
請
の
た
め
選
出
し
た
過
半
数
代
表
者
と
締
結
（
合
意
）
し
た

 
 そ
の
他
（

 
 ）

--
--
＜
改
ペ
ー
ジ
＞

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

【
回
答
者
条
件
】

  
Q

C1
で
「

1.
20

20
年

1〜
3⽉
」
で
『

1.
増
加
』
〜
『

6.
20
％
以
上
減
少
』
 
い
ず
れ
か
を
選
択
し
た

  
ま
た
は

Q
C1
で
「

2.
20

20
年

4〜
6⽉
」
で
『

1.
増
加
』
〜
『

6.
20
％
以
上
減
少
』
 
い
ず
れ
か
を
選
択
し
た

  
ま
た
は

Q
C1
で
「

3.
20

20
年

7〜
9⽉
」
で
『

1.
増
加
』
〜
『

6.
20
％
以
上
減
少
』
 
い
ず
れ
か
を
選
択
し
た

  
ま
た
は

Q
C1
で
「

4.
20

20
年

10
〜

12
⽉
」
で
『

1.
増
加
』
〜
『

6.
20
％
以
上
減
少
』
 
い
ず
れ
か
を
選
択
し
た

  
ま
た
は

Q
C1
で
「

5.
20

20
年

1〜
3⽉
」
で
『

1.
増
加
』
〜
『

6.
20
％
以
上
減
少
』
 
い
ず
れ
か
を
選
択
し
た

  
ま
た
は

Q
C1
で
「

6.
20

20
年

4〜
6⽉
」
で
『

1.
増
加
』
〜
『

6.
20
％
以
上
減
少
』
 
い
ず
れ
か
を
選
択
し
た

  
ま
た
は

Q
C1
で
「

7.
20

20
年

7〜
9⽉
」
で
『

1.
増
加
』
〜
『

6.
20
％
以
上
減
少
』
 
い
ず
れ
か
を
選
択
し
た

  
ま
た
は

Q
C1
で
「

8.
20

20
年

10
〜

12
⽉
」
で
『

1.
増
加
』
〜
『

6.
20
％
以
上
減
少
』
 
い
ず
れ
か
を
選
択
し
た
⽅
の
み

[必
須

]

Q
C3

 新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
の
流
⾏
に
よ
っ
て
、
休
業
に
な
っ
た
派
遣
先
事
業
所
は
ど
の
位
あ
り
ま
し
た
か
。

 
 全
く
な
か
っ
た

 
 ２
割
未
満

 
 ２
割
以
上
５
割
未
満

 
 ５
割
以
上
８
割
未
満

 
 ８
割
以
上

--
--
＜
改
ペ
ー
ジ
＞

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

【
回
答
者
条
件
】

  
Q

C3
で
『

2.
２
割
未
満
』
〜
『

5.
８
割
以
上
』
 
い
ず
れ
か
を
選
択
し
た
⽅
の
み

[必
須

]

Sq
C3

_1
 休
業
に
な
っ
た
派
遣
先
の
契
約
は
、
ど
の
く
ら
い
維
持
さ
れ
ま
し
た
か
。
（
休
業
に
な
っ
た
派
遣
先
の
派
遣
労
働
者
の
う
ち
、
契
約
維
持
さ
れ

た
派
遣
労
働
者
の
割
合
を
お
答
え
く
だ
さ
い
）

 
 全
く
維
持
さ
れ
な
か
っ
た

 
 維
持
さ
れ
た
の
は
２
割
未
満

 
 維
持
さ
れ
た
の
は
２
割
以
上
５
割
未
満

 
 維
持
さ
れ
た
の
は
５
割
以
上
８
割
未
満

 
 維
持
さ
れ
た
の
は
８
割
以
上

 
 す
べ
て
維
持
さ
れ
た

--
--
＜
改
ペ
ー
ジ
＞

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

【
回
答
者
条
件
】

  
Q

C3
で
『

2.
２
割
未
満
』
〜
『

5.
８
割
以
上
』
 
い
ず
れ
か
を
選
択
し
た
⽅
の
み

[必
須

]

Sq
C3

_2
 派
遣
先
が
休
業
に
な
っ
た
と
き
、
派
遣
先
に
対
し
て
派
遣
契
約
の
維
持
に
つ
い
て
交
渉
し
ま
し
た
か
。

 
 し
た

 
 し
て
い
な
い

--
--
＜
改
ペ
ー
ジ
＞

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

【
回
答
者
条
件
】

  
Q

C3
で
『

2.
２
割
未
満
』
〜
『

5.
８
割
以
上
』
 
い
ず
れ
か
を
選
択
し
た
⽅
の
み
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【
回
答
者
条
件
】

  
Sq

C2
_2
で
『

2.
0割
』
〜
『

12
.1

0割
』
 
い
ず
れ
か
を
選
択
し
た
⽅
の
み

[必
須

]

Sq
C2

_3
 在
籍
す
る
派
遣
労
働
者
に
対
し
、
雇
⽤
調
整
助
成
⾦
を
利
⽤
し
た
事
業
所
に
う
か
が
い
ま
す
。

有
期
雇
⽤
／
無
期
雇
⽤
に
関
係
な
く
利
⽤
し
ま
し
た
か
。

 
 は
い

 
 い
い
え

 
 無
期
雇
⽤
派
遣
労
働
者
は
も
と
も
と
い
な
い

--
--
＜
改
ペ
ー
ジ
＞

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

【
回
答
者
条
件
】

  
Q

C2
で
『

1.
利
⽤
し
た
』
 
い
ず
れ
か
を
選
択
し
た
⽅
の
み

[必
須

]

Sq
C2

_4
 在
籍
す
る
派
遣
労
働
者
に
対
し
、
雇
⽤
調
整
助
成
⾦
を
利
⽤
し
た
事
業
所
に
う
か
が
い
ま
す
。

休
業
協
定
、
訓
練
協
定
の
締
結
に
あ
た
っ
て
、
ど
の
よ
う
に
労
使
協
定
を
結
び
ま
し
た
か
。

 
 過
半
数
代
表
と
な
る
労
働
組
合
と
締
結
（
合
意
）
し
た

 
 常
時
選
出
し
て
い
る
過
半
数
代
表
者
と
締
結
（
合
意
）
し
た

 
 同
⼀
労
働
同
⼀
賃
⾦
に
関
す
る
対
応
な
ど
で
直
近
に
選
出
し
て
い
た
過
半
数
代
表
者
と
締
結
（
合
意
）
し
た

 
 当
該
助
成
⾦
申
請
の
た
め
選
出
し
た
過
半
数
代
表
者
と
締
結
（
合
意
）
し
た

 
 そ
の
他
（

 
 ）

--
--
＜
改
ペ
ー
ジ
＞

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

【
回
答
者
条
件
】

  
Q

C1
で
「

1.
20

20
年

1〜
3⽉
」
で
『

1.
増
加
』
〜
『

6.
20
％
以
上
減
少
』
 
い
ず
れ
か
を
選
択
し
た

  
ま
た
は

Q
C1
で
「

2.
20

20
年

4〜
6⽉
」
で
『

1.
増
加
』
〜
『

6.
20
％
以
上
減
少
』
 
い
ず
れ
か
を
選
択
し
た

  
ま
た
は

Q
C1
で
「

3.
20

20
年

7〜
9⽉
」
で
『

1.
増
加
』
〜
『

6.
20
％
以
上
減
少
』
 
い
ず
れ
か
を
選
択
し
た

  
ま
た
は

Q
C1
で
「

4.
20

20
年

10
〜

12
⽉
」
で
『

1.
増
加
』
〜
『

6.
20
％
以
上
減
少
』
 
い
ず
れ
か
を
選
択
し
た

  
ま
た
は

Q
C1
で
「

5.
20

20
年

1〜
3⽉
」
で
『

1.
増
加
』
〜
『

6.
20
％
以
上
減
少
』
 
い
ず
れ
か
を
選
択
し
た

  
ま
た
は

Q
C1
で
「

6.
20

20
年

4〜
6⽉
」
で
『

1.
増
加
』
〜
『

6.
20
％
以
上
減
少
』
 
い
ず
れ
か
を
選
択
し
た

  
ま
た
は

Q
C1
で
「

7.
20

20
年

7〜
9⽉
」
で
『

1.
増
加
』
〜
『

6.
20
％
以
上
減
少
』
 
い
ず
れ
か
を
選
択
し
た

  
ま
た
は

Q
C1
で
「

8.
20

20
年

10
〜

12
⽉
」
で
『

1.
増
加
』
〜
『

6.
20
％
以
上
減
少
』
 
い
ず
れ
か
を
選
択
し
た
⽅
の
み

[必
須

]

Q
C3

 新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
の
流
⾏
に
よ
っ
て
、
休
業
に
な
っ
た
派
遣
先
事
業
所
は
ど
の
位
あ
り
ま
し
た
か
。

 
 全
く
な
か
っ
た

 
 ２
割
未
満

 
 ２
割
以
上
５
割
未
満

 
 ５
割
以
上
８
割
未
満

 
 ８
割
以
上

--
--
＜
改
ペ
ー
ジ
＞

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

【
回
答
者
条
件
】

  
Q

C3
で
『

2.
２
割
未
満
』
〜
『

5.
８
割
以
上
』
 
い
ず
れ
か
を
選
択
し
た
⽅
の
み

[必
須

]

Sq
C3

_1
 休
業
に
な
っ
た
派
遣
先
の
契
約
は
、
ど
の
く
ら
い
維
持
さ
れ
ま
し
た
か
。
（
休
業
に
な
っ
た
派
遣
先
の
派
遣
労
働
者
の
う
ち
、
契
約
維
持
さ
れ

た
派
遣
労
働
者
の
割
合
を
お
答
え
く
だ
さ
い
）

 
 全
く
維
持
さ
れ
な
か
っ
た

 
 維
持
さ
れ
た
の
は
２
割
未
満

 
 維
持
さ
れ
た
の
は
２
割
以
上
５
割
未
満

 
 維
持
さ
れ
た
の
は
５
割
以
上
８
割
未
満

 
 維
持
さ
れ
た
の
は
８
割
以
上

 
 す
べ
て
維
持
さ
れ
た

--
--
＜
改
ペ
ー
ジ
＞

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

【
回
答
者
条
件
】

  
Q

C3
で
『

2.
２
割
未
満
』
〜
『

5.
８
割
以
上
』
 
い
ず
れ
か
を
選
択
し
た
⽅
の
み

[必
須

]

Sq
C3

_2
 派
遣
先
が
休
業
に
な
っ
た
と
き
、
派
遣
先
に
対
し
て
派
遣
契
約
の
維
持
に
つ
い
て
交
渉
し
ま
し
た
か
。

 
 し
た

 
 し
て
い
な
い

--
--
＜
改
ペ
ー
ジ
＞

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

【
回
答
者
条
件
】

  
Q

C3
で
『

2.
２
割
未
満
』
〜
『

5.
８
割
以
上
』
 
い
ず
れ
か
を
選
択
し
た
⽅
の
み

- 100 -
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[必
須

]

Sq
C3

_3
 派
遣
先
が
休
業
で
、
派
遣
契
約
が
維
持
さ
れ
た
派
遣
労
働
者
に
つ
い
て
、
ど
の
よ
う
な
対
応
を
し
ま
し
た
か
。
⾏
っ
た
対
応
す
べ
て
選
択
し
て

く
だ
さ
い
。
（
複
数
回
答
可
）

 
 派
遣
先
の
社
員
と
同
様
に
休
業
扱
い
に
し
た

 
 有
給
休
暇
等
、
休
暇
を
取
得
さ
せ
た

 
 派
遣
先
の
教
育
訓
練
を
受
け
ら
れ
る
よ
う
に
し
た

 
 テ
レ
ワ
ー
ク
な
ど
で
仕
事
を
続
け
さ
せ
た

 
 派
遣
元
の
研
修
等
を
受
け
さ
せ
た

 
 他
の
派
遣
先
で
働
い
て
も
ら
っ
た

 
 そ
の
他
（

 
 ）

 
 特
に
何
の
対
応
も
し
て
い
な
い

--
--
＜
改
ペ
ー
ジ
＞

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

[必
須

]

Sq
C3

_4
 派
遣
先
が
休
業
で
、
派
遣
契
約
が
維
持
さ
れ
た
派
遣
労
働
者
に
⾏
っ
た
対
応
の
内
、
貴
事
業
所
で
最
も
多
か
っ
た
の
は
ど
れ
で
す
か
。

 
 派
遣
先
の
社
員
と
同
様
に
休
業
扱
い
に
し
た

 
 有
給
休
暇
等
、
休
暇
を
取
得
さ
せ
た

 
 派
遣
先
の
教
育
訓
練
を
受
け
ら
れ
る
よ
う
に
し
た

 
 テ
レ
ワ
ー
ク
な
ど
で
仕
事
を
続
け
さ
せ
た

 
 派
遣
元
の
研
修
等
を
受
け
さ
せ
た

 
 他
の
派
遣
先
で
働
い
て
も
ら
っ
た

 
 そ
の
他

--
--
＜
改
ペ
ー
ジ
＞

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

【
回
答
者
条
件
】

  
Q

C3
で
『

2.
２
割
未
満
』
〜
『

5.
８
割
以
上
』
 
い
ず
れ
か
を
選
択
し
た
⽅
の
み

[必
須

]

Sq
C3

_5
 派
遣
先
が
休
業
に
な
っ
た
と
き
、
派
遣
料
⾦
は
い
く
ら
⽀
払
わ
れ
ま
し
た
か
。
派
遣
先
に
よ
っ
て
異
な
る
場
合
は
、
す
べ
て
選
択
し
て
く
だ
さ

い
。
（
複
数
回
答
可
）

 
 派
遣
料
⾦
の
６
割
未
満

 
 派
遣
料
⾦
の
６
割

 
 派
遣
料
⾦
の
６
割
よ
り
多
く
８
割
未
満

 
 派
遣
料
⾦
の
８
割
以
上

 
 全
額
⽀
払
わ
れ
た

 
 派
遣
料
⾦
は
⽀
払
わ
れ
な
か
っ
た

--
--
＜
改
ペ
ー
ジ
＞

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

[必
須

]

Sq
C3

_6
 派
遣
先
が
休
業
に
な
っ
た
と
き
、
⽀
払
わ
れ
た
派
遣
料
⾦
の
内
、
貴
事
業
所
で
最
も
多
か
っ
た
の
は
ど
れ
で
す
か
。

 
 派
遣
料
⾦
の
６
割
未
満

 
 派
遣
料
⾦
の
６
割

 
 派
遣
料
⾦
の
６
割
よ
り
多
く
８
割
未
満

 
 派
遣
料
⾦
の
８
割
以
上

 
 全
額
⽀
払
わ
れ
た

 
 派
遣
料
⾦
は
⽀
払
わ
れ
な
か
っ
た

--
--
＜
改
ペ
ー
ジ
＞

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

【
回
答
者
条
件
】

  
Q

C3
で
『

2.
２
割
未
満
』
〜
『

5.
８
割
以
上
』
 
い
ず
れ
か
を
選
択
し
た
⽅
の
み

[必
須

]

Sq
C3

_7
 派
遣
先
が
休
業
に
な
っ
た
と
き
、
派
遣
先
に
対
し
て
派
遣
料
⾦
の
⽀
払
い
や
、
派
遣
労
働
者
の
待
遇
に
つ
い
て
交
渉
し
ま
し
た
か
。

 
 派
遣
料
⾦
に
つ
い
て
交
渉
し
た

 
 派
遣
労
働
者
の
待
遇
に
つ
い
て
交
渉
し
た

 
 両
⽅
し
た

 
 い
ず
れ
も
し
て
い
な
い

--
--
＜
改
ペ
ー
ジ
＞

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

【
回
答
者
条
件
】

  
Q

C3
で
『

2.
２
割
未
満
』
〜
『

5.
８
割
以
上
』
 
い
ず
れ
か
を
選
択
し
た
⽅
の
み
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[必
須

]

Sq
C3

_3
 派
遣
先
が
休
業
で
、
派
遣
契
約
が
維
持
さ
れ
た
派
遣
労
働
者
に
つ
い
て
、
ど
の
よ
う
な
対
応
を
し
ま
し
た
か
。
⾏
っ
た
対
応
す
べ
て
選
択
し
て

く
だ
さ
い
。
（
複
数
回
答
可
）

 
 派
遣
先
の
社
員
と
同
様
に
休
業
扱
い
に
し
た

 
 有
給
休
暇
等
、
休
暇
を
取
得
さ
せ
た

 
 派
遣
先
の
教
育
訓
練
を
受
け
ら
れ
る
よ
う
に
し
た

 
 テ
レ
ワ
ー
ク
な
ど
で
仕
事
を
続
け
さ
せ
た

 
 派
遣
元
の
研
修
等
を
受
け
さ
せ
た

 
 他
の
派
遣
先
で
働
い
て
も
ら
っ
た

 
 そ
の
他
（

 
 ）

 
 特
に
何
の
対
応
も
し
て
い
な
い

--
--
＜
改
ペ
ー
ジ
＞

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

[必
須

]

Sq
C3

_4
 派
遣
先
が
休
業
で
、
派
遣
契
約
が
維
持
さ
れ
た
派
遣
労
働
者
に
⾏
っ
た
対
応
の
内
、
貴
事
業
所
で
最
も
多
か
っ
た
の
は
ど
れ
で
す
か
。

 
 派
遣
先
の
社
員
と
同
様
に
休
業
扱
い
に
し
た

 
 有
給
休
暇
等
、
休
暇
を
取
得
さ
せ
た

 
 派
遣
先
の
教
育
訓
練
を
受
け
ら
れ
る
よ
う
に
し
た

 
 テ
レ
ワ
ー
ク
な
ど
で
仕
事
を
続
け
さ
せ
た

 
 派
遣
元
の
研
修
等
を
受
け
さ
せ
た

 
 他
の
派
遣
先
で
働
い
て
も
ら
っ
た

 
 そ
の
他

--
--
＜
改
ペ
ー
ジ
＞

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

【
回
答
者
条
件
】

  
Q

C3
で
『

2.
２
割
未
満
』
〜
『

5.
８
割
以
上
』
 
い
ず
れ
か
を
選
択
し
た
⽅
の
み

[必
須

]

Sq
C3

_5
 派
遣
先
が
休
業
に
な
っ
た
と
き
、
派
遣
料
⾦
は
い
く
ら
⽀
払
わ
れ
ま
し
た
か
。
派
遣
先
に
よ
っ
て
異
な
る
場
合
は
、
す
べ
て
選
択
し
て
く
だ
さ

い
。
（
複
数
回
答
可
）

 
 派
遣
料
⾦
の
６
割
未
満

 
 派
遣
料
⾦
の
６
割

 
 派
遣
料
⾦
の
６
割
よ
り
多
く
８
割
未
満

 
 派
遣
料
⾦
の
８
割
以
上

 
 全
額
⽀
払
わ
れ
た

 
 派
遣
料
⾦
は
⽀
払
わ
れ
な
か
っ
た

--
--
＜
改
ペ
ー
ジ
＞

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

[必
須

]

Sq
C3

_6
 派
遣
先
が
休
業
に
な
っ
た
と
き
、
⽀
払
わ
れ
た
派
遣
料
⾦
の
内
、
貴
事
業
所
で
最
も
多
か
っ
た
の
は
ど
れ
で
す
か
。

 
 派
遣
料
⾦
の
６
割
未
満

 
 派
遣
料
⾦
の
６
割

 
 派
遣
料
⾦
の
６
割
よ
り
多
く
８
割
未
満

 
 派
遣
料
⾦
の
８
割
以
上

 
 全
額
⽀
払
わ
れ
た

 
 派
遣
料
⾦
は
⽀
払
わ
れ
な
か
っ
た

--
--
＜
改
ペ
ー
ジ
＞

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

【
回
答
者
条
件
】

  
Q

C3
で
『

2.
２
割
未
満
』
〜
『

5.
８
割
以
上
』
 
い
ず
れ
か
を
選
択
し
た
⽅
の
み

[必
須

]

Sq
C3

_7
 派
遣
先
が
休
業
に
な
っ
た
と
き
、
派
遣
先
に
対
し
て
派
遣
料
⾦
の
⽀
払
い
や
、
派
遣
労
働
者
の
待
遇
に
つ
い
て
交
渉
し
ま
し
た
か
。

 
 派
遣
料
⾦
に
つ
い
て
交
渉
し
た

 
 派
遣
労
働
者
の
待
遇
に
つ
い
て
交
渉
し
た

 
 両
⽅
し
た

 
 い
ず
れ
も
し
て
い
な
い

--
--
＜
改
ペ
ー
ジ
＞

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

【
回
答
者
条
件
】

  
Q

C3
で
『

2.
２
割
未
満
』
〜
『

5.
８
割
以
上
』
 
い
ず
れ
か
を
選
択
し
た
⽅
の
み

19A

[必
須

]

Sq
C3

_3
 派
遣
先
が
休
業
で
、
派
遣
契
約
が
維
持
さ
れ
た
派
遣
労
働
者
に
つ
い
て
、
ど
の
よ
う
な
対
応
を
し
ま
し
た
か
。
⾏
っ
た
対
応
す
べ
て
選
択
し
て

く
だ
さ
い
。
（
複
数
回
答
可
）

 
 派
遣
先
の
社
員
と
同
様
に
休
業
扱
い
に
し
た

 
 有
給
休
暇
等
、
休
暇
を
取
得
さ
せ
た

 
 派
遣
先
の
教
育
訓
練
を
受
け
ら
れ
る
よ
う
に
し
た

 
 テ
レ
ワ
ー
ク
な
ど
で
仕
事
を
続
け
さ
せ
た

 
 派
遣
元
の
研
修
等
を
受
け
さ
せ
た

 
 他
の
派
遣
先
で
働
い
て
も
ら
っ
た

 
 そ
の
他
（

 
 ）

 
 特
に
何
の
対
応
も
し
て
い
な
い

--
--
＜
改
ペ
ー
ジ
＞

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

[必
須

]

Sq
C3

_4
 派
遣
先
が
休
業
で
、
派
遣
契
約
が
維
持
さ
れ
た
派
遣
労
働
者
に
⾏
っ
た
対
応
の
内
、
貴
事
業
所
で
最
も
多
か
っ
た
の
は
ど
れ
で
す
か
。

 
 派
遣
先
の
社
員
と
同
様
に
休
業
扱
い
に
し
た

 
 有
給
休
暇
等
、
休
暇
を
取
得
さ
せ
た

 
 派
遣
先
の
教
育
訓
練
を
受
け
ら
れ
る
よ
う
に
し
た

 
 テ
レ
ワ
ー
ク
な
ど
で
仕
事
を
続
け
さ
せ
た

 
 派
遣
元
の
研
修
等
を
受
け
さ
せ
た

 
 他
の
派
遣
先
で
働
い
て
も
ら
っ
た

 
 そ
の
他

--
--
＜
改
ペ
ー
ジ
＞

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

【
回
答
者
条
件
】

  
Q

C3
で
『

2.
２
割
未
満
』
〜
『

5.
８
割
以
上
』
 
い
ず
れ
か
を
選
択
し
た
⽅
の
み

[必
須

]

Sq
C3

_5
 派
遣
先
が
休
業
に
な
っ
た
と
き
、
派
遣
料
⾦
は
い
く
ら
⽀
払
わ
れ
ま
し
た
か
。
派
遣
先
に
よ
っ
て
異
な
る
場
合
は
、
す
べ
て
選
択
し
て
く
だ
さ

い
。
（
複
数
回
答
可
）

 
 派
遣
料
⾦
の
６
割
未
満

 
 派
遣
料
⾦
の
６
割

 
 派
遣
料
⾦
の
６
割
よ
り
多
く
８
割
未
満

 
 派
遣
料
⾦
の
８
割
以
上

 
 全
額
⽀
払
わ
れ
た

 
 派
遣
料
⾦
は
⽀
払
わ
れ
な
か
っ
た

--
--
＜
改
ペ
ー
ジ
＞

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

[必
須

]

Sq
C3

_6
 派
遣
先
が
休
業
に
な
っ
た
と
き
、
⽀
払
わ
れ
た
派
遣
料
⾦
の
内
、
貴
事
業
所
で
最
も
多
か
っ
た
の
は
ど
れ
で
す
か
。

 
 派
遣
料
⾦
の
６
割
未
満

 
 派
遣
料
⾦
の
６
割

 
 派
遣
料
⾦
の
６
割
よ
り
多
く
８
割
未
満

 
 派
遣
料
⾦
の
８
割
以
上

 
 全
額
⽀
払
わ
れ
た

 
 派
遣
料
⾦
は
⽀
払
わ
れ
な
か
っ
た

--
--
＜
改
ペ
ー
ジ
＞

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

【
回
答
者
条
件
】

  
Q

C3
で
『

2.
２
割
未
満
』
〜
『

5.
８
割
以
上
』
 
い
ず
れ
か
を
選
択
し
た
⽅
の
み

[必
須

]

Sq
C3

_7
 派
遣
先
が
休
業
に
な
っ
た
と
き
、
派
遣
先
に
対
し
て
派
遣
料
⾦
の
⽀
払
い
や
、
派
遣
労
働
者
の
待
遇
に
つ
い
て
交
渉
し
ま
し
た
か
。

 
 派
遣
料
⾦
に
つ
い
て
交
渉
し
た

 
 派
遣
労
働
者
の
待
遇
に
つ
い
て
交
渉
し
た

 
 両
⽅
し
た

 
 い
ず
れ
も
し
て
い
な
い

--
--
＜
改
ペ
ー
ジ
＞

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

【
回
答
者
条
件
】

  
Q

C3
で
『

2.
２
割
未
満
』
〜
『

5.
８
割
以
上
』
 
い
ず
れ
か
を
選
択
し
た
⽅
の
み
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[必
須

]

Sq
C3

_8
 派
遣
先
が
休
業
に
な
っ
た
と
き
、
派
遣
労
働
者
に
休
業
⼿
当
は
ど
の
く
ら
い
払
い
ま
し
た
か
。
派
遣
労
働
者
に
よ
っ
て
異
な
る
場
合
は
す
べ
て

選
択
し
て
く
だ
さ
い
。
（
複
数
回
答
可
）

 
 平
均
賃
⾦
の
６
割
未
満

 
 平
均
賃
⾦
の
６
割

 
 平
均
賃
⾦
の
６
割
よ
り
多
く
８
割
未
満

 
 平
均
賃
⾦
の
８
割
以
上

 
 全
額
⽀
払
っ
た

 
 ⽀
払
っ
て
い
な
い
（
契
約
が
打
ち
切
ら
れ
た
等
の
理
由
に
よ
り
）

--
--
＜
改
ペ
ー
ジ
＞

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

[必
須

]

Sq
C3

_9
 派
遣
先
が
休
業
に
な
っ
た
と
き
、
派
遣
労
働
者
に
⽀
払
わ
れ
た
休
業
⼿
当
の
割
合
の
内
、
貴
事
業
所
で
最
も
多
か
っ
た
の
は
ど
れ
で
す
か
。

 
 平
均
賃
⾦
の
６
割
未
満

 
 平
均
賃
⾦
の
６
割

 
 平
均
賃
⾦
の
６
割
よ
り
多
く
８
割
未
満

 
 平
均
賃
⾦
の
８
割
以
上

 
 全
額
⽀
払
っ
た

 
 ⽀
払
っ
て
い
な
い
（
契
約
が
打
ち
切
ら
れ
た
等
の
理
由
に
よ
り
）

--
--
＜
改
ペ
ー
ジ
＞

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

【
回
答
者
条
件
】

  
Q

C3
で
『

2.
２
割
未
満
』
〜
『

5.
８
割
以
上
』
 
い
ず
れ
か
を
選
択
し
た
⽅
の
み

[必
須

]

Sq
C3

_1
0 
派
遣
先
休
業
期
間
中
の
、
派
遣
労
働
者
へ
の
賃
⾦
の
⽀
払
い
⽅
と
し
て
、
貴
事
業
所
の
考
え
⽅
に
最
も
近
い
の
は
ど
れ
で
す
か
。

 
 派
遣
先
が
⽀
払
う
派
遣
料
⾦
の
割
合
（
６
〜
１
０
割
）
に
応
じ
て
、
個
別
に
派
遣
労
働
者
へ
の
賃
⾦
の
割
合
（
６
〜
１
０
割
）
を
決
め

る

 
 派
遣
先
の
⽀
払
額
に
よ
ら
ず
、
派
遣
労
働
者
に
は
⼀
律
の
割
合
で
休
業
⼿
当
を
⽀
払
う

 
 雇
⽤
調
整
助
成
⾦
を
利
⽤
し
て
、
派
遣
労
働
者
に
は
６
割
の
賃
⾦
を
⽀
払
う

派
遣
先
都
合
で
派
遣
契
約
期
間
中
に
契
約
を
打
ち
切
ら
れ
た
⼈
数

⼈
 
※
半
⾓
数
字
で

 
う
ち
貴
事
業
所
を
離
職
し
た
⼈
数

⼈

派
遣
先
都
合
派
遣
契
約
期
間
中
に
契
約
を
打
ち
切
ら
れ
た
⼈
数

⼈

 
 派
遣
労
働
者
の
雇
⽤
契
約
を
解
除
し
、
で
き
る
だ
け
賃
⾦
を
払
わ
な
い
よ
う
に
す
る

 
 そ
の
他
（

 
 ）

--
--
＜
改
ペ
ー
ジ
＞

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

【
回
答
者
条
件
】

  
Q

C1
で
「

1.
20

20
年

1〜
3⽉
」
で
『

1.
増
加
』
〜
『

6.
20
％
以
上
減
少
』
 
い
ず
れ
か
を
選
択
し
た

  
ま
た
は

Q
C1
で
「

2.
20

20
年

4〜
6⽉
」
で
『

1.
増
加
』
〜
『

6.
20
％
以
上
減
少
』
 
い
ず
れ
か
を
選
択
し
た

  
ま
た
は

Q
C1
で
「

3.
20

20
年

7〜
9⽉
」
で
『

1.
増
加
』
〜
『

6.
20
％
以
上
減
少
』
 
い
ず
れ
か
を
選
択
し
た

  
ま
た
は

Q
C1
で
「

4.
20

20
年

10
〜

12
⽉
」
で
『

1.
増
加
』
〜
『

6.
20
％
以
上
減
少
』
 
い
ず
れ
か
を
選
択
し
た

  
ま
た
は

Q
C1
で
「

5.
20

20
年

1〜
3⽉
」
で
『

1.
増
加
』
〜
『

6.
20
％
以
上
減
少
』
 
い
ず
れ
か
を
選
択
し
た

  
ま
た
は

Q
C1
で
「

6.
20

20
年

4〜
6⽉
」
で
『

1.
増
加
』
〜
『

6.
20
％
以
上
減
少
』
 
い
ず
れ
か
を
選
択
し
た

  
ま
た
は

Q
C1
で
「

7.
20

20
年

7〜
9⽉
」
で
『

1.
増
加
』
〜
『

6.
20
％
以
上
減
少
』
 
い
ず
れ
か
を
選
択
し
た

  
ま
た
は

Q
C1
で
「

8.
20

20
年

10
〜

12
⽉
」
で
『

1.
増
加
』
〜
『

6.
20
％
以
上
減
少
』
 
い
ず
れ
か
を
選
択
し
た
⽅
の
み

[必
須

]

Q
C4

 貴
事
業
所
の

20
20
年

1⽉
か
ら

12
⽉
末
ま
で
の
間
で
、
コ
ロ
ナ
禍
の
影
響
に
よ
り
、
派
遣
先
都
合
で
派
遣
契
約
期
間
中
に
契
約
を
打
ち
切
ら
れ
た

派
遣
労
働
者
は
い
ま
す
か
。

 
 無
期
雇
⽤
派
遣
労
働
者
で
い
る

 
 有
期
雇
⽤
派
遣
労
働
者
で
い
る

 
 両
⽅
で
い
る

 
 い
な
い

--
--
＜
改
ペ
ー
ジ
＞

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

【
回
答
者
条
件
】

  
Q

C4
で
『

1.
無
期
雇
⽤
派
遣
労
働
者
で
い
る
』
〜
『

3.
両
⽅
で
い
る
』
 
い
ず
れ
か
を
選
択
し
た
⽅
の
み

Sq
C4

_1
 貴
事
業
所
の

20
20
年

2⽉
か
ら

12
⽉
末
ま
で
の
間
で
、
コ
ロ
ナ
禍
の
影
響
に
よ
り
、
派
遣
先
都
合
で
派
遣
契
約
期
間
中
に
契
約
を
打
ち
切
ら
れ

た
（
中
途
解
除
の
）
⼈
数
を
、
無
期
／
有
期
雇
⽤
派
遣
労
働
者
別
に
教
え
て
く
だ
さ
い
。
ま
た
、
そ
の
う
ち
貴
事
業
所
を
離
職
し
た
⼈
は
ど
の

く
ら
い
い
ま
す
か
。

離
職
し
た
⼈
が
い
な
い
場
合
に
は
「

0」
を
⼊
⼒
し
て
く
だ
さ
い

【
無
期
雇
⽤
派
遣
労
働
者
】

【
有
期
雇
⽤
派
遣
労
働
者
】

20A

[必
須

]

Sq
C3

_8
 派
遣
先
が
休
業
に
な
っ
た
と
き
、
派
遣
労
働
者
に
休
業
⼿
当
は
ど
の
く
ら
い
払
い
ま
し
た
か
。
派
遣
労
働
者
に
よ
っ
て
異
な
る
場
合
は
す
べ
て

選
択
し
て
く
だ
さ
い
。
（
複
数
回
答
可
）

 
 平
均
賃
⾦
の
６
割
未
満

 
 平
均
賃
⾦
の
６
割

 
 平
均
賃
⾦
の
６
割
よ
り
多
く
８
割
未
満

 
 平
均
賃
⾦
の
８
割
以
上

 
 全
額
⽀
払
っ
た

 
 ⽀
払
っ
て
い
な
い
（
契
約
が
打
ち
切
ら
れ
た
等
の
理
由
に
よ
り
）

--
--
＜
改
ペ
ー
ジ
＞

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

[必
須

]

Sq
C3

_9
 派
遣
先
が
休
業
に
な
っ
た
と
き
、
派
遣
労
働
者
に
⽀
払
わ
れ
た
休
業
⼿
当
の
割
合
の
内
、
貴
事
業
所
で
最
も
多
か
っ
た
の
は
ど
れ
で
す
か
。

 
 平
均
賃
⾦
の
６
割
未
満

 
 平
均
賃
⾦
の
６
割

 
 平
均
賃
⾦
の
６
割
よ
り
多
く
８
割
未
満

 
 平
均
賃
⾦
の
８
割
以
上

 
 全
額
⽀
払
っ
た

 
 ⽀
払
っ
て
い
な
い
（
契
約
が
打
ち
切
ら
れ
た
等
の
理
由
に
よ
り
）

--
--
＜
改
ペ
ー
ジ
＞

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

【
回
答
者
条
件
】

  
Q

C3
で
『

2.
２
割
未
満
』
〜
『

5.
８
割
以
上
』
 
い
ず
れ
か
を
選
択
し
た
⽅
の
み

[必
須

]

Sq
C3

_1
0 
派
遣
先
休
業
期
間
中
の
、
派
遣
労
働
者
へ
の
賃
⾦
の
⽀
払
い
⽅
と
し
て
、
貴
事
業
所
の
考
え
⽅
に
最
も
近
い
の
は
ど
れ
で
す
か
。

 
 派
遣
先
が
⽀
払
う
派
遣
料
⾦
の
割
合
（
６
〜
１
０
割
）
に
応
じ
て
、
個
別
に
派
遣
労
働
者
へ
の
賃
⾦
の
割
合
（
６
〜
１
０
割
）
を
決
め

る

 
 派
遣
先
の
⽀
払
額
に
よ
ら
ず
、
派
遣
労
働
者
に
は
⼀
律
の
割
合
で
休
業
⼿
当
を
⽀
払
う

 
 雇
⽤
調
整
助
成
⾦
を
利
⽤
し
て
、
派
遣
労
働
者
に
は
６
割
の
賃
⾦
を
⽀
払
う

派
遣
先
都
合
で
派
遣
契
約
期
間
中
に
契
約
を
打
ち
切
ら
れ
た
⼈
数

⼈
 
※
半
⾓
数
字
で

 
う
ち
貴
事
業
所
を
離
職
し
た
⼈
数

⼈

派
遣
先
都
合
派
遣
契
約
期
間
中
に
契
約
を
打
ち
切
ら
れ
た
⼈
数

⼈

 
 派
遣
労
働
者
の
雇
⽤
契
約
を
解
除
し
、
で
き
る
だ
け
賃
⾦
を
払
わ
な
い
よ
う
に
す
る

 
 そ
の
他
（

 
 ）

--
--
＜
改
ペ
ー
ジ
＞

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

【
回
答
者
条
件
】

  
Q

C1
で
「

1.
20

20
年

1〜
3⽉
」
で
『

1.
増
加
』
〜
『

6.
20
％
以
上
減
少
』
 
い
ず
れ
か
を
選
択
し
た

  
ま
た
は

Q
C1
で
「

2.
20

20
年

4〜
6⽉
」
で
『

1.
増
加
』
〜
『

6.
20
％
以
上
減
少
』
 
い
ず
れ
か
を
選
択
し
た

  
ま
た
は

Q
C1
で
「

3.
20

20
年

7〜
9⽉
」
で
『

1.
増
加
』
〜
『

6.
20
％
以
上
減
少
』
 
い
ず
れ
か
を
選
択
し
た

  
ま
た
は

Q
C1
で
「

4.
20

20
年

10
〜

12
⽉
」
で
『

1.
増
加
』
〜
『

6.
20
％
以
上
減
少
』
 
い
ず
れ
か
を
選
択
し
た

  
ま
た
は

Q
C1
で
「

5.
20

20
年

1〜
3⽉
」
で
『

1.
増
加
』
〜
『

6.
20
％
以
上
減
少
』
 
い
ず
れ
か
を
選
択
し
た

  
ま
た
は

Q
C1
で
「

6.
20

20
年

4〜
6⽉
」
で
『

1.
増
加
』
〜
『

6.
20
％
以
上
減
少
』
 
い
ず
れ
か
を
選
択
し
た

  
ま
た
は

Q
C1
で
「

7.
20

20
年

7〜
9⽉
」
で
『

1.
増
加
』
〜
『

6.
20
％
以
上
減
少
』
 
い
ず
れ
か
を
選
択
し
た

  
ま
た
は

Q
C1
で
「

8.
20

20
年

10
〜

12
⽉
」
で
『

1.
増
加
』
〜
『

6.
20
％
以
上
減
少
』
 
い
ず
れ
か
を
選
択
し
た
⽅
の
み

[必
須

]

Q
C4

 貴
事
業
所
の

20
20
年

1⽉
か
ら

12
⽉
末
ま
で
の
間
で
、
コ
ロ
ナ
禍
の
影
響
に
よ
り
、
派
遣
先
都
合
で
派
遣
契
約
期
間
中
に
契
約
を
打
ち
切
ら
れ
た

派
遣
労
働
者
は
い
ま
す
か
。

 
 無
期
雇
⽤
派
遣
労
働
者
で
い
る

 
 有
期
雇
⽤
派
遣
労
働
者
で
い
る

 
 両
⽅
で
い
る

 
 い
な
い

--
--
＜
改
ペ
ー
ジ
＞

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

【
回
答
者
条
件
】

  
Q

C4
で
『

1.
無
期
雇
⽤
派
遣
労
働
者
で
い
る
』
〜
『

3.
両
⽅
で
い
る
』
 
い
ず
れ
か
を
選
択
し
た
⽅
の
み

Sq
C4

_1
 貴
事
業
所
の

20
20
年

2⽉
か
ら

12
⽉
末
ま
で
の
間
で
、
コ
ロ
ナ
禍
の
影
響
に
よ
り
、
派
遣
先
都
合
で
派
遣
契
約
期
間
中
に
契
約
を
打
ち
切
ら
れ

た
（
中
途
解
除
の
）
⼈
数
を
、
無
期
／
有
期
雇
⽤
派
遣
労
働
者
別
に
教
え
て
く
だ
さ
い
。
ま
た
、
そ
の
う
ち
貴
事
業
所
を
離
職
し
た
⼈
は
ど
の

く
ら
い
い
ま
す
か
。

離
職
し
た
⼈
が
い
な
い
場
合
に
は
「

0」
を
⼊
⼒
し
て
く
だ
さ
い

【
無
期
雇
⽤
派
遣
労
働
者
】

【
有
期
雇
⽤
派
遣
労
働
者
】
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[必
須

]

Sq
C3

_8
 派
遣
先
が
休
業
に
な
っ
た
と
き
、
派
遣
労
働
者
に
休
業
⼿
当
は
ど
の
く
ら
い
払
い
ま
し
た
か
。
派
遣
労
働
者
に
よ
っ
て
異
な
る
場
合
は
す
べ
て

選
択
し
て
く
だ
さ
い
。
（
複
数
回
答
可
）

 
 平
均
賃
⾦
の
６
割
未
満

 
 平
均
賃
⾦
の
６
割

 
 平
均
賃
⾦
の
６
割
よ
り
多
く
８
割
未
満

 
 平
均
賃
⾦
の
８
割
以
上

 
 全
額
⽀
払
っ
た

 
 ⽀
払
っ
て
い
な
い
（
契
約
が
打
ち
切
ら
れ
た
等
の
理
由
に
よ
り
）

--
--
＜
改
ペ
ー
ジ
＞

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

[必
須

]

Sq
C3

_9
 派
遣
先
が
休
業
に
な
っ
た
と
き
、
派
遣
労
働
者
に
⽀
払
わ
れ
た
休
業
⼿
当
の
割
合
の
内
、
貴
事
業
所
で
最
も
多
か
っ
た
の
は
ど
れ
で
す
か
。

 
 平
均
賃
⾦
の
６
割
未
満

 
 平
均
賃
⾦
の
６
割

 
 平
均
賃
⾦
の
６
割
よ
り
多
く
８
割
未
満

 
 平
均
賃
⾦
の
８
割
以
上

 
 全
額
⽀
払
っ
た

 
 ⽀
払
っ
て
い
な
い
（
契
約
が
打
ち
切
ら
れ
た
等
の
理
由
に
よ
り
）

--
--
＜
改
ペ
ー
ジ
＞

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

【
回
答
者
条
件
】

  
Q

C3
で
『

2.
２
割
未
満
』
〜
『

5.
８
割
以
上
』
 
い
ず
れ
か
を
選
択
し
た
⽅
の
み

[必
須

]

Sq
C3

_1
0 
派
遣
先
休
業
期
間
中
の
、
派
遣
労
働
者
へ
の
賃
⾦
の
⽀
払
い
⽅
と
し
て
、
貴
事
業
所
の
考
え
⽅
に
最
も
近
い
の
は
ど
れ
で
す
か
。

 
 派
遣
先
が
⽀
払
う
派
遣
料
⾦
の
割
合
（
６
〜
１
０
割
）
に
応
じ
て
、
個
別
に
派
遣
労
働
者
へ
の
賃
⾦
の
割
合
（
６
〜
１
０
割
）
を
決
め

る

 
 派
遣
先
の
⽀
払
額
に
よ
ら
ず
、
派
遣
労
働
者
に
は
⼀
律
の
割
合
で
休
業
⼿
当
を
⽀
払
う

 
 雇
⽤
調
整
助
成
⾦
を
利
⽤
し
て
、
派
遣
労
働
者
に
は
６
割
の
賃
⾦
を
⽀
払
う

派
遣
先
都
合
で
派
遣
契
約
期
間
中
に
契
約
を
打
ち
切
ら
れ
た
⼈
数

⼈
 
※
半
⾓
数
字
で

 
う
ち
貴
事
業
所
を
離
職
し
た
⼈
数

⼈

派
遣
先
都
合
派
遣
契
約
期
間
中
に
契
約
を
打
ち
切
ら
れ
た
⼈
数

⼈

 
 派
遣
労
働
者
の
雇
⽤
契
約
を
解
除
し
、
で
き
る
だ
け
賃
⾦
を
払
わ
な
い
よ
う
に
す
る

 
 そ
の
他
（

 
 ）

--
--
＜
改
ペ
ー
ジ
＞

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

【
回
答
者
条
件
】

  
Q

C1
で
「

1.
20

20
年

1〜
3⽉
」
で
『

1.
増
加
』
〜
『

6.
20
％
以
上
減
少
』
 
い
ず
れ
か
を
選
択
し
た

  
ま
た
は

Q
C1
で
「

2.
20

20
年

4〜
6⽉
」
で
『

1.
増
加
』
〜
『

6.
20
％
以
上
減
少
』
 
い
ず
れ
か
を
選
択
し
た

  
ま
た
は

Q
C1
で
「

3.
20

20
年

7〜
9⽉
」
で
『

1.
増
加
』
〜
『

6.
20
％
以
上
減
少
』
 
い
ず
れ
か
を
選
択
し
た

  
ま
た
は

Q
C1
で
「

4.
20

20
年

10
〜

12
⽉
」
で
『

1.
増
加
』
〜
『

6.
20
％
以
上
減
少
』
 
い
ず
れ
か
を
選
択
し
た

  
ま
た
は

Q
C1
で
「

5.
20

20
年

1〜
3⽉
」
で
『

1.
増
加
』
〜
『

6.
20
％
以
上
減
少
』
 
い
ず
れ
か
を
選
択
し
た

  
ま
た
は

Q
C1
で
「

6.
20

20
年

4〜
6⽉
」
で
『

1.
増
加
』
〜
『

6.
20
％
以
上
減
少
』
 
い
ず
れ
か
を
選
択
し
た

  
ま
た
は

Q
C1
で
「

7.
20

20
年

7〜
9⽉
」
で
『

1.
増
加
』
〜
『

6.
20
％
以
上
減
少
』
 
い
ず
れ
か
を
選
択
し
た

  
ま
た
は

Q
C1
で
「

8.
20

20
年

10
〜

12
⽉
」
で
『

1.
増
加
』
〜
『

6.
20
％
以
上
減
少
』
 
い
ず
れ
か
を
選
択
し
た
⽅
の
み

[必
須

]

Q
C4

 貴
事
業
所
の

20
20
年

1⽉
か
ら

12
⽉
末
ま
で
の
間
で
、
コ
ロ
ナ
禍
の
影
響
に
よ
り
、
派
遣
先
都
合
で
派
遣
契
約
期
間
中
に
契
約
を
打
ち
切
ら
れ
た

派
遣
労
働
者
は
い
ま
す
か
。

 
 無
期
雇
⽤
派
遣
労
働
者
で
い
る

 
 有
期
雇
⽤
派
遣
労
働
者
で
い
る

 
 両
⽅
で
い
る

 
 い
な
い

--
--
＜
改
ペ
ー
ジ
＞

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

【
回
答
者
条
件
】

  
Q

C4
で
『

1.
無
期
雇
⽤
派
遣
労
働
者
で
い
る
』
〜
『

3.
両
⽅
で
い
る
』
 
い
ず
れ
か
を
選
択
し
た
⽅
の
み

Sq
C4

_1
 貴
事
業
所
の

20
20
年

2⽉
か
ら

12
⽉
末
ま
で
の
間
で
、
コ
ロ
ナ
禍
の
影
響
に
よ
り
、
派
遣
先
都
合
で
派
遣
契
約
期
間
中
に
契
約
を
打
ち
切
ら
れ

た
（
中
途
解
除
の
）
⼈
数
を
、
無
期
／
有
期
雇
⽤
派
遣
労
働
者
別
に
教
え
て
く
だ
さ
い
。
ま
た
、
そ
の
う
ち
貴
事
業
所
を
離
職
し
た
⼈
は
ど
の

く
ら
い
い
ま
す
か
。

離
職
し
た
⼈
が
い
な
い
場
合
に
は
「

0」
を
⼊
⼒
し
て
く
だ
さ
い

【
無
期
雇
⽤
派
遣
労
働
者
】

【
有
期
雇
⽤
派
遣
労
働
者
】
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21A

派
遣
先
都
合
で
派
遣
契
約
期
間
中
に
契
約
を
打
ち
切
ら
れ
た
⼈
数

⼈

 
う
ち
貴
事
業
所
を
離
職
し
た
⼈
数

⼈

有 給 で 自 宅 待 機 派 遣 元 で 休 業 扱 い

無 給 で 自 宅 待 機 派 遣 元 で 休 業 扱 い

教 育 訓 練 派 遣 元 で の 休 業 扱 い

派 遣 元 で の 内 勤

新 し い 派 遣 先 の 紹 介

請 負 事 業 で 雇 用 継 続

そ の 他

--
--
＜
改
ペ
ー
ジ
＞

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

【
回
答
者
条
件
】

  
Q

C4
で
『

1.
無
期
雇
⽤
派
遣
労
働
者
で
い
る
』
〜
『

3.
両
⽅
で
い
る
』
 
い
ず
れ
か
を
選
択
し
た
⽅
の
み

[必
須

]

Sq
C4

_2
 派
遣
契
約
を
打
ち
切
ら
れ
た
派
遣
労
働
者
が
い
る
事
業
所
に
う
か
が
い
ま
す
。

派
遣
契
約
を
中
途
解
除
さ
れ
て
も
、
貴
事
業
所
の
雇
⽤
契
約
を
維
持
し
ま
し
た
か
。

 
 無
期
雇
⽤
派
遣
労
働
者
の
雇
⽤
を
維
持
し
た

 
 有
期
雇
⽤
派
遣
労
働
者
の
雇
⽤
を
維
持
し
た

 
 無
期
／
有
期
雇
⽤
派
遣
労
働
者
共
に
維
持
し
た

 
 特
に
維
持
し
な
か
っ
た

--
--
＜
改
ペ
ー
ジ
＞

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

【
回
答
者
条
件
】

  
Sq

C4
_2
で
『

1.
無
期
雇
⽤
派
遣
労
働
者
の
雇
⽤
を
維
持
し
た
』
〜
『

3.
無
期
／
有
期
雇
⽤
派
遣
労
働
者
共
に
維
持
し
た
』
 
い
ず
れ
か
を
選
択
し
た

⽅
の
み

[必
須

]

Sq
C4

_3
 ど
の
よ
う
な
雇
⽤
維
持
の
対
策
を
と
り
ま
し
た
か
。
実
施
し
た
措
置
す
べ
て
選
択
し
て
く
だ
さ
い
。
（
複
数
回
答
可
）

【
無
期
雇
⽤
派
遣
労
働
者
】

 
実
施
し
た
対
策

→
 

【
有
期
雇
⽤
派
遣
労
働
者
】

 
実
施
し
た
対
策

→
 

--
--
＜
改
ペ
ー
ジ
＞

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

（ ）

（ ）

（ ）

【
回
答
者
条
件
】

  
Q

C1
で
「

1.
20

20
年

1〜
3⽉
」
で
『

1.
増
加
』
〜
『

6.
20
％
以
上
減
少
』
 
い
ず
れ
か
を
選
択
し
た

  
ま
た
は

Q
C1
で
「

2.
20

20
年

4〜
6⽉
」
で
『

1.
増
加
』
〜
『

6.
20
％
以
上
減
少
』
 
い
ず
れ
か
を
選
択
し
た

  
ま
た
は

Q
C1
で
「

3.
20

20
年

7〜
9⽉
」
で
『

1.
増
加
』
〜
『

6.
20
％
以
上
減
少
』
 
い
ず
れ
か
を
選
択
し
た

  
ま
た
は

Q
C1
で
「

4.
20

20
年

10
〜

12
⽉
」
で
『

1.
増
加
』
〜
『

6.
20
％
以
上
減
少
』
 
い
ず
れ
か
を
選
択
し
た

  
ま
た
は

Q
C1
で
「

5.
20

20
年

1〜
3⽉
」
で
『

1.
増
加
』
〜
『

6.
20
％
以
上
減
少
』
 
い
ず
れ
か
を
選
択
し
た

  
ま
た
は

Q
C1
で
「

6.
20

20
年

4〜
6⽉
」
で
『

1.
増
加
』
〜
『

6.
20
％
以
上
減
少
』
 
い
ず
れ
か
を
選
択
し
た

  
ま
た
は

Q
C1
で
「

7.
20

20
年

7〜
9⽉
」
で
『

1.
増
加
』
〜
『

6.
20
％
以
上
減
少
』
 
い
ず
れ
か
を
選
択
し
た

  
ま
た
は

Q
C1
で
「

8.
20

20
年

10
〜

12
⽉
」
で
『

1.
増
加
』
〜
『

6.
20
％
以
上
減
少
』
 
い
ず
れ
か
を
選
択
し
た
⽅
の
み

[必
須

]

Q
C5

 貴
事
業
所
の

20
20
年

2⽉
か
ら

12
⽉
末
ま
で
の
間
で
、
平
時
で
あ
れ
ば
派
遣
契
約
が
更
新
さ
れ
て
い
た
案
件
で
、
コ
ロ
ナ
禍
の
影
響
で
派
遣
契
約

が
不
更
新
に
な
っ
た
も
の
は
あ
り
ま
す
か
。

 
 コ
ロ
ナ
禍
の
影
響
と
推
測
さ
れ
る
も
の
が
あ
る

 
 コ
ロ
ナ
禍
の
影
響
と
推
測
さ
れ
る
も
の
は
な
い

--
--
＜
改
ペ
ー
ジ
＞

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

【
回
答
者
条
件
】

  
Q

C5
で
『

1.
コ
ロ
ナ
禍
の
影
響
と
推
測
さ
れ
る
も
の
が
あ
る
』
 
い
ず
れ
か
を
選
択
し
た
⽅
の
み

[必
須

]

Sq
C5

_1
 貴
事
業
所
の

20
20
年

2⽉
か
ら

12
⽉
末
ま
で
の
間
で
、
平
時
で
あ
れ
ば
派
遣
契
約
が
更
新
さ
れ
て
い
た
案
件
で
、
コ
ロ
ナ
禍
の
影
響
で
派
遣
先

と
の
契
約
が
不
更
新
に
な
っ
た
と
推
測
さ
れ
る
派
遣
労
働
者
は
、
全
稼
働
者
の
う
ち
ど
の
く
ら
い
い
ま
す
か
。

 
 約
１
割

 
 約
２
割

 
 約
３
割

 
 約
４
割

 
 約
５
割

 
 約
６
割

 
 約
７
割

 
 約
８
割

 
 約
９
割

 
 す
べ
て
（
稼
働
者
の
う
ち
１
０
割
）

21A

派
遣
先
都
合
で
派
遣
契
約
期
間
中
に
契
約
を
打
ち
切
ら
れ
た
⼈
数

⼈

 
う
ち
貴
事
業
所
を
離
職
し
た
⼈
数

⼈

有 給 で 自 宅 待 機 派 遣 元 で 休 業 扱 い

無 給 で 自 宅 待 機 派 遣 元 で 休 業 扱 い

教 育 訓 練 派 遣 元 で の 休 業 扱 い

派 遣 元 で の 内 勤

新 し い 派 遣 先 の 紹 介

請 負 事 業 で 雇 用 継 続

そ の 他

--
--
＜
改
ペ
ー
ジ
＞

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

【
回
答
者
条
件
】

  
Q

C4
で
『

1.
無
期
雇
⽤
派
遣
労
働
者
で
い
る
』
〜
『

3.
両
⽅
で
い
る
』
 
い
ず
れ
か
を
選
択
し
た
⽅
の
み

[必
須

]

Sq
C4

_2
 派
遣
契
約
を
打
ち
切
ら
れ
た
派
遣
労
働
者
が
い
る
事
業
所
に
う
か
が
い
ま
す
。

派
遣
契
約
を
中
途
解
除
さ
れ
て
も
、
貴
事
業
所
の
雇
⽤
契
約
を
維
持
し
ま
し
た
か
。

 
 無
期
雇
⽤
派
遣
労
働
者
の
雇
⽤
を
維
持
し
た

 
 有
期
雇
⽤
派
遣
労
働
者
の
雇
⽤
を
維
持
し
た

 
 無
期
／
有
期
雇
⽤
派
遣
労
働
者
共
に
維
持
し
た

 
 特
に
維
持
し
な
か
っ
た

--
--
＜
改
ペ
ー
ジ
＞

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

【
回
答
者
条
件
】

  
Sq

C4
_2
で
『

1.
無
期
雇
⽤
派
遣
労
働
者
の
雇
⽤
を
維
持
し
た
』
〜
『

3.
無
期
／
有
期
雇
⽤
派
遣
労
働
者
共
に
維
持
し
た
』
 
い
ず
れ
か
を
選
択
し
た

⽅
の
み

[必
須

]

Sq
C4

_3
 ど
の
よ
う
な
雇
⽤
維
持
の
対
策
を
と
り
ま
し
た
か
。
実
施
し
た
措
置
す
べ
て
選
択
し
て
く
だ
さ
い
。
（
複
数
回
答
可
）

【
無
期
雇
⽤
派
遣
労
働
者
】

 
実
施
し
た
対
策

→
 

【
有
期
雇
⽤
派
遣
労
働
者
】

 
実
施
し
た
対
策

→
 

--
--
＜
改
ペ
ー
ジ
＞

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

（ ）

（ ）

（ ）

【
回
答
者
条
件
】

  
Q

C1
で
「

1.
20

20
年

1〜
3⽉
」
で
『

1.
増
加
』
〜
『

6.
20
％
以
上
減
少
』
 
い
ず
れ
か
を
選
択
し
た

  
ま
た
は

Q
C1
で
「

2.
20

20
年

4〜
6⽉
」
で
『

1.
増
加
』
〜
『

6.
20
％
以
上
減
少
』
 
い
ず
れ
か
を
選
択
し
た

  
ま
た
は

Q
C1
で
「

3.
20

20
年

7〜
9⽉
」
で
『

1.
増
加
』
〜
『

6.
20
％
以
上
減
少
』
 
い
ず
れ
か
を
選
択
し
た

  
ま
た
は

Q
C1
で
「

4.
20

20
年

10
〜

12
⽉
」
で
『

1.
増
加
』
〜
『

6.
20
％
以
上
減
少
』
 
い
ず
れ
か
を
選
択
し
た

  
ま
た
は

Q
C1
で
「

5.
20

20
年

1〜
3⽉
」
で
『

1.
増
加
』
〜
『

6.
20
％
以
上
減
少
』
 
い
ず
れ
か
を
選
択
し
た

  
ま
た
は

Q
C1
で
「

6.
20

20
年

4〜
6⽉
」
で
『

1.
増
加
』
〜
『

6.
20
％
以
上
減
少
』
 
い
ず
れ
か
を
選
択
し
た

  
ま
た
は

Q
C1
で
「

7.
20

20
年

7〜
9⽉
」
で
『

1.
増
加
』
〜
『

6.
20
％
以
上
減
少
』
 
い
ず
れ
か
を
選
択
し
た

  
ま
た
は

Q
C1
で
「

8.
20

20
年

10
〜

12
⽉
」
で
『

1.
増
加
』
〜
『

6.
20
％
以
上
減
少
』
 
い
ず
れ
か
を
選
択
し
た
⽅
の
み

[必
須

]

Q
C5

 貴
事
業
所
の

20
20
年

2⽉
か
ら

12
⽉
末
ま
で
の
間
で
、
平
時
で
あ
れ
ば
派
遣
契
約
が
更
新
さ
れ
て
い
た
案
件
で
、
コ
ロ
ナ
禍
の
影
響
で
派
遣
契
約

が
不
更
新
に
な
っ
た
も
の
は
あ
り
ま
す
か
。

 
 コ
ロ
ナ
禍
の
影
響
と
推
測
さ
れ
る
も
の
が
あ
る

 
 コ
ロ
ナ
禍
の
影
響
と
推
測
さ
れ
る
も
の
は
な
い

--
--
＜
改
ペ
ー
ジ
＞

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

【
回
答
者
条
件
】

  
Q

C5
で
『

1.
コ
ロ
ナ
禍
の
影
響
と
推
測
さ
れ
る
も
の
が
あ
る
』
 
い
ず
れ
か
を
選
択
し
た
⽅
の
み

[必
須

]

Sq
C5

_1
 貴
事
業
所
の

20
20
年

2⽉
か
ら

12
⽉
末
ま
で
の
間
で
、
平
時
で
あ
れ
ば
派
遣
契
約
が
更
新
さ
れ
て
い
た
案
件
で
、
コ
ロ
ナ
禍
の
影
響
で
派
遣
先

と
の
契
約
が
不
更
新
に
な
っ
た
と
推
測
さ
れ
る
派
遣
労
働
者
は
、
全
稼
働
者
の
う
ち
ど
の
く
ら
い
い
ま
す
か
。

 
 約
１
割

 
 約
２
割

 
 約
３
割

 
 約
４
割

 
 約
５
割

 
 約
６
割

 
 約
７
割

 
 約
８
割

 
 約
９
割

 
 す
べ
て
（
稼
働
者
の
う
ち
１
０
割
）

21A

派
遣
先
都
合
で
派
遣
契
約
期
間
中
に
契
約
を
打
ち
切
ら
れ
た
⼈
数

⼈

 
う
ち
貴
事
業
所
を
離
職
し
た
⼈
数

⼈

有 給 で 自 宅 待 機 派 遣 元 で 休 業 扱 い

無 給 で 自 宅 待 機 派 遣 元 で 休 業 扱 い

教 育 訓 練 派 遣 元 で の 休 業 扱 い

派 遣 元 で の 内 勤

新 し い 派 遣 先 の 紹 介

請 負 事 業 で 雇 用 継 続

そ の 他

--
--
＜
改
ペ
ー
ジ
＞

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

【
回
答
者
条
件
】

  
Q

C4
で
『

1.
無
期
雇
⽤
派
遣
労
働
者
で
い
る
』
〜
『

3.
両
⽅
で
い
る
』
 
い
ず
れ
か
を
選
択
し
た
⽅
の
み

[必
須

]

Sq
C4

_2
 派
遣
契
約
を
打
ち
切
ら
れ
た
派
遣
労
働
者
が
い
る
事
業
所
に
う
か
が
い
ま
す
。

派
遣
契
約
を
中
途
解
除
さ
れ
て
も
、
貴
事
業
所
の
雇
⽤
契
約
を
維
持
し
ま
し
た
か
。

 
 無
期
雇
⽤
派
遣
労
働
者
の
雇
⽤
を
維
持
し
た

 
 有
期
雇
⽤
派
遣
労
働
者
の
雇
⽤
を
維
持
し
た

 
 無
期
／
有
期
雇
⽤
派
遣
労
働
者
共
に
維
持
し
た

 
 特
に
維
持
し
な
か
っ
た

--
--
＜
改
ペ
ー
ジ
＞

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

【
回
答
者
条
件
】

  
Sq

C4
_2
で
『

1.
無
期
雇
⽤
派
遣
労
働
者
の
雇
⽤
を
維
持
し
た
』
〜
『

3.
無
期
／
有
期
雇
⽤
派
遣
労
働
者
共
に
維
持
し
た
』
 
い
ず
れ
か
を
選
択
し
た

⽅
の
み

[必
須

]

Sq
C4

_3
 ど
の
よ
う
な
雇
⽤
維
持
の
対
策
を
と
り
ま
し
た
か
。
実
施
し
た
措
置
す
べ
て
選
択
し
て
く
だ
さ
い
。
（
複
数
回
答
可
）

【
無
期
雇
⽤
派
遣
労
働
者
】

 
実
施
し
た
対
策

→
 

【
有
期
雇
⽤
派
遣
労
働
者
】

 
実
施
し
た
対
策

→
 

--
--
＜
改
ペ
ー
ジ
＞

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

（ ）

（ ）

（ ）

【
回
答
者
条
件
】

  
Q

C1
で
「

1.
20

20
年

1〜
3⽉
」
で
『

1.
増
加
』
〜
『

6.
20
％
以
上
減
少
』
 
い
ず
れ
か
を
選
択
し
た

  
ま
た
は

Q
C1
で
「

2.
20

20
年

4〜
6⽉
」
で
『

1.
増
加
』
〜
『

6.
20
％
以
上
減
少
』
 
い
ず
れ
か
を
選
択
し
た

  
ま
た
は

Q
C1
で
「

3.
20

20
年

7〜
9⽉
」
で
『

1.
増
加
』
〜
『

6.
20
％
以
上
減
少
』
 
い
ず
れ
か
を
選
択
し
た

  
ま
た
は

Q
C1
で
「

4.
20

20
年

10
〜

12
⽉
」
で
『

1.
増
加
』
〜
『

6.
20
％
以
上
減
少
』
 
い
ず
れ
か
を
選
択
し
た

  
ま
た
は

Q
C1
で
「

5.
20

20
年

1〜
3⽉
」
で
『

1.
増
加
』
〜
『

6.
20
％
以
上
減
少
』
 
い
ず
れ
か
を
選
択
し
た

  
ま
た
は

Q
C1
で
「

6.
20

20
年

4〜
6⽉
」
で
『

1.
増
加
』
〜
『

6.
20
％
以
上
減
少
』
 
い
ず
れ
か
を
選
択
し
た

  
ま
た
は

Q
C1
で
「

7.
20

20
年

7〜
9⽉
」
で
『

1.
増
加
』
〜
『

6.
20
％
以
上
減
少
』
 
い
ず
れ
か
を
選
択
し
た

  
ま
た
は

Q
C1
で
「

8.
20

20
年

10
〜

12
⽉
」
で
『

1.
増
加
』
〜
『

6.
20
％
以
上
減
少
』
 
い
ず
れ
か
を
選
択
し
た
⽅
の
み

[必
須

]

Q
C5

 貴
事
業
所
の

20
20
年

2⽉
か
ら

12
⽉
末
ま
で
の
間
で
、
平
時
で
あ
れ
ば
派
遣
契
約
が
更
新
さ
れ
て
い
た
案
件
で
、
コ
ロ
ナ
禍
の
影
響
で
派
遣
契
約

が
不
更
新
に
な
っ
た
も
の
は
あ
り
ま
す
か
。

 
 コ
ロ
ナ
禍
の
影
響
と
推
測
さ
れ
る
も
の
が
あ
る

 
 コ
ロ
ナ
禍
の
影
響
と
推
測
さ
れ
る
も
の
は
な
い

--
--
＜
改
ペ
ー
ジ
＞

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

【
回
答
者
条
件
】

  
Q

C5
で
『

1.
コ
ロ
ナ
禍
の
影
響
と
推
測
さ
れ
る
も
の
が
あ
る
』
 
い
ず
れ
か
を
選
択
し
た
⽅
の
み

[必
須

]

Sq
C5

_1
 貴
事
業
所
の

20
20
年

2⽉
か
ら

12
⽉
末
ま
で
の
間
で
、
平
時
で
あ
れ
ば
派
遣
契
約
が
更
新
さ
れ
て
い
た
案
件
で
、
コ
ロ
ナ
禍
の
影
響
で
派
遣
先

と
の
契
約
が
不
更
新
に
な
っ
た
と
推
測
さ
れ
る
派
遣
労
働
者
は
、
全
稼
働
者
の
う
ち
ど
の
く
ら
い
い
ま
す
か
。

 
 約
１
割

 
 約
２
割

 
 約
３
割

 
 約
４
割

 
 約
５
割

 
 約
６
割

 
 約
７
割

 
 約
８
割

 
 約
９
割

 
 す
べ
て
（
稼
働
者
の
う
ち
１
０
割
）
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22A

有 給 で 自 宅 待 機 派 遣 元 で 休 業 扱 い

無 給 で 自 宅 待 機 派 遣 元 で 休 業 扱 い

教 育 訓 練 派 遣 元 で の 休 業 扱 い

派 遣 元 で の 内 勤

新 し い 派 遣 先 の 紹 介

請 負 事 業 で 雇 用 継 続

そ の 他

--
--
＜
改
ペ
ー
ジ
＞

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

【
回
答
者
条
件
】

  
Q

C5
で
『

1.
コ
ロ
ナ
禍
の
影
響
と
推
測
さ
れ
る
も
の
が
あ
る
』
 
い
ず
れ
か
を
選
択
し
た
⽅
の
み

[必
須

]

Sq
C5

_2
 コ
ロ
ナ
禍
の
影
響
で
派
遣
契
約
が
不
更
新
と
な
っ
た
派
遣
労
働
者
が
い
る
事
業
所
に
う
か
が
い
ま
す
。

派
遣
契
約
が
不
更
新
と
な
っ
て
も
、
貴
事
業
所
の
雇
⽤
契
約
を
維
持
し
ま
し
た
か
。

 
 無
期
雇
⽤
派
遣
労
働
者
の
雇
⽤
を
維
持
し
た

 
 有
期
雇
⽤
派
遣
労
働
者
の
雇
⽤
を
維
持
し
た

 
 無
期
／
有
期
雇
⽤
派
遣
労
働
者
共
に
維
持
し
た

 
 特
に
維
持
し
な
か
っ
た

--
--
＜
改
ペ
ー
ジ
＞

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

【
回
答
者
条
件
】

  
Sq

C5
_2
で
『

1.
無
期
雇
⽤
派
遣
労
働
者
の
雇
⽤
を
維
持
し
た
』
〜
『

3.
無
期
／
有
期
雇
⽤
派
遣
労
働
者
共
に
維
持
し
た
』
 
い
ず
れ
か
を
選
択
し
た

⽅
の
み

[必
須

]

Sq
C5

_3
 ど
の
よ
う
な
雇
⽤
維
持
の
対
策
を
と
り
ま
し
た
か
。
実
施
し
た
措
置
す
べ
て
選
択
し
て
く
だ
さ
い
。
（
複
数
回
答
可
）

【
無
期
雇
⽤
派
遣
労
働
者
】

 
実
施
し
た
対
策

→
 

【
有
期
雇
⽤
派
遣
労
働
者
】

 
実
施
し
た
対
策

→
 

--
--
＜
改
ペ
ー
ジ
＞

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

【
回
答
者
条
件
】

  
Q

C1
で
「

1.
20

20
年

1〜
3⽉
」
で
『

1.
増
加
』
〜
『

6.
20
％
以
上
減
少
』
 
い
ず
れ
か
を
選
択
し
た

  
ま
た
は

Q
C1
で
「

2.
20

20
年

4〜
6⽉
」
で
『

1.
増
加
』
〜
『

6.
20
％
以
上
減
少
』
 
い
ず
れ
か
を
選
択
し
た

  
ま
た
は

（ ）

（ ）

（ ）

Q
C1
で
「

3.
20

20
年

7〜
9⽉
」
で
『

1.
増
加
』
〜
『

6.
20
％
以
上
減
少
』
 
い
ず
れ
か
を
選
択
し
た

  
ま
た
は

Q
C1
で
「

4.
20

20
年

10
〜

12
⽉
」
で
『

1.
増
加
』
〜
『

6.
20
％
以
上
減
少
』
 
い
ず
れ
か
を
選
択
し
た

  
ま
た
は

Q
C1
で
「

5.
20

20
年

1〜
3⽉
」
で
『

1.
増
加
』
〜
『

6.
20
％
以
上
減
少
』
 
い
ず
れ
か
を
選
択
し
た

  
ま
た
は

Q
C1
で
「

6.
20

20
年

4〜
6⽉
」
で
『

1.
増
加
』
〜
『

6.
20
％
以
上
減
少
』
 
い
ず
れ
か
を
選
択
し
た

  
ま
た
は

Q
C1
で
「

7.
20

20
年

7〜
9⽉
」
で
『

1.
増
加
』
〜
『

6.
20
％
以
上
減
少
』
 
い
ず
れ
か
を
選
択
し
た

  
ま
た
は

Q
C1
で
「

8.
20

20
年

10
〜

12
⽉
」
で
『

1.
増
加
』
〜
『

6.
20
％
以
上
減
少
』
 
い
ず
れ
か
を
選
択
し
た
⽅
の
み

[必
須

]

Q
C6

 新
型
コ
ロ
ナ
ウ
ィ
ル
ス
の
流
⾏
を
受
け
、
派
遣
先
の
従
業
員
（
正
社
員
等
）
に
対
し
、
テ
レ
ワ
ー
ク
が
推
奨
も
し
く
は
義
務
に
な
っ
た
派
遣
先
事

業
所
は
ど
の
位
あ
り
ま
し
た
か
。

 
 全
く
な
か
っ
た

 
 ２
割
未
満

 
 ２
割
以
上
５
割
未
満

 
 ５
割
以
上
８
割
未
満

 
 ８
割
以
上

--
--
＜
改
ペ
ー
ジ
＞

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

【
回
答
者
条
件
】

  
Q

C6
で
『

2.
２
割
未
満
』
〜
『

5.
８
割
以
上
』
 
い
ず
れ
か
を
選
択
し
た
⽅
の
み

[必
須

]

Sq
C6

_1
 派
遣
先
の
従
業
員
（
正
社
員
等
）
に
対
し
、
テ
レ
ワ
ー
ク
が
推
奨
も
し
く
は
義
務
に
な
っ
た
と
き
、
貴
事
業
所
の
派
遣
労
働
者
は
ど
の
よ
う
に

対
応
し
ま
し
た
か
。
派
遣
先
に
よ
っ
て
異
な
る
場
合
は
す
べ
て
選
択
し
て
く
だ
さ
い
。
（
複
数
回
答
可
）

 
 派
遣
先
の
従
業
員
と
同
様
に
テ
レ
ワ
ー
ク
で
働
い
た

 
 派
遣
労
働
者
は
こ
れ
ま
で
通
り
出
勤
が
多
か
っ
た

 
 派
遣
労
働
者
は
有
給
休
暇
等
、
休
暇
を
取
得
し
た

 
 派
遣
労
働
者
は
派
遣
契
約
が
打
ち
切
ら
れ
た

 
 そ
の
他
（

 
 ）

--
--
＜
改
ペ
ー
ジ
＞

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

[必
須

]

Sq
C6

_2
 テ
レ
ワ
ー
ク
が
推
奨
も
し
く
は
義
務
に
な
っ
た
と
き
派
遣
労
働
者
に
⾏
っ
た
対
応
の
う
ち
、
貴
事
業
所
で
最
も
多
か
っ
た
の
は
ど
れ
で
す
か
。

22A

有 給 で 自 宅 待 機 派 遣 元 で 休 業 扱 い

無 給 で 自 宅 待 機 派 遣 元 で 休 業 扱 い

教 育 訓 練 派 遣 元 で の 休 業 扱 い

派 遣 元 で の 内 勤

新 し い 派 遣 先 の 紹 介

請 負 事 業 で 雇 用 継 続

そ の 他

--
--
＜
改
ペ
ー
ジ
＞

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

【
回
答
者
条
件
】

  
Q

C5
で
『

1.
コ
ロ
ナ
禍
の
影
響
と
推
測
さ
れ
る
も
の
が
あ
る
』
 
い
ず
れ
か
を
選
択
し
た
⽅
の
み

[必
須

]

Sq
C5

_2
 コ
ロ
ナ
禍
の
影
響
で
派
遣
契
約
が
不
更
新
と
な
っ
た
派
遣
労
働
者
が
い
る
事
業
所
に
う
か
が
い
ま
す
。

派
遣
契
約
が
不
更
新
と
な
っ
て
も
、
貴
事
業
所
の
雇
⽤
契
約
を
維
持
し
ま
し
た
か
。

 
 無
期
雇
⽤
派
遣
労
働
者
の
雇
⽤
を
維
持
し
た

 
 有
期
雇
⽤
派
遣
労
働
者
の
雇
⽤
を
維
持
し
た

 
 無
期
／
有
期
雇
⽤
派
遣
労
働
者
共
に
維
持
し
た

 
 特
に
維
持
し
な
か
っ
た

--
--
＜
改
ペ
ー
ジ
＞

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

【
回
答
者
条
件
】

  
Sq

C5
_2
で
『

1.
無
期
雇
⽤
派
遣
労
働
者
の
雇
⽤
を
維
持
し
た
』
〜
『

3.
無
期
／
有
期
雇
⽤
派
遣
労
働
者
共
に
維
持
し
た
』
 
い
ず
れ
か
を
選
択
し
た

⽅
の
み

[必
須

]

Sq
C5

_3
 ど
の
よ
う
な
雇
⽤
維
持
の
対
策
を
と
り
ま
し
た
か
。
実
施
し
た
措
置
す
べ
て
選
択
し
て
く
だ
さ
い
。
（
複
数
回
答
可
）

【
無
期
雇
⽤
派
遣
労
働
者
】

 
実
施
し
た
対
策

→
 

【
有
期
雇
⽤
派
遣
労
働
者
】

 
実
施
し
た
対
策

→
 

--
--
＜
改
ペ
ー
ジ
＞

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

【
回
答
者
条
件
】

  
Q

C1
で
「

1.
20

20
年

1〜
3⽉
」
で
『

1.
増
加
』
〜
『

6.
20
％
以
上
減
少
』
 
い
ず
れ
か
を
選
択
し
た

  
ま
た
は

Q
C1
で
「

2.
20

20
年

4〜
6⽉
」
で
『

1.
増
加
』
〜
『

6.
20
％
以
上
減
少
』
 
い
ず
れ
か
を
選
択
し
た

  
ま
た
は

（ ）

（ ）

（ ）

Q
C1
で
「

3.
20

20
年

7〜
9⽉
」
で
『

1.
増
加
』
〜
『

6.
20
％
以
上
減
少
』
 
い
ず
れ
か
を
選
択
し
た

  
ま
た
は

Q
C1
で
「

4.
20

20
年

10
〜

12
⽉
」
で
『

1.
増
加
』
〜
『

6.
20
％
以
上
減
少
』
 
い
ず
れ
か
を
選
択
し
た

  
ま
た
は

Q
C1
で
「

5.
20

20
年

1〜
3⽉
」
で
『

1.
増
加
』
〜
『

6.
20
％
以
上
減
少
』
 
い
ず
れ
か
を
選
択
し
た

  
ま
た
は

Q
C1
で
「

6.
20

20
年

4〜
6⽉
」
で
『

1.
増
加
』
〜
『

6.
20
％
以
上
減
少
』
 
い
ず
れ
か
を
選
択
し
た

  
ま
た
は

Q
C1
で
「

7.
20

20
年

7〜
9⽉
」
で
『

1.
増
加
』
〜
『

6.
20
％
以
上
減
少
』
 
い
ず
れ
か
を
選
択
し
た

  
ま
た
は

Q
C1
で
「

8.
20

20
年

10
〜

12
⽉
」
で
『

1.
増
加
』
〜
『

6.
20
％
以
上
減
少
』
 
い
ず
れ
か
を
選
択
し
た
⽅
の
み

[必
須

]

Q
C6

 新
型
コ
ロ
ナ
ウ
ィ
ル
ス
の
流
⾏
を
受
け
、
派
遣
先
の
従
業
員
（
正
社
員
等
）
に
対
し
、
テ
レ
ワ
ー
ク
が
推
奨
も
し
く
は
義
務
に
な
っ
た
派
遣
先
事

業
所
は
ど
の
位
あ
り
ま
し
た
か
。

 
 全
く
な
か
っ
た

 
 ２
割
未
満

 
 ２
割
以
上
５
割
未
満

 
 ５
割
以
上
８
割
未
満

 
 ８
割
以
上

--
--
＜
改
ペ
ー
ジ
＞

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

【
回
答
者
条
件
】

  
Q

C6
で
『

2.
２
割
未
満
』
〜
『

5.
８
割
以
上
』
 
い
ず
れ
か
を
選
択
し
た
⽅
の
み

[必
須

]

Sq
C6

_1
 派
遣
先
の
従
業
員
（
正
社
員
等
）
に
対
し
、
テ
レ
ワ
ー
ク
が
推
奨
も
し
く
は
義
務
に
な
っ
た
と
き
、
貴
事
業
所
の
派
遣
労
働
者
は
ど
の
よ
う
に

対
応
し
ま
し
た
か
。
派
遣
先
に
よ
っ
て
異
な
る
場
合
は
す
べ
て
選
択
し
て
く
だ
さ
い
。
（
複
数
回
答
可
）

 
 派
遣
先
の
従
業
員
と
同
様
に
テ
レ
ワ
ー
ク
で
働
い
た

 
 派
遣
労
働
者
は
こ
れ
ま
で
通
り
出
勤
が
多
か
っ
た

 
 派
遣
労
働
者
は
有
給
休
暇
等
、
休
暇
を
取
得
し
た

 
 派
遣
労
働
者
は
派
遣
契
約
が
打
ち
切
ら
れ
た

 
 そ
の
他
（

 
 ）

--
--
＜
改
ペ
ー
ジ
＞

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

[必
須

]

Sq
C6

_2
 テ
レ
ワ
ー
ク
が
推
奨
も
し
く
は
義
務
に
な
っ
た
と
き
派
遣
労
働
者
に
⾏
っ
た
対
応
の
う
ち
、
貴
事
業
所
で
最
も
多
か
っ
た
の
は
ど
れ
で
す
か
。

22A

有 給 で 自 宅 待 機 派 遣 元 で 休 業 扱 い

無 給 で 自 宅 待 機 派 遣 元 で 休 業 扱 い

教 育 訓 練 派 遣 元 で の 休 業 扱 い

派 遣 元 で の 内 勤

新 し い 派 遣 先 の 紹 介

請 負 事 業 で 雇 用 継 続

そ の 他

--
--
＜
改
ペ
ー
ジ
＞

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

【
回
答
者
条
件
】

  
Q

C5
で
『

1.
コ
ロ
ナ
禍
の
影
響
と
推
測
さ
れ
る
も
の
が
あ
る
』
 
い
ず
れ
か
を
選
択
し
た
⽅
の
み

[必
須

]

Sq
C5

_2
 コ
ロ
ナ
禍
の
影
響
で
派
遣
契
約
が
不
更
新
と
な
っ
た
派
遣
労
働
者
が
い
る
事
業
所
に
う
か
が
い
ま
す
。

派
遣
契
約
が
不
更
新
と
な
っ
て
も
、
貴
事
業
所
の
雇
⽤
契
約
を
維
持
し
ま
し
た
か
。

 
 無
期
雇
⽤
派
遣
労
働
者
の
雇
⽤
を
維
持
し
た

 
 有
期
雇
⽤
派
遣
労
働
者
の
雇
⽤
を
維
持
し
た

 
 無
期
／
有
期
雇
⽤
派
遣
労
働
者
共
に
維
持
し
た

 
 特
に
維
持
し
な
か
っ
た

--
--
＜
改
ペ
ー
ジ
＞

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

【
回
答
者
条
件
】

  
Sq

C5
_2
で
『

1.
無
期
雇
⽤
派
遣
労
働
者
の
雇
⽤
を
維
持
し
た
』
〜
『

3.
無
期
／
有
期
雇
⽤
派
遣
労
働
者
共
に
維
持
し
た
』
 
い
ず
れ
か
を
選
択
し
た

⽅
の
み

[必
須

]

Sq
C5

_3
 ど
の
よ
う
な
雇
⽤
維
持
の
対
策
を
と
り
ま
し
た
か
。
実
施
し
た
措
置
す
べ
て
選
択
し
て
く
だ
さ
い
。
（
複
数
回
答
可
）

【
無
期
雇
⽤
派
遣
労
働
者
】

 
実
施
し
た
対
策

→
 

【
有
期
雇
⽤
派
遣
労
働
者
】

 
実
施
し
た
対
策

→
 

--
--
＜
改
ペ
ー
ジ
＞

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

【
回
答
者
条
件
】

  
Q

C1
で
「

1.
20

20
年

1〜
3⽉
」
で
『

1.
増
加
』
〜
『

6.
20
％
以
上
減
少
』
 
い
ず
れ
か
を
選
択
し
た

  
ま
た
は

Q
C1
で
「

2.
20

20
年

4〜
6⽉
」
で
『

1.
増
加
』
〜
『

6.
20
％
以
上
減
少
』
 
い
ず
れ
か
を
選
択
し
た

  
ま
た
は

（ ）

（ ）

（ ）

Q
C1
で
「

3.
20

20
年

7〜
9⽉
」
で
『

1.
増
加
』
〜
『

6.
20
％
以
上
減
少
』
 
い
ず
れ
か
を
選
択
し
た

  
ま
た
は

Q
C1
で
「

4.
20

20
年

10
〜

12
⽉
」
で
『

1.
増
加
』
〜
『

6.
20
％
以
上
減
少
』
 
い
ず
れ
か
を
選
択
し
た

  
ま
た
は

Q
C1
で
「

5.
20

20
年

1〜
3⽉
」
で
『

1.
増
加
』
〜
『

6.
20
％
以
上
減
少
』
 
い
ず
れ
か
を
選
択
し
た

  
ま
た
は

Q
C1
で
「

6.
20

20
年

4〜
6⽉
」
で
『

1.
増
加
』
〜
『

6.
20
％
以
上
減
少
』
 
い
ず
れ
か
を
選
択
し
た

  
ま
た
は

Q
C1
で
「

7.
20

20
年

7〜
9⽉
」
で
『

1.
増
加
』
〜
『

6.
20
％
以
上
減
少
』
 
い
ず
れ
か
を
選
択
し
た

  
ま
た
は

Q
C1
で
「

8.
20

20
年

10
〜

12
⽉
」
で
『

1.
増
加
』
〜
『

6.
20
％
以
上
減
少
』
 
い
ず
れ
か
を
選
択
し
た
⽅
の
み

[必
須

]

Q
C6

 新
型
コ
ロ
ナ
ウ
ィ
ル
ス
の
流
⾏
を
受
け
、
派
遣
先
の
従
業
員
（
正
社
員
等
）
に
対
し
、
テ
レ
ワ
ー
ク
が
推
奨
も
し
く
は
義
務
に
な
っ
た
派
遣
先
事

業
所
は
ど
の
位
あ
り
ま
し
た
か
。

 
 全
く
な
か
っ
た

 
 ２
割
未
満

 
 ２
割
以
上
５
割
未
満

 
 ５
割
以
上
８
割
未
満

 
 ８
割
以
上

--
--
＜
改
ペ
ー
ジ
＞

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

【
回
答
者
条
件
】

  
Q

C6
で
『

2.
２
割
未
満
』
〜
『

5.
８
割
以
上
』
 
い
ず
れ
か
を
選
択
し
た
⽅
の
み

[必
須

]

Sq
C6

_1
 派
遣
先
の
従
業
員
（
正
社
員
等
）
に
対
し
、
テ
レ
ワ
ー
ク
が
推
奨
も
し
く
は
義
務
に
な
っ
た
と
き
、
貴
事
業
所
の
派
遣
労
働
者
は
ど
の
よ
う
に

対
応
し
ま
し
た
か
。
派
遣
先
に
よ
っ
て
異
な
る
場
合
は
す
べ
て
選
択
し
て
く
だ
さ
い
。
（
複
数
回
答
可
）

 
 派
遣
先
の
従
業
員
と
同
様
に
テ
レ
ワ
ー
ク
で
働
い
た

 
 派
遣
労
働
者
は
こ
れ
ま
で
通
り
出
勤
が
多
か
っ
た

 
 派
遣
労
働
者
は
有
給
休
暇
等
、
休
暇
を
取
得
し
た

 
 派
遣
労
働
者
は
派
遣
契
約
が
打
ち
切
ら
れ
た

 
 そ
の
他
（

 
 ）

--
--
＜
改
ペ
ー
ジ
＞

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

[必
須

]

Sq
C6

_2
 テ
レ
ワ
ー
ク
が
推
奨
も
し
く
は
義
務
に
な
っ
た
と
き
派
遣
労
働
者
に
⾏
っ
た
対
応
の
う
ち
、
貴
事
業
所
で
最
も
多
か
っ
た
の
は
ど
れ
で
す
か
。
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23A

０ 割 い な い

１ 割 程 度

２ 割 程 度

３ 割 程 度

４ 割 程 度

５ 割 程 度

６ 割 程 度

７ 割 程 度

８ 割 程 度

９ 割 程 度

１ ０ 割 程 度

⽉
 
※
半
⾓
数
字
で

 
 派
遣
先
の
従
業
員
と
同
様
に
テ
レ
ワ
ー
ク
で
働
い
た

 
 派
遣
労
働
者
は
こ
れ
ま
で
通
り
出
勤
が
多
か
っ
た

 
 派
遣
労
働
者
は
有
給
休
暇
等
、
休
暇
を
取
得
し
た

 
 派
遣
労
働
者
は
派
遣
契
約
が
打
ち
切
ら
れ
た

 
 そ
の
他
（

[回
答
︓

Sq
C6

_1
.t5

]）

--
--
＜
改
ペ
ー
ジ
＞

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

【
回
答
者
条
件
】

  
Q

C1
で
「

1.
20

20
年

1〜
3⽉
」
で
『

1.
増
加
』
〜
『

6.
20
％
以
上
減
少
』
 
い
ず
れ
か
を
選
択
し
た

  
ま
た
は

Q
C1
で
「

2.
20

20
年

4〜
6⽉
」
で
『

1.
増
加
』
〜
『

6.
20
％
以
上
減
少
』
 
い
ず
れ
か
を
選
択
し
た

  
ま
た
は

Q
C1
で
「

3.
20

20
年

7〜
9⽉
」
で
『

1.
増
加
』
〜
『

6.
20
％
以
上
減
少
』
 
い
ず
れ
か
を
選
択
し
た

  
ま
た
は

Q
C1
で
「

4.
20

20
年

10
〜

12
⽉
」
で
『

1.
増
加
』
〜
『

6.
20
％
以
上
減
少
』
 
い
ず
れ
か
を
選
択
し
た

  
ま
た
は

Q
C1
で
「

5.
20

20
年

1〜
3⽉
」
で
『

1.
増
加
』
〜
『

6.
20
％
以
上
減
少
』
 
い
ず
れ
か
を
選
択
し
た

  
ま
た
は

Q
C1
で
「

6.
20

20
年

4〜
6⽉
」
で
『

1.
増
加
』
〜
『

6.
20
％
以
上
減
少
』
 
い
ず
れ
か
を
選
択
し
た

  
ま
た
は

Q
C1
で
「

7.
20

20
年

7〜
9⽉
」
で
『

1.
増
加
』
〜
『

6.
20
％
以
上
減
少
』
 
い
ず
れ
か
を
選
択
し
た

  
ま
た
は

Q
C1
で
「

8.
20

20
年

10
〜

12
⽉
」
で
『

1.
増
加
』
〜
『

6.
20
％
以
上
減
少
』
 
い
ず
れ
か
を
選
択
し
た
⽅
の
み

[必
須

]

Q
C7

_1
 貴
事
業
所
の
派
遣
労
働
者
の
う
ち
、
テ
レ
ワ
ー
ク
（
⼀
時
的
な
在
宅
も
含
む
）
で
働
く
⽅
は
全
体
の
何
割
ぐ
ら
い
い
ま
す
か
。
現
在
と
⼀
番
多

か
っ
た
時
期
に
つ
い
て
お
答
え
く
だ
さ
い
。

現
在

→

⼀
番
テ
レ
ワ
ー
ク
が
多
か
っ
た
⽉

→

--
--
＜
改
ペ
ー
ジ
＞

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

【
回
答
者
条
件
】

  
Q

C7
_1
で
「

2.
⼀
番
テ
レ
ワ
ー
ク
が
多
か
っ
た
⽉
」
で
『

2.
１
割
程
度
』
〜
『

11
.１
０
割
程
度
』
 
い
ず
れ
か
を
選
択
し
た
⽅
の
み

Q
C7

_2
 前
問
で
お
答
え
に
な
っ
た
「
⼀
番
テ
レ
ワ
ー
ク
（
⼀
時
的
な
在
宅
も
含
む
）
が
多
か
っ
た
⽉
」
は
い
つ
で
す
か
。

（ ）

--
--
＜
改
ペ
ー
ジ
＞

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

【
回
答
者
条
件
】

  
Q

C7
_1
で
「

1.
現
在
」
で
『

2.
１
割
程
度
』
〜
『

11
.１
０
割
程
度
』
 
い
ず
れ
か
を
選
択
し
た

  
ま
た
は

Q
C7

_1
で
「

2.
⼀
番
テ
レ
ワ
ー
ク
が
多
か
っ
た
⽉
」
で
『

2.
１
割
程
度
』
〜
『

11
.１
０
割
程
度
』
 
い
ず
れ
か
を
選
択
し
た
⽅
の
み

[必
須

]

Sq
C7

_1
 テ
レ
ワ
ー
ク
を
し
た
派
遣
労
働
者
が
い
る
事
業
所
に
う
か
が
い
ま
す
。

テ
レ
ワ
ー
ク
実
施
に
あ
た
っ
て
、
貴
事
業
所
で
は
ど
の
よ
う
な
対
策
を
⾏
い
ま
し
た
か
。
す
べ
て
選
択
し
て
く
だ
さ
い
。
（
複
数
回
答
可
）

 
 パ
ソ
コ
ン
な
ど
の
仕
事
に
必
要
な
機
材
、
ソ
フ
ト
を
貸
し
出
し
た

 
 仕
事
に
必
要
な
機
材
、
ソ
フ
ト
の
購
⼊
の
補
助
を
し
た

 
 テ
レ
ワ
ー
ク
に
必
要
な
機
材
、
ソ
フ
ト
に
つ
い
て
の
教
育
訓
練
を
実
施
し
た

 
 テ
レ
ワ
ー
ク
⽤
に
就
業
規
則
を
変
更
し
た

 
 派
遣
労
働
者
向
け
の
情
報
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
体
制
を
整
備
し
た

 
 そ
の
他
（

 
 ）

 
 派
遣
先
の
対
応
に
任
せ
た
（
貴
事
業
所
で
は
特
に
何
も
し
て
い
な
い
）

 
 何
も
し
て
い
な
い

--
--
＜
改
ペ
ー
ジ
＞

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

【
回
答
者
条
件
】

  
Q

C7
_1
で
「

1.
現
在
」
で
『

2.
１
割
程
度
』
〜
『

11
.１
０
割
程
度
』
 
い
ず
れ
か
を
選
択
し
た

  
ま
た
は

Q
C7

_1
で
「

2.
⼀
番
テ
レ
ワ
ー
ク
が
多
か
っ
た
⽉
」
で
『

2.
１
割
程
度
』
〜
『

11
.１
０
割
程
度
』
 
い
ず
れ
か
を
選
択
し
た
⽅
の
み

[必
須

]

Sq
C7

_2
 テ
レ
ワ
ー
ク
を
し
た
派
遣
労
働
者
が
い
る
事
業
所
に
う
か
が
い
ま
す
。
テ
レ
ワ
ー
ク
の
派
遣
労
働
者
の
フ
ォ
ロ
ー
、
⾯
談
は
ど
の
よ
う
に
⾏
い

ま
す
か
。
す
べ
て
選
択
し
て
く
だ
さ
い
。
（
複
数
回
答
可
）

 
 オ
ン
ラ
イ
ン

 
 電
話

 
 メ
ー
ル

 
 ラ
イ
ン
、
メ
ッ
セ
ン
ジ
ャ
ー
等

 
 対
⾯

 
 そ
の
他
（

 
 ）

23A

０ 割 い な い

１ 割 程 度

２ 割 程 度

３ 割 程 度

４ 割 程 度

５ 割 程 度

６ 割 程 度

７ 割 程 度

８ 割 程 度

９ 割 程 度

１ ０ 割 程 度

⽉
 
※
半
⾓
数
字
で

 
 派
遣
先
の
従
業
員
と
同
様
に
テ
レ
ワ
ー
ク
で
働
い
た

 
 派
遣
労
働
者
は
こ
れ
ま
で
通
り
出
勤
が
多
か
っ
た

 
 派
遣
労
働
者
は
有
給
休
暇
等
、
休
暇
を
取
得
し
た

 
 派
遣
労
働
者
は
派
遣
契
約
が
打
ち
切
ら
れ
た

 
 そ
の
他
（

[回
答
︓

Sq
C6

_1
.t5

]）

--
--
＜
改
ペ
ー
ジ
＞

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

【
回
答
者
条
件
】

  
Q

C1
で
「

1.
20

20
年

1〜
3⽉
」
で
『

1.
増
加
』
〜
『

6.
20
％
以
上
減
少
』
 
い
ず
れ
か
を
選
択
し
た

  
ま
た
は

Q
C1
で
「

2.
20

20
年

4〜
6⽉
」
で
『

1.
増
加
』
〜
『

6.
20
％
以
上
減
少
』
 
い
ず
れ
か
を
選
択
し
た

  
ま
た
は

Q
C1
で
「

3.
20

20
年

7〜
9⽉
」
で
『

1.
増
加
』
〜
『

6.
20
％
以
上
減
少
』
 
い
ず
れ
か
を
選
択
し
た

  
ま
た
は

Q
C1
で
「

4.
20

20
年

10
〜

12
⽉
」
で
『

1.
増
加
』
〜
『

6.
20
％
以
上
減
少
』
 
い
ず
れ
か
を
選
択
し
た

  
ま
た
は

Q
C1
で
「

5.
20

20
年

1〜
3⽉
」
で
『

1.
増
加
』
〜
『

6.
20
％
以
上
減
少
』
 
い
ず
れ
か
を
選
択
し
た

  
ま
た
は

Q
C1
で
「

6.
20

20
年

4〜
6⽉
」
で
『

1.
増
加
』
〜
『

6.
20
％
以
上
減
少
』
 
い
ず
れ
か
を
選
択
し
た

  
ま
た
は

Q
C1
で
「

7.
20

20
年

7〜
9⽉
」
で
『

1.
増
加
』
〜
『

6.
20
％
以
上
減
少
』
 
い
ず
れ
か
を
選
択
し
た

  
ま
た
は

Q
C1
で
「

8.
20

20
年

10
〜

12
⽉
」
で
『

1.
増
加
』
〜
『

6.
20
％
以
上
減
少
』
 
い
ず
れ
か
を
選
択
し
た
⽅
の
み

[必
須

]

Q
C7

_1
 貴
事
業
所
の
派
遣
労
働
者
の
う
ち
、
テ
レ
ワ
ー
ク
（
⼀
時
的
な
在
宅
も
含
む
）
で
働
く
⽅
は
全
体
の
何
割
ぐ
ら
い
い
ま
す
か
。
現
在
と
⼀
番
多

か
っ
た
時
期
に
つ
い
て
お
答
え
く
だ
さ
い
。

現
在

→

⼀
番
テ
レ
ワ
ー
ク
が
多
か
っ
た
⽉

→

--
--
＜
改
ペ
ー
ジ
＞

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

【
回
答
者
条
件
】

  
Q

C7
_1
で
「

2.
⼀
番
テ
レ
ワ
ー
ク
が
多
か
っ
た
⽉
」
で
『

2.
１
割
程
度
』
〜
『

11
.１
０
割
程
度
』
 
い
ず
れ
か
を
選
択
し
た
⽅
の
み

Q
C7

_2
 前
問
で
お
答
え
に
な
っ
た
「
⼀
番
テ
レ
ワ
ー
ク
（
⼀
時
的
な
在
宅
も
含
む
）
が
多
か
っ
た
⽉
」
は
い
つ
で
す
か
。

（ ）

--
--
＜
改
ペ
ー
ジ
＞

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

【
回
答
者
条
件
】

  
Q

C7
_1
で
「

1.
現
在
」
で
『

2.
１
割
程
度
』
〜
『

11
.１
０
割
程
度
』
 
い
ず
れ
か
を
選
択
し
た

  
ま
た
は

Q
C7

_1
で
「

2.
⼀
番
テ
レ
ワ
ー
ク
が
多
か
っ
た
⽉
」
で
『

2.
１
割
程
度
』
〜
『

11
.１
０
割
程
度
』
 
い
ず
れ
か
を
選
択
し
た
⽅
の
み

[必
須

]

Sq
C7

_1
 テ
レ
ワ
ー
ク
を
し
た
派
遣
労
働
者
が
い
る
事
業
所
に
う
か
が
い
ま
す
。

テ
レ
ワ
ー
ク
実
施
に
あ
た
っ
て
、
貴
事
業
所
で
は
ど
の
よ
う
な
対
策
を
⾏
い
ま
し
た
か
。
す
べ
て
選
択
し
て
く
だ
さ
い
。
（
複
数
回
答
可
）

 
 パ
ソ
コ
ン
な
ど
の
仕
事
に
必
要
な
機
材
、
ソ
フ
ト
を
貸
し
出
し
た

 
 仕
事
に
必
要
な
機
材
、
ソ
フ
ト
の
購
⼊
の
補
助
を
し
た

 
 テ
レ
ワ
ー
ク
に
必
要
な
機
材
、
ソ
フ
ト
に
つ
い
て
の
教
育
訓
練
を
実
施
し
た

 
 テ
レ
ワ
ー
ク
⽤
に
就
業
規
則
を
変
更
し
た

 
 派
遣
労
働
者
向
け
の
情
報
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
体
制
を
整
備
し
た

 
 そ
の
他
（

 
 ）

 
 派
遣
先
の
対
応
に
任
せ
た
（
貴
事
業
所
で
は
特
に
何
も
し
て
い
な
い
）

 
 何
も
し
て
い
な
い

--
--
＜
改
ペ
ー
ジ
＞

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

【
回
答
者
条
件
】

  
Q

C7
_1
で
「

1.
現
在
」
で
『

2.
１
割
程
度
』
〜
『

11
.１
０
割
程
度
』
 
い
ず
れ
か
を
選
択
し
た

  
ま
た
は

Q
C7

_1
で
「

2.
⼀
番
テ
レ
ワ
ー
ク
が
多
か
っ
た
⽉
」
で
『

2.
１
割
程
度
』
〜
『

11
.１
０
割
程
度
』
 
い
ず
れ
か
を
選
択
し
た
⽅
の
み

[必
須

]

Sq
C7

_2
 テ
レ
ワ
ー
ク
を
し
た
派
遣
労
働
者
が
い
る
事
業
所
に
う
か
が
い
ま
す
。
テ
レ
ワ
ー
ク
の
派
遣
労
働
者
の
フ
ォ
ロ
ー
、
⾯
談
は
ど
の
よ
う
に
⾏
い

ま
す
か
。
す
べ
て
選
択
し
て
く
だ
さ
い
。
（
複
数
回
答
可
）

 
 オ
ン
ラ
イ
ン

 
 電
話

 
 メ
ー
ル

 
 ラ
イ
ン
、
メ
ッ
セ
ン
ジ
ャ
ー
等

 
 対
⾯

 
 そ
の
他
（

 
 ）

23A

０ 割 い な い

１ 割 程 度

２ 割 程 度

３ 割 程 度

４ 割 程 度

５ 割 程 度

６ 割 程 度

７ 割 程 度

８ 割 程 度

９ 割 程 度

１ ０ 割 程 度

⽉
 
※
半
⾓
数
字
で

 
 派
遣
先
の
従
業
員
と
同
様
に
テ
レ
ワ
ー
ク
で
働
い
た

 
 派
遣
労
働
者
は
こ
れ
ま
で
通
り
出
勤
が
多
か
っ
た

 
 派
遣
労
働
者
は
有
給
休
暇
等
、
休
暇
を
取
得
し
た

 
 派
遣
労
働
者
は
派
遣
契
約
が
打
ち
切
ら
れ
た

 
 そ
の
他
（

[回
答
︓

Sq
C6

_1
.t5

]）

--
--
＜
改
ペ
ー
ジ
＞

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

【
回
答
者
条
件
】

  
Q

C1
で
「

1.
20

20
年

1〜
3⽉
」
で
『

1.
増
加
』
〜
『

6.
20
％
以
上
減
少
』
 
い
ず
れ
か
を
選
択
し
た

  
ま
た
は

Q
C1
で
「

2.
20

20
年

4〜
6⽉
」
で
『

1.
増
加
』
〜
『

6.
20
％
以
上
減
少
』
 
い
ず
れ
か
を
選
択
し
た

  
ま
た
は

Q
C1
で
「

3.
20

20
年

7〜
9⽉
」
で
『

1.
増
加
』
〜
『

6.
20
％
以
上
減
少
』
 
い
ず
れ
か
を
選
択
し
た

  
ま
た
は

Q
C1
で
「

4.
20

20
年

10
〜

12
⽉
」
で
『

1.
増
加
』
〜
『

6.
20
％
以
上
減
少
』
 
い
ず
れ
か
を
選
択
し
た

  
ま
た
は

Q
C1
で
「

5.
20

20
年

1〜
3⽉
」
で
『

1.
増
加
』
〜
『

6.
20
％
以
上
減
少
』
 
い
ず
れ
か
を
選
択
し
た

  
ま
た
は

Q
C1
で
「

6.
20

20
年

4〜
6⽉
」
で
『

1.
増
加
』
〜
『

6.
20
％
以
上
減
少
』
 
い
ず
れ
か
を
選
択
し
た

  
ま
た
は

Q
C1
で
「

7.
20

20
年

7〜
9⽉
」
で
『

1.
増
加
』
〜
『

6.
20
％
以
上
減
少
』
 
い
ず
れ
か
を
選
択
し
た

  
ま
た
は

Q
C1
で
「

8.
20

20
年

10
〜

12
⽉
」
で
『

1.
増
加
』
〜
『

6.
20
％
以
上
減
少
』
 
い
ず
れ
か
を
選
択
し
た
⽅
の
み

[必
須

]

Q
C7

_1
 貴
事
業
所
の
派
遣
労
働
者
の
う
ち
、
テ
レ
ワ
ー
ク
（
⼀
時
的
な
在
宅
も
含
む
）
で
働
く
⽅
は
全
体
の
何
割
ぐ
ら
い
い
ま
す
か
。
現
在
と
⼀
番
多

か
っ
た
時
期
に
つ
い
て
お
答
え
く
だ
さ
い
。

現
在

→

⼀
番
テ
レ
ワ
ー
ク
が
多
か
っ
た
⽉

→

--
--
＜
改
ペ
ー
ジ
＞

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

【
回
答
者
条
件
】

  
Q

C7
_1
で
「

2.
⼀
番
テ
レ
ワ
ー
ク
が
多
か
っ
た
⽉
」
で
『

2.
１
割
程
度
』
〜
『

11
.１
０
割
程
度
』
 
い
ず
れ
か
を
選
択
し
た
⽅
の
み

Q
C7

_2
 前
問
で
お
答
え
に
な
っ
た
「
⼀
番
テ
レ
ワ
ー
ク
（
⼀
時
的
な
在
宅
も
含
む
）
が
多
か
っ
た
⽉
」
は
い
つ
で
す
か
。

（ ）

--
--
＜
改
ペ
ー
ジ
＞

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

【
回
答
者
条
件
】

  
Q

C7
_1
で
「

1.
現
在
」
で
『

2.
１
割
程
度
』
〜
『

11
.１
０
割
程
度
』
 
い
ず
れ
か
を
選
択
し
た

  
ま
た
は

Q
C7

_1
で
「

2.
⼀
番
テ
レ
ワ
ー
ク
が
多
か
っ
た
⽉
」
で
『

2.
１
割
程
度
』
〜
『

11
.１
０
割
程
度
』
 
い
ず
れ
か
を
選
択
し
た
⽅
の
み

[必
須

]

Sq
C7

_1
 テ
レ
ワ
ー
ク
を
し
た
派
遣
労
働
者
が
い
る
事
業
所
に
う
か
が
い
ま
す
。

テ
レ
ワ
ー
ク
実
施
に
あ
た
っ
て
、
貴
事
業
所
で
は
ど
の
よ
う
な
対
策
を
⾏
い
ま
し
た
か
。
す
べ
て
選
択
し
て
く
だ
さ
い
。
（
複
数
回
答
可
）

 
 パ
ソ
コ
ン
な
ど
の
仕
事
に
必
要
な
機
材
、
ソ
フ
ト
を
貸
し
出
し
た

 
 仕
事
に
必
要
な
機
材
、
ソ
フ
ト
の
購
⼊
の
補
助
を
し
た

 
 テ
レ
ワ
ー
ク
に
必
要
な
機
材
、
ソ
フ
ト
に
つ
い
て
の
教
育
訓
練
を
実
施
し
た

 
 テ
レ
ワ
ー
ク
⽤
に
就
業
規
則
を
変
更
し
た

 
 派
遣
労
働
者
向
け
の
情
報
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
体
制
を
整
備
し
た

 
 そ
の
他
（

 
 ）

 
 派
遣
先
の
対
応
に
任
せ
た
（
貴
事
業
所
で
は
特
に
何
も
し
て
い
な
い
）

 
 何
も
し
て
い
な
い

--
--
＜
改
ペ
ー
ジ
＞

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

【
回
答
者
条
件
】

  
Q

C7
_1
で
「

1.
現
在
」
で
『

2.
１
割
程
度
』
〜
『

11
.１
０
割
程
度
』
 
い
ず
れ
か
を
選
択
し
た

  
ま
た
は

Q
C7

_1
で
「

2.
⼀
番
テ
レ
ワ
ー
ク
が
多
か
っ
た
⽉
」
で
『

2.
１
割
程
度
』
〜
『

11
.１
０
割
程
度
』
 
い
ず
れ
か
を
選
択
し
た
⽅
の
み

[必
須

]

Sq
C7

_2
 テ
レ
ワ
ー
ク
を
し
た
派
遣
労
働
者
が
い
る
事
業
所
に
う
か
が
い
ま
す
。
テ
レ
ワ
ー
ク
の
派
遣
労
働
者
の
フ
ォ
ロ
ー
、
⾯
談
は
ど
の
よ
う
に
⾏
い

ま
す
か
。
す
べ
て
選
択
し
て
く
だ
さ
い
。
（
複
数
回
答
可
）

 
 オ
ン
ラ
イ
ン

 
 電
話

 
 メ
ー
ル

 
 ラ
イ
ン
、
メ
ッ
セ
ン
ジ
ャ
ー
等

 
 対
⾯

 
 そ
の
他
（

 
 ）

- 105 -
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24A

か な り A に 近 い

ど ち ら か と い え ば A

ど ち ら と も い え な い

ど ち ら か と い え ば B

か な り B に 近 い

--
--
＜
改
ペ
ー
ジ
＞

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

【
回
答
者
条
件
】

  
Q

C7
_1
で
「

1.
現
在
」
で
『

2.
１
割
程
度
』
〜
『

11
.１
０
割
程
度
』
 
い
ず
れ
か
を
選
択
し
た

  
ま
た
は

Q
C7

_1
で
「

2.
⼀
番
テ
レ
ワ
ー
ク
が
多
か
っ
た
⽉
」
で
『

2.
１
割
程
度
』
〜
『

11
.１
０
割
程
度
』
 
い
ず
れ
か
を
選
択
し
た
⽅
の
み

[必
須

]

Sq
C7

_3
 テ
レ
ワ
ー
ク
を
し
た
派
遣
労
働
者
が
い
る
事
業
所
に
う
か
が
い
ま
す
。
派
遣
労
働
者
の
テ
レ
ワ
ー
ク
の
仕
事
の
状
況
は
、
平
時
に
⽐
べ
て

Aか
Bか
近
い
⽅
を
選
択
し
て
く
だ
さ
い
。

A ←
B →

忙
し
く
な
っ
て
い
る

暇
に
な
っ
て
い
る

派
遣
先
か
ら
の
指
⽰
命
令
、
要
求
が
多
い

指
⽰
命
令
、
要
求
が
少
な
い

仕
事
が
効
率
的
に
な
っ
て
い
る

⾮
効
率
的
に
な
っ
て
い
る

職
場
関
連
の
悩
み
が
減
っ
て
い
る

悩
み
が
増
え
て
い
る

ス
キ
ル
が
向
上
し
て
い
る

ス
キ
ル
が
低
下
、
停
滞
し
て
い
る

仕
事
が
や
り
や
す
い
と
い
う
声
が
多
い

仕
事
が
や
り
に
く
い
と
い
う
声
が
多
い

--
--
＜
改
ペ
ー
ジ
＞

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

【
回
答
者
条
件
】

  
Q

C7
_1
で
「

1.
現
在
」
で
『

1.
０
割
（
い
な
い
）
』
 
い
ず
れ
か
を
選
択
し
た

  
か
つ

Q
C7

_1
で
「

2.
⼀
番
テ
レ
ワ
ー
ク
が
多
か
っ
た
⽉
」
で
『

1.
０
割
（
い
な
い
）
』
 
い
ず
れ
か
を
選
択
し
た
⽅
の
み

[必
須

]

Sq
C7

_4
 テ
レ
ワ
ー
ク
を
し
た
派
遣
労
働
者
が
い
な
い
事
業
所
に
う
か
が
い
ま
す
。

テ
レ
ワ
ー
ク
を
し
な
か
っ
た
理
由
は
何
で
す
か
。
（
複
数
回
答
可
）

 
 派
遣
先
が
テ
レ
ワ
ー
ク
を
導
⼊
し
な
か
っ
た
か
ら

 
 派
遣
労
働
者
の
就
業
環
境
や
技
術
⾯
等
か
ら
実
施
が
難
し
か
っ
た
か
ら

 
 派
遣
労
働
者
の
仕
事
内
容
が
テ
レ
ワ
ー
ク
に
適
し
て
い
な
い
か
ら

 
 コ
ス
ト
的
に
⾒
合
わ
な
か
っ
た
か
ら

 
 コ
ロ
ナ
禍
の
影
響
が
あ
ま
り
な
か
っ
た
か
ら

 
 そ
の
他
（

 
 ）

--
--
＜
改
ペ
ー
ジ
＞

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

【
回
答
者
条
件
】

  
Q

C1
で
「

1.
20

20
年

1〜
3⽉
」
で
『

1.
増
加
』
〜
『

6.
20
％
以
上
減
少
』
 
い
ず
れ
か
を
選
択
し
た

  
ま
た
は

Q
C1
で
「

2.
20

20
年

4〜
6⽉
」
で
『

1.
増
加
』
〜
『

6.
20
％
以
上
減
少
』
 
い
ず
れ
か
を
選
択
し
た

  
ま
た
は

Q
C1
で
「

3.
20

20
年

7〜
9⽉
」
で
『

1.
増
加
』
〜
『

6.
20
％
以
上
減
少
』
 
い
ず
れ
か
を
選
択
し
た

  
ま
た
は

Q
C1
で
「

4.
20

20
年

10
〜

12
⽉
」
で
『

1.
増
加
』
〜
『

6.
20
％
以
上
減
少
』
 
い
ず
れ
か
を
選
択
し
た

  
ま
た
は

Q
C1
で
「

5.
20

20
年

1〜
3⽉
」
で
『

1.
増
加
』
〜
『

6.
20
％
以
上
減
少
』
 
い
ず
れ
か
を
選
択
し
た

  
ま
た
は

Q
C1
で
「

6.
20

20
年

4〜
6⽉
」
で
『

1.
増
加
』
〜
『

6.
20
％
以
上
減
少
』
 
い
ず
れ
か
を
選
択
し
た

  
ま
た
は

Q
C1
で
「

7.
20

20
年

7〜
9⽉
」
で
『

1.
増
加
』
〜
『

6.
20
％
以
上
減
少
』
 
い
ず
れ
か
を
選
択
し
た

  
ま
た
は

Q
C1
で
「

8.
20

20
年

10
〜

12
⽉
」
で
『

1.
増
加
』
〜
『

6.
20
％
以
上
減
少
』
 
い
ず
れ
か
を
選
択
し
た
⽅
の
み

[必
須

]

Q
C8

 派
遣
労
働
者
以
外
の
社
員
（
営
業
、
内
勤
社
員
等
）
で
働
く
⽅
は
テ
レ
ワ
ー
ク
を
実
施
し
ま
し
た
か
。

 
 実
施
し
た

 
 実
施
し
な
か
っ
た

--
--
＜
改
ペ
ー
ジ
＞

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

【
回
答
者
条
件
】

  
Q

C1
で
「

1.
20

20
年

1〜
3⽉
」
で
『

1.
増
加
』
〜
『

6.
20
％
以
上
減
少
』
 
い
ず
れ
か
を
選
択
し
た

  
ま
た
は

Q
C1
で
「

2.
20

20
年

4〜
6⽉
」
で
『

1.
増
加
』
〜
『

6.
20
％
以
上
減
少
』
 
い
ず
れ
か
を
選
択
し
た

  
ま
た
は

Q
C1
で
「

3.
20

20
年

7〜
9⽉
」
で
『

1.
増
加
』
〜
『

6.
20
％
以
上
減
少
』
 
い
ず
れ
か
を
選
択
し
た

  
ま
た
は

Q
C1
で
「

4.
20

20
年

10
〜

12
⽉
」
で
『

1.
増
加
』
〜
『

6.
20
％
以
上
減
少
』
 
い
ず
れ
か
を
選
択
し
た

  
ま
た
は

Q
C1
で
「

5.
20

20
年

1〜
3⽉
」
で
『

1.
増
加
』
〜
『

6.
20
％
以
上
減
少
』
 
い
ず
れ
か
を
選
択
し
た

  
ま
た
は

Q
C1
で
「

6.
20

20
年

4〜
6⽉
」
で
『

1.
増
加
』
〜
『

6.
20
％
以
上
減
少
』
 
い
ず
れ
か
を
選
択
し
た

  
ま
た
は

Q
C1
で
「

7.
20

20
年

7〜
9⽉
」
で
『

1.
増
加
』
〜
『

6.
20
％
以
上
減
少
』
 
い
ず
れ
か
を
選
択
し
た

  
ま
た
は

Q
C1
で
「

8.
20

20
年

10
〜

12
⽉
」
で
『

1.
増
加
』
〜
『

6.
20
％
以
上
減
少
』
 
い
ず
れ
か
を
選
択
し
た
⽅
の
み

[必
須

]

Q
C9

 コ
ロ
ナ
禍
に
お
い
て
も
、
派
遣
契
約
が
継
続
し
て
い
る
派
遣
先
は
ど
の
よ
う
な
傾
向
が
あ
り
ま
す
か
。
（
複
数
回
答
可
）

 
 貴
事
業
所
と
の
取
引
が
⻑
く
続
い
て
い
る

 
 企
業
規
模
が
⼤
き
い

 
 グ
ル
ー
プ
企
業
等
、
資
本
に
共
通
性
が
あ
る

 
 貴
事
業
所
の
派
遣
労
働
者
数
が
多
い

 
 熟
練
し
た
派
遣
労
働
者
が
必
要
で
あ
る

24A

か な り A に 近 い

ど ち ら か と い え ば A

ど ち ら と も い え な い

ど ち ら か と い え ば B

か な り B に 近 い

--
--
＜
改
ペ
ー
ジ
＞

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

【
回
答
者
条
件
】

  
Q

C7
_1
で
「

1.
現
在
」
で
『

2.
１
割
程
度
』
〜
『

11
.１
０
割
程
度
』
 
い
ず
れ
か
を
選
択
し
た

  
ま
た
は

Q
C7

_1
で
「

2.
⼀
番
テ
レ
ワ
ー
ク
が
多
か
っ
た
⽉
」
で
『

2.
１
割
程
度
』
〜
『

11
.１
０
割
程
度
』
 
い
ず
れ
か
を
選
択
し
た
⽅
の
み

[必
須

]

Sq
C7

_3
 テ
レ
ワ
ー
ク
を
し
た
派
遣
労
働
者
が
い
る
事
業
所
に
う
か
が
い
ま
す
。
派
遣
労
働
者
の
テ
レ
ワ
ー
ク
の
仕
事
の
状
況
は
、
平
時
に
⽐
べ
て

Aか
Bか
近
い
⽅
を
選
択
し
て
く
だ
さ
い
。

A ←
B →

忙
し
く
な
っ
て
い
る

暇
に
な
っ
て
い
る

派
遣
先
か
ら
の
指
⽰
命
令
、
要
求
が
多
い

指
⽰
命
令
、
要
求
が
少
な
い

仕
事
が
効
率
的
に
な
っ
て
い
る

⾮
効
率
的
に
な
っ
て
い
る

職
場
関
連
の
悩
み
が
減
っ
て
い
る

悩
み
が
増
え
て
い
る

ス
キ
ル
が
向
上
し
て
い
る

ス
キ
ル
が
低
下
、
停
滞
し
て
い
る

仕
事
が
や
り
や
す
い
と
い
う
声
が
多
い

仕
事
が
や
り
に
く
い
と
い
う
声
が
多
い

--
--
＜
改
ペ
ー
ジ
＞

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

【
回
答
者
条
件
】

  
Q

C7
_1
で
「

1.
現
在
」
で
『

1.
０
割
（
い
な
い
）
』
 
い
ず
れ
か
を
選
択
し
た

  
か
つ

Q
C7

_1
で
「

2.
⼀
番
テ
レ
ワ
ー
ク
が
多
か
っ
た
⽉
」
で
『

1.
０
割
（
い
な
い
）
』
 
い
ず
れ
か
を
選
択
し
た
⽅
の
み

[必
須

]

Sq
C7

_4
 テ
レ
ワ
ー
ク
を
し
た
派
遣
労
働
者
が
い
な
い
事
業
所
に
う
か
が
い
ま
す
。

テ
レ
ワ
ー
ク
を
し
な
か
っ
た
理
由
は
何
で
す
か
。
（
複
数
回
答
可
）

 
 派
遣
先
が
テ
レ
ワ
ー
ク
を
導
⼊
し
な
か
っ
た
か
ら

 
 派
遣
労
働
者
の
就
業
環
境
や
技
術
⾯
等
か
ら
実
施
が
難
し
か
っ
た
か
ら

 
 派
遣
労
働
者
の
仕
事
内
容
が
テ
レ
ワ
ー
ク
に
適
し
て
い
な
い
か
ら

 
 コ
ス
ト
的
に
⾒
合
わ
な
か
っ
た
か
ら

 
 コ
ロ
ナ
禍
の
影
響
が
あ
ま
り
な
か
っ
た
か
ら

 
 そ
の
他
（

 
 ）

--
--
＜
改
ペ
ー
ジ
＞

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

【
回
答
者
条
件
】

  
Q

C1
で
「

1.
20

20
年

1〜
3⽉
」
で
『

1.
増
加
』
〜
『

6.
20
％
以
上
減
少
』
 
い
ず
れ
か
を
選
択
し
た

  
ま
た
は

Q
C1
で
「

2.
20

20
年

4〜
6⽉
」
で
『

1.
増
加
』
〜
『

6.
20
％
以
上
減
少
』
 
い
ず
れ
か
を
選
択
し
た

  
ま
た
は

Q
C1
で
「

3.
20

20
年

7〜
9⽉
」
で
『

1.
増
加
』
〜
『

6.
20
％
以
上
減
少
』
 
い
ず
れ
か
を
選
択
し
た

  
ま
た
は

Q
C1
で
「

4.
20

20
年

10
〜

12
⽉
」
で
『

1.
増
加
』
〜
『

6.
20
％
以
上
減
少
』
 
い
ず
れ
か
を
選
択
し
た

  
ま
た
は

Q
C1
で
「

5.
20

20
年

1〜
3⽉
」
で
『

1.
増
加
』
〜
『

6.
20
％
以
上
減
少
』
 
い
ず
れ
か
を
選
択
し
た

  
ま
た
は

Q
C1
で
「

6.
20

20
年

4〜
6⽉
」
で
『

1.
増
加
』
〜
『

6.
20
％
以
上
減
少
』
 
い
ず
れ
か
を
選
択
し
た

  
ま
た
は

Q
C1
で
「

7.
20

20
年

7〜
9⽉
」
で
『

1.
増
加
』
〜
『

6.
20
％
以
上
減
少
』
 
い
ず
れ
か
を
選
択
し
た

  
ま
た
は

Q
C1
で
「

8.
20

20
年

10
〜

12
⽉
」
で
『

1.
増
加
』
〜
『

6.
20
％
以
上
減
少
』
 
い
ず
れ
か
を
選
択
し
た
⽅
の
み

[必
須

]

Q
C8

 派
遣
労
働
者
以
外
の
社
員
（
営
業
、
内
勤
社
員
等
）
で
働
く
⽅
は
テ
レ
ワ
ー
ク
を
実
施
し
ま
し
た
か
。

 
 実
施
し
た

 
 実
施
し
な
か
っ
た

--
--
＜
改
ペ
ー
ジ
＞

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

【
回
答
者
条
件
】

  
Q

C1
で
「

1.
20

20
年

1〜
3⽉
」
で
『

1.
増
加
』
〜
『

6.
20
％
以
上
減
少
』
 
い
ず
れ
か
を
選
択
し
た

  
ま
た
は

Q
C1
で
「

2.
20

20
年

4〜
6⽉
」
で
『

1.
増
加
』
〜
『

6.
20
％
以
上
減
少
』
 
い
ず
れ
か
を
選
択
し
た

  
ま
た
は

Q
C1
で
「

3.
20

20
年

7〜
9⽉
」
で
『

1.
増
加
』
〜
『

6.
20
％
以
上
減
少
』
 
い
ず
れ
か
を
選
択
し
た

  
ま
た
は

Q
C1
で
「

4.
20

20
年

10
〜

12
⽉
」
で
『

1.
増
加
』
〜
『

6.
20
％
以
上
減
少
』
 
い
ず
れ
か
を
選
択
し
た

  
ま
た
は

Q
C1
で
「

5.
20

20
年

1〜
3⽉
」
で
『

1.
増
加
』
〜
『

6.
20
％
以
上
減
少
』
 
い
ず
れ
か
を
選
択
し
た

  
ま
た
は

Q
C1
で
「

6.
20

20
年

4〜
6⽉
」
で
『

1.
増
加
』
〜
『

6.
20
％
以
上
減
少
』
 
い
ず
れ
か
を
選
択
し
た

  
ま
た
は

Q
C1
で
「

7.
20

20
年

7〜
9⽉
」
で
『

1.
増
加
』
〜
『

6.
20
％
以
上
減
少
』
 
い
ず
れ
か
を
選
択
し
た

  
ま
た
は

Q
C1
で
「

8.
20

20
年

10
〜

12
⽉
」
で
『

1.
増
加
』
〜
『

6.
20
％
以
上
減
少
』
 
い
ず
れ
か
を
選
択
し
た
⽅
の
み

[必
須

]

Q
C9

 コ
ロ
ナ
禍
に
お
い
て
も
、
派
遣
契
約
が
継
続
し
て
い
る
派
遣
先
は
ど
の
よ
う
な
傾
向
が
あ
り
ま
す
か
。
（
複
数
回
答
可
）

 
 貴
事
業
所
と
の
取
引
が
⻑
く
続
い
て
い
る

 
 企
業
規
模
が
⼤
き
い

 
 グ
ル
ー
プ
企
業
等
、
資
本
に
共
通
性
が
あ
る

 
 貴
事
業
所
の
派
遣
労
働
者
数
が
多
い

 
 熟
練
し
た
派
遣
労
働
者
が
必
要
で
あ
る

24A

か な り A に 近 い

ど ち ら か と い え ば A

ど ち ら と も い え な い

ど ち ら か と い え ば B

か な り B に 近 い

--
--
＜
改
ペ
ー
ジ
＞

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

【
回
答
者
条
件
】

  
Q

C7
_1
で
「

1.
現
在
」
で
『

2.
１
割
程
度
』
〜
『

11
.１
０
割
程
度
』
 
い
ず
れ
か
を
選
択
し
た

  
ま
た
は

Q
C7

_1
で
「

2.
⼀
番
テ
レ
ワ
ー
ク
が
多
か
っ
た
⽉
」
で
『

2.
１
割
程
度
』
〜
『

11
.１
０
割
程
度
』
 
い
ず
れ
か
を
選
択
し
た
⽅
の
み

[必
須

]

Sq
C7

_3
 テ
レ
ワ
ー
ク
を
し
た
派
遣
労
働
者
が
い
る
事
業
所
に
う
か
が
い
ま
す
。
派
遣
労
働
者
の
テ
レ
ワ
ー
ク
の
仕
事
の
状
況
は
、
平
時
に
⽐
べ
て

Aか
Bか
近
い
⽅
を
選
択
し
て
く
だ
さ
い
。

A ←
B →

忙
し
く
な
っ
て
い
る

暇
に
な
っ
て
い
る

派
遣
先
か
ら
の
指
⽰
命
令
、
要
求
が
多
い

指
⽰
命
令
、
要
求
が
少
な
い

仕
事
が
効
率
的
に
な
っ
て
い
る

⾮
効
率
的
に
な
っ
て
い
る

職
場
関
連
の
悩
み
が
減
っ
て
い
る

悩
み
が
増
え
て
い
る

ス
キ
ル
が
向
上
し
て
い
る

ス
キ
ル
が
低
下
、
停
滞
し
て
い
る

仕
事
が
や
り
や
す
い
と
い
う
声
が
多
い

仕
事
が
や
り
に
く
い
と
い
う
声
が
多
い

--
--
＜
改
ペ
ー
ジ
＞

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

【
回
答
者
条
件
】

  
Q

C7
_1
で
「

1.
現
在
」
で
『

1.
０
割
（
い
な
い
）
』
 
い
ず
れ
か
を
選
択
し
た

  
か
つ

Q
C7

_1
で
「

2.
⼀
番
テ
レ
ワ
ー
ク
が
多
か
っ
た
⽉
」
で
『

1.
０
割
（
い
な
い
）
』
 
い
ず
れ
か
を
選
択
し
た
⽅
の
み

[必
須

]

Sq
C7

_4
 テ
レ
ワ
ー
ク
を
し
た
派
遣
労
働
者
が
い
な
い
事
業
所
に
う
か
が
い
ま
す
。

テ
レ
ワ
ー
ク
を
し
な
か
っ
た
理
由
は
何
で
す
か
。
（
複
数
回
答
可
）

 
 派
遣
先
が
テ
レ
ワ
ー
ク
を
導
⼊
し
な
か
っ
た
か
ら

 
 派
遣
労
働
者
の
就
業
環
境
や
技
術
⾯
等
か
ら
実
施
が
難
し
か
っ
た
か
ら

 
 派
遣
労
働
者
の
仕
事
内
容
が
テ
レ
ワ
ー
ク
に
適
し
て
い
な
い
か
ら

 
 コ
ス
ト
的
に
⾒
合
わ
な
か
っ
た
か
ら

 
 コ
ロ
ナ
禍
の
影
響
が
あ
ま
り
な
か
っ
た
か
ら

 
 そ
の
他
（

 
 ）

--
--
＜
改
ペ
ー
ジ
＞

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

【
回
答
者
条
件
】

  
Q

C1
で
「

1.
20

20
年

1〜
3⽉
」
で
『

1.
増
加
』
〜
『

6.
20
％
以
上
減
少
』
 
い
ず
れ
か
を
選
択
し
た

  
ま
た
は

Q
C1
で
「

2.
20

20
年

4〜
6⽉
」
で
『

1.
増
加
』
〜
『

6.
20
％
以
上
減
少
』
 
い
ず
れ
か
を
選
択
し
た

  
ま
た
は

Q
C1
で
「

3.
20

20
年

7〜
9⽉
」
で
『

1.
増
加
』
〜
『

6.
20
％
以
上
減
少
』
 
い
ず
れ
か
を
選
択
し
た

  
ま
た
は

Q
C1
で
「

4.
20

20
年

10
〜

12
⽉
」
で
『

1.
増
加
』
〜
『

6.
20
％
以
上
減
少
』
 
い
ず
れ
か
を
選
択
し
た

  
ま
た
は

Q
C1
で
「

5.
20

20
年

1〜
3⽉
」
で
『

1.
増
加
』
〜
『

6.
20
％
以
上
減
少
』
 
い
ず
れ
か
を
選
択
し
た

  
ま
た
は

Q
C1
で
「

6.
20

20
年

4〜
6⽉
」
で
『

1.
増
加
』
〜
『

6.
20
％
以
上
減
少
』
 
い
ず
れ
か
を
選
択
し
た

  
ま
た
は

Q
C1
で
「

7.
20

20
年

7〜
9⽉
」
で
『

1.
増
加
』
〜
『

6.
20
％
以
上
減
少
』
 
い
ず
れ
か
を
選
択
し
た

  
ま
た
は

Q
C1
で
「

8.
20

20
年

10
〜

12
⽉
」
で
『

1.
増
加
』
〜
『

6.
20
％
以
上
減
少
』
 
い
ず
れ
か
を
選
択
し
た
⽅
の
み

[必
須

]

Q
C8

 派
遣
労
働
者
以
外
の
社
員
（
営
業
、
内
勤
社
員
等
）
で
働
く
⽅
は
テ
レ
ワ
ー
ク
を
実
施
し
ま
し
た
か
。

 
 実
施
し
た

 
 実
施
し
な
か
っ
た

--
--
＜
改
ペ
ー
ジ
＞

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

【
回
答
者
条
件
】

  
Q

C1
で
「

1.
20

20
年

1〜
3⽉
」
で
『

1.
増
加
』
〜
『

6.
20
％
以
上
減
少
』
 
い
ず
れ
か
を
選
択
し
た

  
ま
た
は

Q
C1
で
「

2.
20

20
年

4〜
6⽉
」
で
『

1.
増
加
』
〜
『

6.
20
％
以
上
減
少
』
 
い
ず
れ
か
を
選
択
し
た

  
ま
た
は

Q
C1
で
「

3.
20

20
年

7〜
9⽉
」
で
『

1.
増
加
』
〜
『

6.
20
％
以
上
減
少
』
 
い
ず
れ
か
を
選
択
し
た

  
ま
た
は

Q
C1
で
「

4.
20

20
年

10
〜

12
⽉
」
で
『

1.
増
加
』
〜
『

6.
20
％
以
上
減
少
』
 
い
ず
れ
か
を
選
択
し
た

  
ま
た
は

Q
C1
で
「

5.
20

20
年

1〜
3⽉
」
で
『

1.
増
加
』
〜
『

6.
20
％
以
上
減
少
』
 
い
ず
れ
か
を
選
択
し
た

  
ま
た
は

Q
C1
で
「

6.
20

20
年

4〜
6⽉
」
で
『

1.
増
加
』
〜
『

6.
20
％
以
上
減
少
』
 
い
ず
れ
か
を
選
択
し
た

  
ま
た
は

Q
C1
で
「

7.
20

20
年

7〜
9⽉
」
で
『

1.
増
加
』
〜
『

6.
20
％
以
上
減
少
』
 
い
ず
れ
か
を
選
択
し
た

  
ま
た
は

Q
C1
で
「

8.
20

20
年

10
〜

12
⽉
」
で
『

1.
増
加
』
〜
『

6.
20
％
以
上
減
少
』
 
い
ず
れ
か
を
選
択
し
た
⽅
の
み

[必
須

]

Q
C9

 コ
ロ
ナ
禍
に
お
い
て
も
、
派
遣
契
約
が
継
続
し
て
い
る
派
遣
先
は
ど
の
よ
う
な
傾
向
が
あ
り
ま
す
か
。
（
複
数
回
答
可
）

 
 貴
事
業
所
と
の
取
引
が
⻑
く
続
い
て
い
る

 
 企
業
規
模
が
⼤
き
い

 
 グ
ル
ー
プ
企
業
等
、
資
本
に
共
通
性
が
あ
る

 
 貴
事
業
所
の
派
遣
労
働
者
数
が
多
い

 
 熟
練
し
た
派
遣
労
働
者
が
必
要
で
あ
る

- 106 -
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25A

 
 影
響
の
少
な
い
特
定
の
産
業
、
業
種
で
あ
る
（
具
体
的
に
︓

 
 ）

 
 ⾏
政
通
知
を
含
め
て
コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス
意
識
が
⾼
い

 
 派
遣
労
働
者
と
派
遣
先
社
員
の
待
遇
差
が
⼩
さ
い

 
 そ
の
他
（

 
 ）

 
 わ
か
ら
な
い

 
 特
に
傾
向
は
な
い

--
--
＜
改
ペ
ー
ジ
＞

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

【
回
答
者
条
件
】

  
Q

C1
で
「

1.
20

20
年

1〜
3⽉
」
で
『

1.
増
加
』
〜
『

6.
20
％
以
上
減
少
』
 
い
ず
れ
か
を
選
択
し
た

  
ま
た
は

Q
C1
で
「

2.
20

20
年

4〜
6⽉
」
で
『

1.
増
加
』
〜
『

6.
20
％
以
上
減
少
』
 
い
ず
れ
か
を
選
択
し
た

  
ま
た
は

Q
C1
で
「

3.
20

20
年

7〜
9⽉
」
で
『

1.
増
加
』
〜
『

6.
20
％
以
上
減
少
』
 
い
ず
れ
か
を
選
択
し
た

  
ま
た
は

Q
C1
で
「

4.
20

20
年

10
〜

12
⽉
」
で
『

1.
増
加
』
〜
『

6.
20
％
以
上
減
少
』
 
い
ず
れ
か
を
選
択
し
た

  
ま
た
は

Q
C1
で
「

5.
20

20
年

1〜
3⽉
」
で
『

1.
増
加
』
〜
『

6.
20
％
以
上
減
少
』
 
い
ず
れ
か
を
選
択
し
た

  
ま
た
は

Q
C1
で
「

6.
20

20
年

4〜
6⽉
」
で
『

1.
増
加
』
〜
『

6.
20
％
以
上
減
少
』
 
い
ず
れ
か
を
選
択
し
た

  
ま
た
は

Q
C1
で
「

7.
20

20
年

7〜
9⽉
」
で
『

1.
増
加
』
〜
『

6.
20
％
以
上
減
少
』
 
い
ず
れ
か
を
選
択
し
た

  
ま
た
は

Q
C1
で
「

8.
20

20
年

10
〜

12
⽉
」
で
『

1.
増
加
』
〜
『

6.
20
％
以
上
減
少
』
 
い
ず
れ
か
を
選
択
し
た
⽅
の
み

[必
須

]

Q
C1

0 
コ
ロ
ナ
禍
に
お
い
て
も
、
派
遣
先
と
の
契
約
が
継
続
し
て
い
る
派
遣
労
働
者
に
は
ど
の
よ
う
な
傾
向
が
あ
り
ま
す
か
。
（
複
数
回
答
可
）

 
 テ
ク
ニ
カ
ル
・
ス
キ
ル
の
⾼
い
⼈

 
 ヒ
ュ
ー
マ
ン
・
ス
キ
ル
が
⾼
い
⼈

 
 派
遣
先
の
評
価
が
⾼
い
⼈

 
 派
遣
先
の
正
社
員
と
同
様
の
仕
事
を
し
て
い
る
⼈

 
 派
遣
先
で
の
勤
務
が
⻑
い
⼈

 
 貴
事
業
所
で
の
雇
⽤
が
⻑
い
⼈

 
 そ
の
他
（

 
 ）

 
 わ
か
ら
な
い

 
 特
に
傾
向
は
な
い

--
--
＜
改
ペ
ー
ジ
＞

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

貴
事
業
所
の
今
後
の
派
遣
事
業
に
つ
い
て

[必
須

]

Q
16

 貴
事
業
所
の
労
働
者
派
遣
事
業
に
つ
い
て
、
今
後
数
年
以
内
の
事
業
展
開
の
⾒
通
し
に
つ
い
て
教
え
て
く
だ
さ
い
。

 
 撤
退
を
考
え
て
い
る

 
 事
業
縮
⼩
を
考
え
て
い
る

 
 現
状
維
持

 
 事
業
拡
⼤
を
考
え
て
い
る

 
 わ
か
ら
な
い

--
--
＜
改
ペ
ー
ジ
＞

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

【
回
答
者
条
件
】

  
Q

16
で
『

1.
撤
退
を
考
え
て
い
る
』
〜
『

2.
事
業
縮
⼩
を
考
え
て
い
る
』
 
い
ず
れ
か
を
選
択
し
た
⽅
の
み

SQ
16

 撤
退
、
事
業
縮
⼩
を
選
択
し
た
事
業
所
に
う
か
が
い
ま
す
。

撤
退
、
事
業
縮
⼩
の
理
由
、
原
因
は
何
で
す
か
。
（
複
数
回
答
可
）

 
 新
型
コ
ロ
ナ
ウ
ィ
ル
ス
の
拡
⼤

 
 同
⼀
労
働
同
⼀
賃
⾦
ル
ー
ル

 
 労
働
者
の
不
⾜

 
 競
合
激
化

 
 そ
の
他
（
具
体
的
に
︓

 
 ）

--
--
＜
改
ペ
ー
ジ
＞

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

[必
須

]

Q
17

 こ
れ
が
最
後
の
設
問
で
す
。

下
記
の
⼈
材
サ
ー
ビ
ス
関
連
事
業
の
う
ち
、
今
後
新
し
く
始
め
よ
う
と
考
え
て
い
る
事
業
は
あ
り
ま
す
か
（
複
数
回
答
可
）

 
 専
⾨
・
技
術
系
業
務
派
遣

 
 事
務
系
業
務
派
遣

 
 製
造
系
業
務
派
遣

 
 販
売
・
サ
ー
ビ
ス
系
業
務
派
遣

25A

 
 影
響
の
少
な
い
特
定
の
産
業
、
業
種
で
あ
る
（
具
体
的
に
︓

 
 ）

 
 ⾏
政
通
知
を
含
め
て
コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス
意
識
が
⾼
い

 
 派
遣
労
働
者
と
派
遣
先
社
員
の
待
遇
差
が
⼩
さ
い

 
 そ
の
他
（

 
 ）

 
 わ
か
ら
な
い

 
 特
に
傾
向
は
な
い

--
--
＜
改
ペ
ー
ジ
＞

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

【
回
答
者
条
件
】

  
Q

C1
で
「

1.
20

20
年

1〜
3⽉
」
で
『

1.
増
加
』
〜
『

6.
20
％
以
上
減
少
』
 
い
ず
れ
か
を
選
択
し
た

  
ま
た
は

Q
C1
で
「

2.
20

20
年

4〜
6⽉
」
で
『

1.
増
加
』
〜
『

6.
20
％
以
上
減
少
』
 
い
ず
れ
か
を
選
択
し
た

  
ま
た
は

Q
C1
で
「

3.
20

20
年

7〜
9⽉
」
で
『

1.
増
加
』
〜
『

6.
20
％
以
上
減
少
』
 
い
ず
れ
か
を
選
択
し
た

  
ま
た
は

Q
C1
で
「

4.
20

20
年

10
〜

12
⽉
」
で
『

1.
増
加
』
〜
『

6.
20
％
以
上
減
少
』
 
い
ず
れ
か
を
選
択
し
た

  
ま
た
は

Q
C1
で
「

5.
20

20
年

1〜
3⽉
」
で
『

1.
増
加
』
〜
『

6.
20
％
以
上
減
少
』
 
い
ず
れ
か
を
選
択
し
た

  
ま
た
は

Q
C1
で
「

6.
20

20
年

4〜
6⽉
」
で
『

1.
増
加
』
〜
『

6.
20
％
以
上
減
少
』
 
い
ず
れ
か
を
選
択
し
た

  
ま
た
は

Q
C1
で
「

7.
20

20
年

7〜
9⽉
」
で
『

1.
増
加
』
〜
『

6.
20
％
以
上
減
少
』
 
い
ず
れ
か
を
選
択
し
た

  
ま
た
は

Q
C1
で
「

8.
20

20
年

10
〜

12
⽉
」
で
『

1.
増
加
』
〜
『

6.
20
％
以
上
減
少
』
 
い
ず
れ
か
を
選
択
し
た
⽅
の
み

[必
須

]

Q
C1

0 
コ
ロ
ナ
禍
に
お
い
て
も
、
派
遣
先
と
の
契
約
が
継
続
し
て
い
る
派
遣
労
働
者
に
は
ど
の
よ
う
な
傾
向
が
あ
り
ま
す
か
。
（
複
数
回
答
可
）

 
 テ
ク
ニ
カ
ル
・
ス
キ
ル
の
⾼
い
⼈

 
 ヒ
ュ
ー
マ
ン
・
ス
キ
ル
が
⾼
い
⼈

 
 派
遣
先
の
評
価
が
⾼
い
⼈

 
 派
遣
先
の
正
社
員
と
同
様
の
仕
事
を
し
て
い
る
⼈

 
 派
遣
先
で
の
勤
務
が
⻑
い
⼈

 
 貴
事
業
所
で
の
雇
⽤
が
⻑
い
⼈

 
 そ
の
他
（

 
 ）

 
 わ
か
ら
な
い

 
 特
に
傾
向
は
な
い

--
--
＜
改
ペ
ー
ジ
＞

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

貴
事
業
所
の
今
後
の
派
遣
事
業
に
つ
い
て

[必
須

]

Q
16

 貴
事
業
所
の
労
働
者
派
遣
事
業
に
つ
い
て
、
今
後
数
年
以
内
の
事
業
展
開
の
⾒
通
し
に
つ
い
て
教
え
て
く
だ
さ
い
。

 
 撤
退
を
考
え
て
い
る

 
 事
業
縮
⼩
を
考
え
て
い
る

 
 現
状
維
持

 
 事
業
拡
⼤
を
考
え
て
い
る

 
 わ
か
ら
な
い

--
--
＜
改
ペ
ー
ジ
＞

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

【
回
答
者
条
件
】

  
Q

16
で
『

1.
撤
退
を
考
え
て
い
る
』
〜
『

2.
事
業
縮
⼩
を
考
え
て
い
る
』
 
い
ず
れ
か
を
選
択
し
た
⽅
の
み

SQ
16

 撤
退
、
事
業
縮
⼩
を
選
択
し
た
事
業
所
に
う
か
が
い
ま
す
。

撤
退
、
事
業
縮
⼩
の
理
由
、
原
因
は
何
で
す
か
。
（
複
数
回
答
可
）

 
 新
型
コ
ロ
ナ
ウ
ィ
ル
ス
の
拡
⼤

 
 同
⼀
労
働
同
⼀
賃
⾦
ル
ー
ル

 
 労
働
者
の
不
⾜

 
 競
合
激
化

 
 そ
の
他
（
具
体
的
に
︓

 
 ）

--
--
＜
改
ペ
ー
ジ
＞

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

[必
須

]

Q
17

 こ
れ
が
最
後
の
設
問
で
す
。

下
記
の
⼈
材
サ
ー
ビ
ス
関
連
事
業
の
う
ち
、
今
後
新
し
く
始
め
よ
う
と
考
え
て
い
る
事
業
は
あ
り
ま
す
か
（
複
数
回
答
可
）

 
 専
⾨
・
技
術
系
業
務
派
遣

 
 事
務
系
業
務
派
遣

 
 製
造
系
業
務
派
遣

 
 販
売
・
サ
ー
ビ
ス
系
業
務
派
遣

25A

 
 影
響
の
少
な
い
特
定
の
産
業
、
業
種
で
あ
る
（
具
体
的
に
︓

 
 ）

 
 ⾏
政
通
知
を
含
め
て
コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス
意
識
が
⾼
い

 
 派
遣
労
働
者
と
派
遣
先
社
員
の
待
遇
差
が
⼩
さ
い

 
 そ
の
他
（

 
 ）

 
 わ
か
ら
な
い

 
 特
に
傾
向
は
な
い

--
--
＜
改
ペ
ー
ジ
＞

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

【
回
答
者
条
件
】

  
Q

C1
で
「

1.
20

20
年

1〜
3⽉
」
で
『

1.
増
加
』
〜
『

6.
20
％
以
上
減
少
』
 
い
ず
れ
か
を
選
択
し
た

  
ま
た
は

Q
C1
で
「

2.
20

20
年

4〜
6⽉
」
で
『

1.
増
加
』
〜
『

6.
20
％
以
上
減
少
』
 
い
ず
れ
か
を
選
択
し
た

  
ま
た
は

Q
C1
で
「

3.
20

20
年

7〜
9⽉
」
で
『

1.
増
加
』
〜
『

6.
20
％
以
上
減
少
』
 
い
ず
れ
か
を
選
択
し
た

  
ま
た
は

Q
C1
で
「

4.
20

20
年

10
〜

12
⽉
」
で
『

1.
増
加
』
〜
『

6.
20
％
以
上
減
少
』
 
い
ず
れ
か
を
選
択
し
た

  
ま
た
は

Q
C1
で
「

5.
20

20
年

1〜
3⽉
」
で
『

1.
増
加
』
〜
『

6.
20
％
以
上
減
少
』
 
い
ず
れ
か
を
選
択
し
た

  
ま
た
は

Q
C1
で
「

6.
20

20
年

4〜
6⽉
」
で
『

1.
増
加
』
〜
『

6.
20
％
以
上
減
少
』
 
い
ず
れ
か
を
選
択
し
た

  
ま
た
は

Q
C1
で
「

7.
20

20
年

7〜
9⽉
」
で
『

1.
増
加
』
〜
『

6.
20
％
以
上
減
少
』
 
い
ず
れ
か
を
選
択
し
た

  
ま
た
は

Q
C1
で
「

8.
20

20
年

10
〜

12
⽉
」
で
『

1.
増
加
』
〜
『

6.
20
％
以
上
減
少
』
 
い
ず
れ
か
を
選
択
し
た
⽅
の
み

[必
須

]

Q
C1

0 
コ
ロ
ナ
禍
に
お
い
て
も
、
派
遣
先
と
の
契
約
が
継
続
し
て
い
る
派
遣
労
働
者
に
は
ど
の
よ
う
な
傾
向
が
あ
り
ま
す
か
。
（
複
数
回
答
可
）

 
 テ
ク
ニ
カ
ル
・
ス
キ
ル
の
⾼
い
⼈

 
 ヒ
ュ
ー
マ
ン
・
ス
キ
ル
が
⾼
い
⼈

 
 派
遣
先
の
評
価
が
⾼
い
⼈

 
 派
遣
先
の
正
社
員
と
同
様
の
仕
事
を
し
て
い
る
⼈

 
 派
遣
先
で
の
勤
務
が
⻑
い
⼈

 
 貴
事
業
所
で
の
雇
⽤
が
⻑
い
⼈

 
 そ
の
他
（

 
 ）

 
 わ
か
ら
な
い

 
 特
に
傾
向
は
な
い

--
--
＜
改
ペ
ー
ジ
＞

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

貴
事
業
所
の
今
後
の
派
遣
事
業
に
つ
い
て

[必
須

]

Q
16

 貴
事
業
所
の
労
働
者
派
遣
事
業
に
つ
い
て
、
今
後
数
年
以
内
の
事
業
展
開
の
⾒
通
し
に
つ
い
て
教
え
て
く
だ
さ
い
。

 
 撤
退
を
考
え
て
い
る

 
 事
業
縮
⼩
を
考
え
て
い
る

 
 現
状
維
持

 
 事
業
拡
⼤
を
考
え
て
い
る

 
 わ
か
ら
な
い

--
--
＜
改
ペ
ー
ジ
＞

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

【
回
答
者
条
件
】

  
Q

16
で
『

1.
撤
退
を
考
え
て
い
る
』
〜
『

2.
事
業
縮
⼩
を
考
え
て
い
る
』
 
い
ず
れ
か
を
選
択
し
た
⽅
の
み

SQ
16

 撤
退
、
事
業
縮
⼩
を
選
択
し
た
事
業
所
に
う
か
が
い
ま
す
。

撤
退
、
事
業
縮
⼩
の
理
由
、
原
因
は
何
で
す
か
。
（
複
数
回
答
可
）

 
 新
型
コ
ロ
ナ
ウ
ィ
ル
ス
の
拡
⼤

 
 同
⼀
労
働
同
⼀
賃
⾦
ル
ー
ル

 
 労
働
者
の
不
⾜

 
 競
合
激
化

 
 そ
の
他
（
具
体
的
に
︓

 
 ）

--
--
＜
改
ペ
ー
ジ
＞

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

[必
須

]

Q
17

 こ
れ
が
最
後
の
設
問
で
す
。

下
記
の
⼈
材
サ
ー
ビ
ス
関
連
事
業
の
う
ち
、
今
後
新
し
く
始
め
よ
う
と
考
え
て
い
る
事
業
は
あ
り
ま
す
か
（
複
数
回
答
可
）

 
 専
⾨
・
技
術
系
業
務
派
遣

 
 事
務
系
業
務
派
遣

 
 製
造
系
業
務
派
遣

 
 販
売
・
サ
ー
ビ
ス
系
業
務
派
遣

- 107 -
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26A

 
 医
療
・
福
祉
系
業
務
派
遣

 
 ⽇
雇
い
等
の
ス
ポ
ッ
ト
派
遣

 
 業
務
請
負
事
業

 
 ⼈
材
紹
介
事
業

 
 外
国
⼈
労
働
者
を
対
象
と
し
た
⼈
材
サ
ー
ビ
ス
事
業

 
 ⾼
齢
者
を
対
象
と
し
た
⼈
材
サ
ー
ビ
ス
事
業

 
 ク
ラ
ウ
ド
ソ
ー
シ
ン
グ
事
業

 
 そ
の
他
（

 
 ）

 
 特
に
な
い

--
--
＜
改
ペ
ー
ジ
＞

 --
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

26A

 
 医
療
・
福
祉
系
業
務
派
遣

 
 ⽇
雇
い
等
の
ス
ポ
ッ
ト
派
遣

 
 業
務
請
負
事
業

 
 ⼈
材
紹
介
事
業

 
 外
国
⼈
労
働
者
を
対
象
と
し
た
⼈
材
サ
ー
ビ
ス
事
業

 
 ⾼
齢
者
を
対
象
と
し
た
⼈
材
サ
ー
ビ
ス
事
業

 
 ク
ラ
ウ
ド
ソ
ー
シ
ン
グ
事
業

 
 そ
の
他
（

 
 ）

 
 特
に
な
い

--
--
＜
改
ペ
ー
ジ
＞

 --
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
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